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平成２４年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２４年２月２９日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２３年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市畜産物処理加工施設条例の

制定について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 平成２３年第４回定例会付託議案第２

８号 名寄市公設地方卸売市場条例の

一部改正について（経済建設常任委員

長報告）

日程第５ 平成２４年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第６ 議案第１号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第２号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第３号 名寄市税条例の一部改正

について

日程第９ 議案第４号 名寄市公民館条例等の一

部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市児童クラブ条例の

一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例及び名寄市重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市総合療育センター

条例の一部改正について

日程第13 議案第８号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

議案第１１号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び名寄市介護保険事業計画

を定めることについて

日程第14 議案第９号 名寄市土地改良事業分担

金等徴収条例等の一部改正について

日程第15 議案第１０号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第16 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第17 議案第１４号 平成２３年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第18 議案第１５号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第19 議案第１６号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第20 議案第１７号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１８号 平成２３年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第22 議案第１９号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第23 議案第２０号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第24 議案第２１号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第25 議案第２２号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号



－2－

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号

日程第26 議案第２３号 平成２３年度名寄市病

院事業会計補正予算（第４号）

日程第27 議案第２４号 平成２３年度名寄市水

道事業会計補正予算（第４号）

日程第28 議案第２５号 平成２４年度名寄市一

般会計予算

議案第２６号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２７号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２９号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３０号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３２号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３３号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計予算

日程第29 議案第３６号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第30 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２３年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市畜産物処理加工施設条例の

制定について（経済建設常任委員長報

告）

日程第４ 平成２３年第４回定例会付託議案第２

８号 名寄市公設地方卸売市場条例の

一部改正について（経済建設常任委員

長報告）

日程第５ 平成２４年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第６ 議案第１号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第２号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第８ 議案第３号 名寄市税条例の一部改正

について

日程第９ 議案第４号 名寄市公民館条例等の一

部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市児童クラブ条例の

一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例及び名寄市重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市総合療育センター

条例の一部改正について

日程第13 議案第８号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

議案第１１号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び名寄市介護保険事業計画

を定めることについて

日程第14 議案第９号 名寄市土地改良事業分担

金等徴収条例等の一部改正について

日程第15 議案第１０号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第16 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第17 議案第１４号 平成２３年度名寄市一
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般会計補正予算（第６号）

日程第18 議案第１５号 平成２３年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第19 議案第１６号 平成２３年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第20 議案第１７号 平成２３年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１８号 平成２３年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第１号）

日程第22 議案第１９号 平成２３年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第23 議案第２０号 平成２３年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第24 議案第２１号 平成２３年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第25 議案第２２号 平成２３年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

日程第26 議案第２３号 平成２３年度名寄市病

院事業会計補正予算（第４号）

日程第27 議案第２４号 平成２３年度名寄市水

道事業会計補正予算（第４号）

日程第28 議案第２５号 平成２４年度名寄市一

般会計予算

議案第２６号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２７号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２９号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３０号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３２号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３３号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計予算

日程第29 議案第３６号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第30 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員
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２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２４〇議長（黒井 徹議員）

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１０番、高橋伸典議員からおくれ

る旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 上 松 直 美 議員

１５番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２２日まで

の２３日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

２日までの２３日間と決定いたしました。

去る１月１６日に谷内〇議長（黒井 徹議員）

司市民福祉常任委員長から委員長辞任願の申し出

があり、２月１４日に開催されました市民福祉常

任委員会におきまして委員長の辞任が許可され、

後任の委員長に日根野正敏副委員長を選任し、副

委員長に谷内司委員を選任した旨議長に報告があ

りましたので、報告をいたします。

日程第３ 平成２３年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第１号 名寄市畜産物処理

加工施設条例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

おはよ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２３年第４回定例会におきまして当委員

会に付託をされました付託議案第１号 名寄市畜

産物処理加工施設条例の制定につきまして、委員

会における審査の経過並びに結果について御報告

を申し上げます。

委員会は、１２月２１日、１月１６日、２月１

５日及び２８日の４回にわたり、寺崎経済部長を

初め担当職員の出席を願い、本条例の内容などに

ついて詳細に説明を受けた後、慎重に審査を行い

ました。

付託されました議案は、提案理由の説明にあり

ましたように、名寄市畜産物加工処理施設は名寄

市立食肉センターの改修及び規模拡大に伴い、当

該センター等のと畜場で加工された枝肉のうち牛

肉、馬肉及び豚肉をブロック、ミンチ等に加工す

る施設として地域経済の振興を図るため、国の農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業を活用

し、設置するもので、施設の管理については指定

管理者制度を活用し、民間による管理を目指し、

関係条例の制定を行おうとするものであります。

条例の内容について説明を受けた後、都合４回

の委員会において各委員から出されました主な質

疑では、第６条、指定管理者の指定の期間にかか

わり、条例案では指定管理者が加工施設の管理を

行う期間は指定を受けた日に属する年度の翌年度

の４月１日から起算して５年の間とするとしてい

るが、説明では稼働は年度途中であり、整合性が

図れないのではないか。第１２条、損害賠償にか

かわり、利用者が故意または過失によって生じた

損害賠償を規定しているが、ただし市長が特別な

事情があると認めたときはこの限りでないとして

いる。故意または過失における市長が特別な事情

と認めるものとはとの質問に対しては、第６条は

指定管理の期間を５年とうたっているものとの答
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弁にとどまりました。また、損害賠償については、

故意に機械等を破損させなければ、人身などに危

険を及ぼす場合などがあり、あり得るとの答弁が

ありました。

さらに、食肉センター条例では、牛と馬の処理

となっているが、豚も含まれるのか、加工施設等

の使用料の算出根拠は、骨、肉等の処理方法は、

またＢＳＥ等についての扱いはなどの質問に対し

て、第１条の目的及び設置の中でと畜場で加工さ

れた枝肉のうち牛肉、馬肉及び豚肉をブロック、

ミンチ等に加工するためと定めている。豚は、基

本的に枝肉で加工されてから持ち込みを想定して

いる。加工施設料金の考え方は、１頭の平均体重

から枝肉重量の平均をもとに算定している。枝肉

加工料金も現行の屠殺使用料と平均体重ごとに算

定している。さらに、冷蔵庫設置使用料は施設の

年間利用料を見込んで算出しているとともに、電

気料は１頭半日１２時間で料金を設定しているし、

焼却施設利用料金は１回の処分量と燃料費により

算定している。新施設は、骨、皮等の処理方法に

ついて残渣という言葉を使った。加工肉は、国産、

道内産で対応するため、ＢＳＥ等の問題はないと

する答弁がありました。

しかし、指定管理者の指定の期間を定めた第６

条では年度途中の指定には対応できないため、付

託議案第１号 名寄市畜産物処理加工施設条例の

制定につきましては、第６条第２項として、指定

管理者が指定を受けた日が４月２日以降で、指定

を受けた日の属する年度に係る加工施設の管理を

行う場合においては、前項の規定にかかわらず、

当該年度の３月３１日までを１年間とみなすを加

える一部修正案が全員より提出され、議論の結果、

全会一致で修正案を可決すべきものと決定し、修

正案を除く部分を原案どおり可決すべきものと決

定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

御報告をいたしました。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長の報告のとお

りに決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２３年第４回定例会付託議案第１

号は委員長の報告のとおり決定されました。

日程第４ 平成２３年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第２８号 名寄市公設地方

卸売市場条例の一部改正についてを議題といたし

ます。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

ただい〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

ま議長の御指名をいただきましたので、平成２３

年第４回定例会におきまして当委員会に付託をさ

れました付託議案第２８号 名寄市公設地方卸売

市場条例の一部改正につきまして、委員会におけ

る審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

委員会は、１２月２１日、１月１６日、２月１

５日及び２８日の４日間にわたり、寺崎経済部長

を初め担当職員の出席を願い、本条例の内容など

について詳細に説明受けた後、慎重に審査を行い

ました。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように、当該市場使用料については取り

扱い金額の減少や卸売業者の健全経営を考慮し、

平成１６年度から２３年度までの８年間、使用料

を取り扱い金額の０００分の７を０００分の

５とする減額措置を実施してきましたが、同額

減額措置が平成２４年３月３１日をもって終了す

ることとなるものの、震災や天候不順による取り

扱い高の減少が大きく経営環境に影響しているこ
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とから、今後においても市場の果たす公共的な役

割や地元農業者からの受け入れ状況、近隣を含む

買い受け人、小売商業者への影響、卸売業者のさ

らなる経営改善努力などを勘案し、２４年４月か

ら２６年３月までの２年間について現行の取り扱

い金額の０００分の５の使用料をさらに半額

の０００分の７５に引き下げる特別措置を実

施しようとするものであります。

都合４回の委員会において各委員から出されま

した主な質疑では、ここ数年の経営状況は右肩下

がりとなっている。今回の特別措置による経営改

善が期待できるとする行政の基本的な考え方が伝

わってこない。計画では３年後に売り上げが伸び

ることになっているが、具体的な改善策は、市民

の血税を投入することに対する行政の論拠をしっ

かり持つべき、それが将来の市場をどうするのか

の判断にもつながるなどに対しては、経営改善計

画は横ばいの形となっているが、２年間力を注ぎ、

以後の経営についてよい方向を見出したい。売り

上げを伸ばす手法として、パック作業場を整備し

て加工品として販売し、利益率を上げるのを初め

使用されていない魚のさばき所を民間に賃貸して

収入を得ること、移動販売や市場祭り等の構想を

持っている。使用料を０００分の７５とする

明確な根拠を示せないが、市が支援できる最大限

の率であり、２年間で黒字体質を目指すのが目的。

一方、来年１年間をかけ他の市場を調査しながら、

経営体質及び運営体質、運営方策等を調査し、２

年目に具体策を策定し、抜本的な解決を図りたい

との答弁がありました。

以上の議論の結果、付託議案第２８号 名寄市

公設地方卸売市場条例の一部改正につきまして全

会一致で原案どおり可決すべきものと決定をいた

しました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

御報告申し上げます。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２３年第４回定例会付託議案第２

８号は委員長の報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１４分

再開 午前１０時１５分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第５ これより平成２４年度市政執行方針

・教育行政執行方針を行います。

初めに、平成２４年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

おはようございます。平〇市長（加藤剛士君）

成２４年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

市長として市政を担わせていただき、間もなく

２年が経過しようとしています。

この間、多くの市民の皆様から様々な御意見を

いただきながら、「明るく元気なまちづくり」を

積極的に進めてまいりました。

しかし、国の財政状況は、税収の減少や歳出の

増加により財政赤字が拡大し、平成２３年度末に

おける公債残高は約６６７兆円と見込まれていま

す。これは一般会計税収の約１６年分に相当し、

国民一人当たりにしますと約５２４万円の借金を

背負うこととなります。また、ギリシャに端を発

した欧州債務危機に揺れる中で、先進国で最悪の

水準にある我が国の借金は、さらに膨張すること

が予想されます。
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こうした中、東日本大震災の復興が本格的に始

まりますが、その被害額は１６兆円とも２５兆円

とも言われており、地方財政への影響やヨーロッ

パ経済の日本への影響など、先行き不透明な社会

経済情勢により、本市の厳しい行財政運営に拍車

がかかると考えられることから、地方財政に係る

国などの情報収集に一層努め、適切に対応してま

いります。

平成２４年度からは総合計画後期計画がスター

トしますが、身の丈に合った健全な財政運営の下

に、後期計画に基づく施策、事業を着実に推進し

て、目標とする将来像の実現に努めてまいります。

さらに、施策の推進にあたっては、市民が主役

のまちづくりを基本に、課題を先送りせず、しっ

かりと将来を見据えて全力で取り組んでまいりま

すので、一層の御理解と御協力を賜りますようお

願いいたします。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「市民と行政との協働」についてで

す。

市民自治を基本に、市民参加と協働による市民

主体のまちづくりを進めるため、名寄市自治基本

条例に基づき、パブリック・コメントの推進とま

ちづくりに関する情報の積極的かつ速やかな提供

による情報の共有を図り、市民と行政が互いの役

割と責任を適切に分担して、暮らし続けたいと感

じるまちづくりを目指してまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてです。

厳しい財政状況の下で、これまでも行政サービ

スの向上と効率的な行政を目指し、行財政改革を

積極的に推進してきましたが、さらに質の高い行

政サービスを提供するために、民間活力の導入・

活用を進めてまいります。

また、まちづくりを堅実かつ効率的に進めるた

めに、引き続き行財政改革を推進し、複雑・多様

化する市民ニーズに的確に対応できる職員の育成

と職責に応じたスキルアップを図るため、職員研

修の充実に努めてまいります。

三点目は、「財産を生かしたまちづくり」につ

いてです。

美しく豊かな自然環境に恵まれ、寒暖の差が大

きい名寄の風土で育まれる良質で安心安全な農産

物、中でも、もち米やアスパラガス、馬鈴しょ、

かぼちゃなどは、本市が全国に誇る名産品です。

また、地域特性を生かした特色ある施設では、

ピヤシリスキー場、ピヤシリシャンツェ、サンピ

ラー交流館カーリングホール、さらには国内最大

級の望遠鏡を有する市立天文台、道北地方の広域

医療を担う市立総合病院や保健・医療・福祉の人

材を育む市立大学、道の駅など多くの財産があり

ます。これらの財産を活用し、地域の活性化と交

流人口の拡大を図るため、官民一体となり地域資

源を磨いてまいります。

平成２４年度の予算編成

次に、平成２４年度の予算編成について申し上

げます。

国の平成２４年度予算編成は、「日本再生元

年」「経済成長と財政健全化の両立」を基本的な

考え方とし、さらに、東日本大震災からの復興、

経済分野のフロンティアの開拓、分厚い中間層の

復活など５つの重点分野を中心に、日本再生に全

力で取り組むという基本方針が示されました。

一方、地方財政対策については、地方の安定的

な財政運営に必要となる一般財源総額が確保され、

地方財政計画の規模は、東日本大震災を除く通常

収支分で、前年度比８パーセント減の８１兆

６４７億円となりました。

このうち地方交付税は、前年度比５パーセン

ト増の１７兆５４５億円となり、歳出の別枠加

算として「地域経済基盤強化・雇用等対策費」が

創設されるなど、地方の厳しい財政事情に一定の

配慮がなされました。

こうした中、本市の平成２４年度各会計予算に

ついては、市立大学や市立天文台、道立サンピラ
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ーパークなどの多くの財産を活用し、総合的な地

域振興、観光振興などを推進することを念頭に、

総合計画後期計画の具現化を最優先としました。

主な事業については、ハードでは食肉センター

施設整備事業、（仮称）複合交通センター整備事

業、北斗・新北斗団地建替事業、（仮称）市民ホ

ール整備事業などを、また、ソフトでは、エゾシ

カによる農作物被害などを防止する有害鳥獣駆除

対策事業、小中学校の放課後の学習を支援する放

課後子ども教室事業、多世代間交流と子育て支援

を実施する地域活動事業など、多くの事業を盛り

込んでいます。

これにより、一般会計予算案は１９４億４９

７万４千円、前年度比２パーセントの減となり

ました。

また、８つの特別会計予算案は前年度比５パ

ーセント増の８２億１６９万円、企業会計予算

案は前年度比７パーセント増の１０５億１４

８万３千円となり、全会計の総額では前年度比

２パーセント増の３８２億８１４万７千円とな

りました。

なお、財源調整的に財政調整基金で３億５４

３万４千円を取崩しましたが、普通建設事業の事

業量を確保しながら、今後の公債償還や総合計画

後期計画で想定される大型事業に備え、減債基金

などの積み立てを行い、将来の財政健全化を視野

に入れた予算を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組みながら、健全な

財政運営に努めてまいります。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民ニーズの多様化や分権型社会に対応するた

め、市民と行政が連携・協力してまちづくりを進

めることが求められています。

名寄市自治基本条例に基づき、住民参加制度の

ひとつであるパブリック・コメントの推進を図り、

市民の皆様から広く御意見をお寄せいただくなど

積極的にまちづくりに参画いただくとともに、透

明性の高い公平・公正な行政運営を進めるために、

一層の情報公開に努め、市政情報の共有を図りな

がら、市民が主体のまちづくりを進めてまいりま

す。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

住民に最も身近な自治組織である町内会は、少

子高齢化や核家族化の進行、生活様式や価値観の

多様化により、地域社会の連帯感が薄れていく傾

向にあります。

このため、地域の現状と課題を把握するために

アンケート調査などを実施し、地域コミュニティ

のあり方について検討を行うとともに、小学校区

毎に連携・協力する体制として設置されている地

域連絡協議会の活動に対して、引き続き支援して

まいります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、人権尊重と男女共同参画社会の形成につ

いて申し上げます。

人権が尊重され平和で豊かな社会を実現するた

めには、日常生活における人権意識の普及・高揚

が重要であることから、法務局や人権擁護委員と

連携して人権教育、人権啓発活動を推進してまい

ります。また、平成２４年度は、北海道から地域

人権啓発活動活性化事業の委託を受け、ラッピン

グバス、人権の花、講演会ほか、ＦＭ放送などを

活用した啓発活動を展開します。

男女共同参画では、固定的な性別役割分担意識

の解消や社会制度、慣行の見直しを進めるため、

名寄市男女共同参画推進計画に基づき、広報・啓

発活動のほか、研修会や講演会などを開催してま

いります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２４年度は、総合行政システムの機器更新
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を行うとともに、これに併せてアウトソーシング

によるクラウド化を行い、住民記録などの重要デ

ータ及びシステムの保護と管理をより確実なもの

とし、災害等の非常時においても住民サービスや

窓口業務の停滞を招かぬよう努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイとの間で、交換学生に加え

て友好委員会が中心となり市民訪問団の派遣を予

定しています。また、友好都市ロシア連邦ドーリ

ンスク市との交流でも友好市民訪問団の派遣を予

定しており、より強い交流の絆が育まれるよう支

援してまいります。

国内交流については、東京都杉並区、山形県鶴

岡市藤島との間で、子どもを含めた人的交流や特

産品販売のほか、交流人口の拡大に向けた事業展

開など、充実した交流となるよう推進してまいり

ます。

ふるさと会については、本市の情報発信と相互

の情報交流に努め、側面からの支援を通じて人的

・経済的交流を図るなど、活動の充実に向け支援

してまいります。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。

昨年９月の議会において御審議いただき、関係

１１町村と協定を締結した「定住自立圏構想」に

ついては、平成２３年度内に定住自立圏共生ビジ

ョンを策定し、平成２４年度からのスタートを予

定しています。

「北・北海道中央圏」の複眼型中心市として、

士別市とともにその役割と責務を認識し、定住の

ための暮らしに必要な機能を確保し、圏域の活性

化と地域特性を生かした魅力あふれる地域づくり

に取り組んでまいります。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

向こう５カ年の行財政改革の基本となる（仮

称）「新・名寄市行財政改革推進計画（後期）」

の策定に向けて、現在、行財政改革推進計画策定

委員会で最終作業を進めています。

基本的な考え方としては、簡素で効率的な行政

運営を推進するため施策推進体制の充実、人材育

成の推進、組織のスリム化及び事務事業の改善を、

健全な財政運営を推進するため歳入の確保及び歳

出の抑制として、指定管理者制度による施設管理

の民間委託をはじめ、公債費などの適正化や使用

料・手数料、負担金・補助金の見直しを定期的に

行います。

また、市民との協働の行政運営を推進するため

自助、共助、公助の原則のもと、市民と行政の役

割と責任を分担し、市民参加によるまちづくりを

進めます。

なお、組織のスリム化に伴って職員の人材育成

が急務であることから、「新・名寄市人材育成基

本方針」に基づき職員研修の充実と人事管理制度

の確立などに取り組み、職員自らの意識改革や資

質向上に努めるとともに、北海道からの職員派遣

の受入れ及び東京都杉並区への職員派遣を実施し

てまいります。

陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持

次に、自衛隊関係について申し上げます。

新たな「防衛計画の大綱」及び「中期防衛力整

備計画」では、道内の大幅な人員削減が回避され

たものの、新大綱に基づく部隊改編において、全

国にある高射特科群が８群から７群体制に縮小さ

れる状況にあると聞いています。

陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２８年の創設以

来、まちづくりの様々な分野で地域との絆が極め

て強く、定数削減や縮小は、災害などの地域の安

全・安心、さらには地域社会・経済に与える影響

が多大であることから、引き続き、関係機関、団

体、期成会と連携し、地域住民の総意をもって、

駐屯地の現体制の堅持に向けて国への要望活動に

取り組んでまいります。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”
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健康の保持増進

次に、保健事業について申し上げます。

健康づくりの推進については、名寄市健康増進

計画「健康なよろ２１」に基づき、「自分の健康

は自分で守る」という健康意識の啓発と市民一人

ひとりが主体的に健康づくりに取り組むことので

きる体制づくり、さらに、がん検診、特定健診な

どの受診率の向上を目指し、積極的に生活習慣病

の予防対策に努めてまいります。なお、本計画の

目標年度が平成２４年度であることから、生活習

慣調査などを行い、次期計画に反映してまいりま

す。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談を通して、妊娠期から乳幼児期まで一

貫した支援体制の充実を図り、安心して子どもを

生み育てる環境づくりに努めてまいります。

また、感染症予防に関する正しい知識の普及啓

発を図り、積極的に感染症予防の推進に努めてま

いります。

地域医療の充実

次に、市立総合病院について申し上げます。

平成２４年度の診療体制については、昨年１０

月から休診となり、市民はもとより医療圏内の多

くの住民の皆様に御心配をおかけしていた「消化

器内科」ですが、旭川医科大学第三内科の特段の

御配慮により４月から３人の常勤医師を派遣して

いただけることになりました。なお、「循環器内

科」「糖尿病・代謝内科」「呼吸器内科」につい

ては、常勤医による診療体制が維持されますので、

以前に増して充実した内科の診療体制となります。

他の診療科については、皮膚科で常勤医が１人

となり、減員分は出張医による応援体制となりま

すが、全体として大きな変更はありません。

慢性的な医師不足の中で、一度医師が不在とな

った診療科が半年で復活できることは、地方病院

にとっては幸運なことでありますが、これまでの

関係者の努力と当院が地域に果たしてきた役割が

認められてのことと受け止めており、御理解と御

協力をいただいた皆様に心から感謝を申し上げる

次第であります。

「地域医療再生事業」については、当院では

「道北圏地域医療再生計画」の中で３事業の指定

を受け、現在それぞれの事業を並行して進めてい

ます。

地域周産期母子医療センター機能強化事業では、

ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）及びＬＤＲ

（陣痛・分娩・回復まで行う入院室）の整備を行

い、すでに一部供用を開始しています。これによ

り、分娩時の環境、低体重児への対応能力などが

大幅に改善されることになります。

精神科病棟改築事業では、現在基本設計を行っ

ており、外来診察室、５５床程度の入院病棟、デ

イケア施設、２４時間院内保育所などを中心に、

６月頃までに取りまとめる予定となっています。

道北北部連携ネットワークシステム整備事業で

は、圏域内の医療機関をオンライン化して、診療

情報の共有化を図るネットワークシステムを整備

してまいります。

公立病院改革プランについては、平成２３年度

が「名寄市立総合病院改革プラン」の計画最終年

度となります。

医療を取り巻く経営環境が厳しい中、これまで

計画されている経常収支の黒字化達成に向けて努

力をしてまいりましたが、医業収益で大きなウエ

ートを占める消化器内科の診療体制に変更が生じ、

計画期間内での目標達成は困難な状況となりまし

た。

これらを受け、平成２４年度においては、新た

な長期計画の策定について検討してまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援施策の充実については、「次世代育

成支援後期行動計画」に基づき、次世代を担う子

育て家庭を地域全体で支援する環境づくりを進め

てまいります。

保育行政については、多様な保育ニーズに対応

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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し、きめ細かな保育事業を進めるとともに、子育

て支援センター事業では従来の支援に加えて、多

世代交流をはじめ関係機関との緊密な連携のもと、

家庭への訪問などその充実に努めてまいります。

障がい児福祉の充実については、改正児童福祉

法の施行により、通所型障がい児支援施策の新制

度への移行が平成２４年４月から始まることから、

総合療育センターにおける療育の更なる充実を図

り、障がいを持つ児童とその家族が身近な地域に

おいて、適切な相談・支援が受けられる体制づく

りを進めてまいります。

「子ども手当」及び「子ども・子育て新システ

ム」については、今後も国の動向を的確に把握す

るとともに、情報収集と制度の研究に努めてまい

ります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

地域住民との協働による福祉の推進を柱とした

「名寄市地域福祉計画」を平成２３年度において

策定しました。

市民アンケートや福祉懇談会を通して市民の福

祉に対する要望・意見を取り入れ、市立大学や福

祉関係団体などと連携した事業の推進により「安

心して健やかに暮らせるまちづくり」を目指すと

ともに、分野ごとの実施計画や社会福祉協議会で

策定した「地域福祉実践計画」との整合性を図り

ながら、住民福祉の向上に努めてまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

本年１月末における６５歳以上の高齢者人口は

２９５人で、高齢化率は２５２％となってい

ます。

名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業につ

いては、関係機関と連携を図り徘徊高齢者の早期

発見に努めるとともに、ネットワーク体制の強化

と拡大、認知症に対する市民意識の向上を図るた

め、模擬訓練を予定しています。

平成２４年度から始まる「名寄市第５期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、

高齢者福祉サービスの各種事業を計画的に推進す

るとともに、高齢者が可能な限り住み慣れた地域

で自立した日常生活を営むことができるよう、高

齢者個々のニーズに応じて医療、介護、予防、住

まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する

「地域包括ケアシステム」の構築に努めてまいり

ます。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者が安心して地域で暮らせる社会づくり

を目指した「第３期名寄市障がい福祉実施計画」

を平成２３年度において策定しました。

障害者自立支援法に基づき、就労支援による自

立と安定した日常生活の整備に向けた計画として、

平成２６年度までの３カ年の事業量を見込み、地

域住民をはじめ企業、福祉団体などと協働した事

業の推進に努めてまいります。

国民健康保険

次に、国民健康保険について申し上げます。

「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定され、

市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基

盤の強化のための財源措置が見込まれることから、

低所得者層への負担軽減と今後の安定的な運営と

が均衡する適正税率の実現に向けて、運営協議会、

議会とも十分協議してまいります。

また、引き続き「国民健康保険事業安定化計

画」の推進に取り組むとともに、特定健診・特定

保健指導については、平成２４年度が実施計画の

最終年度となることから、目標達成に向けて高医

療費体質改善のための有効な取組を進めてまいり

ます。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

環境への負荷が少ない循環型社会を形成するた
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め、資源集団回収や段ボールコンポストの普及、

３Ｒ運動を推進して環境意識の啓発に努めてまい

ります。

また、一般廃棄物最終処分場における環境衛生

推進員の分別指導を継続して、ごみの分別、減量

化を進め、発生抑制と資源化をさらに推進してま

いります。

なお、新一般廃棄物最終処分場の建設整備につ

いては、近隣町村と協議を進め、広域における

「廃棄物処理基本計画」を策定します。

消防

次に、消防事業について申し上げます。

全国的に住宅火災による高齢者の焼死が多いこ

とから、一般住宅及び高齢者世帯の防火訪問を強

化するとともに、住宅用火災警報器の設置を進め、

焼死火災発生の抑止に努めてまいります。

消防・防災体制については、老朽化した消防団

車両及び消火栓の更新による体制強化を図り、地

域の安全安心を高めてまいります。

また、消防・救急無線のデジタル化への移行を

進め、広域的な災害に対応してまいります。

防災対策の充実

次に、防災対策について申し上げます。

地域防災計画に基づく防災訓練の実施や自主防

災組織の育成を図るほか、災害時要援護者のため

の避難支援対策など、防災対策の強化に努めてま

いります。

また、他県等で大災害が起きたとき、被災自治

体に迅速かつ的確な支援を行うことができる仕組

みとして「災害時相互援助条例（仮称）」の制定

に向けて取り組んでまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりのために、

関係機関・団体等と連携を深めながら「高齢者事

故防止」「スピードダウン」「飲酒運転根絶」な

どのセーフティーキャンペーンを軸とした通年運

動や、４期４０日間の期別運動、初夏や輸送繁忙

期の特別運動、交通安全の日運動など、交通事故

の根絶に向けて幅広い交通安全運動を展開してま

いります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な市民生活の実現のため

に、関係機関・団体などと連携して、犯罪防止に

向けた運動を推進します。

また、名寄市安全安心地域づくり推進協議会、

安全安心円卓会議を開催して、地域の状況把握・

情報交換に努めるほか、青色回転灯装備車及び公

用車による啓発活動を進めてまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者被害を未然に防止するため、消費者自ら

が正しい知識を得られるよう適切な情報提供と講

座の開催等を実施します。

また、消費者生活専門相談員のスキルアップを

図り、適切な相談業務に努めてまいります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、北斗団

地１棟１０戸の建設、新北斗団地２棟８戸の住戸

全面改善、４棟１６戸の解体及び平成２５年度着

工分の実施設計を行ってまいります。

改善事業については、平成２３年度から継続と

なる瑞生団地の水洗化及び雑排水整備工事の完了

を予定するとともに、公営住宅等長寿命化計画に

基づき、ノースタウンなよろ団地の施設改修に係

る実施設計を予定しています。

また、「名寄市住宅マスタープラン」の見直し

を行うとともに、震災から生命と財産を守るため

の耐震診断、耐震改修に対する補助制度や相談窓

口の活用について、広く市民にＰＲしてまいりま

す。

都市環境の整備

次に、公園の整備について申し上げます。

都市公園のリニューアル事業については、長寿
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命化計画に基づき浅江島公園ほか２カ所の老朽施

設の改修を行い、安全安心な遊び場や憩いの場を

確保してまいります。

また、平成２３年度から進めています市立天文

台の駐車場及び大型バス転回路については、本格

的な利用に向け、舗装工事を実施します。

上水道・簡易水道の整備

次に、水道事業について申し上げます。

利用者に安全な水を安定供給するために、老朽

管更新事業として１３路線の老朽管を更新するほ

か、配水管網整備事業として南１１丁目東通ほか

３路線を整備してまいります。併せて漏水調査を

継続することにより、有収率の向上を図ってまい

ります。

簡易水道事業については、安定した水道水源を

確保するために、智恵文八幡地区簡易水道施設の

改修事業に着手し、新たな井戸の掘削を行ってま

いります。

サンルダムについては、現在、「サンルダム建

設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」に

おいて、ダム建設の妥当性について検証がなされ

ていますが、ダムの有利性、必要性は明らかであ

ると確信しており、今後とも、早期の本体着工に

よる安定的な水源確保に向けて取り組んでまいり

ます。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道事業について申し上げます。

安定した維持管理のために、名寄下水終末処理

場送風機設備及び風連浄水管理センター監視装置

の更新を行うとともに、雨水排水路豊栄川３号幹

線の整備に着手してまいります。

また、処理場施設及び管渠施設の長寿命化に必

要な基本設計、詳細設計を実施します。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境を確保するために、合併浄化槽８

基の設置を予定しています。

なお、上水道及び下水道については、経費節減

目標などを盛り込んだ、第二次となる「上水道及

び下水道事業の中期経営計画」に基づき、健全経

営に努めてまいります。

道路の整備

次に、道路整備について申し上げます。

継続路線では、郊外幹線道路として１９線道路

を、市街地生活道路として東１条通ほか１路線の

整備を行い、このうち１９線道路及び南１１丁目

東通については平成２４年度完了の予定です。

新規路線では、都市計画道路として昭和通の１

１線道路を大通から西４条までの区間について、

生活道路として西４条仲通を道路改良舗装に着手

し、市街地の舗装率向上を目指してまいります。

総合交通体系

次に、公共交通について申し上げます。

地域住民の足である公共交通を確保する観点か

ら、バス路線維持対策を推進してまいります。

また、「名寄市地域公共交通総合連携計画」に

基づき、市民、行政、関係者が一体となった「育

む公共交通」の仕組みづくりとして、郊外におけ

るデマンド型バスの運行、市内循環バス２路線の

再編に係るコミュニティバスの実証試験運行、公

共交通への市民意識の醸成を行うとともに、（仮

称）複合交通センターと市内商業施設、公共施設

との交通結節機能を強化して、中心市街地の賑わ

い創設を目指してまいります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪については、冬の快適な生活環境の確保や

生産活動を維持するために、車道４４５キロメー

トル、歩道５７キロメートルの実施を予定してい

ます。

排雪については、道路幅員確保と交通安全対策

のためのカット排雪及び交差点排雪を重点に実施

します。また、スリップ事故防止策として、危険

箇所への砂散布を行ってまいります。

さらに、効率的・効果的な除排雪体制とするた

めに、市道・私道除排雪助成事業、排雪ダンプ助

成事業を継続し、除排雪水準の向上に努めてまい

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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ります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農業・農村では、年間所得の減少、担い手不足

の深刻化や高齢化といった厳しい状況に直面して

いることから、国は昨年１０月に「食と農林漁業

の再生推進本部」において「我が国の食と農林漁

業の再生のための基本方針・行動計画」を決定し

ました。

基本方針では、「持続可能な力強い農業の実

現」「６次産業化等による農山漁村の活性化」

「食の安全と消費者の信頼の確保」の三本の柱を

掲げ、具体的な行動計画を示して推進するとして

います。

このことから、本市においても基本方針の内容

を十分検討し、関係機関・団体と連携・協力して、

担い手の育成や産地づくりに取り組むほか、昨年

の異常気象による農作物被害に対する支援制度の

創設、有害鳥獣による農作物被害の防止対策、６

次産業化推進などの施策を講じながら農業政策を

展開してまいります。

また、平成２４年度からは、これら施策の基本

となる「新名寄市農業・農村振興計画」の後期実

施計画が始まることから、実施計画の実行に向け

て取組を推進してまいります。

昨年、政府が交渉参加に向けて関係国と協議入

りすることを表明した「ＴＰＰ（環太平洋経済連

携協定）」については、未だ具体的な対応など不

透明であり、農業を基幹産業とする本市にとって

大きな影響が予想されることから、農業をはじめ

関連する団体と連携して対応してまいります。

食育の推進については、「名寄市食育推進計

画」に基づき、市民・地域・行政・関係機関や団

体が連携して、安全で安心な農作物の地産地消、

農業体験などを推進してまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２４年度産米の配分については、前年比９

９％の１万５５７トンで、その内訳はもち米

１万０１０トン、うるち米５４７トンと示さ

れており、良質米生産に向けて取り組んでまいり

ます。

戸別所得補償制度については、平成２３年度か

ら畑作物も含めて完全実施となっており、平成２

４年度も継続されることから、産地資金等の有効

活用を図るなど、関係機関・団体と協力して、農

家経営の安定に努めてまいります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水保全管理支払交付金事業」について申し上

げます。

中山間地域等直接支払制度は、第３期対策の中

間年を迎えることとなります。名寄地域、風連地

域においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不利

地における営農の継続と集落での共同取組活動が

行われており、名寄地域２０７万円、風連地域

３１９万円が交付予定となっています。

「農地・水・環境保全向上対策」は、平成２３

年度から「農地・水保全管理支払交付金」に名称

が変更となり、平成２４年度も継続した取組が行

われることとなりました。９活動組織が行う共同

活動支援として１億４７６万円、用水路等の農

業用施設の長寿命化を行う向上活動支援として

１６７万円がそれぞれ交付される見込みとなって

おり、対象農地の面積や単価について調整を進め

てまいります。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

農業技術の開発研究、実用化及び普及を促進す

る指導体制確立のため、関係機関・団体・農業者

が連携し、高い技術に根ざした体質の強い農業づ

くりを目指してまいります。

このため、引き続き営農技術指導体制の確立、

地域適応試験及び実証試験圃の設置、土壌診断な

どに努め、地域農業を支えるための取組を進めて

まいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

駆除したエゾシカの残滓については、地域の合



－16－

意形成が図られたことから、焼却処理施設を建設

して焼却処分することになりますが、施設は本年

４月末に完成予定となっており、完成後、速やか

に稼働してまいります。

なお、施設の運営に当たっては、環境等に十分

配慮しながら進めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

飼料穀物や配合飼料をはじめとする生産資材等

の高止まり、さらには、昨年の異常気象に伴う飼

料作物の収量減など、酪農・畜産経営は依然とし

て厳しい状況にあります。このため、飼料の自給

率や生産性の向上を図るため、関係機関と連携し

て経営安定に向けた取組を進めてまいります。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

食肉センターについては、施設の老朽化に伴う

改修工事を平成２３年度から２カ年計画で実施し、

施設の衛生管理の向上及び作業環境の改善による

安全で安心な食肉の提供並びに畜産振興により、

地域経済の活性化を図ってまいります。

また、平成２３年度に整備を行った農畜産物処

理加工施設については、８月からの稼働を予定し

ており、安全で安心な畜産加工品の増産体制が図

られることになります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定

化を図るため、農業生産基盤整備・保全の事業を

推進してまいります。

「道営経営体育成基盤整備事業」名寄東地区で

は、引き続き区画整理、暗渠排水、客土、用排水

路などの整備を実施してまいります。

「道営基幹水利ストックマネジメント事業」弥

生地区では、老朽化した基幹的農業水利施設の有

効利用を図り、効果的な機能保全を推進するため

に、頭首工ゲート・揚水機場・幹線用水路の改修

を進めており、平成２４年度の完了を予定してい

ます。

「道営ため池等整備事業」クラヌマ排水地区で

は、平成２４年度から排水路の整備を実施してま

いります。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

カラマツをはじめトドマツなどの人工林は、収

穫の時期を迎えており、その豊富な森林資源は、

今後の道産材の需要拡大に期待できる状況となっ

ています。

一方、森林は、地球温暖化防止など多面的機能

を持つ貴重な財産であり、森林資源の循環システ

ムを確立して未来に引き継ぐ必要があることから、

今後も森林の健全な育成を図るため、市有林の維

持管理や造林を実施してまいります。

また、名寄市森林整備計画の変更より必要とな

った「森林施業計画」から「森林経営計画」への

移行については、関係団体と連携しながら円滑に

推進し、国・道の助成制度を活用しながら民有林

の整備を図ってまいります。

商工業の振興

次に、商工業について申し上げます。

道内の経済産業の動向は、個人消費や生産は横

ばい、民間投資や雇用情勢、観光は持ち直しの状

況と言われていますが、公共投資は減少が見込ま

れるため、名寄地方における経済産業動向は、依

然として厳しい状況にあると感じています。

このような状況の中、本市では中小企業振興条

例に基づく支援制度のほか、平成２４年度からス

タートする「名寄市観光振興計画」の推進により、

本市を訪れる方々の中心市街地への誘導を図り、

地元商店街の活性化に取り組みます。

なお、中小企業振興条例については、都市再生

整備計画に併せて実施する中心市街地の環境整備

に必要な見直しを行い、拡充を図ってまいります。

次に、物産振興事業について申し上げます。

平成２３年度に引き続き、道北圏や札幌圏、さ

らには首都圏における各種イベントなどへの参加、

あるいは友好交流都市の東京都杉並区や東京なよ

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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ろ会との交流事業など様々な機会を活用しながら、

関係機関や団体と連携して、農産物などの特産品

の販売・ＰＲを進めてまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

平成２４年３月卒業予定の高校生、大学生の進

路動向については、経済情勢が依然として厳しい

状況にあって、雇用も厳しい状況にあります。

本年１月末における市内各校の就職内定率は、

名寄高等学校及び名寄産業高等学校はともに１０

０パーセントとなりましたが、市立大学７６パ

ーセント、市立大学短期大学部９６パーセント

となっており、今後もハローワーク、商工会議所、

商工会、企業、大学等と連携して就職希望者の雇

用拡大に努めてまいります。

平成２４年度の緊急雇用創出推進事業では、観

光関係２事業で４人の雇用を見込んでおり、就業

機会の創出に努めてまいります。

季節労働者の通年雇用化のため、各種技能講習

やホームヘルパー資格取得講習の充実、通年雇用

支援セミナー、先進地視察など、研修機関や関係

団体と協力しながら時代のニーズに適合した研修

事業を展開し、雇用の促進に取り組んでまいりま

す。

観光の振興

次に、観光振興について申し上げます。

総合計画後期計画の主要施策「観光の振興」に

おける具体的な事業を補完する「名寄市観光振興

計画」では、基本理念を「本市の素晴らしい既存

資源を見つめ直し、市民にその魅力を自覚しても

らい、名寄に愛着と誇りを持ってもらうことによ

り、持続的な賑わいづくりを目指す」とし、この

理念を踏まえて、基本目標を「交流人口の増加に

よる経済効果の拡大」と定めています。

基本目標の実現に向けては、「名寄市民の満足

度アップ」をはじめ四つの戦略目標を掲げており、

初年度となる平成２４年度には、市内関係機関・

まちづくり団体などで構成するオール名寄の組織

を設立し、計画に登載している戦略事業を多角的

な視点から検討・検証しながら効果的な事業展開

を図り、交流人口の拡大に向けて取り組んでまい

ります。

ふうれん望湖台センターハウスについては、先

に平成２４年３月末での閉鎖を判断させていただ

きましたが、なよろ温泉サンピラーへの交通誘導

や老人クラブなどの例会場の確保について、風連

地域の町内会や老人クラブの御意見・御要望を踏

まえ、名寄振興公社と協議を重ねてきたところで

す。

４月以降の対応については、これまで利用され

ていた市民の皆様に御不便をかけないよう、最大

限取り組んでまいります。

なよろ温泉サンピラーについては、前回の改修

から１４年が経過しており、建物やボイラー、給

水施設、温浴施設などの施設改修について、指定

管理者である名寄振興公社と協議しながら、緊急

性や危険度などを勘案して計画的に取り組んでま

いります。

また、ピヤシリスキー場については、第１ペア

リフトの補修工事を進め、安全な施設運営に努め

てまいります。

市街地再整備

次に、市街地再整備について申し上げます。

（仮称）複合交通センターの整備については、

平成２５年４月の供用開始に向け、消費者や市民

の利便性を考慮したソフト事業の構築に向け、商

工会議所や入居予定の団体、関係企業と引き続き

協議を進めてまいります。

また、商店街振興組合との協働により、市街地

中心部の魅力を高める事業に年次計画で取り組み、

消費者や市民など、多くの人々が市街地中心部を

来訪することを促し、商店街のイメージアップを

図ってまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

生涯学習社会の形成

次に、（仮称）市民ホール整備事業について申



－18－

し上げます。

（仮称）市民ホールについては、「文化・芸術

の拠点」「市民コミュニティの醸成の場」、さら

には「賑わいづくりの場」として、既存施設の改

修も含め、平成２４年度中に基本設計及び実施設

計を行ってまいります。

大学教育の充実

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２４年度は、平成２２、２３年度に両大学

が受けた大学評価の結果を踏まえ、教育研究環境

の充実に向けての取組が重要と考えています。

保健・医療・福祉の分野で地域社会を支える幅

広い職業人を養成し、地域や社会に貢献すること

を目指す大学として、教育環境の充実に努め、少

人数によるきめ細かな教育実践により、魅力ある

大学づくりをさらに進めるとともに、地域の振興

と発展に寄与できる教育研究の向上に努めてまい

ります。

平成２４年度は、依然として厳しい就職環境が

続く中にあって、学生への支援体制の充実を図る

とともに、教育と学術研究の中心となる大学図書

館の整備に向けて基本構想・基本計画の策定を進

めてまいります。また、引き続き特別支援学校教

員免許の取得が可能となる教員免許法公開講座を

実施し、地域の小中学校教員に対してスキルアッ

プの機会を提供してまいります。

平成２４年度入学者の一般入試状況については、

短期大学部児童学科の試験を２月１日に行い、募

集人員２０人に対し５６人の受験があり、２月９

日に２８人の合格者を発表しました。平成２２年

度から取り組みました大学入試センター試験利用

入試では、募集人員５人に対し志願者は３０人で

倍率０倍となり、３月５日に合格者の発表を予

定しています。

保健福祉学部一般入試の前期日程では、３学科

全体の募集人員７１人に対し志願者は２４３人で

昨年より７３人減少し、平均倍率は昨年を１ポ

イント下回る４倍となり、２月２５日に札幌と

名寄の２会場で試験を実施しました。合格者の発

表は３月５日に予定しています。

また、後期日程では、３学科全体の募集人員１

４人に対し志願者は２０３人で昨年より２８人減

少し、平均倍率は昨年を０ポイント下回る１

５倍となりました。３月１２日に試験を行い、３

月２０日に合格者の発表を予定しています。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２４年度の市政

執行方針といたします。

次に、平成２４年度教〇議長（黒井 徹議員）

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

Ⅰ はじめに〇教育長（小野浩一君）

平成２４年第１回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げ、議員並びに市民の皆様の

御理解と御協力を賜りたいと思います。

２１世紀は、新しい知識や情報、技術が社会の

あらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要

性を増す「知識基盤社会」の時代といわれており

ます。

このような中、我が国においては、未来を切り

拓く心豊かでたくましい日本人を育成するため、

教育基本法や学校教育法等の改正を行い、生きる

力の育成を理念とする学習指導要領を改訂しまし

た。

また、北海道教育委員会では、「自立」と「共

生」を基本理念として第４次北海道教育長期総合

計画を策定し、学力の向上とその基盤となる豊か

な心、健やかな体の育成や信頼される学校づくり

と家庭・地域の教育力の向上などの目標を掲げて

おります。とりわけ、本道の子どもたちの学力・

体力がいずれも全国平均を下回っている状況を踏

まえ、その対策に全力を尽くしているところであ
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ります。

このような、国や道の教育の動向を踏まえ、名

寄市の教育は、児童生徒一人一人の生きる力の要

素である、確かな学力や豊かな心、健やかな体の

調和のとれた育成を図ることを目指し、家庭や地

域社会と一体となった教育活動を推進していくこ

とが大切であります。

また、市民が個性や能力を生かし、生きがいの

ある人生を送ることができる生涯学習社会を目指

し、自発的に生涯にわたって学び続ける学習環境

や学習機会を充実させていくことが重要でありま

す。

このような認識の下、名寄市教育委員会として

は、新名寄市総合計画後期基本計画の主旨をしっ

かりと受け止め「心豊かな人と文化を育むまちづ

くり」を教育・文化・スポーツ分野における基本

目標として関係部局や関係機関、団体等との連携

を図り、市民の期待と信頼に応える教育行政を推

進してまいります。

以下、平成２４年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。

新年度の学校教育については、平成２４年度の

名寄市学校教育推進計画に基づき、新しい学習指

導要領の理念である「生きる力」を育てる教育活

動と地域ぐるみで子どもを育てる教育環境の充実

を目指し、次の５つの重点的な取り組みを進めて

まいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

これまでの学力・学習状況調査における本市の

傾向を踏まえ、児童生徒が主体的に学ぶ態度や思

考力、判断力、表現力等の育成を重視し、確かな

学力の育成に努めてまいります。

このため、名寄市教育研究所に（仮称）教育改

善プロジェクト委員会を組織して、校内研究の充

実や指導方法の改善、地域の教育資源の活用など、

学力向上に関する取組やその体制づくりに努めて

まいります。

また、家庭との連携による学習習慣の定着を図

るとともに、小学校、中学校と高等学校との相互

連携、大学生による放課後支援、学校図書館の利

活用など特色ある教育活動の推進に努めてまいり

ます。

国際理解教育につきましては、外国人英語指導

助手や外国語指導講師を配置して効率的な派遣方

法を工夫するとともに、小学校外国語活動につい

ては、研修会への参加や名寄市教育研究所の班活

動等を通して充実に努めてまいります。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成につきましては、自分を大切に

したり、他人を思いやる態度を育てることが大切

なことから、道徳教育については、道徳の時間を

要として、豊かな体験を取り入れたり家庭・地域

社会との連携を図りながら、道徳性が育成される

よう学校の教育活動全体を通じて推進してまいり

ます。

また、生徒指導については、教師と児童生徒と

の信頼関係を基盤に指導体制を充実させるととも

に家庭や地域社会及び関係機関等との連携を密に

して進めてまいります。

いじめや非行等の問題行動や不登校への対応に

ついては、「いじめに関する実態調査」の実施に

より、早期発見、早期対応に努めるとともに、中

学校３校に配置しております「心の教室相談員」

による教育相談や教育推進アドバイザーとの連携

により対応してまいります。

また、携帯電話などの利用による問題行動、薬

物乱用などについては、生徒指導連絡協議会や関
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係機関、家庭と連携しながら取り組んでまいりま

す。

健やかな体の育成につきましては、日常的な運

動や「早寝、早起き、朝ごはん」など望ましい生

活習慣の形成は、体育の授業や学級での指導を充

実させるとともに、保護者への啓発活動を進めて

まいります。また、運動の楽しさを味わわせるこ

とが大切であり、休み時間の有効活用や屋外での

活動など運動に親しむ機会を増すとともに、地域

行事への積極的な参加を促進してまいります。

学校における食に関する指導につきましては、

全体計画を作成して進めておりますが、学校給食

を生きた教材として活用するために、栄養教諭と

連携しながら指導内容を検討してまいります。ま

た、今年度卒業する中学生を対象に、「かんたん

お弁当レシピ」を配布し食育意識の高揚を図って

まいります。

学校給食で使用する食材は、安全で安心な食材

の選定に細心の注意を払いながら、地場の農畜産

物を積極的に活用してまいります。

施設整備につきましては、学校給食の主食加工

を行う学校給食用食材供給施設の厨房施設整備を

図ることで、主食用パン・米飯の安全供給に努め

てまいります。また、経年劣化による給食用食器

の更新を行います。

昨年３月、大量調理施設におけるハサップ（Ｈ

ＡＣＣＰ）に基づく衛生管理導入評価審査で北海

道から最高の評価を受けましたが、今後もハサッ

プ推進委員会を組織し衛生管理の徹底に努めると

ともに、学校、保護者の皆さんから信頼される安

全で安心な給食を提供してまいります。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育について申し上げます。

児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実

を図るために、特別支援教育学習支援員の増員や

名寄市立大学教授と専門的知識を有する教員で構

成する特別支援専門家チームによる巡回指導相談

を実施いたします。また、名寄市特別支援連携協

議会の開催や個別の支援計画「すくらむ」の普及

促進を通して生涯にわたっての支援体制づくりに

取り組んでまいります。

（４）安全・安心な教育環境の推進

次に、安全・安心な教育環境の推進について申

し上げます。

校区ごとに組織しています安全安心会議など地

域住民や関係機関と連携を図りながら、交通安全

指導や安全マップの活用による指導を行います。

また、児童生徒の通学路の安全確保や「１１０番

の家」の協力、登下校時の見守りなどを通して地

域ぐるみで安全・安心な教育環境づくりに努めて

まいります。

名寄市街地区における小学校の適正配置計画に

つきましては、平成２４年１月の「名寄市街地区

公立学校統廃合検討委員会」の報告書を基に、校

区毎や通学区域の見直し対象となる町内会などに

説明会を開催していきます。平成２４年度におい

ては、新校舎の建設に向け（仮称）「新校舎建設

準備委員会」を設置するなど、基本設計を策定す

るにあたり、より良い教育環境の整備を図るため

の検討を進めてまいります。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりについて申し上げ

ます。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、教育研究所による研修活動、今日的な教育

課題を踏まえた校内研修、指導主事の要請、各種

研修会への積極的な参加促進などを通して進めて

まいります。

また、服務規律については、教職員一人一人が

使命感や倫理観を持って職務に遂行できるよう、

指導資料の提供や服務規律ハンドブックの活用な

どを通して徹底してまいります。

学校評価につきましては、重点目標に沿った自

己評価とその結果の公表や、保護者・地域住民等

による学校関係者評価の充実に努め学校運営の改
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善に生かしてまいります。

２ 社会教育の重点施策の展開

引き続き、社会教育の重点施策について申し上

げます。

新年度は、平成１９年度に策定された名寄市社

会教育中期計画が終了することから、新たに名寄

市社会教育中期計画を策定します。また、平成２

４年度社会教育推進計画を踏まえ、全ての市民が

生涯にわたって主体的に学習し、充実した人生を

送れるよう生涯学習社会の形成を目指して、次の

５つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）生涯学習機会の提供

はじめに、生涯学習機会の提供について申し上

げます

新年度におきましても、生活課題や地域課題な

ど、市民の学習ニーズの把握に努めながら市民講

座を実施し学習機会を提供するとともに、新たな

グループやサークルの組織化及び活性化のための

支援事業「ジャックの豆事業」の奨励、更には既

存団体への支援、協力などを行いながら、市民が

自主的な学習に取り組めるよう努めてまいります。

市立名寄図書館については、市民の生涯学習を

支援する施設として、利用者のサービス向上を図

るため、幅広い図書資料の収集やレファレンスサ

ービスを充実させるとともに、各種事業を積極的

に実施してまいります。

子どもの読書活動に関する取り組みにつきまし

ては、「第２次名寄市子どもの読書活動推進計

画」を策定し、図書館が中心となり、幼児施設や

小中学校、読み聞かせのボランティア団体などと

連携し、読書環境の整備や啓発に努めてまいりま

す。

また、新たに読み聞かせ研修会の開催や学校貸

出専用図書の利用促進に取り組んでまいります。

なよろ市立天文台は、昨年４月２９日、北海道

大学の口径６ｍのピリカ望遠鏡の一般公開によ

るグランドオープンにともない、入館者は５月に

２万人、１０月には３万人に達したところです。

１０月末からは、「小学生による小惑星発見プ

ロジェクト」がスタートし、残念ながら今回は新

たな小惑星の発見には至りませんでしたが、児童

の星空への夢がかなえられるように、今後も継続

してまいります。

新年度には、５月に部分日食、６月には太陽面

の金星通過と大きな天文現象が続くことから、安

全な観測情報の提供に努めてまいります。新年度

もプラネタリウムや天体観測などを理科教育や総

合的な学習の時間の中に取り入れ、学校教育との

連携を図るとともに、国内外の研究者との共同観

測やゴールデンウイークと夏休み期間には特別開

館を行い、各種イベントを通じた交流人口の拡大

に向けた取り組みを継続してまいります。

（２）豊かな地域文化の継承と創造

次に、豊かな地域文化の継承と創造について申

し上げます。

まず、芸術・文化活動について申し上げます。

毎年好評をいただいております芸術鑑賞バスツ

アーは、より有意義な内容とするため市民などの

意見を反映できる体制づくりを検討するとともに、

昨年度に引き続き実行委員会などを組織しながら

芸術文化事業を招へいし、優れた芸術文化に触れ

る機会の提供に努めてまいります。

（仮称）市民ホールの整備事業につきましては、

「文化・芸術の拠点」として、また「市民コミュ

ニティの醸成の場」、更には「賑わいづくりの

場」として、市民や利用される団体の意見も伺っ

てまいります。更に、利用しやすく、財政負担の

少ない管理運営方法も含め、基本設計の中で具現

化し、平成２４年度中には実施設計を行い、２５

年度の当初に建設工事に着工出来るよう検討を進

めてまいります。

北国博物館については、北国の自然や歴史に学

び、地域の情報を集積・発信し、より多くの市民

に利用していただくために、展示会を核に各種講

演会や講座など普及活動を行うなかで、魅力ある

事業展開に努めてまいります。そのために道内博
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物館や市内の協力団体との連携を一層深めてまい

ります。

文化財につきましては、市内に点在する郷土の

遺産や史跡を再確認し、一部説明板の更新を行い

文化財探訪や解説リーフレットを活用して幅広い

周知に努めます。

（３）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着化を支援する

ため、幼児と親を対象とした家庭教育支援講座を

実施するなど、親子のコミュニケーションや子ど

もの発達課題に合わせた家庭教育支援事業を進め

てまいります。また、市内の企業に対して家庭教

育を支援する職場環境づくりについて「家庭教育

サポート企業」の登録に向けた啓発を行います。

（４）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

誰でも、いつでも、どこでも生涯にわたってス

ポーツを楽しむことができるよう、スポーツ施設

の整備や改修など環境整備に努めるとともに、新

年度において市民の「スポーツ意識・実態調査」

を行います。

一流選手による実技指導などのセミナーやアス

リートとの交流事業、スポーツ推進委員等による

軽スポーツの出前講座などについては引き続き実

施してまいります。また、スポーツ人口の拡大や

技術向上を図るとともに、体育協会、地域スポー

ツクラブなどと協力して、スポーツ団体の育成や

指導者の育成・確保、各種スポーツ大会の支援な

どにも努めてまいります。

（５）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

体験事業につきましては、新年度も、引き続き

子ども達が自然の中で学ぶ野外体験学習事業「へ

っちゃランド」、友好交流都市である東京都杉並

区の子ども達との交流事業「都会っ子交流」を実

施いたします。また、子ども会育成連合会などと

協力して様々な体験事業や育成者研修等の事業に

取り組みながら、青少年の健全な育成を目指した

事業の展開を図るとともに、育成環境の整備に努

めます。

名寄市児童センター並びに風連児童館について

は、自由来館型の施設として遊びやスポーツ、各

種事業や体験活動を通して児童の安全で安心な居

場所となるよう努めてまいります。また、乳幼児

をかかえる子育て中の親子などが、本の読み聞か

せなど気軽に利用できる場所としても活用を図っ

てまいります。

放課後児童クラブは、放課後の児童の安全な居

場所として、保護者の仕事と子育ての両立支援を

行ってまいります。風連児童クラブは、これから

も特色ある行事や児童の安全面に考慮した運営を

行ってまいります。また、南児童クラブは利用希

望者が増加傾向にありますので、低学年と高学年

の２教室での運営体制とし、全体交流を持ちなが

らきめ細やかな対応を図ってまいります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が子ども達の健全な育成に大きな

影響を及ぼしていることから、青少年表彰や健全

育成標語の募集などの啓発活動を行ってまいりま

す。また、各町内会からの推薦指導員と共に行っ

ている日常の巡視活動や研修を通じ、更には市内

小・中・高等学校で組織する「名寄市児童・生徒

補導協議会」などと連携するなかで、多様化する

青少年の問題行動を早期に発見して、適切な指導

に努めてまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者などからの悩みについて、専門指導

員による電話相談や面接相談を行っておりますが、

新年度も適応指導教室と連携して定期的に夜間相

談を開設し、昼間に時間がつくれない保護者や児

童生徒の対応を行ってまいります。

また、適応指導教室では、不登校の子ども達の

心情や悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた

支援をしてまいります。とりわけ、不登校は学校
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や多様化する家庭環境から生じる傾向にあり、関

係機関との連携が重要になることから、教育推進

アドバイザーが学校などとの連携や教職員の資質

向上に協力しつつ、教育相談センターとして諸問

題の対応に努めてまいります。

最後に、放課後子ども教室について申し上げま

す。

当事業は、平成２３年度の試行を受け、新年度

から小学４年生から中学３年生までを対象に児童

センター、市民文化センター、風連地域交流セン

ターを会場にして実施いたします。放課後の子ど

も達の過ごし方を見直す機会となることを願い、

地域の教育経験者などによって指導していただく

予定となっております。

Ⅲ むすび

以上、平成２４年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域を

支える人材を育てる大きな役割と責任を担ってお

ります。

名寄市教育委員会としては、この自覚のもと、

これまで以上に学校、家庭、地域社会との連携を

深めながら、本市の教育の振興と発展に誠心誠意

努力してまいります。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

以上で平成２４年度市〇議長（黒井 徹議員）

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

日程第６ 議案第１号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、市立総合病院に勤務をする職員を対象

とした特殊勤務手当について、待機手当及び緊急

呼び出し手当の支給対象の職員を追加すること並

びに新たに認定看護師手当を設置をするため、本

条例の一部を改正をしようとするものであります。

改正の内容について申し上げます。まず、待機

手当及び緊急呼び出し手当の支給対象の職員の追

加でありますけれども、正規の勤務時間以外にお

ける病院情報システムの障害に迅速に対応し、救

急医療体制をより一層強化するため、診療情報管

理室に勤務をする職員を当該両手当の支給対象に

含めようとするものであります。

次に、認定看護師手当の設置につきましては、

認定看護師の転出を防ぐとともに、今後認定看護

師の取得を目指す者に対する士気高揚と安定確保

を図るため、認定看護師の資格を有し、病棟等で

看護等の業務に従事をする看護師に対して、１人

につき月額０００円を支給をしようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

１点確認といいますか、〇１番（川村幸栄議員）

お知らせをいただきたい部分があります。この認

定看護師の件なのですけれども、また私がちょっ

と調べたところによると１９の分野の中で専門的

なスキルアップというか、そういった部分になっ

ているのかなというふうに思っているのですが、

今名寄市立病院の中で認定看護師さん、どういっ

た分野で何人いらっしゃるのかをお知らせいただ

きたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

お答〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

えいたします。

今現在は３名いらっしゃるのですけれども、３

月末で１名が退職する予定でおりますので、新年
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度からは２名の予定になっております。また、新

たに２４年度に学校、受講、試験が受かったとい

う方も２名ほどおりますので、その方については

これから学校に行って試験が受かった段階でその

翌月から取得するということになります。いずれ

にしましても、０００円という額は十分ではな

いのですけれども、これから志を、目指す方、あ

るいは今資格を持っている方にしっかりとした目

的意識を持って、病院で働きたいと思って、創設

をさせていただきたいと思いますので、御理解を

お願いしたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

看護師さんのスキルア〇１番（川村幸栄議員）

ップも含めて、診てもらう患者にとっても安心が

大きくなるのかなというふうに思っていまして、

積極的な受験もして、全国でも調べたら０００

人ちょっとぐらいしかいらっしゃらないというこ

とで、積極的に挑戦していただくということが必

要かなというふうに思うので、ちょっと人数をお

知らせいただきました。

終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市基金条例の一部改正についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 名寄市基金〇市長（加藤剛士君）

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

介護従事者の処遇改善を図るという趣旨で平成

２１年度の介護報酬改定が行われましたが、当該

改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するた

めに市町村が設置をする基金の造成のため、国か

ら介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付をさ

れ、本市では当該交付金により介護従事者処遇改

善臨時特例基金を名寄市基金条例に設置をし、運

用をしてまいりました。本件は、当該交付金の交

付要綱において、当該基金は平成２３年度末まで

に解散することと規定をされていることから、本

市においても当該基金を廃止をするため、本条例

の一部を改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

本件については、制〇１３番（熊谷吉正議員）

度改正に伴う廃止でありますから、是といたしま

すが、介護従事者処遇改善臨時特例基金の実績と

して、介護従事者の労働現場のきつさや賃金の低

さなど処遇をするということに加えて、名寄市に

おいても第４次の計画の中でも介護保険料の抑制

との関係でもそれなりに効果があったわけなので

すが、廃止をするに当たってこの基金の効果、運

用について改めてこの機会にお知らせをいただき

たいと思います。

それから、この間やりとりもありましたけれど

も、介護従事者の現状などについてどのようにこ

の基金が反映をされてきたのか、改めてお聞きを
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したいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今の御質問は、〇健康福祉部長（三谷正治君）

効果と、それから現状ということだと思います。

１つは、この基金ができてから、金額的には約

２００万円程度の基金ということで、２１年から

２３年度分ということでございます。これにつき

ましては、現状の今のそれぞれの職員の処遇に対

して、行政としてそれぞれ推進をしてきていると

ころでありますけれども、具体的に金額が何ぼか

ら何ぼになったという表示はできませんけれども、

今名寄市内の従事者につきましては全道的な平均

を見ますと高い水準ではございませんけれども、

低いという水準に至っていないという認識をさせ

ていただいているところであります。

また、現状におきましては、結果的にそれらの

金額につきましては今後とも介護保険の第５期の

部分で保険料の算定をさせていただいた範囲の中

で、今後それらも考慮しながら推進をしてまいり

たいと考えているところです。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

せっかくの制度、基〇１３番（熊谷吉正議員）

金がなくなることについての是非はさておいても、

介護保険計画が既に第５期の出ていますから、そ

のほうに詳細は譲りますので、もう少し数字を精

査をしていただくように求めておきたいと思うの

ですが、介護従事者の処遇改善の関係は当初３％

ぐらいをという引き上げを全体的に予定をされて

いましたけれども、現実的にはそれが人件費に十

分反映をされていないという、名寄市の場合でも

同様なわけで、あるいはそれとまた別な立場で現

行の４次の計画の介護保険料の値上げが必要のと

ころまでいっているけれども、この辺の活用も含

めて反映をされてきたという効果はまたあるので

すけれども、現実には処遇高くもないが、低くも

ないという言い方、ふらっとした言い方ではなく

て、現状しっかりどういう状況になっているのか、

細かな数字はまた計画の議論のときにもほかの議

案がございますからやりますけれども、もう少し

詳細にお答えをいただきたいと思いますし、４次

の中における介護保険料の見直しに至らないでそ

の後も３年間きたというところの効果について改

めてお聞きをしておきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

効果につきまし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ては、先ほど議員言ったように３％という国の方

針で進めさせていただいておりますけれども、現

状につきましてその３％が即職員の処遇改善に進

んでいるとは私のほうも考えてございません。し

かしながら、その部分の数字的に大変申しわけご

ざいませんけれども、把握してございませんけれ

ども、この部分が出てきたときに２１年度から出

てきた部分から、やはり毎年処遇改善の部分につ

きましては担当のほうで前向きに検討しながら、

少しずつ改善、特に名寄市としましては事業団の

ほうに委託をしている特養が２つございますので、

そういう処遇に向けてもそれぞれの給与も含め、

処遇改善に向けて向上を図ってきているところで

す。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、午後からに〇１３番（熊谷吉正議員）

なるのでしょうけれども、介護保険計画等第５次

の計画の論議も出てきますから、もう少し詳細に

精査をして臨むように求めて終わりたいと思いま

すが、この基金から削除するということについて

は是としたいと思います。

川村幸栄議員。〇議長（黒井 徹議員）

私は、今回の臨時特例〇１番（川村幸栄議員）

交付金なのですけれども、交付金は継続すべきと

いうふうに考えているところであります。今熊谷

議員のほうからもお話がありましたけれども、介

護従事者の皆さん方の処遇という、境遇という、

働く現場というのは本当に大変な状況になってい

ますので、恒久的な処遇改善策を講じると。これ

は、もう国の財政で責任を果たすということが必
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要だというふうに思っているところであります。

この中でせんだって介護報酬改定されました。そ

れが介護労働者の賃金を維持するための財源づく

りだという口実の中で検討されて、介護報酬が改

定されたのですが、５期の介護計画にも触れない

程度でちょっとお話をさせていただくと、この介

護報酬というのは介護事業者に支払う公定価格で

あるとともに、介護サービスを具体的に決める内

容にもなってくると。この中で施設介護に極めて

冷たい仕打ちも今回明らかになりました。ちょっ

と例を言えば、個室入所を優先するということで

相部屋入所への報酬を減額してしまうだとか、ま

た老人保健施設ではベッドの回転率が高いなどの

施設を評価する報酬を新設して入所者の早期退所

を迫ることを盛り込んでいると。こういった中身

も出されていて、介護を利用したいという人たち

に大きな負担になってくると。それと、介護従事

者の方たちの賃金を維持すると。こういった裏腹

な形の中身になっている中で、この部分について

名寄市としてはどのように考えているのか、この

部分ちょっとお聞かせをいただきたいなというふ

うに思っています。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員お話あり〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましたように、国の方針としては例を挙げますと、

例えば特養の施設で言えば今議員言われたように

それぞれの複数の部分から単身の部分ということ

のいろいろな施策は変更しつつございます。それ

によってその従事者の労働強化というようなお話

であったと思います。現実にそういう部分は当然

出てくると思います。しかしながら、名寄市が独

自に今国の方針と意に反して行うという政策は残

念ながら今の部分では、第５期計画の中でもその

部分では国に沿った形、また国、道の指針に基づ

いてというような方針で名寄市も策定させていた

だいております。今議員のお話、そのとおりだと

私のほうも考えてございますので、今後の５期計

画推進に当たってその点も重点的に推進をして、

また担当、それぞれの現場とも協議をさせていた

だければと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今回の交付金、臨時交〇１番（川村幸栄議員）

付金が廃止されるということで、私たち共産党と

しても継続をというふうに強く求めていきたいと

いうふうに思っているのですが、本当に介護を利

用する、また介護従事者の方々の一番身近な市と

しても積極的に国のほうにこの要望を声を出して

いっていただきたい、そのことを強く求めて終わ

ります。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第８ 議案第３号 名寄市税条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市税条〇市長（加藤剛士君）

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２３年１２月２日及び１４日に地

方税法の一部を改正する法律等３本の法律及び関

係省令等４本が公布及び施行されたことに伴い、

本条例におきましても所要の改正を行おうとする

ものであります。

このたびの地方税制改正は、経済社会の構造の

変化に対応した税制の構築を図るため、また東日

本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施を

する防災の施策に必要な財源の確保のために現行

の税制の見直しが行われたものであります。

改正の主な内容といたしましては、法人実効税

率の引き下げと課税標準拡大による道民税と市民

税の増減に対する調整措置がとられたことに伴い、

市のたばこ税の税率について、たばこ０００本

につき現行の６１８円を２６２円に、旧３級

品の紙巻きたばこも同様に１９０円を４９５

円にそれぞれ引き上げるものであります。

また、退職所得に係る個人市民税の１０％の税

額控除を廃止をするほか、東日本大震災の被災者

の負担軽減から雑損控除等に係る災害関連支出の

対象期間が１年から３年に延長されたことに伴う

改正、さらには復興のための財源確保として平成

２６年度から平成３５年度までの間の住民税均等

割の税率引き上げによる市民税均等割を現行の

０００円から５００円に引き上げるものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第４号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市公民館条例等の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市公民〇市長（加藤剛士君）

館条例等の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

平成２３年８月３０日に公布をされました地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆ

る第２次地域主権一括法におきまして、社会教育

法、図書館法及び博物館法の一部が改正をされ、

これまでそれぞれの法律で定められていた公民館

運営審議会、図書館協議会及び博物館協議会の委

員の委嘱及び任命の基準に関する規定が削除され、

当該基準は文部科学省令で定める基準を参酌して

市町村の条例で定めることとされました。

本件は、名寄市社会教育委員の会での審議を経

て、当該基準を各設置条例で定めるものとして、

名寄市公民館条例、名寄市図書館条例及び名寄市

博物館条例の一部を改正をしようとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略
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し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第５〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市児童クラブ条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市児童〇市長（加藤剛士君）

クラブ条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２２年１２月１０日に公布をされ

ました障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律におきまして、児童福祉

法の一部が改正をされたことに伴い、本市におい

ても関係条項の整理を行うため、本条例の一部を

改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第６〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例及

び名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市乳幼〇市長（加藤剛士君）

児等医療費の助成に関する条例及び名寄市重度心

身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、平成２２年１２月１０日に公布をされ

ました障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律におきまして、障害児支

援の強化を図るため、現行の障害種別に分かれて

いる施設体系について、入所による支援を行う施

設を障害児入所施設に、通所による支援を児童発

達支援センターに一元化することを目的として児

童福祉法が改正をされたことに伴い、本市におい

ても関係条項の整理を行うため、２本の条例を改

正をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）
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お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第７〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市総合療育センター条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市総合〇市長（加藤剛士君）

療育センター条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２２年１２月１０日に公布をされ

ました障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律におきまして、障害者自

立支援法及び児童福祉法の一部が改正をされたこ

とに伴い、名寄市総合療育センターの関係法律が

障害者自立支援法から児童福祉法へ移行すること

から、関係条項の整備等を行うため、本条例の一

部を改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第８〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市介護保険条例の一部改正について、議

案第１１号 名寄市高齢者保健医療福祉計画及び

名寄市介護保険事業計画を定めることについて、

以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 名寄市介護〇市長（加藤剛士君）

保険条例の一部改正について及び議案第１１号

名寄市高齢者保健医療福祉計画及び名寄市介護保

険事業計画を定めることについて、一括して提案

の理由を申し上げます。

まず、議案第８号 名寄市介護保険条例の一部

改正についてでありますが、本件は介護保険法第

１１７条第１項の規定に基づき、名寄市第５期介

護保険事業計画を定め、第１号被保険者の介護保

険料について、現行の基準月額６６７円を１

０６％引き上げ、０３６円に改定しようとする

ものであります。したがいまして、本条例第５条

第１項につきましては、期間を平成２４年度から

平成２６年度までの３年間に改め、年額保険料を

第１号及び第２号は２万２００円に、第３号を

３万３００円に、第４号を４万４００円に、

第５号を６万５００円に、第６号を７万６００

円にそれぞれ改めようとするものであります。

また、同条第２項では、第５号と第６号を区分

する基準所得金額について、国の基準所得金額が

２００万円から１９０万円に改正をされますが、
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本市では該当する所得階層について保険料の著し

い上昇を防ぐため現行どおり２００万円とし、市

民負担の軽減を図ろうとするものであります。

次に、議案第１１号 名寄市高齢者保健医療福

祉計画及び名寄市介護保険事業計画を定めること

についてでありますが、当該両計画につきまして

は老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１

７条に基づき策定をするもので、平成２３年度を

もって第４期の計画期間が終了をすることから、

平成２４年度から平成２６年度までの３年間を計

画期間とする第５期の当該両計画を策定をしよう

とするものであります。

計画の策定に当たりましては、高齢者を対象に

計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施

をし、それをもとに名寄市保健医療福祉推進協議

会の高齢者部会で協議を重ね、本年１月１０日に

名寄市保健医療福祉推進協議会から答申をいただ

いたところであります。

本件は、当該答申をもとにパブリックコメント

を経て、名寄市第５期高齢者保健医療福祉計画及

び介護保険事業計画の最終案が整いましたので、

名寄市議会基本条例第１０条の規定に基づき議会

の議決を求めるものであります。

以上、２件につきまして提案の概要を申し上げ

ましたが、細部につきましては健康福祉部長から

説明をさせますので、よろしく御審議くださいま

すようお願いを申し上げます。

補足説明を三谷健康福〇議長（黒井 徹議員）

祉部長。

一括して提案さ〇健康福祉部長（三谷正治君）

せていただきました２件の案件のうち、議案第１

１号の計画書から説明をさせていただきます。

３ページからの第１節、計画の趣旨では、第５

期計画は３期及び４期計画の延長線上に位置づけ

られ、３期計画策定時に定めた平成２６年度まで

の目標に向けてその基本的な考え方に基づき、継

続的かつ確実に取り組むこととされています。介

護保険制度が平成１２年４月からスタートして１

１年が経過し、サービスの提供基盤は急速に整備

され、利用者数が大幅にふえており、介護保険制

度は国民の間に定着してきたと考えております。

この計画は、高齢化の一層の進行、ひとり暮らし

高齢者や高齢者のみ世帯の増加、さらには認知症

高齢者の増加が見込まれることから、国及び道の

計画策定指針に基づき、高齢者が安心して暮らせ

る地域包括ケアシステムの構築を念頭において策

定をいたしました。

地域包括ケアシステムとは、４ページに掲載の

とおり日常生活圏域の中で介護、医療、予防、住

まい、生活支援のサービスが切れ目なく提供され

ることを目指しており、今回重点的に取り組む事

項として、認知症支援策の充実、医療と介護の連

携、地域生活支援体制の整備、高齢者のニーズに

応じた住まいの確保の４点を挙げました。

６ページからの第２節、計画の概要では、この

計画は老人福祉法第２０条の８と介護保険法第１

１７条の規定により策定が定められており、要介

護者数や介護サービス量、介護保険事業費の見込

みが盛り込まれています。

計画の期間は、平成２４年度から２６年度まで

の３カ年で、新名寄市総合計画などの趣旨を踏ま

えて策定するものです。

１３ページからの第２章、高齢者の現状の第１

節、人口の動向では、国勢調査から見た人口の動

向で、平成２２年につきましては２３年１０月に

発表されました速報値を掲載しており、少子高齢

化が進んでいる状況にあります。

１６ページからの第２節、高齢者世帯等の状況

につきましては、平成１２年から２２年にかけて

総世帯数は約７％、高齢者の世帯数では１９

％増加しています。

２１ページからの第３章、高齢者施策の推進目

標と施策体系の第１節、高齢者人口の推計では、

将来高齢者人口の推移は平成２３年１０月１日現

在の住民基本台帳の数値を踏まえ、国から配付さ

れたワークシートにより推計いたしました。
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２２ページの第２節、高齢者施策の推進目標で

は、基本理念及び基本目標を掲載し、２３から２

４ページの第３節、高齢者施策の基本的方針では、

国及び道からの指針に基づき、目標の実現に向け

た基本的方針の介護サービス基盤の整備など８項

目を挙げました。

２９ページの第４章、目標の実現に向けた施策

の展開の第１節、医療サービスでは、今後高齢化

が一層進行し、疾病構造の変化や住民ニーズが多

様化することが予想されることから、これらに的

確に対応するためにプライマリーケアの推進など

重点４項目を挙げました。

３３ページの第２節、高齢者自立支援事業の１

の高齢者等の生活支援事業の（２）の除雪サービ

ス事業では、除雪が必要な高齢者等で生活保護世

帯の方には委託事業による除雪サービスを、低所

得者等で除雪が困難な方々には除雪助成券を交付

しています。現在名寄と風連地区の除雪方法が異

なっておりますので、統合に向けて検討してまい

りたいと考えております。

３５ページの２の自立支援事業の自立支援デイ

サービス事業では、通所型介護予防事業の対象者

の利用割合が増加し、本事業の利用対象者が減少

していますが、継続実施とし、状況に応じて見直

しを図ってまいります。

３６ページの３の（２）のケアハウスにつきま

しては、昨年１０月に２番目のケアハウスが開設

しています。設置許可に関する事務を平成２２年

度から北海道から権限移譲されており、適切な入

所者処遇が行われるよう指導してまいりたいと考

えております。

シルバーハウジングにつきましては、住宅マス

タープランの策定にあわせて高齢者に配慮した住

宅の供給や整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

３７ページの４のその他のサービスの緊急通報

システムでは、地区の民生委員、町内会、介護支

援専門員などとの連携を図り、心疾患などの疾病

がある緊急度の高い独居高齢者の設置を促進して

まいります。

また、３８ページの敬老事業の取り組みにつき

ましては、敬老事業のあり方について道内各市の

状況調査、町内会長等の意見を聞きながら事業の

あり方を検討してまいりたいと考えております。

名寄市徘回高齢者ＳＯＳネットワークにつきま

しては、関係機関との連携によりネットワーク体

制の拡大、２４年度より新たに模擬訓練の実施な

どを取り組んでまいります。

緊急医療情報キットにつきましては、より多く

の高齢者が設置できるよう周知を行うとともに、

町内会や民生委員などとの連携により、設置を促

進してまいります。

４３ページの第５章、介護サービスの推進の第

１節、高齢者介護のビジョンと目標指標では、１

の平成２６年度における高齢者介護の姿において

は、介護予防の定着したまちへなど３つのビジョ

ンを掲げております。

４４ページの２の平成２６年度における目標指

標では、これまで国では要介護者の在宅重点化及

び施設利用における重度者重点化を掲げ、数字を

示しておりましたが、第５期計画では廃止される

こととなりました。しかし、本市ではこれまでの

計画を継承し、実績を踏まえ、指標を設定するこ

とといたしました。

４７ページの第２節、地域包括ケアシステムの

構築の１の地域包括支援センターの役割と地域包

括ケアシステムの推進では、次のページの（４）

の地域包括ケアシステムの推進として、高齢者が

可能な限り住みなれた地域で生活していけるよう

個々の状況や変化に応じて介護保険を中心に医療

を初め地域資源を活用したサービスが切れ目なく

継続的、包括的に提供される地域包括ケアが求め

られており、その仕組みづくりに取り組みます。

地域包括ケアシステムの構築に向けて国の指針に

基づき重点的に取り組む４つの事項の中で、名寄

市としては認知症支援策の充実、名寄市保健医療
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福祉協議会の高齢者部会に諮り、取り組むことと

いたしました。認知支援策の取り組みは、認知症

の理解を専門職のみならず、市民にも広く理解し、

誤解や偏見をなくし、認知症高齢者やその家族な

どを支えることにつなげ、ひいては認知症の予防

や適切な介護のあり方などについて知識の普及に

努めてまいります。これらの推進は、地域包括支

援センターが中心となりますが、関係部署や関係

機関と連携して事業を進めてまいります。

２の地域支援事業の介護予防事業では、高齢者

が要介護状態、要支援状態となることの予防のた

めの事業で、基本チェックリスト調査を実施し、

２次予防事業の対象者把握事業により把握された

対象者のうち、利用を希望する場合、通所型介護

予防事業や訪問型介護予防事業の２次予防事業の

利用へ結びつけ、介護状態になることを予防して

まいります。

５４ページの（３）の任意事業の介護給付等費

用適正化事業につきましては、介護保険サービス

など適正に提供されているか検証を行い、介護支

援専門員やサービス提供事業所の専門スタッフに

対して専門的な機関からの協力と支援を得て指導

や助言を実施してまいります。

５８ページの３の地域支援事業見込み量の確保

の方策では、本市の社会資源、基盤の有効活用を

図りつつ、民間事業者などとの連携により、量的

確保に努め、また事業を円滑に実施するために必

要な専門職の配置、地域間の協力を得るなど適切

に事業を推進してまいります。

４の指定介護予防支援では、地域包括支援セン

ターが指定介護予防支援事業者の指定を受けて介

護保険サービスを利用する要支援認定の方のケア

プランの作成を行っております。これらも要支援

状態の維持、改善を目標に適切な支援を行ってま

いります。

５９ページの第３節、介護保険事業量等の現状

と見込みの１の第１号被保険者の将来推計では、

年々増加傾向にある第１号被保険者が２６年度に

は６０７人程度になると見込み、２、要支援、

要介護認定者の将来推計では、１号被保険者と同

様増加傾向にあることから、平成２６年度には

４４８人を見込んでいます。

６０ページの３の給付対象サービスの提供量の

現状と見込みでは、第４期の実績からそれぞれ表

のとおり５期を見込んでいます。

６５ページの福祉用具貸与及び６６ページの特

定福祉用具販売及び住宅改修につきましても利用

者が年々ふえていることから、増加を見込んでお

ります。

６７ページの②の地域密着型サービスでは、認

知症対応型通所介護施設が平成２２年８月に開設

されたことによる増、また次ページの認知症対応

型共同生活介護、いわゆるグループホームは、平

成２３年１０月に１施設が開設され、３施設とな

り、それぞれに利用者の増を見込んでいるところ

であります。

なお、小規模多機能型居宅介護につきましては、

第４期で計画しましたが、実施する事業所がなか

ったため、実績はありませんでした。しかし、今

後も需要が見込まれることから、第５期でも計画

をしております。

７０ページの４の地域密着型サービス事業では、

新規の申請については地域密着型サービス運営委

員会において指定に関する協議を行います。また、

４つのサービスの種類については、必要定員総数

の設定を行っているところであります。

７１ページ以降は、議案第８号の介護保険条例

の一部改正、保険料と関連いたしますので、あわ

せて説明を申し上げます。７１ページの第４節、

介護保険事業費等の見込みと保険料の１の介護保

険事業費等の見込みの保険料基準額の変遷では、

第１期から保険料基準額を掲載しております。

次の第５期介護保険事業費等の見込みでは、平

成２４年から２６年度に合わせて６５億０６６

万円で、第４期の５４億５１６万円と比較して

２割程度増加すると見込んでおります。また、国
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の制度改正により１号被保険者の負担率が第４期

の２０％から２１％に改正がされております。こ

れらの総支給費見込額から第５期の介護保険料算

定基準額は４００円程度になると見込まれ、こ

の基準額から介護報酬の改正、財政安定化基金の

活用、介護給付金準備基金の活用を行い、保険料

を算定いたします。

２の第１号被保険者の介護保険料の第５期保険

料段階設定の基本的な方針といたしましては、国

では介護給付費の増加に伴い保険料の負担も増大

している中で、より安定的な介護保険制度の運営

のためには、これまで以上にそれぞれの被保険者

の方の負担能力に応じたきめ細かい保険料負担段

階の設定が必要との考えを示しております。具体

的には、第３段階の細分化となります。国におい

て第３段階の対象者については、負担能力に応じ

た保険料賦課の観点から、５期において細分化す

ることが可能とする制度改正により行っており、

本市においても第３段階の細分化を図ることとし

ております。

次に、特例第４段階の継続につきましては、第

４期で既に設定をしておりますので、継続するこ

とといたします。

多段階設定につきましては、第５期において５

段階以上の設定が示されておりますが、被保険者

の負担が増大することから、こちらも４期と同様

継承することといたしております。

これらの基本的な方針を踏まえ、第５期保険料

所得別段階は表のとおり６段階８区分とすること

といたします。新設される特例第３段階について

は、住民税非課税世帯で前年の課税年金収入プラ

ス合計所得金額が８０万円を超えて１２０万円以

下の方が対象となるものであります。

７４ページの介護保険料基準額の算出では、介

護保険料収納必要額をもとに表の手順により算出

をし、基準額を月額０３６円と試算をいたしま

した。

７５ページの第１号被保険者の介護保険料では、

介護保険料基準額０３６円からそれぞれの段階

の年額を示したものとなっており、基準額の第４

段階では年額４万４００円となります。ただい

ま説明いたしました計画に基づき算出された２割

アップの保険料から、上昇抑制策として財政安定

化基金３３９万円と平成２３年度の介護給付費

準備基金が約２億円と見込まれることから、この

半分の１億円を取り崩し、２割から１割程度のア

ップ率に下げ、被保険者の負担の軽減を図るもの

であります。

参考資料として、名寄市保健医療福祉推進協議

会規則など、７９ページから８２ページに掲載を

いたしております。

以上、補足説明とさせていただきますので、ど

うぞよろしく御審議くださいますようお願い申し

上げます。

これより、議案第８号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

熊谷吉正議員。

第８号と１１号、こ〇１３番（熊谷吉正議員）

の後所管委員会に付託の予定と聞いておりますけ

れども、先立って介護保険計画あるいは条例の一

部改正に絞って何点かお尋ねを申し上げたいと思

います。

説明もあったように、介護保険制度が始まって

丸１２年も今終わろうとして、第５期目の計画３

年間が提案をされております。それ以降というか、

当初から日本の場合、名寄市も当然その傾向は同

じなのですが、高齢化の進行、極めて高いスピー

ドで急増しているということだとか、あるいは低

所得高齢者や認知高齢者の増大、ひとり暮らしや

老夫婦世帯だけの増加だとか、子供との同居率が

低下をしているなど、虐待問題だとか、いろいろ

高齢者の介護を取り巻く環境はかなり予想はされ

ていたけれども、現実の姿として実感できるよう

な状態になっておりまして、この１２年間名寄市、

いわゆる保険者の経験的な観測、あるいは財政的
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な見通し、第５期の提案なども踏まえて見た場合

に現行の介護保険制度についての課題についてど

のように押さえられているのか、まずお聞きをし

たいと思います。特に一昨年は６月に法改正があ

って、施設介護よりも一層在宅への誘導で、そう

いう指導も強まってきているわけでありますけれ

ども、現行制度についての中での計画を立てられ

ていることについては承知をしておりますけれど

も、さらに第６次、第７次というところの一定の

基礎数値はもう見えている段階でありまして、さ

らに向こう３年間の想定論議も含めて保険者とし

ての課題について少しくお知らせをいただきたい

なと思っています。

もう一つは、介護保険料の関係で、第５期の想

定はやや月基準のところで４００円のところを

想定をしたけれども、基金の取り崩しだとかを含

めて若干４００円ぐらい軽減をされての提案にな

っております。これは、全道かなり市町村の高齢

化率だとか、あるいはサービスの利用状況だとか

によって変動はありますけれども、まさに右肩上

がりで推移をするという、現行制度が続くとすれ

ば右肩上がりで第１号と第２号の保険者の調整だ

けでいくことについても限界があるわけなのです

が、その介護保険料の高額化に対する認識につい

てお知らせをいただきたいと思います。

それから、３つ目には、利用者負担と支給限度

額の問題でありますけれども、これは所得は豊か

な方と極めて低所得者、低所得者にも現行制度の

中でも一定の配慮はされておりますけれども、利

用負担料の問題、１割負担の問題が２割を想定を

されるようなこともいろいろ政治の段階では物議

を醸し出しているのですけれども、利用者負担と

しての支給限度額の現状課題についてお知らせを

いただきたいなと思います。

それから４つ目に、地域包括支援センターの役

割と介護予防の取り組みについて、地域包括支援

センターの設置が義務づけられて以降、その中心

的になる人はやっぱり保健師であったり、主任介

護支援専門員だとか社会福祉士、この３軸が有効

的な機能を深めながら、計画やサービスへの努力

をされていることについては理解をしているとこ

ろなのですが、いわゆる自治体によってはこの連

携がスムーズにいっているかどうかという評価も

いろいろ話がありまして、名寄市の場合、十分機

能されているというふうには認識はしますけれど

も、この役割と介護予防の取り組みについての包

括支援センターの現状課題についてお知らせをい

ただきたいなと思います。

それと、５つ目には、先ほども午前中の質疑の

中でお答えを聞きましたけれども、介護労働者の

賃金労働条件について、国でも一定の対応はされ

て、基金を廃止をするということになったのです

が、それぞれ名寄の社会福祉法人や施設、さまざ

まなケースはばらばらで、一定の改善は見ている

ものです。まさにこれから３年、６年、９年と長

い期間の中で働く、介護をする方の労働者の条件

が非常に介護をされる人へのサービスの質の問題

についても大きくかかわるわけでありますけれど

も、これらについて基金はなくなりましたけれど

も、いわゆる第５次あるいは第６次に向けた介護

労働者の賃金労働条件の見通しについて基本的な

見解を賜っておきたいなというふうに思います。

それと、最後になりますけれども、条例の改正

の８号のほうですが、（２）の基準所得金額につ

いて名寄市の判断に基づいて基準のところの保険

料の上昇を少し抑えるという意味合いで、国が２

００万円から１９０万円に下げたわけであります

けれども、現行を維持をして市民に対する負担軽

減を図ろうということですが、具体的に言えばこ

の１０万円の差の中における市民の皆さんの負担

軽減はどのぐらいのものを想定をされているのか

お知らせをいただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今６点にわたり〇健康福祉部長（三谷正治君）

御質問をいただきました。順番が後先になると思

うので、御了承いただきたいと思いますけれども、
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今最後の６番目の部分につきましては……済みま

せん。第５番目の介護労働者の改善、先ほど午前

中も御質問あった関連でございますけれども、そ

ちらのほうから答弁させていただきます。

議員御存じのように、国のほうでは報酬を２

％アップということで、この基金を先ほども質問

ありました基金の部分は廃止をしましたけれども、

この２％の中に取り込むという国の方針でござ

います。しかしながら、先ほど議員も御質問あっ

たように、実際の部分はこの２％の部分を勘案

しても実質部分につきましては下がる見込みだと

いう試算も出ているところであります。しかしな

がら、先ほどの２１年度からの基金の３年間の実

績で名寄市すべての施設の部分は把握をしてござ

いませんので、名寄市として補助と、それから委

託をしている社会福祉協議会、それから事業団の

部分について御説明をさせていただきたいと思い

ます。社会福祉協議会におきましては、常勤ヘル

パーにつきましては月額１万０００円のアップ、

人数につきましては９名、それから時間給につき

ましては７０円のアップ、これは３７人という報

告をいただいているところであります。あわせて

事業団、２００人の従業員につきましては月額１

万０００円のアップ、時給では８０円のアップ

というような形で、先ほどお話ししましたように

この２つの施設におきましてはこの部分につきま

しては効果があったという判断をさせていただい

た。しかしながら、議員がお話しのように、それ

では民間のほうはどうなのだというお話になりま

すと、残念ながらその部分はシステムとしては各

施設が国保連合会に申請をして、その申請に基づ

いて審査をして国保連合会が施設のほうへ支給を

するという制度になっている観点から、支給され

た中身が従業員のほうに、今社協と事業団のほう

を説明させていただきましたけれども、民間のほ

うがどのような形になっているかは大変恐縮です

けれども、把握していないので、御了解いただけ

ればと思います。

それから、４番目の包括支援センターの現状と

課題ということであります。取り組みということ

であります。これにつきましては、議員御承知の

とおり保健師を中心に看護師、ケアマネさんを含

めて今臨時職員を含めて十数名で対応させていた

だいているところであります。この部分につきま

しては、基本的に各施設の若干の連携がというお

話をいただきましたけれども、地域包括担当のほ

うといたしましては過去包括支援センターができ

る以前に比較しますと市民からの問い合わせ、ま

たは市民からの問い合わせによる訪問という部分

はここ数年ふえている状況にあります。特に我々

としましては、市民に対して、もし市内にそうい

うような市民が例えば店のところでうろうろして

いたりだとか、家庭でこういう老人がお一人で住

んでいるだとかという情報が常日ごろ包括支援セ

ンターのほうに入っているのが現況であります。

その情報のもとに包括支援センターの担当職員は

家庭を訪問するなり民生委員と一緒に行くなり町

内会長さんと御相談するというような対応をさせ

ていただいてございますので、さらに今後とも地

域包括の活動はこれから必要になってくると考え

てございますので、今の活動を維持してまいりた

いと考えているところであります。

それから、利用者の負担と支給状況ということ

でありますが、今回名寄市で０３６円と保険料

の算定をさせていただきました。現時点では、す

べての自治体では金額は出てございませんけれど

も、今私が手持ちの資料でいきますと最高額が旭

川市の６７９円、最低が３５市中でありますが、

登別市の６００円ということで、この手持ちの

資料で概算の数字を手計算でさせていただきます

と平均については道内の３５市中では大体４０

０円から５００円ぐらいの数字になるのではな

いかと認識をしているところであります。それを

思いますと、支給の部分につきましては名寄市と

しては道内３５市中、今の時点でいきますと大体

下から１０番目以内の保険料ではないかと見込ん
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でいるところであります。第４期と比較しまして

全国平均で２割という国の方針が出されたとおり

に、名寄市におきましても自然のアップ率はやは

り２割でございました。この２割を先ほど議員も

お話ししましたように被保険者の軽減、負担を考

えるために２億円の１億円と安定の０００万円

ということで、１割程度ということで、やはりア

ップ率の最高の金額をお話ししましたけれどもア

ップ率でいきますと５割の自治体もあります。逆

にアップをしない自治体も１自治体ございます。

ですから、これはそれぞれの自治体の状況と思っ

ておりますけれども、名寄市においては御存じの

ように特養等におきましては１８０床ということ

で、全道平均に比べましても非常に高いベッド数

を確保しているということで考えておりますので、

この部分につきましては負担に見合った支給が進

んでいるのではないかと認識をしているところで

あります。

それから、第５期のほうに関連しますけれども、

保険料右肩上がりではないかということでござい

ます。これにつきましても基本的に今お話ししま

したように、実際では旭川６７９円ですから、

これを勘案すると第１、２、３、４と年々アップ

をしているのが現状であります。名寄も今回は全

国平均の２割でございますけれども、第６期、第

７期、特に第５期は名寄市においてはやはりこれ

は自前ではなりますが、その障害または介護に至

るまでの予防対策、保健増進も含めて予防対策が

進んでいるのかなと。その一例を挙げますと、や

っぱり高齢者が一つのサークル、例えばＡＢ友の

会、二百数十名の会員でございますけれども、こ

ういう会は自主的にそれぞれの健康管理をして、

介護にならない自己管理をしている等々、またパ

ークゴルフも盛んでございますし、そういうこと

で予防に市民が意識をしていただいているのでは

ないかという認識をさせていただいております。

しかしながら、高齢化率は毎年特に名寄市は３月

時点では２１％でありますが、この率は全国、

全道の平均よりやはり高い数字になってございま

す。特に農村部になるとなおさら高くなってござ

いますので、この部分につきましてはやはり議員

言われるようにこれから名寄は今回０３６円で

決定していただいたといたしましても、第６期に

つきましては同じ全道平均、全国平均のアップで、

それで保たれるかということは現時点では担当と

しても未知数でございます。しかしながら、やは

りそれを抑制するのは予防しかないと考えてござ

いますので、先ほどお話しした市民の意識を上げ

て予防に努めさせていただければと考えていると

ころであります。

それから、施設の部分であります。国のほうで

は、施設から在宅という国の方針が出ているとい

うことでございます。この部分の課題につきまし

ては、名寄市では今現在では各自治体に比べては

非常にスムーズに進んでくるのではないかと考え

ております。また、施設におきましても１００人、

２００人という待機者がいるという数字は出てご

ざいますけれども、前にもお話し申し上げました

実質その数の中にはほかの施設に入って名寄に戻

りたいだとか、まだ元気だけれども、将来入りた

いだとかと、そういう見込みの部分を含んでござ

いますが、実際はその１割から２割という国の考

え方も示されておりますので、名寄市におきまし

ては先ほど特養でも申しました１８０床の部分を

考えると非常に施設的には充実されているという

認識を持っております。ただ、国の方針で在宅の

ほうに移行ということになりますと、これは１つ

問題があるのではないかと私のほうも考えていま

す。それは、在宅に訪問をする専門職がやはりこ

の地方、特に都会と違って地方にはその職員、人

員が確保されないのではないかと、されづらいの

ではないかという認識を非常に強く持っていると

ころであります。現在は、看護ステーションです

とか、各施設でそれぞれの専門職がございまして、

それぞれの対応をしているところが実態で、スム

ーズな運営をされていると思っております。しか
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しながら、経営面の運営では非常に各施設も苦慮

しているのが実態であります。それに加えて各専

門職の確保というのが非常に難しいと聞いてござ

います。その部分を含めますと、やはり国で在宅

のほうに移行という方針が出されたとしても、こ

れは都会は可能性があると思いますけれども、原

課としては名寄市を含めこの農村地区、小さな自

治体では非常に難しいと判断をさせていただいて

いるところであります。

保険料の負担軽減の部分であります。これは、

先ほど御説明をしましたように国は２００万円か

ら１９０万円という部分であります。実は、私の

ほうでこの部分をこの方式で算出しますと、この

部分では約３０％のアップ率になります。やはり

このアップ率は、今算出しました１割と比較する

と３倍のアップ率になるということで不公平性が

伴う。やっぱり被保険者に負担が増になるという

ことで、総体的に全体の把握で名寄としては１９

０万円ではなく２００万円に抑えて、総体的な部

分でひとしく１割アップということで算出をさせ

ていただいたところです。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれお答えをい〇１３番（熊谷吉正議員）

ただきましたけれども、制度の問題について、い

ずれ５期も保険料やサービスの増大だとか、ある

いは高齢化率が本当にわずか一、二年で５ぐら

い上がるような、２６台からもう２５２でした

か、あるいはもう３０％も目の先という、鼻の先

の感じの数字がもうこれだけは残念なことに絶対

条件変わらないわけでありまして、それを見越し

た制度の改正を市町村あるいは全国的にどういう

情報を共有をし、構えていくのかというところあ

たりは、この５期がスタートすると同時に動き出

さなければならぬのではないかというふうに思っ

ておりまして、市長会や知事会との関係も当然あ

るでしょうけれども、加藤市長の立場としてもこ

の介護保険の制度の問題について、保険者として

の危機感についてどのように持たれて、どういう

対応をこれからされようとしているのかお聞きを

したいと思います。

それから、２つ目には、包括支援センターの関

係、制度にも関係するのですが、今いみじくも三

谷部長おっしゃったように、国はとりあえずうが

った見方をすれば介護保険報酬の引き上げだとか、

あるいは介護保険に現行国が２５％、道が１５の

市が１５、税金の部分についてできるだけそれは

抑制をしたいという意思のあらわれも含めて、あ

るいは理想的に言えば在宅で介護が家族や地域の

お世話になってなればいいということはあるので

すけれども、それはだれもが。しかし、現実は大

変な今の介護の状況、老老介護や高齢介護、ひと

り住まいだとか、さまざまな現実を考えるときに、

簡単に在宅への誘導だけでは済まされないという

こと、いみじくも担当部長としてもおっしゃって

おりまして、在宅をしていくためには当然マンパ

ワーに対する一定の財源あるいはスタッフの増大

をしっかりやらなければならないということとの

連動性があるのですけれども、あわせて制度問題

ではぜひ加藤市長にもこの辺についてお伺いをし

ておきたいというふうに思います。

それと、三谷部長、４期の実績、経験からいっ

て名寄の場合、予防対策がある程度支援センター

の努力もあって行き渡りながら、あるいは介護の

認定に至らないように現状維持のところで一生懸

命頑張っていただいているという話がありました

けれども、これは本当にいいことではあるのです

けれども、これもいわゆる予防対策の限界も高齢

化率が今の状況と違った形でスピードが進みます

から、幾ら予防対策を一生懸命努力をされてもよ

くて現状維持、少なくても下がるという傾向は、

介護保険計画のサービス量を見ても３年間の中で

は量をふやしているものもあれば、余り３年間で

変わらない、２６年のできばえはそう２４年と数

字が動いていない部分もあったりなんかして、恐

らくこれは介護保険計画全体の３年間で六十数億

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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円の、頭に想定をしながらいろいろ提案はされて

いるのでしょうけれども、予防対策の限界。そし

て、施設介護について、はなから軽視できないと

ころまで、確かに必要とされて申し込んでいる人

と、本当にもうせっぱ詰まっている人、あるいは

３年後、５年後を見通して申し込んでおこうかと

いう人と内情は別々ですけれども、かなり毎回毎

回の亡くなった方のいわゆる交代で入るような人

等の認定作業も大変苦労が多いのではないかとい

うふうに考えていますけれども、施設増はやっぱ

り避けて通れない。それは、また全体的に介護保

険料に、現行制度の中で考えればもうアップしか

ないということになるのですけれども、しらかば

の増改築の問題の後期の論議の中でもいろいろ出

ていましたけれども、そこはやっぱり民間だけに

頼ることには限界があるような気がいたしまして、

改めてこの辺についての施設介護の充実について

お答えをいただきたいなと思っています。あるい

は、この３年間の中で新たな受け皿ができる可能

性についても多少計画の中で研究はされています

けれども、民間がやるだけではちょっと限界があ

るような気がいたしますので、お答えをいただき

たいと思います。

介護労働者の関係、十分介護する方が健康で生

活の面でも安心で、しっかり介護される人を質の

高いサービスに導くということについても絶対条

件の共通認識は当然あるのだろうと思いますけれ

ども、まだまだやっぱり介護現場の実態について

伝わっていない部分もあるのかなという感じがし

ておりまして、国のいわゆる基金の制度はなくな

ったけれども、この３期３年間の中、あるいは将

来的に向けて新たな動きを支援をしていくような

考え方についてお答えをいただきたいと思います。

まだたくさんお聞きをしたいことございますけ

れども、この後お答えをいただいてまた質問をい

たしますけれども、付託をされ、所管の中で熱心

に議論される予定になっていますから、まずは今

の関係についてお答えをいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

介護保険制度の関係に対〇市長（加藤剛士君）

する保険者としての今後の見通しということでお

話ありましたけれども、先ほど三谷部長からもお

話あったとおり少子高齢化が大変急速に進む、加

えて社会構造も大きく変化している中で、現在の

介護保険制度の今後の先行きは大変厳しいという

か、このままの現状でいけば当面立ち行かなくな

る自治体も出てくることは予想されるというふう

に私も感じています。今まさに社会保障と税の一

体改革の議論の最中でありますから、この議論の

経過を見きわめさせていただいて、その結果をし

っかり分析させていただき、またしかるべき要請

等をさせていただくということに尽きるのではな

いかというふうに思っています。

あと、在宅に関してのマンパワーのことに関し

てもお話ありましたけれども、三谷部長の見解そ

のとおりでございます。名寄市立総合病院が基幹

病院でありまして、その病院自体のマンパワーと

いうか、そこもなかなか満足に充足がされない中

で、まずは名寄市としてはそこをきっちりとマン

パワーを確保していく。そのことが在宅も含めて

あらゆる地域医療、介護の基盤につながるという

ふうに考えておりますので、まずはそちらのほう

をしっかりと頑張っていきたいというふうに思っ

ています。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

施設の介護の充〇健康福祉部長（三谷正治君）

実という御質問だったと思います。先ほどから申

し上げておりますように、現在名寄市が管轄して

おります施設の特に特養につきましては１８０床

ということで、これは道内の自治体に比べまして

非常に高い数字だと認識しております。若干手持

ちの資料で御説明申し上げますと、隣の士別さん

２万０００から音更町の４万０００の自治体

の状況を、１２市町の状況をちょっと調査させて

いただきました範囲では、特養につきましては１

２市町中２番目という多くのベッド数を所有して

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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いると。また、老人保健施設、名寄でいけばそよ

かぜ館の部分につきましては１００床ということ

で、これにつきましてはやはり同じ１２の部分で

は上が２市町と下２市町での残りの中間と同じレ

ベル、中間に位置をしているということで、総体

的に１２市町におきましても名寄市の施設の充実

というのは非常に中間的な位置を占めて、特養の

部分が断トツという状況でございます。先ほど申

し上げましたように、施設から在宅という国の方

針がすぐこの自治体に影響するかということを先

ほど御説明申し上げました。非常に難しいと判断

をしております。待機者がいる中におきましても

名寄市の今の部分では、これ以上例えば今と同じ

特養をもう一つつくるということになりますと３

００円、４００円という１人当たりの負担増が保

険料がアップするという状況が出てまいります。

今のこの地点の中で保険料の１００円でも２００

円でもアップ、非常に厳しいという認識をさせて

いただきましたので、２割アップを１割に抑えた

という方策をとらせていただきました。充実する

のはいいことだと私のほうも考えてございますが、

これ以上の被保険者の負担の増を図るのは、介護

保険料ばかりではなく料金も含めて保険料すべて

の部分がアップしている状況の中では、この保険

料の部分についてはこれ以上市民の方が負担をし

ていくのは非常に難しいと考えてございますので、

先ほども申し上げましたように予防対策、限度が

ございますけれども、やはり予防対策でこれから

地域包括支援センター、関係機関と連携をとりな

がら推進をしてまいりたいと考えているところで

あります。

それから、介護の認定率、数値からお話ししま

すと介護の認定率はここ数年大きく変わってござ

いません。しかしながら、先ほども御説明申し上

げたように高齢化率は非常にアップしているとい

うことは、やはり先ほどお話ししましたように予

防対策が市民に浸透していることではないかと認

識してございます。ですから、これは議員言われ

るように限度はあると我々も感じておりますけれ

ども、これを限度があるからといって施設をどん

どんふやすということになりますと、他の自治体

ではありませんが、アップ率０００円以上です

とか、そういうような状況が即次期の第６期に反

映するということになりますので、現状では民間

活力を生かしながら推進してまいりたいと考えて

おります。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

施設介護、特に入所〇１３番（熊谷吉正議員）

の現制度の中で定員をふやしていくということの

限界についての話もありましたけれども、それは

制度の変更や改善を求めていくということとの連

動で、限界については理解しますけれども、それ

にかわるものとしてやっぱり私も介護１０年ぐら

いの経験持っていますけれども、ショートステイ

だとか、あるいはデイサービスで介護をする方が

一定の心身ともに休める状況があるということな

んかもかなり有効策としてありまして、ぜひその

辺についての枠の拡大などについては５期の中で

しっかり追求をしてほしいなというふうに思って

いまして、ぜひ強く市民の声として聞いておりま

すから、求めておきたいというふうに思います。

それと、部長に求めておきたいのですけれども、

介護労働者の現状について決して十分ではないと

いう共通認識はありながらも、それも今押さえて

いる数字というのは準公共的な性格を持っている

施設あるいは法人ということの話でありまして、

民間がすべてがよいということは介護の現場では

少なくてもそれ以上に厳しい現実がございまして、

名寄市における民間の介護労働者の施設にも十分

理解を得て、現状どうであるかということについ

て少し数字を調査を求めておきたいというふうに

思っていますので、トータルとしてやっぱり介護

するほうもされるほうも安心、安全の比率が上が

って、ニーズが上がっていけば非常によろしい結

果につながるというふうに思いますから、それを
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押さえて初めて行政として、あるいは制度として

何ができるのかというところあたりをもっと追求

をしておいていただきたいなというふうに思いま

す。

まだいろいろありますけれども、この後またし

っかり審議が深められていくということでござい

ますので、その推移を見守っていきたいと思いま

すが、もう一点だけ最後に基準のところ、名寄市

の場合は４００円ぐらい欲しいのだけれども、

０３６円で提案をしたと。審議の結果、これで

決まった場合、向こう３年間については急激な変

化がない限りは当然常識的にその数字は動かない

というふうに思っていますけれども、そこについ

てはしっかり私どもも受けとめてよろしいのかど

うか、これ仮定の話ですけれども、お聞きして、

終わりたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

保険料の５期の〇健康福祉部長（三谷正治君）

部分につきましては０３６円、３年間について

はこういう推移をしております。１年度目は多分

黒字でしょう。２年度目は大体ちょんちょん、３

年度目が多分赤字というような想定をさせていた

だいています。この部分で３年の分に今の準備基

金を取り崩しをいたすというような想定をさせて

いただいておりますので、議員が心配しているよ

っぽどの状況がない限りは今の３年間はこのまま

継承させていただきたいと考えております。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

議案第８号及び議案第１１号は、市民福祉常任

委員会に付託いたします。

日程第１４ 議案第９〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市土地改良事業分担金等徴収条例等の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 名寄市土地〇市長（加藤剛士君）

改良事業分担金等徴収条例等の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２３年８月３０日に公布されまし

た地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律、

いわゆる第２次地域主権一括法におきまして、土

地改良法の一部が改正をされたことに伴い、本市

においても関係条項の整理を行うため、名寄市土

地改良事業分担金等徴収条例、名寄市営農用水施

設管理条例及び名寄市基幹水利施設管理条例の一

部を改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

０号 名寄市営住宅管理条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 名寄市営〇市長（加藤剛士君）
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住宅管理条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、平成２３年５月２日に公布をされまし

た地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律、

いわゆる第１次地域主権一括法におきまして、公

営住宅法の一部が改正をされ、平成２４年４月１

日をもって同法で規定する同居親族要件が撤廃さ

れることに伴い、名寄市営住宅管理条例の一部を

改正し、同条例で当該要件を規定しようとするも

のであります。

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対し

て低廉な家賃で賃貸をし、社会福祉の増進に寄与

するということを目的にしています。本市といた

しましては、同居親族の有無や人数の多寡はその

世帯の経済的困窮度を推しはかる上で重要な要件

であり、真に住宅に困窮する者の居住の安定を図

るためには住宅の困窮事情等を考慮した入居資格

の要件設定が必要と判断をし、パブリックコメン

ト手続を経て同居親族要件を入居資格に含めるも

のといたしました。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、経済建設常任委員会に付託いたします。

日程第１６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 市道路線の廃止について、議案第１３号

市道路線の認定について、以上２件を一括議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 市道路線〇市長（加藤剛士君）

の廃止について及び議案第１３号 市道路線の認

定について、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１２号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号８０２０、路線

名、智東３線につきまして、調査により判明をし

た道有林林道との重複区間について北海道との協

議を経て道有林界が確定をしたことに伴い、路線

の終点及び延長を変更するため、一たん廃止をし

ようとするものであります。

次に、議案第１３号 市道の認定についてであ

りますが、本件は議案第１２号により廃止をする

整理番号８０２０、路線名、智東３線につきまし

て、路線の終点の変更により７１７メートルの

延長になることから、認定し直そうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１２〇議長（黒井 徹議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。議案第１２号外１件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１２号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１２号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第１７ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２３年度名寄市一般会計補正予算（第

６号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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議案第１４号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでありま

して、歳入歳出それぞれ６億４６２万０００

円を減額をして、予算総額を１９９億６９０万

０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして病院事業会計繰出金０３９

万０００円の追加は、普通交付税や特別交付税

で措置されている病院の病床割と精神科などの不

採算部門の単価アップがあったこと、また基礎年

金拠出金に要する経費の算定があったことなどか

ら、繰出金を増額しようとするものであります。

８款土木費におきまして市道除雪・排雪対策事

業費６００万円の追加は、今年度の降雪の状況

により増加をしている除雪及び排雪に係る委託料

を増額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債などの特

定財源の調整を行ったほか、１月末の収納状況等

から判断をして市税、使用料及び手数料などで必

要な調整を行いました。

１９款繰入金では、財政調整基金の繰入金を減

額をし、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更をしようとするものであり

ます。

次に、第４表、債務負担行為補正につきまして

は、公設老人クラブ巡回警備委託料ほか６件を追

加をしようとするものであります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない議会運営事業費ほか５件を繰り

越しをしようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（扇谷茂幸君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明させていただきます。議

案第１４号の５２ページ、５３ページをお開きく

ださい。４款衛生費、１項４目病院費で名寄東病

院振興基金積立金４７３万０００円の追加は、

交付税で措置された経費について積み立てを行い、

老朽化部分の改修等に備えようとするものであり

ます。

５８ページ、５９ページをお開きください。６

款農林業費、１項２目農業振興費でエゾ鹿駆除対

策事業費の有害鳥獣焼却処理施設建物建築工事３

００万円の追加は、建物の構造を見直したことに

より事業費が増加となったものであります。

６２ページ、６３ページをお開きください。６

款農林業費、１項６目農地整備費で経営体育成基

盤整備事業費（名寄東地区）で６４１万００

０円の追加とため池等整備事業費（クラヌマ排水

地区）１４８万円の追加は、国の４次補正にお

いて事業が増加したことによるものであります。

次に、歳入について申し上げます。８ページ、

９ページをお開きください。１款市税におきまし

て市たばこ税で０００万円の追加は、当初見込

みよりたばこ本数の落ち込みがなかったことによ

るものであります。

１２ページ、１３ページをお開きください。１

５款国庫支出金におきまして子ども手当負担金

３００万円の減額は、平成２３年１０月以降の制

度改正によるものであります。

２０ページ、２１ページをお開きください。１

８款寄附金１０８万０００円の追加は、既に

予算化したものを除き２月８日までに寄附採納し

た一般寄附金、ふるさと納税寄附金などを予算計
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上するもので、寄附者の意向に沿い地域振興基金

のふるさと納税分に６０万０００円、地域振興

基金に７４７万０００円、地域福祉基金に１６

５万０００円、教育振興基金に７８万円、大学

振興基金に４万０００円、文化大ホール基金に

１５０万円、それぞれ積み立てするものでありま

す。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いを申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

５号 平成２３年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして保険

給付費の科目間の調整と年度末における事業見込

みによる各費目の調整を行うものであり、歳入歳

出それぞれ６９８万０００円を減額をし、予

算総額を３３億５６１万０００円に、直診勘

定におきましてへき地診療所の運営費が国庫補助

対象事業になったことと診療収入の増加など費目

間の調整を行うものであり、歳入歳出それぞれ２

２９万０００円を減額をし、総額を１億４５

９万円にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。２款保険給付費では一般被保険者と退

職被保険者間の療養給付費等の調整及び一般被保

険者療養給付費の減額により２５０万円を、３

款後期高齢者支援金等では前々年度精算分として

８４５万０００円を、７款共同事業拠出金で

は拠出額の確定により９５６万０００円をそ

れぞれ減額をしようとするものであります。

１１款諸支出金では、国保診療所経費に係る特

別調整交付分の繰出金として４１３万０００円

を追加しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では現年課税調定額の減

額及び滞納繰り越し分の収納率の増加に伴う増額

等で７５５万円を、２款国庫支出金では療養給

付費等負担金の減額等で５０２万０００円を、

５款道支出金では各負担金の精算により３５４万

０００円を、６款共同事業交付金では交付額の

確定により５０１万０００円を、８款の一般

会計繰入金では保険基盤安定繰入金及びその他一

般会計繰入金で３７０万円をそれぞれ減額をし

ようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では需用費等で６４万０００円を、

２款医業費では使用料及び賃貸料等で１１１万

０００円を、３款施設整備費では風連国保診療所

空地整備工事費の不用額及び工事に伴って発生を

した地盤振動による隣接住宅損傷の賠償金を計上

し、５３万０００円をそれぞれ減額しようとす

るものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で３６１万０

００円を、２款使用料及び手数料では文書料で２
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８万０００円を、３款道支出金では電源立地地

域対策交付金で１４９万０００円を、４款繰入

金の事業勘定繰入金では４１３万０００円を、

５款諸収入では雑入で７万０００円を、７款国

庫支出金では国保診療所解体整備事業交付金で

９３０万０００円をそれ追加をし、４款繰入金

の一般会計繰入金では０４９万０００円を、

６款市債では解体整備事業費の５０％を交付金に

充当したことから０７０万円をそれぞれ減額し、

調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

６号 平成２３年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１６号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ３１８万０００円を追加をし、

予算総額を２０億５２６万０００円に、サー

ビス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞ

れ３４万０００円を減額をし、予算総額を２億

７１８万０００円に、サービス事業勘定・風

連におきまして歳入歳出それぞれ１４０万００

０円を追加し、予算総額を１億１２０万０００

円にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。２款保険給付費では、居宅介護サービ

ス給付費で３３３万０００円を、地域密着型

介護サービス給付費で３１１万０００円をそ

れぞれ減額をし、施設介護サービス給付費で８

７０万円を追加しようとするものであります。

４款基金積立金では、前年度の介護給付費負担

金の精算等に伴い１２３万０００円を追加し

ようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。４款国庫支出金、６款道支出金では、前年度

における介護給付費負担金の精算等に伴う交付金

を追加しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄では人事異動に

伴う人件費の減額、サービス事業勘定・風連では

人事異動に伴う人件費及び備品購入費を追加しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

７号 平成２３年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１７号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２０６万

０００円を減額し、予算総額を１１億９２６万

０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、事業費の確定に伴う各費目の

調整により３０５万円を減額しようとするもの

であります。

２款公債費では、長期債償還元金で５０９万

０００円を追加しようとするものであります。

３款諸支出金では、国庫返納金で５万０００

円を、消費税で４０４万０００円をそれぞれ減

額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款使用料

及び手数料では使用料の減少により７５０万円を、

３款国庫支出金では事業費の確定により７８０

万０００円を、６款市債では事業費の確定によ

り１３０万円をそれぞれ減額をし、４款繰入金

では一般会計繰入金で３４７万０００円を追加

し、収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

８号 平成２３年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２１１万円を

減額をし、予算総額を７４４万０００円にし

ようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により２０

１万円を、３款諸支出金では消費税で１０万円を

それぞれ減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では０００円を追加をし、２款使用

料及び手数料では１５７万０００円を減額しよ

うとするものであります。
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４款諸収入では消費税の確定により２６万円を

追加をし、３款繰入金では７９万０００円を減

額し、収支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

９号 平成２３年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２３０万０

００円を減額をし、予算総額を１４８万００

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、事業費の確定に伴う調整により２

３０万０００円を減額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、水道使用料で３３万０００円

を、給水工事検査手数料で４万０００円をそれ

ぞれ減額しようとするものであります。

２款繰入金では、一般会計繰入金で１９３万円

を減額して収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

０号 平成２３年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２６万００

０円を減額し、予算総額を８８５万０００円

にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

では、事業費の確定及び支出科目の振りかえによ
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り２６万０００円を減額しようとするものであ

ります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、取り扱い高の減少に伴い１３７

万円を減額し、収支の調整を図ろうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

１号 平成２３年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２１万円を減

額して予算総額を９９９万円にしようとするも

のであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センター施設整備事業費で２１万円を

減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

では、一般会計繰入金で２１万円を減額し、収支

の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

２号 平成２３年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２２号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１５９万０

００円を追加をし、予算総額を３億３１万００

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、人件費及び住民基本台帳の法改正に伴うシ

ステム改修委託料等で２３６万０００円を追加

しようとするものであります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では、広域
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連合事務費負担金の確定に伴い７７万円を減額し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

で７万０００円を、３款繰入金では事業費繰入

金で委託料の増額等により１０７万０００円を、

保険基盤安定繰入金で４４万０００円を追加を

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

３号 平成２３年度名寄市病院事業会計補正予算

（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２３号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うとともに、各種医療機器の賃貸借に

ついて債務負担行為を設定をしようとするもので

あります。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして市

立病院の入院患者数の減少により入院収益で２

４５万０００円を、一般会計負担金では救急医

療確保に要する経費等で７０４万０００円を

それぞれ減額し、その他医業収益では人間ドック

等の医療相談収益で４８１万０００円を追加し

ようとするものであります。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

は基礎年金拠出金に要する経費等で３５７万

０００円を、他会計負担金では精神科病棟運営に

要する経費等で４７２万０００円をそれぞれ

追加し、負担金交付金では特別医師派遣負担金等

で５００万円を減額しようとするものであります。

次に、特別利益におきまして過年度の入院診療

報酬調定等で７２６万０００円を追加し、収益

の総額を７５億５７６万０００円にしようと

するものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で外来での医師の負担軽減のためメディカルアシ

スタントを配置したことなどにより０００万円

を、材料費では薬品、診療材料等で４６４万円

を、経費では電子カルテ関連機器導入に伴う保守

業務等で４３２万０００円をそれぞれ追加をし、

減価償却費では機器、備品等の減価償却で７６

０万０００円を減額しようとするものでありま

す。

次に、医業外費用におきまして雑支出では貯蔵

品非課税売り上げ消費税で７１４万０００円を

追加しようとするものであります。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で５２０万円を追加し、費用の総額を８０億

９６８万０００円にしようとするものでありま

す。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債では市立病院の周

産期医療体制整備事業、東病院の医療機器整備事

平成２４年２月２９日（水曜日）第１回３月定例会・第１号



－49－

業で９３０万円を、出資金では企業債償還金に

要する経費で４８６万０００円をそれぞれ減

額し、負担金では建設改良に要する経費で４０

０万０００円を追加、道補助金では新たな地域

医療再生基金で４０７万０００円を追加をし、

総額を６億９６７万０００円にしようとする

ものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして建設改良費では市立病院

の周産期医療体制整備事業、東病院の医療機器整

備事業等で１５４万０００円を、償還金では

長期債償還元金で９３４万０００円をそれぞれ

減額をし、総額を８億４２８万０００円にし

ようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補てんをするものであり

ます。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして市立病院の薬品で８

５３万０００円を、給食材料で１４７万００

０円をそれぞれ減額をし、総額を８億０４９万

円にしようとするものであります。

次に、各種医療機器の賃貸借に係る債務負担行

為について申し上げます。微生物感受性分析装置

等４件の賃貸借について、それぞれ期間及び限度

額を設定をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２７ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２３年度名寄市水道事業会計補正予算

（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２４号 平成２３〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、給水収益の減額や材料売却収

益等の減額により１０２万０００円を減額をし、

総額を６億５４６万０００円にしようとする

ものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で６１６万０００円を追

加をし、総額を６億６９９万０００円にしよ

うとするものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では３１４万００

０円を減額をし、総額を２億８６５万円に、ま

た４款資本的支出では２９３万０００円を減

額をし、総額を５億８３７万０００円にしよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）
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お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２８ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

５号 平成２４年度名寄市一般会計予算、議案第

２６号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２７号 平成２４年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２８号 平成２４年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２９号

平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第３０号 平成２４年度名寄市

簡易水道事業特別会計予算、議案第３１号 平成

２４年度名寄市公設地方卸売市場特別会計予算、

議案第３２号 平成２４年度名寄市食肉センター

事業特別会計予算、議案第３３号 平成２４年度

名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第３４

号 平成２４年度名寄市病院事業会計予算、議案

第３５号 平成２４年度名寄市水道事業会計予算、

以上１１件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２５号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計予算及び議案第２６号から議

案第３５号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、市立大学や市立天文台きたす

ばる、道立サンピラーパークなどの多くの財産を

活用し、総合的な地域振興、観光振興などを推進

していくことを念頭に、新総合計画後期計画の具

現化を最優先に予算編成をいたしました。

一般会計予算案は、前年度比２％減の１９４

億４９７万０００円となりました。普通建設

事業費が前年度比２８％減の２１億０５２万

０００円と大きく減少したことが主な要因であ

ります。また、収支不足を補う財政調整基金の取

り崩し額は３億５４３万０００円を予定をし

ております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

４年度国民健康保険特別会計外７特別会計の予算

総額は、前年度比５％増の８２億１６９万円

となっております。増減の大きなものは、国民健

康保険特別会計直診勘定で旧国保診療所の解体整

備事業が終了したことから前年度比２１％減少

し、一方で食肉センター事業特別会計では食肉セ

ンター改修工事費を盛り込んだことから前年度比

８７８％増と大幅な伸び率となりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度比

７％増の１０５億１４８万０００円となり

ました。内訳は、病院事業会計で精神科病棟改築

事業費の増などにより６％増の９３億５８３

万０００円、水道事業会計で建設改良費の増加

などにより０％増の１１億５６４万０００

円となっております。

以上によりまして、平成２４年度全会計の予算

総額は前年度比２％増の３８２億８１４万

０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議題となっております議案第２５号外

１０件については、本会議質疑を省略し、全議員

をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２５号外１０件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２９ 議案第３〇議長（黒井 徹議員）

６号 名寄市固定資産評価員の選任についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３６号 名寄市固〇市長（加藤剛士君）

定資産評価員の選任について、提案の理由を申し

上げます。

本市における名寄市固定資産評価員につきまし

ては、評価事務を所管する市民部長の職にある者

を選任をしております。本件は、本年１月１日付

の人事異動において市民部長に任命をした土屋幸

三を名寄市固定資産評価員に選任いたしたく、地

方税法第４０４条第２項の規定により議会の同意

を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３６号は同意することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３６号は同意することに決定い

たしました。

日程第３０ 報告第１〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事件の内容は、本市が発注した風連国保診療所

空地整備工事において、建物の解体工事中に発生

した地盤振動が原因で当該工事場所に隣接をする

相手方所有の住宅の壁に亀裂が生じる損害を与え

たものであります。当該工事の施工業者には、工

事委託契約書に規定している過失は認められず、

本市が修繕費用として８５万３７０円を負担す

ることで示談が成立をし、和解したところであり

ます。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしましたので、同条第２項の規定により御

報告申し上げます。

これより、報告第１号〇議長（黒井 徹議員）

について質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第３１ 諮問第１〇議長（黒井 徹議員）

号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

諮問第１号 人権擁護委〇市長（加藤剛士君）

員の候補者推薦につき意見を求めることについて、

提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８人の
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人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２４年６月３０日をもって

野田正昭委員が任期満了となります。

本件は、退任となる野田委員の後任として関下

冨士夫氏を候補者として推薦いたしたく、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を

求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日３月１日から３月１１

日までの１１日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日３月１日から３月１１日までの１

１日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 上 松 直 美

署名議員 日根野 正 敏
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平成２４年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年３月１２日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 請願

日程第３ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 請願

日程第３ 代表質問

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は２０名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

昨年３月１１日に発生〇議長（黒井 徹議員）

いたしました東日本大震災から昨日で１年がたち

ました。被災され、亡くなられた方々は１万８

５４人、行方不明になられた方々は１５５人、

今なお避難されている方々は３４万０００人お

られます。犠牲になられた方々への哀悼の意と一

日も早い復興への祈願の意を含めて黙祷を行いま

す。

御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

終わります。〇議長（黒井 徹議員）

御着席ください。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 竹 中 憲 之 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 請願を議題〇議長（黒井 徹議員）

といたします。

今期定例会において本日まで受理した請願は、

お手元に配付の請願文書表のとおり所管の総務文

教常任委員会に付託しましたので、御報告いたし

ます。

日程第３ これより代〇議長（黒井 徹議員）

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

加藤市政の折り返し地点での評価と未来につい

て外６件を、東千春議員。

議長より御指名をい〇１９番（東 千春議員）

ただきましたので、市政クラブを代表して質問を

させていただきたいと思います。

道内一若い市長として誕生し、１０年後、２０

年後の名寄市のビジョンに期待をした多くの市民

に支えられ、間もなく任期折り返しとなりますが、

その評価について、また新たに名寄の未来にその

ようなことが必要だと感じたことなど、名寄の未

来と将来への考えについてお知らせをいただきた

いと思います。

大項目の２点目、名寄大学の運営は比較的順調

に進んでおり、全国各地から訪れた学生たちが名

寄の地で学び、研究をしております。一方、名寄

市民がなかなか入学することができない、またも

う少し看護学生が市立病院に就職してほしいなど

の声も聞かれますが、今後何らかの取り組みが必

要ではないかと思いますが、考えをお知らせいた

だきたいと思います。

２点目、名寄大学は、看護、保健、福祉、栄養、

児童教育及び保育など行政や市民生活に関する高

度な研究が行われております。これらの分野での

行政機関と大学の密接な情報交流は互いのメリッ

トになるのではないかと思いますが、現状と今後

の考えについてお知らせいただきたいと思います。

３点目、名寄市が保有する不動産の中で、使う

見込みがないのであれば売却することが望ましく、

また若干の投資をすることで有効活用をされるの

であれば利用を進めるべきではないかと思います。

歴史的建造物の旧木原天文台、子供たちの利用も

考えられる南広場、西２条南６丁目の市有地、東

病院の未利用部分など、今後の利用の考え方につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

４点目、名寄は災害の少ないまちだと言われて

おります。まず、盆地であるために強い風が吹く

ということが少なく、台風の被害はごくまれであ

ります。また、地震は大きく揺れることはなく、

今後も大きく影響するような断層はないと言われ

ております。企業誘致をする場合にこのような条
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件は有利だと思いますが、これら過去のデータを

作成して示しながら、企業誘致や定住活動などに

活用してはいかがかと思いますが、お考えをお知

らせください。

大項目の３点目、市政執行方針にもありました

人事交流として、杉並区への派遣、あるいは北海

道からの招き入れを予定をしておりますけれども、

その目的等についてお知らせをいただきたいと思

います。

２点目、議員の委員会視察は、先進地での有効

な施策を学び、名寄市の行政やまちづくりに反映

することができないか調査研究をすることが目的

であります。学んだ事例を名寄の行政に反映する

場合には、理事者との情報共有も必要です。委員

会視察への担当職員の動向を含む職員の道外出張

の考え方についてお知らせいただきたいと思いま

す。

３点目、国や道あるいは各種財団などが行う補

助メニューを調査研究し、行政、企業活動や市民

活動に生かすことが望ましいのではないかと思い

ます。特に市民ホールが完成する際には、市民も

含めて活動がしやすい環境を紹介する必要がある

のではないかと思いますが、考えをお知らせくだ

さい。

４点目、議会の中で何度か労働実態に合わせた

給与システムという観点から、市立病院の医療職

給料表の整備について発言をしてまいりました。

一般職においては、個人の能力に左右される部分

が大きいことから、横並び昇給ではなく実質的な

能力や労働実態に合わせた給与体系が必要である

と思います。年俸による昇給を抑え、管理職手当

を厚くすることが職員のスキルを上げる意味から

も望ましいのではないかと思います。

また、管理職では勤務時間外の会合出席や会食

は自費であることから、一般職と比べて実質収入

減となることはないのかお知らせをいただきたい

と思います。

５点目、名寄市のＰＲ事業としてゼロ予算で名

刺をつかみ、画像やイラスト素材を提供すること

は評価をしたいと思います。職員が職員として名

刺を使うということは、職務上必要な行為であり、

職員の名刺は職員の負担なしに支給対象とすべき

だと思いますが、考えをお知らせいただきたいと

思います。

６点目、職員の評価されるべき提言や活動、職

務の遂行に対して、人事での評価以前の細やかな

評価方法があってもよいのではないかと思います。

職員のやる気を喚起するような見えるプラス評価

について考えをお知らせいただきたいと思います。

７点目、職員の懲戒規定で交通事故に関する決

まりは細分化されております。交通事故は、故意

に発生させるものではなく、運転技術やその日の

体調や天候など要因となるものがあり、それらを

解決する対策も必要だと思います。一方、かつて

盗難が発生した際にこれらを明らかにして処分を

いたしました。このような故意によるものや隠ぺ

いなどは、厳重に処分すべきではないかと考えま

す。また、酒酔い運転は知っていてとめなかった

者も処分されますが、同様に誤った行政対応や隠

ぺいを見ぬふりをした者も処分の対象とすべきだ

と思いますが、懲戒に対する基本的な考え方をお

知らせいただきたいと思います。

８点目、現在の職員の年齢構成などから、将来

の管理職としての人材を育てることが必要である

とともに、社会人枠の設定や外部からの管理職の

登用も検討するべきではないでしょうか。また、

一度管理職になったけれども、その職種に向かな

い場合があります。その際は、身分の降格であっ

ても速やかに適したポジションに配置することに

よって本人の能力をより発揮できることになると

思いますが、人事についての考えをお伺いいたし

ます。

大項目の４点目、地方自治体における病院の多

くは、医師等職員の不足により厳しい経営状況に

あります。今までも何度か医師不足により診察で

きない診療科が発生し、昨年は消化器内科の医師
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が退職されました。このことは、経営難に陥って

いる他の病院の状況は人ごとではなく、名寄地域

の医療も名寄市立病院を核とし、市民や他の医療

機関と連携をしながら、地域として医療を守って

いかなければならないと思いますが、この地域で

の望ましい姿についてお伺いをいたします。

２点目、国は看護師の配置について、看護基準

７対１に対して点数が加算される改正を行い、数

年が経過しております。病院収入としてはメリッ

トがあり、患者にも充実した看護が可能となるも

のではありますが、市立病院の現状で７対１を実

現する具体的なメリットと課題、またそのハード

ルについてお知らせをいただきたいと思います。

大項目の５点目、（仮称）複合交通センターの

工事が着工されましたが、完成後の利用促進など

どのように進めようとされているのかお伺いをい

たします。また、現在市民会館で活動する文化活

動がそごなく行うことができる設計になっている

のかお伺いをいたします。

２点目、（仮称）複合交通センターにはＮＰＯ

法人なよろ観光まちづくり協会が入りますが、こ

こに観光情報とともに市内のさまざまなイベント

や市民活動の情報を集約したインフォメーション

センターの役割を持たせてはいかがでしょうか。

市民活動の活発化や文化、芸術事業の振興、さら

には交流人口への効果も期待できるのではないか

と思いますが、考えをお知らせいただきたいと思

います。

３点目、名寄市の公共工事の発注では、早期発

注を目指しております。他の自治体の事例では、

ゼロ市債による単費による工事発注を行うなど、

春の工事を確保する例も見られます。また、概数

等発注は工事の発注に際して当初設計の工事数量

の全部または一部を概数で積算し、契約後に概数

工事した工事数量の確定を行う手法をいうもので、

このような方法で天候のよい大型連休明けに工事

着工が可能となるよう４月中旬ごろまでに最初の

工事発注を行ってはいかがかと思いますが、考え

をお知らせください。

また、今後名寄市が発注を予定する複数の建築

工事は、市内業者による競争原理の中から入札が

望ましいと思いますが、対応についてお知らせを

いただきたいと思います。

大項目６点目、名寄市の道路の舗装状況では、

人口の近い他市と比較しても余り進んではおりま

せん。特に高級舗装は低い状況にありますが、今

後の計画についてお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目、近年老朽危険家屋の問題が他市の自治

体でも発生し、条例整備などで対応する例が見ら

れます。これは、産業廃棄物の規制が強化され、

費用が高額になることから放置される建物がふえ

るのではないかと予想されていましたが、自治体

としての生活環境を守る観点からの対応と国への

要望も必要になるのではないかと思いますが、考

えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、私はまち全体の建物、建造物の望まし

い色調等を提案し、市民とともにたたずまいと呼

べる生活環境、都市空間をつくるべきだと考え発

言してきましたが、実現には至っておりません。

最低限公共施設については、生活環境に配慮した

色調やデザインを採用すべきだと考えております

が、（仮称）複合交通センターを初め市立病院精

神科病棟、市民ホールなど色調デザインについて

の基本的な考え方をお知らせいただきたいと思い

ます。

大項目７点目、市民から期待を寄せられる市民

ホールがようやく設計段階に入りました。補助金

や起債を活用しての建設ですので、多目的とする

ことが条件でありますが、施設全体としての多目

的の意味とホールとしての多目的の意味について

改めてお知らせをいただきたいと思います。

また、市民ホールの設計によっては文化センタ

ーのホール部分の改修による小ホールの方向性が

変わってくると思います。小ホールは、士別市の

例を見ても使い勝手がよく、小さな市民活動の発
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表の場として有効に活用されています。市民の草

の根文化を育て、また市民ホールを使う文化団体

を育てる意味からも小ホールの位置づけについて

考え方をお知らせいただきたいと思います。

以上でこの場での質問を終わります。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま東議員のほうか〇市長（加藤剛士君）

ら大項目７点にわたりましての御質問をいただき

ました。１番目から６番目まで私から、７番目を

教育長からの答弁とさせていただきます。

平成２２年に新名寄市の第２代目の市長として

市政を担わせていただいて２年が経過をしようと

しています。これまで市民の皆さんとの対話を積

極的に行い、多種多様な考えの調和を図り、広く

市民の意見を市政に反映させようと各団体が行う

事業あるいは会合に出席をさせていただき、さら

には市長室の開放事業なども行い、さまざまな御

意見をいただいてまいりました。市民に支えられ、

できるところから一歩一歩ではありますけれども、

明るく元気なまちづくりを進めてきたところでご

ざいます。私の公約の一つであります民間会社名

寄市的な発想での行政運営では、営業戦略推進事

業、さらには総合窓口の配置によります来庁者へ

の丁寧な案内などに取り組んでまいりました。ま

た、２つ目の基幹産業の推進では有害鳥獣の駆除

対策事業による農作物の食害の防止、油用のひま

わり栽培の振興への支援、３つ目の名寄市立総合

病院のさらなる充実では市立総合病院の精神科病

棟の改築事業、４つ目の名寄市の財産を生かした

まちづくりでは名寄市立天文台の運営事業として

各種天文台のイベントや公開講座事業などを行い、

５つ目の自衛隊名寄駐屯地の堅持では基地対策に

関する事業として要望活動や各関係団体への支援

を行ってまいりました。６つ目の市民福祉の充実

ではグループホーム、ケアホーム整備事業に対す

る支援、真狩川河道改修事業など多くの施策を行

ってきたところであります。どの施策も多くの市

民の皆さんの御理解と御協力により推進できたも

のと感謝をしております。後期計画への継続事業

もございますけれども、私自身１００％とは言え

ませんが、一定の成果を上げられたものと考えて

ございます。

平成２４年度からは、総合計画の後期計画がス

タートし、駅横、市民ホール、大学図書館など大

きな事業に取り組んでおりますが、健全な財政運

営のもと後期計画に基づく施策事業を着実に推進

し、目指すべき将来像の実現に努めてまいります。

さらには、名寄市が持っている財産を生かし、１

０年、２０年先を見据え、夢を語れる元気な名寄

市をつくるために、力強い産業づくりと雇用の創

造を推進をし、市民の皆様から愛される明るく住

みよい活力あるまちづくりを目指してまいります。

そのためには、地場産業である１次産業の地域性

などを生かした農業、農村の持続的な発展や食、

観光、物づくり等の連携による地域ブランドの育

成により地場産業の振興や雇用の創造を推進する

とともに、道立サンピラーパークやきたすばる天

文台等の観光資源を生かした交流人口の拡大と若

い人が集まる名寄市立大学や陸上自衛隊名寄駐屯

地を通じ、地域力の創造と地域医療を守る市立病

院は地方センター病院としての役割を担う等各界

各層のあらゆる力を結集して未来に誇れる郷土を

築いてまいります。

次に、大学、病院、市民の連携のまちづくりに

ついてお答え申し上げます。名寄市立大学は、開

学から６年が経過をしようとしており、３月１４

日の卒業式では第３期生を送り出すこととなりま

す。現在保健福祉学部に在学をする６０２名の学

生のうち約３０％の１７９名が道外からの入学者

となっております。市内の高校出身者は全体の約

６％、３５名となっております。看護学科は、在

学する２１４名の学生のうち１８名が道外からの

入学者で、約９０％が道内の出身者が占めており

ます。市内の高校出身者は、看護学科全体の約８

％の１７名となっております。また、卒業予定の

第３期生を含めると累計で４３４名の学生を送り
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出し、このうち３８名が市内で就職をしています。

特に看護学科では、看護師として就職した学生の

累計１１７名のうち名寄市立総合病院には今春就

職予定の４名を含めて１３名が看護師として就職

をし、医療機関への就業者数では最多となってお

ります。

学生の確保につきましては、一般入試のほか上

川北部地域を地域指定枠として入学定員を持って

いる推薦入学を実施をするとともに、市内の高校

に対して大学教員による高校訪問を実施をし、学

生の受け入れ方針について理解をいただくととも

に、入試の実施状況、動向などについて意見交換

を行い、地域からの入学者の確保を図るよう努め

ております。また、名寄高校とは高大連携事業に

関する協定を結び、毎年高校１年生を対象に生徒

の進路選択の支援を目的とした大学授業体験を実

施をしてきております。

また、名寄市立総合病院との連携については、

これまでの看護学科や栄養学科の実習受け入れや

医師や臨床検査技師による非常勤講師として現業、

臨床の立場から学生に対する教育支援などの連携、

協力関係を基盤として、さらに教育と研究におけ

る連携について検討を進めることが必要と考えて

おります。あわせて在学生に対する就職支援を通

じて、名寄市立総合病院の就職先としての優位性

などについて積極的に情報を提供するとともに、

受験生や入試合格者に対して名寄市立総合病院の

看護師等学資金貸与制度についても周知をし、名

寄市への定着を図ってまいります。

次に、大学と行政機関の交流についてお答えを

申し上げます。大学と行政機関との相互人的交流

につきましては、大学開学以来実施できるところ

から順次取り組むよう進めてまいりました。新名

寄市総合計画後期計画の策定に当たりましては、

策定審議会専門部会の特別委員として５名の教員

に参画をしていただきました。北・北海道中央圏

域定住自立圏共生ビジョンの策定にも協力をいた

だいております。保健、医療、福祉関係では、名

寄市保健医療福祉推進協議会委員として高齢者保

健医療福祉計画、介護保険事業計画、地域福祉計

画、障害福祉実施計画など各計画の策定委員や社

会福祉協議会の地域福祉実践計画策定委員として

多くの教員に参画をしていただきました。また、

総合療育センターのアドバイザー、国民健康保険

事業安定化推進本部委員、市立総合病院倫理委員

会委員などに教員が就任をしていただいています。

農業、観光、環境の関係では、農業・農村振興計

画検討委員会委員、天塩川水系及び道北河川水質

調査、観光振興計画策定市民懇話会委員、教育関

係では特別支援連携協議会、特別支援教育専門家

チーム委員、就学指導委員会委員の就任など大学

教員の委員就任は多岐にわたり、名寄市の政策決

定に深くかかわり、指導、助言等の協力をいただ

いてまいりました。

一方、行政機関からは社会福祉学科で開講する

社会福祉行財政論や栄養学科で開講する臨床検査

学や看護学科で開講する臨床治療学、病弱心理、

生理、病理や児童学科で開講する乳児保育などは、

市の健康福祉部の職員、市立総合病院の医師、臨

床検査技師、地域支援室ソーシャルワーカーが非

常勤講師として現業、臨床の立場から学生に対し

教育支援を実施をしております。大学にとっては、

地域は学生の教育と研究のフィールドでありまし

て、地域にとって大学は地域課題の解決に向けた

パートナーでございます。今後も大学の特性と行

政課題の解決に向け両者の連携をさらに充実させ

たいと考えております。

次に、名寄市の保有する財産の有効活用につい

て申し上げます。市内にある市の管理する財産に

おいて、先ほど議員御指摘の主なものについて今

後の取り扱いも含めてお答えを申し上げます。旧

木原天文台につきましては、天文台の移設後、図

書館の書庫等への活用を考えていたところであり

ますけれども、土台の部分が傷んでいることから、

改修や維持管理に多額の費用がかかるものと判断

をしております。将来的には取り壊しを考えてい
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るところでございます。

南広場の利用につきましては、雪祭りを初め名

寄市全体の行事ばかりでなく、町内会の行事や周

辺地域の教育、福祉団体の利用、体育団体の利用、

写生等の学校行事や市民の皆様の散策路に利用を

されているところであり、自由広場として家族か

ら団体まで幅広く認知をされているところと思っ

ております。将来的にも南広場を自由広場として

位置づけることが望ましいと考えておりますけれ

ども、今後は南広場は雨が降ると使えなくなると

いうこと、また砂ぼこりが立つという問題点がご

ざいますので、併設をしております親林館の利活

用も含めて利用方法を検討する時期になってきて

いると考えております。

東病院の未利用地につきましては、地域町内会

より要望がありまして、一部パークゴルフ場とし

て利用をされております。また、東病院職員住宅

跡地は、ＮＰＯ法人名寄心と手をつなぐ育成会が

平成２３年秋から運営をしております障害者グル

ープホームに土地の無償提供をしているところで

ございまして、今後ともこのような利活用に取り

組んでいきたいと考えております。

西２条南６丁目の市有地でありますけれども、

現在商店街駐車場として、またイベント広場とし

て利用をしているところでありますけれども、今

後商店街振興組合など関係団体とともに、都市再

生整備計画において町中のにぎわいづくりに利活

用できるような空間の整備事業を協議をしてまい

ります。

遊休地につきましては、庁内討議において検討

し、財産管理委員会の意見等を受けながら、市外

や道内外への情報を発信して、遊休地の解消に取

り組んでまいりたいと考えております。

気象条件を生かしたまちづくりというところで

ございます。冬の寒さを生かした企業誘致の取り

組みについては、平成３年に名寄市に誘致をした

住友ゴム工業株式会社につきましては現在まで二

十有余年にわたり名寄市の冬期間の気候を、特徴

を生かしたスタッドレスタイヤテストコースとし

ての活動が顕著でありますけれども、議員御指摘

のとおり地震が少ないことや台風被害がまれであ

るなどの気候条件を生かした誘致活動が重要であ

ると認識をしています。また、誘致活動において

は立地の面から民間企業同士の情報共有も極めて

重要であると感じています。このことから、現在

市が提供できる市有地は限定的であり、点在をし

ているところから、徳田工業団地あるいは食品加

工流通団地などにおいて民間が所有する空き地、

空き工場の情報も分析をして、権利者の意向調査

などを行いながら、情報発信可能な物件のデータ

化を行い、市の立地条件や気象データの特徴、市

の企業誘致に係る助成制度などを網羅したパンフ

レットの作成や市ホームページへの掲載などを通

して地元企業や商工業団体に対する情報提供を含

めて東京都杉並区や東京なよろ会などふるさと会

との交流の中から企業誘致につながる活動を推進

をしてまいります。

平成２４年度の人事交流の内容について説明を

いたします。まず、人事交流の目的について、東

京都杉並区への職員派遣につきましては職員の能

力向上、これはもちろんでありますけれども、両

市区の相互理解と協力関係を深めることが大きな

目的となっています。また、首都圏における各種

イベントなどの参加、あるいは東京なよろ会との

交流事業などさまざまな機会をとらえ、関係機関

や団体と連携をして、農作物など特産品の販売や

都会からの移住、定住、さらには名寄のＰＲ戦略

を担うなど現地職員としてさまざまな受け入れ態

勢を整える役割も担っていきます。さらには、名

寄市として国等への要請活動や懸案事項に対する

情報収集を行うことも職務として考えております。

一方、北海道からの職員派遣については、平成

２４年度から２５年度までの２カ年間となってお

り、広域的な見地から地域振興の推進を行うとさ

れております。具体的には、１つ目として道北観

光連盟による道北の観光資源の発掘及び連携、２
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つ目には天塩川流域活性化事業による広域での連

携強化、３つ目としては名寄市観光振興計画に基

づく観光ＰＲと周辺市町村との連携強化等の職務

を担う予定としております。

民間企業との人事交流に対する考え方について

ですけれども、新名寄市人材育成基本方針の中で

も職員研修の充実、多様化の一つとして民間企業

などへの交流派遣事業も視野に入れて取り組むこ

ととしていますが、多くの課題もあり、実現には

至っておりません。実施に当たっては、行政と企

業側との研修目的の効果、あるいは合理性などさ

まざまな内容について十分な整備が必要となりま

す。今後に当たっては、接遇や財務、経営ノウハ

ウなど民間企業の特性を行政運営に反映させるメ

リットも十分検討しながら、その実施に向けての

条件整備を図ってまいりたいと考えております。

現在職員の道外出張は、特に必要なものに限っ

ております。具体的には、東京等で開催をする物

産展、杉並区ほか友好都市等との交流、大学にお

ける文部科学省との協議などで、明確な基準を設

けてはいませんけれども、予算査定においてある

程度の制約をしているのが実態であります。この

ほかに職員研修といたしまして全国市町村研修財

団が運営をする市町村アカデミー、全国市町村国

際文化研究所において実施をしている研修に合わ

せて年間３名程度を参加をさせております。現在

も職員自主研究活動推進要綱を定め、年間を通し

た職員の研究活動を促進していますけれども、合

併前の旧名寄市が実施したような道外研修の推進

は予算的制約もあって実施に至っていません。議

員御指摘のように、市議会の各常任委員会の道外

視察の際に担当職員が同行し、研修を深めるとい

うことなどは効率的な研修機会の拡大が図られる

と考えますけれども、そうした対応も含め、可能

かどうか検討をしてまいります。

次に、国や財団などの補助メニューの研究につ

いて申し上げます。市の各種事業の推進に当たっ

ては、財源の効率的な運用を図るため、これまで

も特定財源の確保を念頭に国、道を初め各財団等

の補助制度の調査研究を行い、ハード事業、ソフ

ト事業問わず有効活用を進めてまいったところで

す。地域主権改革に伴う補助金の一括交付金化な

ど大幅な制度の改正なども見込まれておりますけ

れども、今後とも迅速かつ的確な情報収集、調査

研究に一層努め、各種補助制度の有効活用を図っ

てまいります。また、御指摘のとおり明るく元気

なまちづくりには民間活力の一層の向上が不可欠

でありまして、これまでも財団等のソフト事業な

どを中心に民間における活動促進や新たな事業展

開などに活用いただいているところであります。

（仮称）市民ホールにつきましても文化、芸術

活動の拠点機能を果たすためには、市民と行政が

両輪となり活動を展開することが必要であること

から、今後ともこれらに有効な補助メニュー等の

調査研究、情報の共有に努め、市民との協働によ

る文化、芸術活動の振興を図ってまいりたいと考

えております。

職員の名刺に関してでございます。昨年１１月

１日から実施している職員提案制度におけるゼロ

予算事業の名寄市アピール事業では、名刺や外部

メールに掲載をする情報を標準仕様として示して、

観光情報等のＰＲの促進に活用をしています。現

在名刺を公費で賄っているのは市長、副市長など

特別職に限られています。一般職員の名刺につい

ては、作成するかどうかも含めて個人の判断にゆ

だねられているもので、実際にどのくらいの枚数

が必要となっているかについて把握はしておりま

せんけれども、対外的な折衝が多い職場、そうで

ない職場と所管する業務の違いによっても大きな

差があるものというふうに認識しております。業

務の円滑な遂行のために名刺の必要性は認識して

いまして、現在はこれら費用については個人負担

となっておりますけれども、議員御指摘のとおり

職務上差し支えがあるのかないのか、あるいはそ

うした職場の利用実態を含めて今後名刺の効果的

なあり方について検討してまいりたいというふう
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に考えております。

続きまして、地方公務員の給与につきまして、

当該地方公共団体がこれは決めるものとされ、そ

の決定に当たっては国家公務員や他の地方公務員

の給与、あるいは民間事業従事者の給与を考慮し

て決めなければならないというふうに定められて

おります。近年人事評価制度の導入、職務、職階

の厳格化により単なる年功による給与体系から能

力、実績主義への移行が地方公務員にも導入をさ

れつつありますが、市の幅広い業務を遂行する各

部署の職員の能力や職務達成度をいかに的確に評

価するかが大きな課題となっておりまして、慎重

な対応を進めるべく人事評価制度の試行を重ねて

いるところです。

また、職務上の会合に出席をする際の会費等の

負担につきましても飲食を伴う場合、自己負担と

しております。こうした対応は、管理職、一般職

とも出席機会の多少はありますが、同様の対応と

しており、職員理解を得ているものと考えており

ます。

見える評価ということで、名寄市では平成２１

年度から管理職を対象に人事評価制度の試行を実

施し、２３年度で３回目となりました。人事評価

制度の目的は、適正な評価と処遇への反映、公正

かつ合理的な人事管理とあわせて人材育成を図る

ということにございます。地方分権の時代にあっ

て、地方自治体みずからの判断のもとに行政運営

を行い、結果責任とあわせて一層の主体性が求め

られています。こうした状況のもと、人材育成の

ための人事評価制度の構築、仕組みづくりが必須

な状況となっています。昨年の８月に総務省の人

材育成等推進アドバイザー派遣事業により管理職

を対象とした大学教授と総務省の課長補佐による

講演会を開催をしてまいりました。こうした研修

機会を重ねる中で、速やかに人事評価制度を確立

をし、これを一つのツールとして職員のモチベー

ションを高める手法も取り入れていくことが必要

と考えております。このような人事評価制度によ

る職員の意欲の向上を図るほかに、個々の事例に

着目した方法として、職員の表彰制度を設けてお

ります。具体的には、業務上の有益な発明、考案、

または改良、業務上の被害を未然に防止をした者、

変事に特別の功績があった場合などに表彰対象と

しているもので、毎年１１月の永年勤続表彰にあ

わせて表彰対象者の上申を各所属長に求めていま

す。しかし、こうした取り組みも十分に成果を出

すまでには至っていないことから、現在取り組み

を進めています職員の提案制度とあわせて組織的

な仕組みづくりを進めて、職員の意識の醸成を図

ってまいりたいと考えております。

職員の懲戒処分については、名寄市職員の懲戒

処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する要綱、

これに基づき職員賞罰審査委員会を開催をして処

分内容を決定をしております。委員会は、定例会

開会前の４回のほかに必要に応じて随時開催する

こととしております。

交通事故に対する処分については、過失割合等

を考慮しながら、市に損害を与えた場合に処分の

対象としています。また、職員の不注意による自

損事故についても金額や事故発生の状況により処

分の対象としています。交通事故による処分を受

けた職員に対しては、平成２２年度から新規採用

職員と同様に運転技術講習会を受講させ、安全運

転の励行を喚起をしております。

職員の故意によるものや隠ぺいなどによる事件

についても交通事故と同様に職員賞罰審査委員会

で処分の決定を行っています。処分の内容につき

ましては、厳重注意や訓告、戒告、さらには減給、

停職、免職など事件内容により厳重な対応を図っ

ております。こうした対応については、毎年人事

行政の運営状況等についてにおいて処分の内容と

対象人数等を公表をしてきております。また、職

員の不正行為が明らかになった場合には、再発防

止を目的として職員全員に対して文書等によって

注意喚起を行っております。

国においては、平成１６年に事業者内部からの
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通報により国民生活の安心や安全を損なうような

企業不祥事が明らかになったことを受けて、そう

した法令違反行為を労働者が通報した場合に解雇

等の不利益な取り扱いから保護をし、あわせて事

業者の法令遵守を強化をするために平成１８年４

月に公益通報者保護法が施行されています。本市

としては、名寄市職員倫理規程により職員のコン

プライアンスを求めてきていますが、今後におい

ては法の趣旨である職員の法令違反行為等に対す

る通告を行った場合に、通告者の保護はもとより

不利益な処分を行えないことを定めた規定等の制

定について検討してまいりたいと思います。

名寄市の職員構成は、平成２６年３月、昭和２

８年生まれですけれども、には技術職を含めた幹

部職員の大量退職が予定をされています。加えて

財政的な理由で昭和５７年度から昭和６２年度ま

での一般職の職員採用を凍結したことに伴い、年

齢構成に偏りが生じているのは事実でございます

が、現在この職員の大量退職に備えて若手職員の

管理職と係長との兼務登用を行うなど経験の蓄積

を図る人材育成を進めてきております。当面は、

組織のスリム化とあわせ庁内職員による管理職配

置を進めることとしておりますけれども、民間か

らの管理職登用については今後の職場状況等を見

きわめた上で検討していくものと考えています。

今後において技術職の確保、また福祉関係の専門

職の確保が難しいことから、社会人枠での職員採

用も検討をしてまいります。

また、管理職の身分を降格しても速やかに適し

たポジションに配置すべきではないかという御指

摘もいただきましたけれども、今後においても管

理職として本人の能力を最大限発揮できる人事配

置に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、名寄市立総合病院について、初め

に平成２４年度からの診療体制についてお答えを

いたします。多くの市民の皆様や医療圏内の住民

の皆様にも御心配、御不便をおかけしておりまし

た消化器内科の休診につきまして、旭川医科大学

第３内科の特段の御配慮によりまして３人の固定

医を配置をしていただくこととなりました。４月

２日から診療再開を予定をしており、現在診療体

制や診療時間などの詳細を調整をしておりますの

で、整い次第お知らせをしてまいりたいと考えて

おります。その他の診療科では、皮膚科の固定医

が１名体制になりますけれども、出張医による応

援をいただくこととなっておりますので、休日等

の救急対応を除き大きな影響はない見通しです。

また、循環器内科、麻酔科では一定期間増員の連

絡をいただいておりまして、救急の分野などでは

受け入れ強化が図られるものと期待しております。

なお、４月時点での医師数は、固定医５０人、

研修医８人、合計５８人を予定をしています。

市立総合病院は、地方地域センター病院として

の指定を受けており、１次から３次までの救急医

療への対応、急性期医療を中心に担う責務を負っ

ています。国においては、今後の医療のあり方と

して超急性期、急性期、慢性期といった機能分化

を推進する方向を示しております。佐古院長は、

ことしの年頭に当たりまして病院の経営について

住民から信頼を得て利用していただくために、診

療の充実と地域一体となったサービス提供にも力

を注ぎたいと方向性を示されました。これらのこ

とから、市立総合病院の基本姿勢としては引き続

き医師、看護師を初めとした医療スタッフの充実

に努力をすることを第一に、人口が減少しても救

急、急性期医療に全面的に対応できる体制の維持

など多方面から地域医療の充実に取り組む必要が

あると認識をしております。また、今後に向けて

は全国的にも医療圏内の病院、診療所、施設との

ネットワーク化が推進をされており、当地域にお

いてもサービス改善の大きなポイントとなってき

ます。この点で地域医療再生計画での診療情報ネ

ットワーク事業により、その中心的役割を担うた

めの準備を進めてまいりたいと考えております。

次に、看護基準７対１の入院基本料についてで

すが、全国の主要病院から中規模病院まで多くの



－63－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

病院が７対１を導入したことにより、当初の見込

みをはるかに超える病床数に達し、今後は制度の

見直しが検討されるものと思われます。一方で、

平成２４年度の診療報酬改定の中では、１０対１

の入院基本料でも一定の要件で加算が見込める区

分が示されています。市立病院としては、昨年か

らの消化器内科の休診による患者数の減少を受け

て、副次的に７対１入院基本料の取得が可能な状

況となっていました。この導入の大きな効果とし

ては、入院患者へのサービスの向上のほかに年間

で１億０００万円から２億円程度の収益の向上

が図られ、消化器内科が再開できない場合は収益

確保の最優先課題としてとらえてきました。現状

としては、４月からの消化器内科の診療再開によ

り、全体の入院患者数の動向を見きわめた上で判

断しなければならないと考えております。７対１

導入の要件であります重症患者比率は増加傾向で、

基準をクリアをしておりますが、課題は患者数の

調整と看護師の確保であります。どちらも難しい

課題でありますけれども、収益向上の選択肢とし

て慎重に判断をしていきたいと考えております。

大項目５、市内の経済と産業振興につきまして、

まず（仮称）複合交通センターの利用促進につい

てお答えをいたします。施設の利用促進について

は、これまで３者協議の場において当該施設や株

式会社西條の集客施設を利用した事業の展開につ

いて、駅前地区の活性化を進めることを確認をし

てきたところでございます。現在名寄商工会議所

やＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会などの入

居団体を皮切りに施設の利用促進や中心市街地に

にぎわいづくりのための意見交換をしております

けれども、今後も市民会館を利用している文化団

体、各商店街振興組合、道北バスやＪＲ北海道な

どの交通機関や利用者、さらに町内会関係者など

と利用促進のための意見交換の場を順次開催をし

て、施設を利用した会議や各種イベント、展示な

ど利用促進に向けた協議を行ってまいります。

次に、市民会館の機能についてでありますけれ

ども、現在市民会館の会議室を利用して活動して

いる文化団体は詩吟やダンス、民謡など約３０団

体が定期的に活動しておりまして、平成２２年度

実績では年間で延べ７００件、１万０００人の

利用があり、複合交通センターに移行後も多くの

利用促進に期待をしているところです。会議室の

機能については、おおむね同等規模の活用が可能

と考えておりますけれども、中会議室、多目的会

議室は可動式の間仕切りでありまして、十分な防

音効果が得られないことも想定され、他の利用団

体との活動内容に応じて受け付け時に利用調整を

させていただくことも想定をしております。

観光協会と市民活動の情報提供についてでござ

います。平成２５年度完成予定の（仮称）複合交

通センターでは、ＮＰＯ法人名寄観光まちづくり

協会が観光インフォメーション業務を担っていた

だくことになっております。この観光インフォメ

ーションは、単に観光客に対する案内や情報提供

を行うだけではなくて、レンタルサイクルの活用

方法などさまざまなサービスの提供も含めた観光

業務全般のものとして位置づけをしております。

どのサービスの提供が本市を訪れるお客様にとっ

て求められているものなのか、本年４月に設立を

する予定でありますオール名寄体制での検討組織

において、多面的な視点から平成２４年度から実

施をすべきサービス、また年次計画で導入すべき

サービス等について検討をし、本市の玄関口に位

置し、ランドマークとしての役割の一つである市

内外からのお客様を受け入れる体制の整備につい

て充実を図ってまいります。また、御質問のあっ

た本市での各種イベントや文化活動等の情報発信

の拠点としての情報インフォメーション機能も

（仮称）複合交通センターに兼ね備えていくこと

は、にぎわいづくり等の効果も期待ができ、市民

に対するサービスの向上策として検討すべき課題

の一つと考えております。この全市的な各分野を

網羅をした情報発信サービスは、本来的に行政が

行うべきものでありますけれども、情報の受け手
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側から求められているわかりやすい情報、あるい

は提供してほしい情報などニーズを的確かつ敏速

に取り入れることがこれからも必要であります。

そのためには、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり

協会を含めた民間活力を利用することがスピーデ

ィーな対応が可能となるなど含めて検討させてい

ただきたいと考えております。

公共工事の発注についてお答えをいたします。

名寄市の公共工事については、現場条件、状況に

もよりますが、年間の工事量等も勘案しながら工

事の発注時期について早期発注に努めているとこ

ろでございます。しかしながら、名寄市の発注工

事の大半が国等の補助金、交付金による事業が多

いことから、事務手続上国からの交付決定等の許

可が出てからの工事発注手続となるため、平成２

３年度におきましても国からの交付決定が５月下

旬だったことから、工事発注が早くても６月とな

っております。

なお、舗装補修工事等の市単独事業、維持工事

につきましては、概数発注を活用しながら早期発

注に努めております。

名寄市が発注します各種工事につきまして、地

元発注を主としながら、土木、建築では市内登録

業者を２ランクに格付をし、予定価格の区分に基

づき指名競争入札、または市内限定一般競争入札

によって執行をしております。また、工事の難易

度で施工体制を単独または共同企業体により施工

させるなど、入札等審議委員会の審議を経て実施

をしているところでございます。平成２４年度は、

特殊な技術を要するなど技術的難易度が高い大型

事業が予定をされ、工種によっては市内業者のみ

で入札を行うことが難しいことが想定もされます

ことから、現在入札等審議委員会において発注方

法や時期等の検討を行っておりまして、必要によ

っては市外業者との共同企業体を結成をすること

も検討をしております。名寄市としても建設業の

健全な発展を図るとともに、効果的な施工を確保

するよう引き続き努めてまいりたいと考えており

ます。

大項目６、市内の経済と産業振興について、道

路舗装率の向上についてお答えをいたします。名

寄市の市道、とりわけ市街地内の道路舗装率につ

きましては、合併時におきましては名寄地区の市

街地内道路舗装率が約６３％、風連地区の市街地

内道路舗装率が約８２％、平均で６６％であった

ことから、総合計画の中で市街地内の舗装率を１

０年間で１０％アップをすることを目標としてス

タートしてまいりました。しかしながら、前期計

画の終了時点での平成２３年度末におきましては

舗装率については約２％アップの進捗状況となっ

ております。目標達成されなかった主な理由とし

ては、国の公共事業の見直しや市の財政状況によ

る部分が大きいわけですけれども、このことによ

る進捗状況のおくれについては総合計画後期計画

におきましても引き続き厳しい情勢が想定されま

すが、さらなる国や北海道への働きかけ、あるい

は少しでも有利な地方債等を活用しながら、舗装

率向上に向けて引き続き取り組んでまいりたいと

考えております。

また、老朽危険家屋の対策についてであります

けれども、名寄市では道の緊急雇用創出事業を活

用しまして平成２１年度から今年度までの３年間、

老朽化をしているなどの危険家屋の取り壊しに対

しまして補助事業を実施をしてまいりました。こ

の事業に当たりましては、各町内会長から危険家

屋の報告をいただき、担当職員が個別に調査をし、

実施をしてきました。平成２１年度、平成２２年

度各７件、平成２３年度８件で合計２２件実施を

しております。しかし、所有者と連絡がとれなか

ったり、解体企業が負担できない等で実施できな

い危険家屋も残っております。議員御指摘のとお

り、老朽家屋、空き家の解体には相当の費用が必

要なことから、解体を見送っている方もいらっし

ゃいますが、倒壊等の事故、近隣に与える不安等

がありますので、所有者の責任で早目に取り壊す、

要は安全対策を講ずるよう所有者への指導を行っ
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ているところであります。さらに、広報紙等での

啓発をしてまいりたいと考えております。今後老

朽危険家屋の増加が予想されることから、他市町

村の状況や制度について調査研究を行ってまいり

たいと考えております。あわせて、各関係機関、

団体等の意見をお聞きをし、国に対して要望を提

言していくよう努めていきたいと思います。

建築予定の公共施設の色調、デザインについて

お答えいたします。従来よりいかなる公共建築物

を建設する場合においても、色調やデザインにつ

いては重要な建設要素の一つとしてとらえ、検討

してきたところでございます。一定程度の基準を

設けることは必要不可欠だと認識をしております

が、建物の用途、建設場所、利用方法などにより

さまざまに建設要件が変化をするものと考えてい

ることから、一定の基準を設けることは難しいと

判断をしているところです。今後においても今ま

で以上に周辺環境や景観形成に配慮した設計に努

めてまいります。

なお、現在工事中の（仮称）複合交通センター、

また今後予定している市立総合病院の精神科病棟、

（仮称）市民ホール等の大型公共施設においても

生活環境に配慮をした色調、デザインについて関

係部署との協議を踏まえ、議会とも十分相談をさ

せていただきながら、末永く市民に親しまれるよ

うな施設づくりに努めていきたいと考えておりま

す。よろしく御理解をお願いいたします。

以上、私からのこの場の答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから大項目７、〇教育長（小野浩一君）

（仮称）市民ホール設計について御答弁を申し上

げます。

まず、（仮称）市民ホールの座席に関するこれ

までの動向につきましては、庁内の担当との打ち

合わせ、協議の過程で教育委員会の認識、理解度

の不足もあり、議会、懇話会、関係団体及び市民

の皆様に不信を与える結果となり、一連の不手際

につきまして私からも深くおわびを申し上げます。

今後は、関係者との連携を密にし、十分な説明を

行い、基本設計を進めてまいりますので、よろし

くお願いを申し上げます。

御質問にありました（仮称）市民ホールの施設

全体の多目的の意味につきましては、隣接する既

存の市民文化センターと連結し、一体的な施設と

して文化、創造、交流の拠点、地域コミュニティ

ーの形成の場として位置づけ、（仮称）市民ホー

ルには舞台芸術の機能、既存施設には生涯学習の

機能、そして施設全体には交流の機能を持たせた

施設のことを指しております。また、新設する施

設の大ホールの多目的の意味につきましては、市

民懇話会からの要望にもありますが、舞台そでや

奥行きが十分確保されたステージ、音楽や舞踊、

演劇の鑑賞などさまざまな用途に対応できる音響、

照明、映像設備などの多様な機能を備えたホール

のことを指しております。また、小ホールにつき

ましては、現在検討中の大ホールの座席が固定席

か可動席かによりまして、その仕様が変動するも

のと思われますが、議員の御指摘のとおり草の根

団体が育っていただく観点からもその利用しやす

さからも必要な施設と考えます。その規模は、市

民懇話会からの報告書にも２００席前後の小ホー

ルの設置が望まれており、市民会館の利用状況及

び昨年７月に庁内各部署、文化協会、各団体を対

象に調査しました開催可能行事調べからしても２

００人程度の利用が大半となっております。新ホ

ールは、市民が長年待ち続けた待望の施設であり

ますが、限られた財政の中、将来的な維持管理に

も配慮した施設づくりが求められております。今

後は、施設の規模や機能につきまして平面、立面、

計画などの具体的な資料により議会、利用団体や

市民懇話会などの意見を伺いながら、文化、芸術

の拠点として、また市民のコミュニティーの醸成

の場として、親しみがあり、市民が利用しやすい

施設となるよう計画をまとめてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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東議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇１９番（東 千春議員）

ただきました。時間もありますので、再質問のほ

うをさせていただきたいというふうに思います。

ちょっと順番が入れかわりますけれども、ホール

のほうを先にやらせていただいて、あとは順番に

いきたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

教育長からも冒頭発言がございましたけれども、

設計の段階での市民への説明にちょっと行き違い

があったということでございます。多目的という

意味を深く受けとめての職員の判断だったのかな

というふうにも思いますけれども、やはり市民の

意見を聞くという場合においては正しい情報を提

供してからの意見聴取でなければ、その意味とい

うのはかなり薄れてしまうというふうに考えてお

ります。そういった観点からしますと、極めて残

念だったなというふうにも思いますし、市民から

も落胆の声と白けムードが漂っているなというふ

うにも思っております。もう一方で言いますと、

私たち議会も理事者の答弁をうのみにしていたな

と。理事者の答弁、説明というのは間違いがない

ものだというふうに今までは正直言って思ってお

りました。しかし、それは違うということが今回

明らかになったわけで、議会としての調査機能、

こういったものも我々も反省すべきだなというふ

うに思っております。私は、それぐらい今回のこ

とは大きかったのかなというふうに思っておりま

して、市民あるいは議会との信頼関係にひびが入

ったと申しましょうか、そういったことをこれか

ら努力をしながら、修復に向けて互いが努力をし

ていかなくてはいけないのかなというふうに思っ

ておりますけれども、しかしそんなことばかり言

っておられません。これから建設をするものは、

２０億円という多額の財政を投資をしながら、市

民がこれから３０年、４０年、ひょっとしたら５

０年使っていく施設を一生懸命考えていかなくて

はいけないということでありますので、そこら辺

のところを市民の皆さんにも最終的にはよく頑張

っているのでないのかと言っていただけるぐらい

しっかりとした対応を求められているのではない

かというふうに思っております。

そういった中で、ホールについての使い方、多

目的の目的というのは理解をさせていただきまし

た。そういうふうな観点で進めていただきたいと

思います。小ホールについては、答弁もいただき

ましたけれども、やはり市民ホールを使う、いき

なり使うというのはなかなか難しいかもしれませ

ん。そういった使う団体を育てるということも必

要になってくるのかなというふうに思いますので、

小ホールの役割というのはやっぱり大きいのかな

というふうに思っております。そこで、代表者会

議の中での答弁でもございました。市民ホールの

仕様によって小ホールの考え方も変わってくるの

だというふうな答弁があったかというふうに思い

ます。可能性として、例えばもし市民ホールの部

分が固定席になったのであれば、ひょっとすると

小ホールのほうを今までの使い方もしたい、今ま

で使っていたわけですから。あるいは、いすも並

べたいというのであれば、こちらのほうに可動席

を設置するということも視野に入れてみてはいか

がかと思います。もしそういうふうになるのであ

れば、試算上は大体０００万円ぐらいお金が浮

くということでありました。その分を小ホールの

ほうの可動席に向けるということも可能かなとい

うふうに思いますので、その可能性について考え

方をお伺いしたいと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今御質問にありました〇教育長（小野浩一君）

仮に市民ホールを固定席にした場合、浮いた分で

小ホールの可動席の設計することの可能性という

ことについてでございますが、単価の高い可動席

から固定席にした場合の座席数の分の浮いた費用

につきましては、その配分も含めて全体予算の中

で検討がなされることではないかなと思っており

ます。今議員御提案の既存施設の多目的ホールは、



－67－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

現在でも平土間で年間２００件以上使用されてい

るところでございます。小ホールとして改修する

場合でも平土間の確保の面から、可動席の導入も

選択肢の一つと考えております。ただ、この場合

でございますけれども、現在の床では可動席の荷

重に対する構造上の問題と座席を収納するスペー

スが必要となって、その分平土間の面積が若干小

さくならざるを得ないという問題が考えられてい

るところでございます。また、もう一つの選択肢

としましては、小ホールとして改修しつつも平土

間に移動席とする利用もあるかと思いますので、

これらにつきましても今後の検討課題と考えてい

るところでございます。

以上でございます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

市民ホールに関しま〇１９番（東 千春議員）

しては、請願も出ておりますので、この程度にさ

せていただきたいというふうに思います。

それでは、順番に沿ってお伺いをしたいという

ふうに思います。特に１点目については、再質問

は考えておりませんけれども、やはり市長のキャ

ラクターである明るく元気なまちづくりというの

は本当にこのとおりに進めていっていただきたい

なというふうに思いますし、これは市民も議会も

含めてみんなで進めていかなくてはいけないのか

なというふうに思っております。また、民間的な

行政運営ということのお答えもいただきました。

これについては、後の私の４番目の質問にも関連

してまいりますので、そういったところでお伺い

をしていきたいというふうに思います。

財産を生かしたまちづくりについて御答弁をい

ただきました。まず、１点目の大学、病院、市民

の連携というところで、市内の在校生の皆さんに

情報提供していきたい、あるいは奨学金の充実を

図っていきたいというふうな答弁をいただいたわ

けです。名寄高校との連携というのも一定程度進

んでいるというふうな答弁をいただきました。私

産業高校の先生とちょっとお話をする機会がござ

います。例年何人か、実は大学に入学しておりま

す。残念ながら、ことしは入学をすることができ

ませんでした、児童には１人入ったようなのです

けれども。そのことしチャレンジして残念ながら

だめだった生徒というのは、地元の病院に就職を

目指してチャレンジをしたのだけれども、だめだ

ったということであります。人柄はとてもいい子

だったけれども、学力がちょっと及ばなかったと

いう残念な結果になったわけであります。

そこで、やっぱり市民のそういった願いもある

わけでございまして、小学校を対象としました放

課後子ども教室というのが始まりました。これは、

やっぱり子供たちにとってはとてもいいことかな

というふうに思っております。そこで、例えば高

校生を対象としながら、名寄大学を目指す生徒に

対してこのように放課後子ども教室のような学力

を支援をするというふうな取り組みを行政として

考えてみてはいかがかなというふうに思うのです

けれども、そういった考えについてどうか、ちょ

っとお知らせをいただければと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうか〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

らただいま高校生を対象とした学力支援の考え方

はどうかというお尋ねでございました。こちらに

つきましては、やはり高等学校の教育の分野でご

ざいまして、直接大学が学力支援というふうには

なかなか難しいのかなという考え方をしておりま

す。だがしかし、昨今の大学では推薦入試の合格

者に対して、いわゆる入学まで３カ月ないし４カ

月程度の期間がございます。いわゆる入学前教育

ということで、推薦入試の合格者に対して大学入

学後の勉学が、学習がスムーズにいくような取り

組みも進めている大学がございます。今後は、推

薦入学者に対しましてそのような取り組みという

のも大学として研究、検討を進めていかなければ

ならないだろうというふうに考えております。実

際に高校生への取り組みというか、学習への取り

組みというのはなかなか、現在の時点では高等学
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校にお任せをしているということになろうかと思

います。

一方で、看護師を確保していくという考え方で

は、上川北部の看護協会などは高校生対象に、い

わゆる未来の看護師を獲得していくということで

いろいろ事業を進めております。こういった中で

大学がそこにどの程度協力をできるかということ

がございますので、今後はそのような研究も進め

ていっていただきたいと。これは、大学の教員の

先生方へのお願いというふうになりますが、取り

組みということも考えられるだろうというふうに

考えております。

以上でございます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

だめだという答えだ〇１９番（東 千春議員）

ったのですけれども、少し考えてみてください。

それと、名寄の大学を卒業する学生というのは

比較的優秀な学生で、学生たち一人一人見ていま

すと学内でも部外者に対してきちっとあいさつを

してくれるというふうな、これは学風なのでしょ

うか。これは、現場に行ってからは大変いい効果

を生むのではないのかなというふうに思っており

ます。そういった素養のいい学生が就職が全員が

できているわけではないというのが少し残念な気

がしております。多分就職活動の支援というのは

大学でも行っているのかなというふうには思いま

すけれども、産業高校の場合は、ことしも去年も、

多分おととしもそうだったと思います。１００％

就職、進学をさせております。それは、相当厳し

い面接指導などをやっております。名寄の産業高

校というのも道立ではありますけれども、名寄の

まちの中にある一つの財産かなというふうに思い

ますので、ひょっとしたら大学の中でも参考にな

ることってあるかもしれませんので、そういった

連携も今後考えていってもいいのではないのかな

というふうに思いますので、その辺についてちょ

っと考えをお伺いしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

大学の価値基準の非常に〇市長（加藤剛士君）

重要な部分で、出口の就職率というのは大きな問

題になっていると認識をしています。新年度に新

たに就職支援に関しての人的強化を図るための予

算づけも今しているところでございますが、問題

はそうしたことも含めた中身であるというふうに

思います。さまざまないろいろな角度から情報を

いただくということが非常に有益だと思いますの

で、今産業高校の例をいただきましたけれども、

連携をさせていただいて、これからのそうした間

口の就職の支援についてぜひ連携をしていきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

前向きな答弁をいた〇１９番（東 千春議員）

だきました。そのように進めていっていただきた

いと思います。市内の高校も財産、大学も財産、

このように思っておりますので、また高校生もや

はり財産ですので、なるべく名寄の高校に入学で

きるように何とかみんなで支援をしてあげたいも

のだなというふうに思いますので、きょうの段階

では余りいい答弁いただけませんでしたけれども、

今後また研究をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

では、次いかさせていただきたいと思います。

大学と行政との関係についてですけれども、答弁

をいただいた中では委員会などはかなり積極的に

活動していただいているという、私もそうだなと

いうふうに認識をしております。あるいは、現場

での学生に対する支援、実習支援だとか、そうい

うことが行われているということであります。こ

の部分まではかなり進んでいるかなというふうに

思います。私もう一歩進めて、やっぱりこういっ

た知的財産があるわけですから、行政がここをも

う少し生かしたらどうかなというふうに考えてお

ります。というのは、例えばこれらの各分野にお

いて、名寄はやっぱり大学があるから、さすがに

行政のやっていることが進んでいるなと言われる
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－69－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

ような体制づくりができないか。そういう意味に

おいての情報交換というのはどうなのかな、ある

のかな、ないのかなというのはちょっとわからな

いのですけれども、やっぱりそこら辺のところも

模索していくべきかなというふうに思います。こ

れがやっぱり大学を上手に生かすことにもなるの

かなというふうにも思いますので、これらについ

て考えについてお知らせをいただきたいと思いま

す。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘のとおりでありま〇市長（加藤剛士君）

して、この知的財産というのは本当に名寄市の大

きなかけがえのない財産であると思います。その

中で行政が大学に求めるもの、あるいは大学側か

らもできるものといった、そうした情報の連携と

いうか、またそうしたことを密に相談をする協議

の場というのもこれから必要になってくるのでは

ないかというふうに思いまして、ぜひ検討させて

いただきたいと思います。２４年度から始まる地

域福祉計画に関しては、それぞれの分野、分野で

の縦割りと言ったらあれですけれども、持ち場で

の福祉の情報をしっかりと横ぐしを刺して連携を

していくということが主眼でありますけれども、

もう一つはこの地域の財産である大学を十分に生

かした地域福祉を考えていくということを大きな

テーマとしてうたっている特徴になっています。

そんなことも含めて、ぜひこれから行政として大

学を有効に活用できるように、さらなる協議ある

いは研究をしていきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。大学の側からどらどらと言いなが

ら行政に入ってくるということというのはないと

思うのです。できないと思います。ですから、や

っぱり何か行政の側から求めてあげなければ、大

学というのはなかなか動きづらいのだろうなとい

うふうにも思いますので、そこら辺の連携、情報

交換をしっかりしながら、求めてあげるという考

え方もちょっと必要かなというふうに思いますの

で、多分大学側ではそういうことを待っている部

分もあるのかなというふうにも思いますので、先

ほど答弁にいただきましたような協議の場を設け

ていただいて、しっかりと対応していただきたい

なというふうに思います。

次いかさせていただきたいと思います。気象条

件を生かしたまちづくりということで御答弁をい

ただきました。パンフレット等をつくっていただ

けるということで、よかったなというふうに思っ

ております。名寄の例えば企業誘致の場合には、

さまざまな利用をするに当たっての必要条件とい

うのがあるかなというふうに思いまして、電源が

どれぐらいとれるのであるとか、先ほどは土地の

利用であるとか、そういうこともお答えをいただ

きましたけれども、そういったさまざまなここは

どうなのかなということはもうすべて網羅したよ

うなもの、それは行政だけではなくて、やはり違

う、そういった面のものも全部織り込んで、名寄

ってこういうことができるのだなとぱっと見てわ

かるようなものをつくっていただく。そういった

ことが必要かなというふうに思いますので、そこ

ら辺もぜひよろしくお願いしたいと思います。こ

の辺はつくっていただけるということでしたので、

その程度にさせていただきたいと思います。

ちょっとごめんなさい。戻って、木原天文台。

そうなのです。あそこかなり老朽化をしていて、

解体が予定されているという形なのですけれども、

ドームの形がなくなってしまうというのは残念だ

なというふうに思っております。危険となってし

まえば、これはしようがないのかなというふうに

も思いますけれども、危険でない限りはやはりあ

そこの外から見るだけでもいいと思いますので、

これは名寄のきたすばるができた歴史の１ページ

であるという、何か看板を設置するであるとか、

そういったことも今後取り組んでいただきたいな

というふうに思いますけれども、できれば取り壊



－70－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

さないでいただきたいのですけれども、仮に取り

壊すとすればそれまでの間どのような使い方をお

考えなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま名寄市の現〇教育部長（鈴木邦輝君）

在の市立天文台の前身となりました木原天文台の

施設の扱いについての再質問をいただきました。

御存じのように、木原天文台はもともと木原先生

の個人の所有物を名寄市に寄贈いただいて、その

後市立天文台として運営したものでございます。

現在施設については、先ほどの答弁のとおり再利

用を考えましたけれども、残念ながらかなり土台

部分が傷んでいるということで、現状では取り壊

す方向で考えてございます。また、現状の状態で

町内会のほうにも一定程度要望等いただいており

ますけれども、将来的には取り壊すということで

の御理解をいただいております。また、旧所有者

であります木原先生の御親族の方にも一応将来的

には取り壊すという方向で内諾はいただいてはお

ります。ただ、特異なドームを持った形のものが

現存をしておりますので、現在の天文台の前身に

なったという部分での啓発等につきましてはパン

フレット等で周知をするとかというような方法を

考えていきたいと思いますので、御理解をいただ

きたいと思っております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

大変残念なことです〇１９番（東 千春議員）

けれども、そのような答弁をいただきました。名

寄は、案外どちらかというと歴史的建造物をもう

ちょっと大切にしてもいいのかなというふうに考

えております。せっかくあるものもなかなか生か

し切れていない部分もあるのではないのかなとい

うふうに思っておりますので、ぜひそこら辺可能

な限りよろしくお願いしたいなというふうに思っ

ております。

次いかせてもらいます。３点目の市役所のあり

方についてお伺いをしたいと思います。職員の道

外出張の考え方についても答弁をいただきました。

ここについては、そういったことも検討をしてい

ただけるということだったと思います。こういう

調査研究であるとかというのは、私たち議員もそ

うなのですけれども、行ったからすぐリターンが

返ってくるということではないと思うのです。や

っぱりそういったことを勉強を重ねていって、名

寄のまちづくりに対して何が本当に必要なのかと

いうことをしっかりと調査研究をするということ

だと思うのです。こういうのは、企業的な考えで

いきますと先行投資だと思うのです。先行投資を

やっぱりしっかりしていかなければ、新しいアイ

デア、そういったものもなかなか生まれづらいの

かなというふうに思っております。そういった考

えの中で、我々も現場に行って初めてわかるとい

うことって結構あるのです。よくインターネット

で調べればいいのではないのかと言われることあ

るのですけれども、実際に行ってみて、かなり期

待していたけれども、そうではなかったところも

ある。あるいは、どうかなと思ったけれども、な

かなか進んでいるなというところもある。やっぱ

りこれは、行ってみて初めて取り組みの強さとい

うものがわかるということもありますので、そう

いった観点から委員会の視察だけに限ったことで

はないのですけれども、ぜひ職員がこれ調査した

いと思うようなことがあるのであれば、それは積

極的にやらせてあげたらいいなというふうに考え

ておりますので、そこに対して再度考えをお知ら

せいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

職員のスリム化に伴って、〇市長（加藤剛士君）

また職員の皆さんの資質の向上というか、それが

極めて重要であるし、これからの地域間の競争に

大きな影響を与えるファクターであるというふう

に私も認識しています。その中で研修、いろんな

形があると思いますけれども、お話しのとおりさ

まざまな場所に行っていろんなものを見聞きをし

てくることというのも、私は重要だというふうに

思います。また、そういうことを積極的に提案を
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してもらって認めていくという、そうした体制も

重要だなというふうに思います。繰り返しになり

ますけれども、今のところ予算の制約ということ

を含めてそうしたところを制限をしているという

ことでありますけれども、ぜひ今の質問いただき

ましたので、どこまでの範囲でできるかというこ

とも含めて検討してまいりたいというふうに思い

ます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

次、国や財団のメニューの研究ということなの

ですけれども、これは例えば加藤市長が進められ

ています営業戦略室ということで、名寄を積極的

に売り出していこうということであります。これ

は、やっぱり最終的には名寄の利益になるという

ことだろうなというふうに思っております。外部

の情報を仕入れてきて、それをまちづくりに生か

していくというのも、これもやっぱり利益になる

ことだというふうに思っておりますので、こうい

った部分を例えば今の営業戦略の中で担っていた

だくであるとかという考え方についてはどのよう

に思われますでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

３点目にありました〇１９番（東 千春議員）

外部の情報を仕入れてきて、例えば行政に生かす、

あるいは民間に情報提供する、企業に情報提供す

る。そして、そういった補助メニューを紹介する

ことによって、例えば文化事業が進行していく。

企業の活性化にもつながる。そういったことを今

どこの部署でやっておられるか、企画かどこかで

やっておられるかもしれませんけれども、これも

営業戦略の一つかなというふうに思いますので、

営業戦略の仕事としてやってはいかがかと思いま

すけれども、その考え方について。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今各省庁だとかでいろん〇市長（加藤剛士君）

な事業メニューがあると思いまして、それぞれの

部署、部署でそうしたものにアンテナを張りなが

ら情報収集しているというふうに思います。基本

的にそのスタンスを変えるつもりはなくて、営業

戦略にそれをまた１つ集約していくということは

大変な膨大な作業量になるというふうに思います

し、その即した情報というのは現場、現場で収集

していくというのがやはり一番なのだろうという

ふうに思います。ただ、これをどういう情報があ

るのかというのはやっぱり集約をしていくという、

うちの行政の中で集約をして共有化していくとい

うことは必要なのかなと。そこの情報もほかの部

署で、あるいはまた違ったカウンターのところで

も、また市民のところでも使える情報があるのか

もしれないということもあると思うので、アンテ

ナをこれからしっかりと張っていくというのはさ

らにそれぞれの職員が意識をしてかからなければ

ならぬということだと思いますし、それを共有化

をして、このことはまたこちらのところでも使え

るのではないかという、そうした情報の共有とい

うこともぜひこれからやっていきたいというふう

に思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

理解をさせていただ〇１９番（東 千春議員）

こうと思います。

次の４点目、職員給与のあり方について再質問

させていただこうと思いますけれども、ちょっと

実は先ほど答弁をいただいた中身の最後のほうが

聞き取れませんでした。そこら辺をどういうふう

におっしゃったのはわからないのですけれども、

これはやっぱり基本的には一生懸命やっている職

員が報われるという、これが前提となっておりま

す。そして、そういった観点からお伺いをしてお

りますので、なかなかこれは給与体系を変えると

いうのは難しいことだろうなというふうには思い

ますけれども、例えば最後のお伺いしました会費

で、会費は自費だと。飲食費は全部自費だと。し

かしながら、民間だったらどうなのかなと考えた
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ときに、本当の会社の職務で行けといったときに

は本当にそれは自費でやらせているのかどうなの

かということも含めて、民間的発想というのであ

ればやっぱりそこからも含めて考えるべきでない

のかなというふうに思います。だから、出すもの

は出すけれども、我慢するものは我慢するという

考え方が基本的なのかなと。そしてまた、一生懸

命やっている者が報われていくという給与体系、

あるいはこういった実費負担の関係です。名刺も

そうだと思います。最終的にそういうことが望ま

れていくのかなというふうに思いますけれども、

ごめんなさい。ちょっと最後の答弁のほうも聞き

漏らした部分もありますので、再度そこら辺の考

え方についてお知らせください。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

最後のほうは、会費の負〇市長（加藤剛士君）

担のあり方についてだったと思いますが、飲食を

伴う場合は自己負担であると。基本的には、腹に

入るものは自己負担でいくと。これは、管理職、

一般職とも同様であります。出席の機会の多少は

あると思いますけれども、同様の対応で職員の理

解を得ているものというふうに考えております。

なかなか難しいところだと思います。民間企業は

そうなのかもしれませんけれども、また公務員の

皆さんの立場というのはちょっとやっぱり民間の

方と違う立場で、そこを業務どうなのかという切

り離すというのはなかなか難しい部分もあるのか

なと思います。お話しのとおり、しかしやる気の

ある、頑張る職員が報われる全体的な体系にしな

ければならないというのは本当にそのとおりだと

いうふうに思います。また、そのために今さまざ

まな試行を行って、どのような評価の仕組みがい

いのか、それをどう給与に反映させたらいいのか、

まさに研究している段階であります。役所の仕事

というのも評価がしやすい仕事と評価ができにく

い仕事という、その部署、部署によっての違いも

あるので、なかなかここは悩ましい部分がありま

すけれども、さまざまな観点から、能力による給

与の体系のそうしたインセンティブだとか、もう

少し若手の登用だとかということも含めて、これ

は広い全般的な見地からやる気のある職員、また

頑張る皆さんが報われる、そうした体系にしなけ

ればならぬ。そのことに向けて今研究、検討して

いるところでありますので、よろしくお願いいた

します。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

最終的に管理職にな〇１９番（東 千春議員）

って割食ったみたいな話になったら、これは全く

いけないわけで、管理職になってそれなりのもの

ももらえて、やっぱりみんながそこを目指してい

くのだと。そういうふうな体制でなければ、やる

気というのはなかなか起こってこないのかなとい

うのが、美しい言葉、美しいことは本当に望みた

いわけでありますけれども、制度としてもそうい

う形がやっぱり必要かなというふうに思いますの

で、今後の検討を期待したいというふうに思いま

す。

名刺についてお伺いしたいと思いますけれども、

これも同じで、やはり必要なものは必要で、出し

てやったらいいなというふうに思います。調査す

るのだったら調査をしてもらって、その中で必要

なものは出してやると。例えば今画像だけは提供

して、あとは全部使うということなのですけれど

も、例えば市役所の中のプリンターを使って、台

紙は支給してやるとか、そうすると自己負担にな

らないで済みます。余り大きな投資にもならない

かもしれません。そういったことも含めて少し検

討いただきたいなというふうに思いますけれども、

その考え方についてお知らせいただきたいと思い

ます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁をさせてい〇市長（加藤剛士君）

ただきましたけれども、お話しのとおり名刺とい

うものはやっぱり広くこれから市民の皆さんと接

していく、あるいは情報をとっていくとか、営業

していくとか、そういったことによって名刺が自
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己負担だということに対してそうした行動に制限

が出てくるという場合がもしあるのであれば、こ

れは私としてはゆゆしき問題だなというふうに思

います。お話しのアイデアも含めて、またそれぞ

れのさっきもお話ししましたけれども、職場によ

っても使う頻度の差はあるのかもしれませんけれ

ども、その辺もちょっと調査をさせていただいて、

ぜひ今の提案を前向きに検討させていただきたい

というふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

それでは、職員の見える、プラス評価というこ

とで再度お伺いをしたいと思いますけれども、こ

の大項目の中の趣旨は全部同じでありまして、何

回も申し上げますけれども、一生懸命やる職員が

報われていくというふうなことの一つ一つお伺い

をしているわけであります。職員の生涯賃金とい

うのは３億円ぐらいだったでしょうか。この人が

一生懸命働いてくれるのか、より一生懸命働いて

くれるのか、ここでやっぱり名寄市の財政といい

ましょうか、お金の有効な使い方というのは大き

く違ってくるのだろうなというふうに思います。

そういった観点から、やっぱりモチベーションを

上げていって、そして一生懸命働いてもらう。こ

ういった工夫が必要だろうなというふうに思って

いる中で、今も人勧の中の人事考課だとか、そう

いうこともそういう方向性は多分そういう方向に

なってきていると思いますので、そこら辺がしっ

かりと職員にも見える形で、人事までいこうとな

るとなかなか難しい部分はあるのだろうなという

ふうに思います。年に１回そういった表彰をされ

ているということの答弁をいただきましたけれど

も、そういったことをさらに進めていくというふ

うなお考えについて再度何かありましたら、答弁

をいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

全般的な話の中でやる気〇市長（加藤剛士君）

のある皆さんがしっかりと報われる、あるいは全

体的な職員の皆さんのモチベーションを上げてい

くというのは本当に大事なことでありますし、ま

たまだまだこれからその手法も含めて検討しなけ

ればならないというふうに思います。いろんな角

度から、やはりいろんなやり方があると思います

ので、ここは議員の皆様にももしあれば御提案も

いただきたいというふうに思いますし、ぜひ我々

としてもこれから研究をしていきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いします。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

職員の処分についての考え方について御答弁を

いただきました。民間でもそのような通告制度を

設けて、通告をした者が不利益をこうむらない仕

組みづくりになっているということでございます。

つい最近も１部上場の企業で不正というのかどう

かわかりませんけれども、大きな事件がありまし

たけれども、これも多分わかっていたことだろう

なというふうに思います。こういったことをより

早くに明らかにしていれば、こんな大きなことに

はならなかったのだろうなというふうにも思いま

す。職員の中でも同じだと思います。やはりそう

いったことは早く明らかにできるような仕組みづ

くりが必要なのかなというふうに思っております。

仮にそういうことがあったとすれば、その下で働

いている職員というのは悶々としながら、それこ

そモチベーションも高まらないで、何だろうな、

これはと思いながら働かなくてはいけないという

状況も考えられますので、こういったことを今後

検討するというふうなお答えをいただきましたけ

れども、これはなるべく早目に実行していただき

たいなというふうに思うわけですけれども、でき

ればタイミング等に関しても考えがありましたら、

お答えをいただきたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）
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今東議員のほうから〇副市長（佐々木雅之君）

公益通報者保護法に関しまして、これにつきまし

ては国のほうで２００４年に法律が制定されまし

て、２００６年から実際に運用されて動いており

ます。先ほどお話ありましたオリンパスの問題も

含めて公益通報の保護の関係につきまして、こう

いう分野についてはできるだけ早い時点で検討さ

せていただきまして、制定のほうに向けて努力を

してまいりたいと思っております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願い〇１９番（東 千春議員）

したいというふうに思います。

この項の最後です。管理職の外部登用等に関し

てお答えをいただきました。基本的には、やはり

職員の皆さんで管理職を担っていただけるのが一

番かなというふうに思っております。しかしなが

ら、年齢構成を見ますとやはりかなり大きなひず

みがあるのも現実かなというふうに思っておりま

すので、例えば管理職というのは正規雇用でなく

てもいいわけなのです。期間契約雇用でもいいと

いうことがあります。他市の例で、視察に行った

ときに専門的な知識を持った方を３年間契約で雇

用して管理職に充てると。その間手いっぱいその

仕事をやってもらうというふうな取り組みをして

いるまちがありました。比較的うまくいっていた

ようであります。さすがにその方というのは、ヘ

ッドハンティングを常にされる立場の方でありま

すので、一般的な職員の方の物の考え方は若干違

うので、そこら辺のあつれきというのは見受けら

れたのですけれども、仕事の進め方だとか情報の

持っていき方、持ってくる場合、ここら辺はなか

なかやっぱりすごいものがあったなというふうに

思います。いろんな形での管理職の登用というの

があると思いますけれども、こういった正規職員

でなくても結構だと思いますので、そういった期

間を限っての契約管理職だとか、そういう方法も

ありますので、そういったことに対する考えにつ

いてお伺いをしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁させていた〇市長（加藤剛士君）

だきましたけれども、大量退職に伴って、また昨

今の行政の仕事自体の多様化と専門化ということ

で、こうした専門性の高い分野においての管理職

の登用、民間からの登用ということはぜひ職場状

況を見きわめた上で考えていきたいと。今お話を

いただいた非正規での管理職というのも一つの選

択肢なのかなというふうに思います。それも含め

て検討してまいりたいというふうに思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

次、病院についてお伺いをしたいと思います。

看護基準７対１への考え方についてお知らせをい

ただきました。この考え方が示されたのは、消化

器内科がなくなるということを前提として御答弁

をいただいた部分があったのかなというふうに思

います。それが本当によかったなというふうに思

うのですけれども、消化器内科が復活いたしまし

た。そういった中で、これを無理に進めていこう

とすると、患者さんに早期に退院をしていただく

などの対応も求められるやもしれません。日本の

中の入院日数というのは、外国より長目であると

いうことはデータであるわけなのですけれども、

実際には地域の住民というのは大体それになれて

いるわけですから、そこを余り急激に変えるとハ

レーションも起きるのかなというふうにも思って

おりますので、ここら辺のところは様子を見なが

ら対応していくというふうな答弁だったかなとい

うふうに思いますけれども、様子を見ながら余り

無理をしなくてもいい状況になったのかなという

ふうにも思いますけれども、再度そこの状況につ

いてお知らせをいただければと思いますけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども御答弁ちょっと〇市長（加藤剛士君）

繰り返しになりますけれども、２４年度の診療報

酬の改定の中で１０対１の入院の基本料でも一定
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の要件で加算が見込まれることが示されたという

ことでありまして、お話しのとおりだというふう

に思います。無理に７対１を進めるということが

そうした患者さんへの対応も含めて、中核病院と

しての機能としてふさわしいのかどうかというこ

ともしっかりと検討しなければならないだろうと

いうふうに思います。ぜひ収益の問題もあります

ので、難しい課題ではありますけれども、慎重に

この辺のことは判断をしていきたいというふうに

考えております。よろしくお願いいたします。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

次、（仮称）複合交通センターについてお伺い

をしたいと思います。今市民会館で使われている

皆さんというのは、そういった３０団体、７００

件が使っているということであります。利用の用

途もお示しをいただきました。こういった民謡で

すとか、そういった中で比較的大きな音が出たり

だとかという部分もあろうかなというふうに思い

ます。隣の区切りが余りないということから、そ

こら辺の対応は難しいのではないかというふうな

御答弁もありましたけれども、離れた部屋に１カ

所部屋もあるわけですよね。なるべくだったら、

隣がやっているからきょうは活動ができませんと

いうのであれば、今までやっていた市民団体はで

はどこに行けばいいのかということにもなりかね

ませんので、そこら辺の対応、要するにちょっと

休んでいただくみたいな話もありましたけれども、

そこら辺の利用者への説明はもうちゃんとできて

いるのかどうなのか、そこら辺についても再度お

伺いをしたいなというふうに思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

利用を控えていただくと〇市長（加藤剛士君）

いうことではなくて、調整をさせていただきたい

という答弁をさせていただいたと思いますけれど

も、多目的ホールもだらっとした長いスパンの中

で３つに区切れるということですから、例えば真

ん中を使わないで両端を使っていくだとか、あと

離れているところもあるということで、そういう

調整の中で十分そうしたことを調整が可能だとい

うふうに考えているところでありますので、ぜひ

その辺御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。今ま〇１９番（東 千春議員）

でやっていた活動が滞らないように、ぜひ対応を

よろしくお願いしたいなというふうに思います。

それと、２つ目の観光協会に対するインフォメ

ーション、比較的前向きな答弁をいただきまして、

よかったなというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。市長の答弁にもありま

したように、行政の仕事の部分もあろうかなとい

うふうに思いますけれども、こういったところに

一定程度の管理費を支出しながらやってもらうと

いうことも有効な手段なのかなというふうに思い

ますので、ぜひここら辺は進めていただきたいと

いうふうに思います。

次、大項目でいきますと６番目、老朽危険家屋

対策についてお伺いをしたいというふうに思いま

す。緊急雇用の中で３年間で２２戸解体をするこ

とができたというのは一つの成果だったかなとい

うふうに思っております。しかし、今回まちの中

いろいろ調査をされたのかなというふうにも思い

ますけれども、まだ残っている家屋がたくさんあ

るのかなというふうにも思っておりますし、問題

となるなかなか解体ができない、家主が見つから

ない、あるいは支出ができない、そういった家屋

もあるということで、これがよそのまちの事例を

見ても決定打というのはないのです。しかしなが

ら、やっぱり何らかの手段を持ちながら情報をア

ピールをしていくという方法しかないのかなとい

うふうに思います。そういった中で条例を制定し

ながら、条例に基づいて解体を求めていくである

とか、催促をするであるとかということも他市の

例ではあるようですけれども、今後名寄市の中で

はそういったことはどのようにお考えかお知らせ
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いただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

この冬の大雪によりまし〇市長（加藤剛士君）

て、各地こうした老朽家屋が倒壊をするという事

故が多発しているということで、このことがクロ

ーズアップされているのは承知をしています。先

ほども少しお話をさせていただきましたけれども、

今後ともそうした危険が増加をすると。これは、

一定程度行政も少し責任の一端はあるのだろうと

いうふうに考えますので、他市町村の状況、制度

についてぜひここは調査研究を今後行ってまいり

たいというふうに考えていますので、よろしくお

願いいたします。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体時間がいい時間〇１９番（東 千春議員）

になってまいりまして、６項目めの３番目、公共

施設のデザインや色彩について最後お伺いして多

分終わると思いますけれども、まちの中を眺めて

みますと民間の住宅ですとかの場合にこの色は一

体どうなのだろうなと思ってしまうような住宅も

ややもするとあるわけであります。私は、なるべ

くこういうのは控えていただきながら、落ちつき

のある景観形成ができるようなことが望ましいな

というふうに思っております。やっぱり今までも

行政の行う公共施設というのは随分配慮されてき

て、おかしなものはないなというふうに思ってお

りますけれども、例えばこれからできるホールも

外も中もそういった考え方というのはあっていい

かなというふうに思っております。例えばホール

の中であっても使う部材であるとか、色彩、色合

いであるとか、そういうものによってかなり雰囲

気も変わってくるかなというふうに思っておりま

すので、できれば中も外も市民が使う際、外から

見る際においても十分配慮をしていただきたいな

というふうに思いますけれども、最後そこちょっ

とお伺いして、終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれの建物を規制で〇市長（加藤剛士君）

色を統一したりだとかということは、個々人の皆

さんの好みもあるでしょうし、またそうしたこと

は建物生まれてくる背景もあるでしょうから、な

かなか厳しいものがあるのかなというふうに思い

ますけれども、一定程度こうした公共施設も含め

て建物の中で色彩やデザインというのは一つの大

きなイメージというか、要素になるのは私もその

とおりだと思いますので、ぜひ市民の皆さんから

親しまれる、また愛着を持っていただける、いい

なという施設になるように、そうしたデザインを

しっかりと考えていきたいと思いますし、また議

会も含めて十分に今後相談をさせていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

以上で東千春議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

２０１２年度執行方針と予算編成について外５

件を、熊谷吉正議員。

議長より御指名があ〇１３番（熊谷吉正議員）

りましたので、市民連合・凛風会を代表して順次

質問を申し上げたいと思います。

きのうは、私も２時４６分、サイレンに合わせ

て黙祷をささげたところでありますけれども、こ

れからも１年の節目に被災をされた皆さんに心を

寄り添いながら、いろんな活動に支援をしてまい

らなければならないという思いでいっぱいであり

ます。

去る１月２０日、札幌市内のマンションで姉と

知的障害を持つ妹が孤独死をしたという報道に接

し、その原因がわかるにつれ、なぜ、どうしてと

いうふうに思った道民が数多くおられたように聞

いております。その後釧路市でも要介護者を抱え
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る高齢者の夫婦が同じような社会的な犠牲になっ

ております。１４年連続３万人を超えるという、

みずから死を選ぶ、命を絶つという今の社会のひ

ずみ、矛盾と私たちが本来目指さなければならな

い憲法２５条、生存権の理念との乖離を改めて直

視をしなければならないと思います。札幌や釧路

で起きたことが名寄ではないと信じたいし、せめ

てこの名寄市では地域ぐるみの連携で起こらない

よう、すべての行政課題を通じて社会的に弱いと

言われる子供たちや障害者、高齢者への施策を最

優先しなければならないのではないかと思います。

以下、通告順に質問を申し上げますが、１つに

２０１２年度執行方針と予算編成について。市長

は、施政方針の基本的な考えとして３点を挙げ、

昨年の第４定で議決した総計後期計画の着実な実

施により目標とする将来像実現に努めると表明を

されました。そこで、１つには就任２年を迎えた

加藤市政の自己評価と目標とする将来のイメージ

についてお伝えをいただきたいと思います。

２つ目には、前段にも述べましたが、憲法理念

と現実の社会の現状認識についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

３つ目には、予算編成と財政展望についてであ

りますが、国の地方財政計画は国、地方を含め公

債費残高０００兆円にも上ると言われ、さらに

は景気の悪化、大震災への対応等厳しい環境下で

ありましたが、昨年同様に地方の厳しい財政事情

を加味し、一定の配慮がありました。名寄市も経

常経費の現状や政策予算に限界がある中での予算

編成であったと思いますが、加藤カラーをどのよ

うに演出をしたのか、さらには予算編成後の財政

展望についてお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目には、市民目線のまちづくりについて。

名寄市自治基本条例と市政運営についてでありま

すが、施行１年になりました。執行方針にも本条

例の趣旨を意識した引用があります。この１年間

主権者たる市民はもとより、それに対応する市長

を初め市役所、市の職員における条例への理解、

浸透度をどう評価をされているのか、そして実際

の運用についてどうであったのかお答えをいただ

きたいと思います。

２つ目には、地域主権の確立と自治体の対応へ

の課題について。あの震災直後に国会は、地域主

権３法を可決をいたしました。２０００年の地方

分権一括法の施行以来、遅々として進まなかった

国と地方の自主的な対等、協力関係や国による義

務づけ、枠づけ等の緩和、見直し等具体的に少し

ずつでも動き出しました。既に保育所の設置基準

や条例制定権や議会の議決権の拡大など自治事務

を地域の自主性、自立性に基づいて実施する条件

が整いつつあります。それに伴い、自治体の対応

への責任、課題についてもついて回りますので、

改めて考え方をお伺いをいたします。

さらには、まちづくりの核でもある町内会や地

域連絡協議会をどう熟成をさせ、地域自治組織へ

と展望していくのかもあわせてお答えをいただき

たいと思います。

３、行財政改革について。新行財政改革推進計

画の策定に当たって既に改革や推進に向けた基本

的考えが提示をされ、３月末には完成品となるよ

うでありますが、自治基本条例を意識しながら計

画を実行、推進するために欠かせない要素、自治

体職員としての能力の発揮、働きがいのある職場

環境づくりなどどう具体化し、市民への対応や質

の高いサービスを提供していこうとするのかお答

えをいただきたいと思います。

行革に関連し、あわせて北体育館の利用廃止問

題が取りざたされておりますけれども、この間の

経過と協働を意識したまちづくりのあり方、向き

合う姿勢についてお伺いをいたします。

２つ目には、人材育成と職員研修について。市

民ニーズに的確に対応できる職員の育成、スキル

アップ、意識改革、資質向上等ありますが、市長

が職員に求める分権時代を生き抜く職員像をお聞

かせをいただきたいと思います。

４、保健、福祉、医療行政について。少子化と
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子育て支援についてでありますが、ことしは次世

代育成支援行動計画５年の中間年になります。担

当でもそれぞれ努力をされていますが、さらに名

寄市の若者が安心して子供を産み育てることがで

きる地域社会を実感できるための現状と課題、さ

らに子供権利条例の制定についての考え方を求め

たいと思います。

安心の福祉施策について。地域福祉計画推進の

基本目標のメーンタイトルは、安心して健やかに

暮らせるまちづくりありますが、５年後のイメー

ジについてお伝えをいただきたいと思います。

障がい福祉実施計画は、既に廃止が確認されて

いる現行の障害者自立支援法に規定されて策定さ

れているようでありますが、障害児、いわゆる児

童生徒に関連する教育的視点との関連性が抜け落

ちているという指摘もあります。考え方をお知ら

せをいただきたいと思います。

児童福祉法等の改正予定があるというふうに聞

いておりますが、それに伴う行政サービスの影響、

変更について想定をされると思いますが、考え方

をお知らせください。

安心の地域医療の確立について。市立病院改革

プランの主要な課題でもあった消化器内科等の医

師確保、精神科病棟の改築、駐車場問題、看護師

確保にかかわる院内保育所設置問題等、既に具体

化をし、あるいは計画に織り込んでいただいてい

ることにまずこの間の御努力に敬意を表したいと

思います。しかし、今後も病院経営も含め市民に

信頼され、安心な地域医療機関とするため、見直

しをした市立病院改革プランの経過を踏まえ、来

年度以降の新改革プランというのでしょうか、そ

の課題を問いたいと思います。

さらに、地域医療全体の中で市立病院の果たす

機能、役割をより生かしていくために、まさに広

域的視点も含めた病病、病診連携、それを利用す

る市民の理解、協力もいただかなければなりませ

ん。設置者としての果たす役割、責任をお聞きを

したいと思いますし、市民に対するメッセージも

あるとすればお聞かせをいただきたいと思います。

５番目、経済、建設行政について。戦後農政は、

猫の目のように変わると言われ、農家の皆さんは

毎年の営農計画に苦慮されてきたのではないかと

思います。さらに、自然条件や市場価格や国際競

争にさらされ、頑張ってきたわけでありますが、

それでもこれからも北海道、名寄市の基幹産業は

農業であり、農業を中心に環境、景観、安全な食

料の提供、加工、地域経済、観光等へとその可能

性を広げていかなければならないと思います。し

かし、ここにきて大きな障害となるＴＰＰ参加問

題がございます。ＴＰＰ参加反対と今後の取り組

みについて、既に非常に重要な相手と言われてい

るアメリカとの交渉、参加協議に２月７日から入

ったというふうに言われていますが、どういう情

報が伝えられているのかお知らせをいただきたい。

さらには、今後の絶対反対に向けた市民的な取り

組みについてもあわせてお伺いをしたいと思いま

す。

国の農業政策の評価と名寄市農業振興への反映

でありますが、佐々木隆博代議士が政務官時代か

ら大きな課題として持っておりました持続的な農

業を営むために、農政の柱である戸別所得補償制

度が導入され、３年目を迎えました。名寄市の評

価と農村、農業振興施策への反映についてお聞き

をしたいと思います。

中心市街地活性化と商工業団体等の取り組み推

進について。中心市街地活性化及び都市再生整備

計画等の進行状況と今後の推進に向けた行政並び

に商工業団体等の役割、課題をお聞かせをいただ

きたいと思いますし、それにあわせて使い勝手の

よい中小企業振興条例等の見直し経過についてお

聞かせをいただきたいと思います。

普通建設事業等のあり方について。インフラ整

備、建設投資や維持管理についてでありますが、

市民ニーズといわゆる財源、補助金、交付金など

などとの関係で、ニーズと財源とのミスマッチが

どうしても生じているのではないかというふうに
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考えておりますので、現状の課題についてお知ら

せをいただきたいと思います。あわせて水道、下

水道事業中期経営計画が既に示されておりますけ

れども、総計後期計画との整合性についてお尋ね

を申し上げます。

労働者の現状と労働行政のあり方について。小

泉政権以降の規制緩和、市場原理主義により、働

く者の労働条件は賃金を初め低下傾向に歯どめが

かからず、雇用、生活、将来不安が増すばかりだ

と思います。景気低迷にも大きな影響を与えてお

りますが、大変厳しい現状にあります。名寄市に

おいての現状認識と労働行政のあり方についてお

答えをいただきたいと思います。

今後の災害発生対応について。新年度方針にも

防災対策の充実が示されていますが、関係機関や

地域町内の理解と協力のもとに推進をしていただ

くとともに、何事にも社会的弱者への配慮を強く

求めておきたいと思います。そこで、災害に備え

ての減災に向けた施設整備の限界は理解をしつつ、

今後名寄市においての課題や計画についてお伺い

をいたします。地震列島日本にありながら、名寄

の地理的条件や自然環境から日本一安全地帯とし

ての名寄に改めて災害支援組織のようなもの、国、

道への働きかけが必要ではないかと思いますので、

考え方をお知らせをいただきたいと思います。

教育行政について。学校教育執行方針について、

信頼される学校づくりなど５点の目標を掲げてお

りますが、それぞれ方針に基づき執行し、成果を

上げるための学校現場における特に主要な課題を

お知らせをいただきたいと思います。

校務支援システムについて。道教委が進める学

校校務支援システムについての検討経過、課題を

お聞かせをいただきたいと思います。

（仮称）市民ホール建設について。申告をして

おりましたけれども、先般の議員協議会あるいは

これから開かれる懇話会等の関係もございますか

ら、別な機会に先送りさせていただくことをお許

しをいただきたいと思います。割愛をさせていた

だきます。

最後になります。名寄大学の今後の課題と展望

について。ことしの志願状況は既に発表されてお

りますが、今後の経済、社会状況を踏まえ、志願、

いわゆる入り口、就職、出口の見通しと大学とし

ての後期計画に係る課題等についてお知らせをい

ただきたいと思います。

看護学科卒業生の一層の名寄の定着を願うため

に、さらなる新たな推進策について考え方をお伺

いして、この場おける質問を終わりたいと思いま

す。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま熊谷議員から大〇市長（加藤剛士君）

項目で６点にわたって御質問いただきました。大

項目の１から５と大項目６のうちの小項目の４に

ついては私から、以外は教育長からの答弁とさせ

ていただきます。

市長に就任してはや２カ年が経過をしています。

この間さまざまな機会、場面において、あるいは

市長室開放事業など新たな手法を試みながら市民

の皆様の声に耳を傾け、調和を図りながら、市民

主体のまちづくりを進めるとともに、本市が誇る

多くの財産を活用して情報発信による名寄の売り

込み等を通じて元気なまちづくりに取り組み、総

合計画の着実な推進、公約の実現に向けて邁進を

してまいったところです。御質問ありました自己

評価についてですけれども、この間の取り組みに

確かな手ごたえ、改めてまた本市の可能性を実感

する一方で、今後に残す課題もあると考えており

ます。総合計画後期計画の中でしっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。

また、目標とする将来像につきましては、市民

の英知を結集した総合計画の将来像「自然の恵み

が人と地域を育み市民みんなで創る心豊かな北の

まち・名寄」、まさにこれでありまして、総合計

画後期計画はもとより私の６つの公約の着実な推

進がこの将来像の実現に大きく貢献をするものと

考えています。平成２４年度の市政の推進に当た
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りましては、さきに執行方針で申し上げましたが、

市民と行政との協働、行財政改革の推進、財産を

生かしたまちづくり、この３つの基本的な考え方

を持って推進をしてまいりたいと考えています。

市民参加と協働による市民主体のまちづくり、行

財政改革による行政サービスの向上と効率化、名

寄の風土ではぐくまれる農作物や地域特性を生か

した特色ある施設、広域医療を担う市立総合病院、

保健、医療、福祉の人材をはぐくむ市立大学など

多くの財産の活用と情報発信を行うとともに、官

民一体となってこれらの地域支援に磨きをかけて

将来像の実現に取り組んでまいります。

憲法理念と現実社会の現状についてお答え申し

上げます。市政執行の基本は、市民の皆さんの英

知を結集して策定した総合計画後期計画の着実な

実行、そしてこの総合計画はまちづくりの基本ル

ールである名寄市自治基本条例にその根拠を置く

ことから、現行の条例下においてはこの仕組みが

踏襲されるべきものと考えています。また、その

事務処理に当たっては、地方自治法第２条の規定

にありますように住民福祉の増進に努めること、

加えて最少の経費で最大の効果を上げるように全

力で取り組んでいるところです。

現実社会の現状認識でありますけれども、雇用

環境につきましては、市政執行方針あるいは行政

報告でも触れさせていただいておりますけれども、

全国、地方を問わず依然厳しい状況にあると認識

をしています。また、自殺者についても平成１０

年以降３万人を超え、その多くを職のない方が占

める状況が続いているほか、生活弱者の孤立死な

ど痛ましい事故の発生に対しては悲しみを禁じ得

ないところであります。これらの対応につきまし

ては、社会経済情勢や企業などの使用者あるいは

国の政策やセーフティーネットなどによるところ

が大きくて、一自治体としては限りがあるところ

ではありますけれども、以下２点について申し上

げたいと思います。

まず、雇用対策についてですけれども、これは

市の重要な行政課題の一つとして関係機関、団体

との連携はもちろん、国の緊急雇用創出推進事業

の活用、普通建設事業費の確保、さらには新年度

からスタートする観光振興計画の実施による産業

の振興などを通じて地域における雇用機会の拡大、

雇用条件の改善に努めてまいりたいと考えていま

す。

次に、生活困窮者に対しましては、国の制度と

して生活保護などのセーフティーネットがござい

ますが、本市においては相談員を配置をして対応

するなど適切な事務執行に努めているところであ

ります。これらの取り組みを初め今後とも憲法の

理念、精神に基づき、適正な市政の執行に努めて

まいります。

平成２４年度予算案についての質問がありまし

た。この主な事業ですけれども、市政執行方針の

中でも述べさせていただきましたが、ハード事業

では食肉センターの施設整備事業、（仮称）複合

交通センターの整備事業、北斗、新北斗団地の建

てかえ事業、（仮称）市民ホール整備事業など、

またソフト事業ではエゾシカ等の農作物被害など

を防止する有害鳥獣駆除対策事業、小中学校の放

課後の学習を支援する放課後子ども教室の事業、

多世代間交流と子育て支援を実施をする地域活動

事業などを盛り込んでおります。また、名寄市の

知名度の向上や交流人口の拡大を目指すことを政

策課題とした事業といたしましては、ふるさと大

使の活動、ＰＲ戦略事業を展開をする営業戦略事

業や名寄市のイメージであるひまわりを活用し、

観光振興を図るひまわり観光推進事業などを計画

をしています。平成２４年度の予算案と先ほどお

示しをいたしました中期財政計画とを比較します

と、中期財政計画策定時では平成２４年度の地方

財政対策が示されておりませんでしたので、主に

歳入部分で乖離が発生をしています。普通建設事

業費におきましてもその後の議論の推移、状況の

変化によりまして変更が生じてきております。ま

た、子ども手当などの制度改正も計画策定時では
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不明でしたので、扶助費で増加をしています。２

４年予算編成においては、新名寄市総合計画後期

計画で想定をされます事業の具現化を最優先とし

て編成したところであります。また、財源調整的

に財政調整基金を３億５４３万０００円取り

崩したほかに、老朽化している施設、設備の改修

を見据えて、公共施設整備基金を１億５８３万

円取り崩しをしております。また、一方では、普

通建設事業の事業量を確保できたこと、また今後

の起債償還や総合計画後期計画期間中で想定され

る大型事業に備えて減債基金などへの積み立てを

することができましたので、将来の財政健全化を

視野に入れた予算編成ができたものと考えていま

す。今後は、合併算定がえがなくなる、このこと

を要因に名寄市の財政状況もより厳しくなってい

くことが予想されますので、スピード感を持って

行財政改革を推進をし、実行し、適切な公債管理

や資産の有効な運用、各種基金の活用も視野に入

れながら、健全な財政運営を進めていくことが必

要と考えております。

次に、名寄市自治基本条例と市政運営について

申し上げます。名寄市自治基本条例は、市民主体

のまちづくりの基本ルールとして平成２２年４月

に施行され、間もなく２年が経過することになり

ます。本条例の施行に伴い、庁議等における決定

事項、部次長会議を初めとする各種会議録のほか、

行財政に係るさまざまな情報について市ホームペ

ージや広報紙等による公開を通じ、市民との情報

共有を推し進め、また市民委員会等の設置や委員

公募、懇談会や説明会の開催などを通じ市民の参

加機会の確保に努めているほか、自治の重要な担

い手である町内会等のコミュニティーへの支援を

継続をし、活動の助長を図ってまいりました。御

質問のありました本条例の浸透につきましては、

制度の周知は進んでいるとは考えておりますけれ

ども、市民の参加状況、あるいは情報提供等のス

キルの均一化などの点から申し上げますと、制度

が浸透し、本条例が目指す市民主体のまちづくり

へと制度が醸成するまでになお一層の時間とまち

づくりにかかわるすべての者の認識向上と努力が

必要であると考えており、今後とも行政としての

役割及び責務を果たすため、しっかりと取り組ん

でまいります。

また、平成２３年４月には本条例の市民参加制

度が具体化する名寄市パブリック・コメント手続

条例が施行され、現在までに１３の政策等を対象

とし、市民からの意見の募集を行っております。

このうち１２の政策等についての意見の募集を終

了しており、４つの政策等に対して７名から貴重

な御意見をいただいたところであります。先ほど

の自治基本条例でも申し上げましたけれども、制

度の浸透並びに醸成にはなお一層の時間と努力が

必要と考えているところでありまして、今後とも

市民への意識啓発、また募集方法の工夫、わかり

やすい資料の作成、職員のスキルアップに努め、

市民との協働、市民主体のまちづくりに取り組ん

でまいります。

次に、地域主権の確立と自治体の対応への課題

についてでございます。住民に身近な行政は、地

方公共団体が広く担い、地域住民がみずからの判

断と責任において地域の諸課題に取り組むことが

できる改革として、国が進める地域主権改革につ

いては平成２３年４月に地域主権改革関連３法が

成立、８月には第２次一括法が成立をし、地方自

治体においても具体的な対応が求められることと

なりました。関連３法における国と地方の協議の

場は、地方が長年にわたり要請をしてきたもので

ありまして、地方自治に影響を及ぼす国の政策の

企画及び立案並びに実施について、国と地方が協

議を行うというシステムの構築は地域主権に向け

ての着実かつ大きな一歩と高く評価をしています。

実効ある運用に期待をするものであります。また、

国による義務づけ、枠づけの見直しを進める第１

次一括法、第２次一括法については、本定例会に

おいても必要な関連条例についての改正等の提案

を行わせていただいておりますが、今後も地域主
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権の確立に向け迅速かつ適切に対応してまいりた

いと考えています。しかし、移譲された事務を円

滑に推進をしていくためには、地方自治体の努力

はもちろんでありますが、財源の確保、人材の育

成等の仕組み、あるいは時間的余裕など国に検討

を願うべき課題も少なくないと考えているところ

です。また、権限移譲と並んで大きな課題と考え

ていますのが地域主権に対応した地方財政の充実、

強化でありまして、地域主権改革ではひもつき補

助金等の一括交付金化が進められており、平成２

３年度からは都道府県で、平成２４年度からは政

令指定都市で先行して実施をされておりますけれ

ども、地方自治体の自由裁量の拡大への寄与とい

う趣旨が尊重された制度であること、補助金等の

総額が削減されずに確保されることなどへの課題

があり、真の地域主権改革に向けてはこれから地

方自治体の枠を超えた課題も多いことから、全国

市長会などを通じて引き続き国に要請をしてまい

ります。

次に、地域内分権としての地域自治区について

申し上げます。地域自治区制度の目的は、地域社

会の住民自治力を高め、行政とのパートナーシッ

プのもとで最も効果的、効率的に地域課題の解消

を図り、自信と誇りの持てる地域をつくることと

考えています。現在地域自治を支える組織として

は、町内会や地域連絡会初めボランティア組織、

ＮＰＯなどがあり、それぞれが主体的な取り組み

を通じて地域自治の維持、発展に貢献をいただい

ております。特に地域連絡協議会では、スノーラ

ンタンの集いや防災マップの作成、世代間交流な

ど今後に見込まれる地域課題への対応も含め、新

たな活動に取り組んでいただいているところであ

りまして、これら地域コミュニティー活動の助長

を図りながら、住民自治意識の醸成を促すととも

に、平成２４年度には町内会アンケート調査等を

実施をして、地域の現状や課題の把握を行いまし

て、地域自治区の創設を展望しながら、住民と行

政が協働して地域を支えていく仕組みづくりに努

めてまいります。

次に、行財政改革について、まず新たな行財政

改革推進計画策定に対する考え方としましては、

これまでの計画を見直しをして、基本計画と実施

計画の２つに分けて整理を行い、名称につきまし

ては新名寄市行政改革推進計画後期基本計画及び

新名寄市行財政改革推進計画後期実施計画とする

ものであります。基本計画については、行財政改

革の基本的な考え方と簡素で効率的な行政運営、

健全な財政運営、市民と協働の行政運営の３つの

基本方針及び主な推進項目の具体的方策等につい

て取りまとめをしております。また、実施計画に

ついては、これまでの７２項目の推進項目の見直

しを行い６８項目とし、ＰＤＣＡサイクルによる

ローリングを毎年行う中で随時削除、追加ができ

るようにするものです。また、これまでの計画で

は、行財政改革に伴う数値目標の設定、また年度

別効果額も掲載をしておりましたが、今後におい

ては実施計画に基づく実績報告の中で明らかにし

てまいります。計画期間の考え方については、行

財政改革は総合計画及び中期財政計画と一体的に

進める必要があることから、平成１９年２月に策

定をした新名寄市行財政改革推進計画、これが平

成１８年度から平成２３年度までの６年間、これ

を前期計画と位置づけをし、これから策定する後

期基本計画及び後期実施計画につきましては総合

計画後期計画に期間を合わせて２４年度から２８

年度までの５年間とするものでございます。

行財政改革の理念として、平成２２年４月に施

行された自治基本条例の基本理念及び基本原則に

基づく市民と行政による協働のまちづくりを進め

るために、市民と行政が情報共有を図り、連携、

協力をして自主性と自立性の高い施策を決定をし、

持続的に発展していける強固な行財政基盤を持っ

た自治体へ変革をすることを目指しています。簡

素で効率的な行政運営の中で、最少の経費で最大

の効果を上げる、これを基本原則に、組織及び運

営の合理化や施設の統廃合を行い、補完性の原理
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に基づく市民と行政の役割を明確にし、公共性に

配慮しながら民間活力を導入し、市民サービスの

向上や経費の節減等を図ることや今後の行政運営

に当たって市民の視点で職員一人一人がサービス

精神やコスト意識を持ち、組織としての目標に向

かって取り組む必要があります。限られた財源を

有効に活用するために、職員提案制度等の仕組み

を活性化をするとともに、多様化する市民ニーズ

に対し行政の果たすべき役割は何かを検証し、事

務事業の範囲を見直すなど時代に即応した効果的、

効率的な行政運営を進め、質の高い市民サービス

ができるよう体制強化を図ります。

北体育館の今後の取り扱いについてであります

けれども、老朽化が著しい状況から、基本は廃止、

解体施設としておりますが、利用団体等の代替施

設が確保されるまでの間は存続させることとして

おります。今後につきましては、当面代替施設の

確保が難しい弓道場として存続をさせ、管理運営

につきましても弓道場として活用する趣旨から弓

道会による自主管理について協議を進めることと

しています。現状では、弓道会が使用しない場合

に他の団体の利用も可能となっていますが、床な

どの傷が著しい状況から、弓道以外の利用につい

ては制限せざるを得なく、できるだけ速やかに利

用団体等との協議を済ませ、利用における統一性

を図ってまいりたいと考えています。

なお、これまでに利用団体等との協議はおおむ

ね進み、一定の理解をいただいておりますが、い

まだ代替施設の確保に問題がある団体等について

はその条件整備も含めて早急な対応を図ってまい

りたいと考えています。

人材育成、職員研究について。職員の組織のス

リム化が進み、職員の人材育成は急務となってい

ます。職員の人材育成については、平成２２年４

月に新名寄市人材育成基本計画を制定をし、職員

の意欲を引き出し、高めて資質、能力の向上を図

ることを目的として、求められる職員像や向上す

べき資質、能力、人材育成の基本方針を定めてい

ます。求められる職員像としては、職員は市民主

体の奉仕者であることを自覚をし、市民福祉の向

上と広域の利益のためにみずからの資質を高め、

能力を最大限に発揮し、時代の変化に柔軟に対応

していくこと、また市民に信頼され、自立的に行

動する職員、職員としての使命感を持ち職務を遂

行する職員、環境変化に適応し、柔軟かつ的確に

対応する職員、経営感覚を持ち専門的知識を備え

た職員の４つを柱に人材育成に取り組んでおりま

す。人材育成を進める上で職員研修の充実が必要

不可欠の要素となりますが、これまでも職員一人

一人が公務員としての使命感とモラルを持ち、平

素から自己研さん、意識改革に努め、幅広い視野

と慣行にとらわれない発想で仕事に取り組む意欲

の育成に努めるため、職員が自発的に取り組む自

己啓発、仕事を通じて行う職場内研修及び専門的

知識等を習得する職場外研修を実施をしています。

さらには、派遣研修として東京都杉並区への職員

派遣や北海道からの職員派遣の受け入れなど、他

の自治体における行政運営の習得の機会をつくる

など広いステージを持った職員研修を取り進めて

いきたいと考えております。

大項目４点目、保健、福祉、医療行政について、

小項目１の少子化と子育て支援についてでござい

ます。次世代育成支援後期行動計画、平成１５年

７月に制定をされました次世代育成支援対策推進

法により策定を義務づけられた市町村行動計画と

して平成１７年３月に前期計画が策定をされ、５

年間の実績の検証をもとに平成２２年度から平成

２６年度までの５年間を期間とする後期計画を平

成２２年３月に策定をいたしました。本計画は、

子供の健やかな成長を社会全体で願い、子育てを

子供のいる家庭だけではなくて地域で見守り、支

え合う体制の実現のための行政や事業所、市民が

それぞれ担う役割を目標として示しました。平成

２３年４月には、進捗状況調査を実施をし、検証

を行ったものです。基本施策に基づき、細項目は

１６３項目あり、平成２２年度は１３２項目を実
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施をし、８０％の達成となり、一部実施は７項

目、３％、未実施は２４項目、１７％の状況

にあります。

基本目標ごとに見ますと、基本目標１、みんな

で子供を育てる名寄では、目標値を設定した項目

については父親が参加しやすい体制づくりや案内

方法などにより、お父さん、お母さん教室への受

講率を初め各項目で少しずつではありますが、向

上傾向にあり、今後も子育て家庭、特に母親が孤

立しないよう育児不安を軽減するための取り組み

を進めていく必要があると考えております。

基本目標２の子育てと就労が両立できる名寄で

は、多様化する保育ニーズにこたえられるようゼ

ロ歳児からの保育、午後７時までの延長保育、一

時預かり保育、病後児保育、子育て支援センター

などの事業を実施をしてまいりました。未就学児

の保育については、待機児童が生じることなく保

育が実施をされており、就学時の学童保育では児

童の１５％が学童保育を利用しております。近年

非正規雇用の割合がふえている中、女性が働き続

けられる制度を企業に働きかけ、短時間保育等ニ

ーズに対応できる体制を引き続き検討し、両面か

ら取り組みを進めていく必要があると考えており

ます。

基本目標３の子育てが支えられる名寄では、保

健センターでの妊産婦健康相談、こんにちは赤ち

ゃん訪問、またお父さん、お母さん教室などを開

催をして子育て支援センターでの子育て相談など

により、育児不安を解消するため体制を整えてま

いりました。子育てに当たり、経済的な負担は大

きな悩み、不安に挙げられますが、乳幼児医療制

度、幼稚園就園奨励費助成制度、保育所における

保育料の第３子目以降の無料化などによりまして、

一人でも多くの子供を産み育てるための経済的支

援が少しずつですが、前進してきていると考えて

います。

基本目標４の生きる力がはぐくまれる名寄では、

多様な体験活動の促進において体験回数や参加人

数が横ばい状態になっています。近年児童虐待の

相談が増加傾向にあるため、名寄市要保護児童対

策地域協議会を設置をし、関係機関と連携を図り、

対応をしてまいりました。

基本目標５の子供が伸び伸びと育つ名寄では、

市内の小学校において安全安心会議が設置をされ、

地域町内会や保護者の協力のもと、児童が事故や

犯罪に巻き込まれないよう見守りなどの活動を続

けています。また、市内７８８カ所において子ど

も１１０番の家が設置をされ、犯罪に遭遇しそう

になったとき避難できる体制づくりに取り組んで

います。市内大型店や公共施設では、徐々にでは

ありますが、子育てに優しい設備が配慮されてき

ているようになっています。

平成２４年度の新たな子育て支援事業として、

平成１９年１２月より休所をしています風連日進

保育所を活用し、定期的に活用すべく子育て世代

の親子に日進保育所までバスで移動をし、日進地

区のお年寄りの皆さんと交流をしていただく世代

間交流を実施をしてまいります。お年寄りの方々

の見守る中、自然豊富な広い庭で走り回り、運動

会や収穫祭、おもちつきなどの行事も実施をして

いき、みんなで子育てを行っていきたいと考えて

います。また、大学公園、健康の森、浅江島公園、

ふれあい広場では、年４回の青空保育を実施をし、

親子で楽しいひとときを過ごしていただき、保育

所の栄養士も同行して食育の相談、アレルギー食

の相談や年齢に応じたお勧めメニューの紹介等の

企画を予定をしています。また、子育て支援セン

ターでは、孤立しがちな家庭への訪問などこれま

での支援とあわせて関係機関と連携を図りながら、

こちらが出向く支援を実施をしてまいりたいと考

えています。名寄ひまわり子育てプラン「ここで

育って、ここで育ててよかったといえるまちをめ

ざして」を実践をし、子育て世代の親子が子育て

を楽しめるよう努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

子供の権利条例の策定については、道内の条例

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号
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等を策定している自治体は札幌市、滝川市、奈井

江町、芽室町の２市２町であります。現在は、核

家族化の進行や生活様式の多様化に伴い、家族団

らんの減少、きずなの希薄化を招いていると考え

ています。子供の人格形成には、保護者及び家庭

の果たす役割は大きいと考えており、基本的習慣、

善悪の判断、社会ルールなど身をもって示すこと

が大切であり、家庭の養育力、教育力の向上が重

要な課題であると考えております。本市におきま

しては、次世代育成支援後期行動計画を策定し、

家庭、地域、行政が連携し、社会全体で育て合う

取り組みを進めておりまして、その着実な具現化

の推進が重要と考えております。

平成２２年１２月に公布をされました障がい者

制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害

保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等

の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律第３条、障害者自立支援法の一部改正及

び第５条の児童福祉法の一部改正により平成２４

年４月１日から改正になり、名寄市総合療育セン

ターに係る法令が障害者自立支援法から児童福祉

法に移行され、現在の児童デイサービスが児童発

達支援に改正をされます。このことにより従来の

支援に加え、新たに保育所等を訪問し、専門的な

支援を行う保育所等訪問支援が創設をされますが、

実施については検討を行い進めてまいりたいと考

えております。また、障害児支援はこれまで障害

種別ごとに行われてきましたが、改正後は身近な

ところで通所や入所サービスを利用できるよう障

害種別の区分をなくし、一元化されることから、

総合療育センターにおける療育のさらなる充実を

図り、障害を持つ児童とその家庭が身近な地域に

おいて適切な相談、支援が受けられるよう体制づ

くりに努めてまいります。

次に、安心の福祉施策についてお答えをいたし

ます。平成２３年度において社会福祉法第１０７

条の規定に基づき、名寄市地域福祉計画を策定を

いたしました。新名寄市総合計画後期計画と整合

性を図り、現在進行中の各福祉分野における実施

計画等に住民アンケートや福祉懇談会での意見、

要望を加え、本計画と両輪となる名寄市社会福祉

協議会で策定をします名寄市地域福祉実践計画と

連携をした内容となっています。本計画は、新名

寄市総合計画とともに地域福祉を推進する計画と

して位置づけ、だれもが健康で幸せに暮らせる地

域社会の実現を目指しています。計画策定に当た

っての重点課題としては、１つ目に地域活動への

市民参加に向けた環境づくり、２つにだれもが安

心して暮らせる地域づくり、３つに行政福祉サー

ビス事業者と地域住民との距離を縮める、この３

つをとらえ、５つの主要施策を盛り込んでいます。

しかし、医療費や福祉給付費の急激な増加に加え、

少子化が進行している状況では、目標を達成する

までには多くの課題があると考えています。将来

のイメージという点では、市民意識の高い住みな

れた地域で安心した生活を送ることができる社会

づくりを目指しておりまして、行政で行うサービ

スに住民みずからが支え合う地域活動に積極的に

参加をし、生きがいを持った健康な日々を送るこ

とができる地域を描いております。年金、医療給

付が一体的となったサービスの提供が求められる

ところでありますが、御承知のように国では社会

保障制度の見直しと税制改革を進めている最中で

あり、将来に不透明な部分も多く見られる状況に

あることから、今後は国の動向を注視をしながら

計画された事業の具現化に取り組んでまいりたい

と考えております。事業の展開に当たっては、名

寄市地域福祉計画の主要施策に基づいた事業を各

分野における実施計画により進めております。

次に、障害福祉実施計画と児童教育のかかわり

について説明をいたします。第３期目となります

名寄市障害福祉実施計画は、障害者自立支援法第

８８条に基づき厚生労働省が定める基本指針に即

して策定をされるため、就学時にかかわる記載は

ありません。しかし、名寄市教育委員会ではさま

ざまな障害を抱える児童生徒一人一人のニーズに
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応じた支援の充実を図るため、名寄市立大学の教

授と専門知識を有する市内小中学校の教員で構成

をする特別支援専門家チームによる巡回教育相談

を実施をしています。また、各学校には児童生徒

の安全確保や学習活動上のサポートを行うため、

特別支援教育学習支援員を配置をし、快適な学校

生活が送れるよう見守っております。今定例会に

おいて児童福祉法の改正に伴い、関連する市条例

の改正をさせていただきました。名寄市乳幼児等

医療費の助成に関する条例、名寄市重度心身障害

者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条

例、名寄市総合療育センター条例の３件につきま

しては、いずれも児童福祉法に定める施設体系の

一元化に伴うものであり、当市においては現在該

当する施設がないため、サービス提供において市

民への影響はないものと考えております。

次に、安心の地域医療の確立についてお答えを

いたします。初めに、名寄市立総合病院改革プラ

ンについては、平成２１年度から平成２３年度ま

での３年間を期間として平成２０年度に策定をし、

昨年１１月に一部見直しを行ったところです。お

尋ねの改革プランに基づく主な項目の取り組みに

ついては、運営基盤の強化では医師確保で期間中

消化器内科の休診等があったものの４月から再開

できること、また看護師確保では十分とは言えま

せんが、奨学金貸与枠の拡大、年齢制限の撤廃な

どにより一定の看護師確保を図ることができ、医

療スタッフの確保につながりました。また、施設

整備の面では、救急外来の充実とＩＣＵ病棟の整

備、ＮＩＣＵの整備、精神科病棟改築の基本設計

などに取り組むことができました。経営の改善で

は、病診連携の推進による地域医療機関との連携、

亜急性期病棟の設置など病棟の効率的な運用、コ

ンサル導入で診療報酬項目見直しによる収益の向

上と薬品、診療材料等の節減を実施をすることが

できました。サービスの向上では、接遇や専門分

野の研修を初めとする職員の資質向上、総合案内、

病院ボランティアの配置などによる患者サービス

の向上などに努めました。

次に、期間中に取り組むことができなかった、

また目標が達成できなかったものについては、看

護師、医療技術職員に対する医療職給与表の導入、

また地方公営企業法の全部適用、最終年度である

平成２３年度決算における経常収支比率の黒字化、

この３点などが挙げられます。これらについては、

今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、病診連携を含めた市立病院の役割、機能

強化などについて申し上げます。市立病院の役割

については、地方地域センター病院としての指定

を受け、市民はもとより道北第３次医療圏の住民

の命と暮らしを守るために１次から３次救急まで

急性期医療を中心に多くの役割を担っています。

特に消化器内科の診療が再開をされることにより、

内科では全体で１２名の医師がそろい、近年にな

い充実が図られます。また、東病院を含めた病院、

診療所との連携では、まず紹介、逆紹介などの病

診連携、これが平成２２年実績で１万９６０件あ

り、５年前の７倍、１０年前の５倍となって

います。医師派遣など医療支援を中心に実施をし

ており、これらを推進するため毎年病診連携協議

会、研修会等を実施してきているところでありま

す。今後とも市民並びに圏域住民の皆さんの健康

を守るために、医師、看護師等の人材確保、病院

施設整備等を進めるとともに、救急外来の適切な

受診などについては市民の皆様にも御理解をお願

いしていく次第であります。

大項目５番につきまして、まずＴＰＰ参加の反

対と今後の取り組みについてであります。国が昨

年１１月に参加を表明したＴＰＰにつきましては、

年明けから関係国との内容協議が進みつつありま

すが、いまだ不透明な部分も多くあります。農業

を基幹産業としております名寄市農業への影響額

は、米が現状の１割程度、豆類が大豆が壊滅し、

４割程度、麦類は秋小麦が壊滅し、３割程度、バ

レイショは生食以外は壊滅をし、５割程度、てん
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菜は壊滅、牛乳は飲用以外は壊滅し、２割程度と

なるなど現在８０億円の農業生産額が３４億円に

なると試算がされています。関連産業も含めると、

地域経済に及ぼす影響は大きいと考えます。市議

会においても平成２２年第４回定例会で反対決議、

さらには２３年第４回定例会で意見書が全会一致

で採択をされております。名寄市としてもこれま

での反対の方針に変更はなく、ＴＰＰ問題につい

ての市民周知についてもホームページや広報等を

通じて行ってまいりたいと考えております。

また、来たる４月１２日には旭川市におきまし

て「道北地域ＴＰＰ問題を考える講演会」と題し

まして５００人規模の集会も予定されています。

参加対象者は、地域住民、市町村関係者、商工関

係者、農業関係者等となっています。今後につい

ても農業団体、関連団体ばかりでなく、経済団体

も含め全市一丸となって反対行動を行ってまいり

ます。

農業施策について。国は、平成２２年度に戸別

所得補償モデル事業を行い、平成２３年度からは

畑作物を含め農業者戸別所得補償制度を完全実施

をいたしました。農業者戸別所得補償制度は、御

案内のとおり食料自給率の向上とあわせ農業と地

域を再生させ、農山漁村に暮らす人々が明るい展

望を持ち生き続ける環境をつくるための施策とし

て実施をされております。モデル事業を実施した

平成２２年の１経営体当たりの農業所得は、全国

ベースで１２２万円となり、前年比１４％増加

をしたことが農林水産省の統計調査で明らかにな

りました。農業所得がふえたのは平成１５年以来

ということであり、戸別所得補償モデル事業によ

るものが大きいと言われておりまして、名寄市に

おいても交付額が増加していることから、農業者

にとりましては少なからず恩恵があるものと判断

しているところであります。ただ、戸別所得補償

モデル事業導入時に農業農村整備事業費は大きく

減額をされております。食料基地である北海道に

おいて基盤整備事業は、計画的に継続して行って

生産性を維持していくことが従前から必要な対策

となっています。基盤整備事業費の減少がどのよ

うな影響を及ぼすかは、しばらく時間を要すると

考えます。農業は、国の政策に大きく左右される

ところです。名寄市におきましても平成２４年度

の国の農業政策を十分活用し、新名寄市農業・農

村振興計画実施計画に沿って地域農業の振興を図

ってまいります。

次に、中心市街地活性化と商工業団体等の取り

組み推進についてお答えをいたします。都市再生

整備計画の進捗状況については、事業期間が平成

２２年度から平成２６年度であり、一部事業は民

間が事業主体となる事業については一部が実施困

難な状況にありますが、ほぼ計画に沿って進んで

おり、現在は（仮称）市民ホール整備事業、商店

街ファサード整備事業、コミュニティーバス試験

運行事業について具体的な実施段階にあります。

バスターミナル整備事業の中で進める（仮称）複

合交通センターの整備や商店街ファサード整備事

業など経済団体を初めとする関係団体の協力のも

とで平成２４年度中の完成を目指しております。

（仮称）市民ホール整備事業については、本年度

より用地取得に着手しており、平成２６年度の完

成を目指して市民懇話会を初め関係する文化団体

や市民から意見聴取をし、基本設計の策定作業を

現在進めている段階でございます。（仮称）複合

交通センターの利用促進や中心市街地への誘導策

については、現在施設に入居を予定している商工

会議所やＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会な

どと協議を進めており、今後においても各商店街

振興組合や市民会館を利用する文化団体、道北バ

スやＪＲ北海道などの交通機関、商業施設を計画

をしている株式会社西條との協議、意見交換の場

を設けていきます。このことにより人の流れがで

き、市街地の活性化やにぎわいづくりにつながる

ものと考えています。行政の役割は、中小企業者

の皆さんの自主的な努力に期待しつつ、日々変化

する地域経済社会に対応し、企業経営のために必
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要な助成制度を活用するために、中心市街地近代

化事業や店舗支援事業、各種特別融資事業などの

ソフト事業を推進をしてまいります。商工業関係

団体や各商店街振興組合など団体の皆さんには行

政との連携、協力のもと個々の個店を束ねる指導

的立場としての役割を担っていただきます。

中小企業振興条例については、平成２２年度に

おいて一定の見直しを行い、使い勝手のよい制度

としましたが、過日振興審議会を開催をし、本事

業で進める交付金事業に対応する部分の補助率の

見直しを行いました。今後においても中小企業振

興審議会、商工会議所や関係機関などと相談をし

ながら、中小企業者の皆さんにとって使い勝手の

よい制度に随時見直しをしてまいります。

普通建設事業のあり方についてお答えいたしま

す。これまで普通建設事業の実施に当たりまして

は、国及び北海道などにおけるさまざまな補助制

度を可能な限り活用した財源を担保に事業を実施

をし、一般財源の圧縮に努めてまいりました。し

かし、こうした補助制度も必ずしも市民ニーズに

合ったものばかりではありません。こうした市民

ニーズと財源のミスマッチに対しては、事業の必

要性も考慮しながら、一般財源を用いて対応せざ

るを得ない状況にあり、結果として市民ニーズに

十分こたえることができない状況も発生をしてお

ります。今後国の補助制度が一括交付金制度へ移

行する状況にもありますけれども、いずれにせよ

補助制度に依存せざるを得ない財政状況は変わら

ず、施設等につきましても維持補修や改修などに

より延命を図り、また新たな利便性を高める方法

を模索をするなど、できる限りの対応の中で市民

ニーズにこたえてまいりたいと考えております。

続きまして、お尋ねありました水道、上下水道

事業の中期経営計画につきましては、国が示して

いる水道ビジョン、下水道ビジョンを踏まえ、名

寄市総合計画後期計画をベースに将来にわたって

信頼される上下水道の実現、健全経営の推進、計

画的な施設等の改善などを柱に、平成２４年度か

ら平成２８年度までの５カ年間、第２次となる上

下水道の中期経営計画を策定をしました。時間的

には、後期総合計画策定と並行しての計画策定を

しているため、総合計画後期計画で予定している

各年次ごとの個別実施事業を盛り込んだ計画とな

っています。後期計画を策定するに当たり、平成

２３年２月１日から住民アンケート調査を実施を

したところ、自然環境の豊かさに次いで水道の整

備状況、下水、排水の処理状況が比較的高い評価

となったところですが、重要なライフラインであ

りますので、総合計画後期計画と財政との整合性

を図りながら事業を推進をしてまいります。

次に、労働者の現状と労働行政のあり方につい

てでございます。道内の雇用情勢については、有

効求人倍率は緩やかに回復が続いていると分析を

されておりますが、医療、福祉関連などの一部職

種では高い水準になっているものの、一般事務員

などの求職者が多い職種では水準は低迷をしてお

り、希望職種のミスマッチが就職件数伸び悩みの

要因と考えられております。また、景気の先行き

不透明感などによる企業側のコスト削減圧力が依

然として強いため、臨時、季節雇用への依存度が

高まり、常用雇用の求人を抑制していることが推

測をされています。名寄市税務課課税状況調べに

よりますと、平成２２年度の給与収入者の所得階

層別調べでは２００万円以下が８２１人で２

１％、２００万円から３００万円が８９９人で

１５％となり、３００万円以下で全体の４６

％、５００万円以下で全体の７９％を占めてい

る状況です。平成２２年度に実施をした労働実態

調査では、常用雇用労働者は男子で７９％、女

子で４２％という状況で、臨時、季節雇用、パ

ート労働者の賃金水準についても厳しい状況と分

析をしております。市としては、こうした状況を

踏まえて、ハローワークや商工会議所など関係機

関と連携をして地元企業に対して通年雇用に向け

た働きかけを行うとともに、通年雇用促進協議会

や上川北部地域人材開発センターの各種事業を通
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して通年雇用への取り組みと各種技術講習会やセ

ミナーなどの雇用機会の提供を行ってまいります。

また、中小企業振興条例の中で通年雇用支援資金

や福祉資金の融資、勤労者共済会への支援を通し

て労働環境の改善を図ってまいります。地場企業

を大切にすることも重要な雇用対策であり、新築、

増改築に対する助成、設備資金や経営資金の低利

融資、利子補給や保証料補助の助成制度などによ

り地元企業を支援をしてまいります。

次に、今後の災害対応の課題、災害弱者の対応

についてお答えをします。近年当市においても異

常気象による浸水害の兆候が見られる中、東日本

大震災から得た第一の教訓は、いち早く避難を行

うということです。そのためには、速やかな市民

等への情報連絡体制と災害から身を守る意識の啓

蒙が課題となっています。連絡体制については、

街宣広報、ＦＭラジオ等の既存の連絡方法のほか、

１月からはエリアメールでの伝達を加え、複数の

情報で伝達を行うこととしております。意識の啓

蒙につきましては、毎年の防災訓練などを通じ、

また積極的に地域に出向きながら、防災、施策の

説明を行い、対応を図ってまいります。

また、災害弱者の対応ですが、次年度から障害

を有する方や御高齢の単身世帯者など災害時に１

人で避難することが困難な方に対する災害時要援

護者の避難支援に係る個別計画の策定を行い、地

域共助のもとこれらの方の支援を行うこととして

おります。

また、減災に向けた施設整備の考え方でありま

すが、まず減災に向けた対応として施設の耐震化

があります。昭和５６年５月以前に建築をされた

施設は、耐震診断の実施が必要であり、平成１４

年に名寄庁舎、平成２２年に風連庁舎及びスポー

ツセンターについてそれぞれ耐震診断を実施した

結果、いずれも耐震改修工事が必要であると判明

をいたしました。この結果を受けまして、当該施

設の耐震改修工事の実施について総合計画後期計

画への登載も含めて検討いたしましたが、建てか

えや統合等、当該施設の将来像について次期総合

計画において改めて検討することとして耐震化を

見送っております。また、学校施設におきまして

は、統合、新築などの計画に合わせて計画的な対

応が図られることとなっています。いずれにいた

しましても、こうした施設改修には多額の経費を

必要とし、老朽度などを加味しながら優先度を決

め、時間をかけて対応せざるを得ない状況もあり、

他の施策との総合的な判断のもと対応を図ってい

きたいと考えております。

また、当市を震災の支援の拠点としてアピール

してはという御提案でありますが、当市は内陸に

位置し、震度４以上の地震の経験はなく、有感地

震の頻度も極めて少ない状況にあり、大災害の要

因が少ないまちであると考えます。また、道北地

方での交通の要地で、冷涼な気候、豊富な農作物

や水資源があり、災害時には東日本大震災で被災

地に対し多大な支援を寄与した陸上自衛隊名寄駐

屯地もあることから、地理的、物的、人的にも災

害支援の核となる要因を備えているところである

と思います。当市では、御案内のとおり杉並区、

小千谷市、東吾妻町とスクラムを組み、基礎自治

体同士の水平支援により被災地の南相馬を支援し

ているところでありまして、２４年度には総合的

な支援ができる条例の整備を行う予定で、さらに

迅速で適切な災害時支援体制を構築をしてまいり

ます。現在道では、首都圏直下型地震、東海、東

南海等の連動型地震が近い将来高い確率で起きる

ことを想定し、この危機克服に向け道がどのよう

に貢献できるかといった北海道バックアップ拠点

構想を策定中であり、当市においてもこの構想を

注視し、当市の利点を生かし、その役割を果たす

べく研究をしてまいります。

名寄市立大学今後の課題と展望についてお答え

をいたします。まず、入り口であります志願状況

については、名寄市立大学を第１志望とする推薦

入試の募集人員に対する志願者の倍率は、平成２

２年から２４年度の３カ年平均で栄養学科は４
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倍、看護学科７倍、社会福祉学科では３倍と

なっております。また、一般入試前期試験の同じ

く３カ年の平均志願倍率は栄養学科４倍、看護

学科２倍、社会福祉学科５倍と一定の水準を

確保していますが、平成２４年度の受験者数では

過去２年の高倍率を反映してか社会福祉学科で減

少をしています。学生の確保対策として、今後も

保健、医療、福祉の分野で地域社会を支える幅広

い職業人を養成する大学である本学の特性と学生

の受け入れ方針をしっかりと高校生はもとより高

校教員にも伝え、目的意識が明確な志願者を募る

ことが必要であるものと考えております。

次に、２月末の就職を希望する学生の内定率は

栄養学科で６４％、看護学科で９１％、社会

福祉学科で７２％となっております。このうち

正規雇用の割合は、栄養学科で９０％、看護学

科で１００％、社会福祉学科で８２％となって

おります。現在も引き続き学生自身が望む業種、

勤務地等のマッチングを重視をし、就職活動を行

っておりますので、可能な限り支援を継続してい

くことが必要と考えております。今後の出口の見

通しにつきましては、保健、医療、福祉の専門職

や地域社会を支える幅広い職業人を養成する大学

として、入学後の早い時期から社会人としての就

業力を身につけるためのサポートを教育課程の内

外で行い、少人数教育の実践を基礎に大学全体で

厳しい就職環境に臨んでいくことが重要と考えて

おり、出口をしっかりと確保していくことが入り

口の確保にもつながっていくと考えております。

また、平成１８年に開学した名寄市立大学、開

学から６年が経過をしようとしております。今月

には第３期生が卒業し、ようやく大学としての基

礎づくりができたものと考えておりますが、現在

の大学をめぐる状況は退職教員の後任確保の課題、

音楽の教育、研究に対応した施設整備の課題、児

童学科の４大化とこれに伴う保健福祉学科の再編

など検討しなければならない残された課題は多く

あります。教員確保につきましては、看護学など

の専門領域の教員は近年の看護経済学の新設や学

部の増設などを受けて慢性的な教員不足の状況と

なっておりました。公募に対して応募が少なく、

また適任者がなかなか得られないといった厳しい

状況が続いています。今後は、教員組織の編成方

針を明確にし、方針に沿って教員組織を恒常的に

整備をすることが必要であると考えています。

また、施設整備として特に大学図書館につきま

しては、開学以来書籍や学術雑誌等を整備をして

きておりますが、本館と分館に施設が分かれてお

り、管理の面でも効率が悪く、あわせて学生が各

領域を幅広く学ぶ上で不便な環境にあり、施設自

体も手狭になっております。厳しい財政状況の中

ではありますが、新名寄市総合計画後期計画の中

で施設整備を行ってまいりたいと考えております。

さらに、児童学科の４大化につきましては、教

育理念、教育の質の確保、カリキュラムの構築、

教職課程の教員審査や、いわゆる入り口と出口の

問題などの条件や環境整備が必要と考えておりま

して、今後とも４大化実現の可能性について大学

と十分に協議を重ねてまいりたいと考えておりま

す。今後とも学生にとって魅力ある大学づくりと

市民に期待される大学づくりに向けて地域的な支

援に立って一歩一歩課題解決に努めてまいります。

また、看護学科の卒業生の名寄への定着化につ

いてでありますけれども、看護学科の第１期生か

ら今春卒業予定の第３期生まで看護師として就職

した学生数は累計１１７名、このうち名寄市立総

合病院に就職した学生１３名と就職先の医療機関

としては最大の人数となっています。名寄市立総

合病院では、看護学科や栄養学科の実習受け入れ

や医師、臨床検査技師、地域支援室ソーシャルワ

ーカーが大学の非常勤講師として現業、臨床の立

場から学生に対し教育支援を実施をしてきており

まして、学生は名寄市立総合病院に関する理解を

深める多様な機会に恵まれております。今後とも

連携、協力をより一層進め、あわせて在学生に対

する就職支援を通じて、名寄市立総合病院の就職
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先としての優位性などについて積極的に情報提供

するとともに、受験生や入試合格者に対して名寄

市立総合病院の看護師等学資金貸与制度について

周知をし、名寄市への定着を図ってまいります。

以上、この場からの私の答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、私のほうか〇教育長（小野浩一君）

ら大項目６の教育行政について、学校教育にかか

わる執行方針について、まず現場における主要課

題について申し上げます。

新学習指導要領の理念である生きる力の育成に

向けて、学校教育の重点施策の展開として５つの

重点的な取り組みとしてお示ししたところでござ

いますけれども、各学校における主要な課題につ

いて各重点ごとに御説明を申し上げたいと思いま

す。１点目は、確かな学力を育てる教育の推進に

ついてでございます。名寄市では、学力向上など

の緊要な課題、天文台の活用など継続的に改善を

図っていかなければならない問題が指摘されてお

ります。したがいまして、各学校では学力の向上

に向けて指導方法等の改善を行っているところで

ございますが、これらの活動がより効果的、効率

的に推進していくことが課題となっております。

このことを受けまして、先生方の英知を結集させ

ながら、教育改善プロジェクトを組織して、学力

向上に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、２点目の豊かな心と健やかな体を育てる

教育の推進についてでございます。各学校では、

いじめや不登校などの課題解決に向けていじめに

関する実態調査などを通して未然防止等に努めて

いるところでございます。携帯電話などによる問

題行動などの課題も見られますことから、生徒指

導の充実が課題となっております。このことを受

けまして、児童生徒相互の人間関係や児童生徒と

教師との好ましい人間関係を醸成したり、家庭の

教育力や関係機関と連携した対応に努めてまいり

たいと考えております。

３点目、特別支援教育の推進についてでござい

ます。各学校におきましては、一人一人の教育的

ニーズにこたえる支援のあり方として、育ちと学

びの応援ファイルである名寄版「すくらむ」の普

及、活用が課題となっております。このことを受

けまして、今後も名寄市立大学や名寄市特別支援

連携協議会などと連携しながら、保護者の理解を

図り、育ちと学びの応援ファイルである「すくら

む」の普及、活用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

また、４点目の安全、安心な教育環境の推進に

つきましては、各学校において登下校における交

通安全や不審者への対応が課題となっております。

このことを受け、学校と地域や関係機関との連携

を深めながら進めてまいりたいと考えております。

５点目の信頼される学校づくりの推進について

でございますが、各学校におきましては教師と児

童生徒との信頼関係の構築が極めて重要であり、

教師の実践的指導力の向上や使命感、倫理観を育

てることが課題となっております。このことを受

け、各種研修会への積極的な参加を促してまいり

ますとともに、日常の児童生徒との触れ合いを大

切にしながら、児童理解を通して教師としての資

質向上を図ってまいりたいと思います。

以上、５つの項目からそれぞれに主要な課題を

１つずつ取り上げましたが、御承知のように先生

方の日常の公務は大変忙しい状況にあり、先生方

に負担感をかけることなく子供たちの学力の向上

や生徒指導の充実のための取り組みに成果を上げ

ることができるよう教育委員会としても配慮し、

支援してまいりたいと考えております。平成２４

年度におきましてもこれまで以上に学校と連携を

図りながら、学校教育の充実に努めてまいりたい

と考えております。

次に、校務支援システム問題についてでござい

ます。北海道教育委員会では、平成２４年度から

道立の学校と希望した７３校の市町村立小中学校

で校務支援システムを導入することにしており、
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教職員の事務負担を軽減するとともに、子供と向

き合う時間の確保や児童生徒の成長を見守るきめ

細かな指導の充実を図ることなどを目的としてお

ります。教育委員会といたしましては、平成２３

年１０月に校長会、教頭会から成る校務支援シス

テム導入検討委員会を設置し、当システムのデモ

版を各学校に配付するなど検討してきたところで

ございます。また、各学校から当システム導入の

必要性や要望、現在それぞれ使用している教務シ

ステムソフトの状況などについてアンケート調査

を実施いたしました。主な回答では、学校生活に

かかわるすべての個人情報が一元管理されること

への不安、情報の損失、漏えいといったセキュリ

ティーに関するものや１校当たり年間１８万円、

市内全小中学校で２７０万円の利用料金の割高感、

事務負担軽減になるかの懸念など、システム導入

には慎重あるいは否定的な意見が多く出されまし

た。また、北海道市長会では十分な試行期間や財

政措置を検討するよう要望しているところであり、

このようなことを踏まえ、教育委員会といたしま

しては平成２４年度の導入については見送ること

にいたしました。今後他市町村の導入状況やセキ

ュリティーの確保などを確認しながら検討してい

きたいと考えております。

私からの答弁は以上でございます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

たくさんお答えをい〇１３番（熊谷吉正議員）

ただきましたが、時間が限られておりますので、

教育行政についてあえて求めませんけれども、５

つの方針に基づいて、いろいろ学校現場での課題

も出されておりますけれども、私の認識としてみ

ればこの間前教育長も含めて、学校現場における

先生たちの校務業務、あるいは子供に実際向き合

う時間含めて非常に忙しいということで今御答弁

あったとおりで、それがなかなか改善をされてい

ないということがありまして、それが直接子供に

対する指導のあり方だとか信頼関係などについて

もそごが生じないかということで、この何年かず

っと危惧をしていたところでありますけれども、

基本の認識は教育長も合うようでありますから、

しっかり子供と教師の信頼関係がより高まる、そ

の具体的な策としてやっぱり時間をしっかりとれ

るように、効果を上げていただきたいなと思いま

す。

もう一つ、これはいろんな基本法改正から改悪、

私どもからすれば改悪から、学校現場における管

理教育が非常に徹底をされている印象があるなと

思いまして、特に道教委の対応などについては目

に余るようなものがございまして、名寄市の市教

委会としても先生、学校現場や子供たちが萎縮し

ないようにいろんな方策の中で学校現場での課題

をしっかり拾いながら、子供たちのためにトータ

ルとしての対応をできるように努力を求めておき

たいと思います。

そこで、今年度、新年度の執行方針と予算編成

の中で、市長からたくさんお答えをいただいたの

ですが、総計を着実にやっていくとか、あるいは

市長のこの２年間の思いについてお話もいただい

たのですが、市政、政治は何でもそうでしょうけ

れども、世の中非常に悪くなっているというか、

景気も悪い、雇用も悪い、失業も改善はしない、

年金も先不安だというようなことが大きな背景に

はあるのですけれども、その中でも名寄市政の中

で一年一年が市民にとって、加藤市政の中で名寄

に住み続けたい、住んでいたいという気持ちが伝

わるような結果をやっぱり出さなければ、なかな

か評価というのは上がっていかないのではないか

というふうに考えておりまして、特に前段私も質

問の前に申し上げたとおり、一番大切なのは憲法

理念もそうですけれども、本当に少子高齢化が進

んでいます。数字はもう明確になっておりまして、

あるいは障害者や高齢者やこの名寄の冬の生活な

どでも、やあやあ、ことしはよくなったと、来年

もよくなるぞという期待感を持たせるようなもの

というのはそう見当たらないのではないかという

ふうに思いまして、市長と一緒にやっぱり独自の
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政策、メッセージがイメージとしてできないなと

いう感じがしております。それは、財源が大きな

原因もありますけれども、政策を選択する上での

優先度の問題のあり方についてもう少しお聞かせ

をいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

政策の優先度ということ〇市長（加藤剛士君）

で、これまでさまざまな市民ニーズにおこたえす

るべく施策を打ってまいったわけでありますけれ

ども、当然国がやる役割と行政がやる、地方自治

体がやる役割というのは異なるものがあるのだろ

うというふうに思います。基本的には、国は主に

今の現状でいえば現金を含めた直接的な給付と。

行政は、サービスあるいはそのサービスの基盤を

つくっていくための中期的な投資ということにな

るのだろうというふうに思います。そうした投資

の中で、限られた財源の中でそれぞれの施策を打

っているという段階であります。なかなか毎年毎

年よくならないというお声があるということであ

りますけれども、一方では限られた財源の中で知

恵を絞って少しずつよくなってきているというよ

うな評価をいただいている部分もありまして、こ

れは評価はいろいろ人それぞれさまざまかもしれ

ませんが、少しずつでも限られた財源の中で少し

でも夢を持っていただけるように、また少しでも

よくなったと実感していただけるようにこれから

も着実に政策を実行してまいりたいというふうに

思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の財政構造からし〇１３番（熊谷吉正議員）

て、ことしの場合、新年度の場合でも地方交付税

４３％、名寄の場合、ウエートを占める。あるい

は、補助金のウエートも大きいということで、財

政構造そのものについては多少理解をしているつ

もりで言っているのですが、その中でもやっぱり

優先すべきことについて、名寄市は子育てや、あ

るいは高齢者や冬の対策の中で、ここはしっかり

単費も含めてやっているぞというところあたりが

伝わってこないし、具体的には施策的には弱いの

ではないかと。国や道の補助や政策メニューの中

でやることは、どこのまちでもやるわけでありま

して、その中でも御近所のまちでは、後からまた

少子化問題について触れますけれども、独自に政

策を打って医療費の問題について手を入れたり、

少しでも若者が名寄に住んで、名寄はここまで財

政厳しいけれども、やってくれているのだなとい

うような印象はどうしてもやっぱり打ち出さなけ

れば定着度というのは落ちていくのではないかと

思います。国、道の今の答弁聞いていてもちょっ

とぴんとこなかったのは、まさに昨年の地方主権

３法との絡みでは、税財源についてはまだ国も抵

抗しながらしっかりした方向というのは出ません

でしたけれども、いわゆる自立、自主、市町村が

主権力をしっかり発揮をして独自に政策を打ちな

さいという、かなり従前の２０００年の一括法か

ら見れば事務も含めて積極的にやっぱり政権かわ

ってから動きが出てきたと思うのです。首長とし

てそれを受けとめて、しっかりそれに対応する、

いわゆるプランというか、政策の基本的な考えを

打ち出すべきではないかというふうに考えており

まして、そういう面では国や道に逆提案できるぐ

らいの構えを持つ時代に入ったのではないかと思

いまして、少しやっぱり物足りないというふうに

思っていまして、改めて覚悟と決意をお伺いをし

たいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まさに地方分権、地域主〇市長（加藤剛士君）

権の中にありまして、独自の施策を打ち出してい

くと。独自の政策立案力を求められているのだろ

うというふうに思いますけれども、先行きがなか

なか不透明で見通せない時期だからこそ、今ある

財産をしっかりと生かして、それを磨いて活用す

ることということをこれまでも何度も申し上げて

きたところであります。そのことが雇用も含めた

マンパワーの創造につながるし、医療、保健、福

祉を含めたそうした施設のしっかりとした定着に
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つながると。この名寄らしい地域振興につながっ

ていくものと確信をしておりますし、その方向に

向けて着実に進めてまいりたいというふうに思い

ます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

３万人市民、財政健〇１３番（熊谷吉正議員）

全化を否定する人はいないと思います。着実に政

権交代後も厳しい地方財政の現状を踏まえて、あ

る面では地方に配慮したかつての時代と違う対応、

それは国も今どえらい借金の中においての地方に

対する対応ですから、やっぱり地方を大事にする

姿勢というのは、今の政権余り評判よくないです

けれども、私はそういう面では地方自治体に対し

てはかなり積極的な対応をされているのではない

かというふうに思っております。だから、佐々木

副市長も横に置いてあれですけれども、これから

名寄の状況は合併の算定がえだとか人口減だとか、

さまざまなことも含めて行革では６億０００万

円ほど削らなければならぬとか、あるいは厳しい

のだからということで、できるだけ単費を抑制を

するという考え方は理解できるけれども、実際に

生ものの市政の中でやっぱり市民からよくなった

という声一つでも二つでも聞けるような積極対応

というのは私は必要ではないのかと、特色を持た

れて。それは、やっぱり少子化の問題であり、高

齢化に対する対応の問題、あるいは冬の対策など

だというふうに考えておりまして、そこはしっか

り認識をしていただきたいなというふうに思いま

す。加藤市政この２年間私も見ていまして、非常

に腰も低いし、決して評判は悪くないですけれど

も、もっと頑張ってくれということの評価なのか

もしれませんが、ひまわりや観光だけでどうなの

よという率直な厳しい意見もございまして、まさ

に地域の資源や地域のブランド力を高めるために

発信力、情報力、そしてもっとよそから金をたく

ましく持ってこいというぐらいのエネルギーがあ

ってもいいのではないかというふうにある市民か

らも提言を受けたのですが、それについてのお答

えはございますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘いただいた点に関〇市長（加藤剛士君）

しては、十分受けとめさせていただいて、さらに

私自身も明るく元気に振る舞うように、市民の皆

さんの先頭に立って頑張っていきたいというふう

に思います。よろしくお願いします。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

この項は終わりにし〇１３番（熊谷吉正議員）

ますけれども、やっぱり戦後六十数年、もう７０

年近くになろうとする段階で、いわゆる憲法の理

念から残念だけれども、これやっぱり政治のわざ、

策というか、それから遠のいていくという。いっ

とき高度成長期時代も含めて、私どもの若いころ

はそのころ期待感を多少なりも持ったものですけ

れども、むしろ暗いイメージの現実と今起きてい

ることとの乖離は非常にやっぱり大きくなって、

これは名寄市政だけでは埋めようがないわけであ

りますけれども、そこは明るい材料を一つでも二

つでも持ちながら、地方自治体から見た憲法理念

に近づける努力を一層市政の中で求めておきたい

なというふうに思います。そして、私どもの会派

にも昨年末に要望しました内容にも御回答いただ

いていますけれども、まさに平和主義を尊重しな

がら、非核平和都市宣言を着実に市政の中に取り

入れて、自治基本条例の理念である住民自治の基

本的な構えも崩さず、形になって見えるようにこ

れからも御努力をいただきたいなと思いますから、

また違う機会にその検証をさせていただきたいな

というふうに思います。

市民目線のまちづくりについてでありますけれ

ども、自治基本条例１年、これは行政だけではな

くて私どももそうですし、市民の皆さんもまだま

だ熟成をさせるために一定の時間がかかるという

ことについては理解をします。ただ、ちょっと私

先般の総合計画の議会での対応の関係で発言する

立場になかったのですが、情報公開、説明責任を

果たすという意味では、これから総合計画後期計
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画を基盤に向こう５年間一定の財政展望を見越し

て年度ごとに施策を展開をするのですが、既にあ

のとき議会に提示をいただいていた、総括的な事

業というのはいただいておりまして、それをもと

に議論していますが、当然４２３億円という数字

を積み上げるためには５年間のしっかりした、そ

れはまだ流動的なものもたくさんあるでしょう、

来年、再来年、５年間の間では。でも、市の執行

者として一定の年度ごとの数字を積み上げて私ど

もに説明されているわけですが、せめてその５年

間流動的な要素はありながらも名寄の将来はこう

いう５年間なのだなというイメージをつくるため

に、市民に対してもしっかりその事務事業の資料

についてやっぱり添付いただけなかったというの

はちょっと残念だなというふうに考えておりまし

て、改めて違う段階で全市民にも公表できるよう、

あるいは当然議会には提示をいただくということ

を求めておきたいと思いますが、どうですか。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 ２時３３分

再開 午後 ２時３４分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

加藤市長。

御質問の意図は、年度ご〇市長（加藤剛士君）

とに細かな事業費も含めて全部お出ししたらどう

かというお話だったと思いますけれども、毎年毎

年これは議会の中でしっかりと予算の中で審議を

させていただくということで、そこまで細かく打

ち出していくということが果たして事業遂行上得

策かどうかと言われると、なかなかいろんな異論

があるのではないかなというふうに思いますので、

そこはちょっと慎重に考えたいなというふうに思

います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

今どきそういう答弁〇１３番（熊谷吉正議員）

があるとはちょっと信じられないのですけれども、

お手元にございますよね。総合計画論議のときに

５年ごとに、ことしは予算化、予算が提示されて

いますけれども、おおむねこういうような、継続

はずっと続いていますから、数字均等にのってい

くのかどうかわかりませんけれども、２８年まで

の計画はそれぞれ執行側では持っておりますよね。

あるかないかだけ。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ございます。〇市長（加藤剛士君）

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

前期計画のときもそ〇１３番（熊谷吉正議員）

うですが、手元に皆さんが持って日常市役所の中

でも仕事をされて、それを意識しながらまた来年

度のことも考えておられると思いますので、それ

は出せるか出せないかというのは執行側の、そち

らの側の常識が非常識だという認識にもう変わっ

てもらわなければならないので、当然変化、変更

は加えられるという前提で、かつて３年前か４年

前に島市長も私どもの議員の答弁でそのことにつ

いて聞かれて、年次ごとの骨格については市民に

も御理解いただくことは大切だという答弁が既に

出ているのです。ですから、もう一回内容は精査

していただいても結構ですけれども、そのぐらい

のことはしっかり皆さんにも提示をしながら、変

わるとすれば当然年度、年度の頭では変わるもの

は変わるでしょうし、そのときの説明責任があれ

ば結構だというふうに思っていますので、改めて

お聞きをしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと繰り返しになり〇市長（加藤剛士君）

ますけれども、計画がまた数字をかちっとはめる

ことが今後多分これは認識も一緒だと思いますけ

れども、これだけ国がたくさん借金をして先行き

かなり不透明な中でもそうした数字がひとり歩き

してしまう可能性もやっぱり否定できないという

ふうに思うのです。年度ごとの事業については、

当然させていただいているということであります

から、やはりその中身の事業予算については年度、

年度の議会でしっかりと精査をしていただくとい
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うのがよろしいのではないかというふうに思いま

す。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

納得できませんので、〇１３番（熊谷吉正議員）

後段その分時間残して、また後から。次のほうに

先にいきたいと思います。ちょっと時代おくれな

感覚がいたしますので、市長。

地域主権のほうに入らせていただきますけれど

も、昨年の４月２８日に地域主権３法、名前は一

部の野党の抵抗でわけのわからぬ長い名前になり

ましたけれども、まさにこの中で従前の自治事務

の考え方や、あるいは市民と向き合う対応の問題

なども含めて、これですべてが段取りできたとい

うことではない理解は私も持っていますけれども、

大きくやっぱり執行者側としても市役所全体も地

域主権に対応した組織だとか、あるいは考え方に

変化が出てきて当然ではないかというふうに考え

ておりまして、そのスタンスについて、まさに地

方政府という認識を改めて持っていただくことが

重要ではないかと思いますので、分権型の行政運

営に対する基本スタンスについて改めてお聞きを

したいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

地域主権ということでご〇市長（加藤剛士君）

ざいますので、当然行政にかかわる今まで以上の

主体的な能力が求められていくのではないかとい

うふうに思います。先ほどもお話ししましたけれ

ども、政策を立案する能力でありますとか、それ

に呼応する形でこれから職員のスキルアップ、レ

ベルアップもしっかりと図っていかなければなら

ないのだろうというふうに思います。ふだんから

の心構えはもちろんでありますけれども、職員が

率先して事業を提案していくような仕組みづくり

でありますとか、先ほどの東議員のときにもあり

ましたけれども、職員提案制度も一層の工夫が求

められている。さらには、いま一度、いま一歩ま

た市民にも踏み込んだ形で入り込んでいって、い

ろんな問題点を一緒に共有をして、主体的に政策

を実現しというような姿勢が求められているもの

というふうに考えています。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっとぴんとこな〇１３番（熊谷吉正議員）

かったのですけれども、今までも今も多分名寄市

ばかりではなくて職員の意識としては、執行者も

そうですけれども、できるだけ単費を使わないで

道や国に一定のメニュー、制度、補助メニューや、

いろんな良質な起債などを含めて徹底してそこに

集中していただいて、市民生活を守っていただい

たというふうに私も思っていますが、長年の習性

であすからということではないでしょうし、税財

源の移譲がこれから本格的に、またやっぱり官僚

の抵抗なのでしょうけれども、先般の３法の中で

も余り明確にならなかった。自治事務を中心にし

た対応になっていることについては理解もしてお

りますけれども、ぜひそういう面では政策能力、

特に市民が何を望むかというところと、いわゆる

財源問題もリンクできるような、逆提案できるよ

うな、そういう市役所づくり、あるいは首長自身

も市長はもう市役所の職員の中で一番全国を歩き、

あるいは市民の声も一番もらう最高の立場におら

れて、すべてがある面では首長の動き一つ一つに

よっても大きな変化があるのではないかというふ

うに思っておりますから、市役所全体も含めて従

前の発想ばかりではなくて、もうこれはできませ

んと、そういうメニューもありませんからという

ことではなくて、なぜそういう切実な要望が出て

くるのかというところに思いが至ったら、それを

形にするためのやっぱり努力をする風潮、気風を

ぜひつくっていただくよう先頭に立っていただき

たいなと思います。

それで、パブリックコメントの関係、制度をつ

くっていただきまして１年たったと。私どももそ

うです。先ほども言いましたが、自治基本条例も

そうですけれども、本当にそれに熟成をされてい

くというのが一定の時間がかかるものだという認

識を持っていまして、今回たまたま総合計画との
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関係もあったりなんかして十幾つも立て続けにホ

ームページにどんと何か意見ありませんかと、１

カ月間時間とりますからということ。もちろん一

定の素案つくる前には、市民委員会だとか懇話会

だとかということ重ねながら一定の市民の提示を

するような案はでき上がって、皆さん、全市民に

公開はするのですけれども、そこは私も今いい知

恵は持っていませんけれども、現状結果を踏まえ

た上でもう少しやっぱり意見や提言が、あるいは

批判も含めて出るような気風、少し工夫をしてい

ただければと思いますが、基本的な考え方だけお

聞きをします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

熊谷議員のおっしゃ〇副市長（佐々木雅之君）

るとおりでありまして、この間自治基本条例の関

係に基づきまして、パブリックコメントを２３年

４月からスタートをさせました。先進的に取り組

んでいる市の状況も実は調べさせてもらいまして、

いかにして市民のほうにこの制度の仕組みを理解

していただいて、それから関係する書類につきま

しても情報公開コーナーということで、従前から

取り組んでいる場所については漏れなく置きまし

て、わかりやすく努めたつもりでありますけれど

も、先行する市でありましても大都市でありまし

てもなかなかパブリックコメントの実績が上がら

ないというのも現状でありました。今御指摘をさ

れましたように、コンパクトなわかりやすいよう

なダイジェスト的な資料で市民の皆さん方が興味

を持っていただけるようなやり方についても検討

が必要でないかというのは、この１年間やってき

ましてそういう反省も実はしておりまして、単に

パブリックコメントを広報に載っけていますよと

か、それだけでは十分でないという反省もしてお

ります。改めて２３年１年間については、相当多

くの本数が一遍に出て、市民の皆さん方も一部題

名だけ聞いて中身がなかなかわからないような状

況もあったかと思いますので、先ほど言いました

ダイジェスト版等も検討しながら、それからホー

ムページの扱いについてももう少し内容をわかり

やすく紹介するようなものも含めて、市民の皆さ

ん方に関心を持ってもらえるようなやり方も検討、

工夫させていただきまして、２４年度また新しく

出てくるパブリックコメントの関係について対応

していきたいなと思っています。多少先進事例見

ましても時間のかかっているのが状況で、なかな

かいろんな仕組みをやっても意見が余り伸びない

というのも実はありまして、この辺についても先

進地との情報交換もさせてもらいまして、可能な

ものについては取り入れていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

一層の御努力をお願〇１３番（熊谷吉正議員）

いしたいと思いますが、パブリックコメントの現

状と直接関連するかどうかわかりませんけれども、

やっぱり地域自治区の問題は避けて通れないのか

なというように思います。現状は、とりあえず暫

定的に地域連絡協議会を校区別にということで、

それは市役所がだめだということばかりでなくて、

受け皿の側の市民の側の対応についても今の町内

会でももう十分だというところもあれば、熱心に

連絡協議会を活用して次の発展を期待する声もま

たあるのですが、やっぱり市長から答弁いただい

たのですが、どうもちょっとぴんとこないのは、

いわゆるコミュニティーとしての熟成を継続的に

やっていくという基本的な考えなのか、あるいは

制度を持って自治区を展望しようとしているのか、

いま一度お答えをいただきたいと思うのですが。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、地域の皆さんのコ〇市長（加藤剛士君）

ミュニティーの醸成ということが大事だというふ

うに思っています。基本的には、今町内会を中心

にそうした自治が行われているということであり

ますけれども、お話しのとおり町内会単独では限

界のあるそうした現状も出てきているということ

を聞いています。こうしたことに関していま一度

先ほどアンケート等もという話もありましたけれ
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ども、少し踏み込んだ形でその問題を調査をさせ

ていただいて、町内会が連携をしてやれるような

仕組みでありますとか、また町内会ではでき得な

いまた別の違った形での受け皿を模索していくだ

とか、まずはそうしたところをしっかりとサポー

トしていくということが大事なのではないかとい

うふうに思います。その先に自治区ということが

将来的に醸成されていけば、そちらのほうに進ん

でいくという考え方でございます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

通常私ども議員活動〇１３番（熊谷吉正議員）

をしていて、皆さんに話を聞きたいとかという場

合は大体一人一人の声に、紙で御案内する場合も

ありますけれども、１件１件回ってぜひ来てくだ

さいと、意見聞かせてくださいということの繰り

返しなのですが、市の場合はどちらかといえば結

果出しましたと、意見下さいという一方通行的な、

これは組織が大きいということでやむ得ない部分

もありますけれども、あるいは市の職員の地域的

な役割なんかについてもまだ見えていませんけれ

ども、一人一人の意見をたくさん上げていただく

という作業というのは本当に労力かかります。か

かるけれども、やっぱりそこを超えていかないと

実際にパブリックコメントの運用や地域自治区の

形についても論議は深まっていかないのかなとい

う感じがしておりまして、せめて内部、庁内の中

では識者の意見もかりても結構だと思いますが、

やっぱり一定のエリア、校区ごとの中に一定の予

算をつけながら、門口の除雪ぐらい、あるいはで

こぼこがあったら、それはもう地域に任せますか

らと。一定の予算を配して制度で、これは議会の

構成との関係も多少はいろいろダブりも出てくる

でしょうけれども、そういうような内部検討、あ

る面ではそれこそ研究、検討で結構ですけれども、

しっかりやっていただくようにきょう求めておき

たいのですけれども、どうですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

そうした町内会独自の工〇市長（加藤剛士君）

夫、あるいは町内会にまたがって何かそうした仕

組みをやっていくということに対しては、ぜひ積

極的に助成等を検討させていただきたいというふ

うに思いますし、先ほどもお話しのとおりそうし

た問題をつぶさに聴取させていただく中でそうし

たコーディネートをやっていければというふうに

思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ中長期的に自治〇１３番（熊谷吉正議員）

区のあり方について専門的な立場も含めて研究、

検討に着手していただけるというお答えで受けと

めたいと思いますので、一層の御努力をお願いを

したいと思います。

行財政改革について、すべてが財源、財政の長

期展望で平成の年度で３３年には６億５００万

円削らなければならぬよと、今より。そのために

は、職員にも市民にも一層の削減努力、あるいは

歳入の見込みが入ってくるものがあればもちろん

そうでしょうけれども、余りにも、私は皆さんほ

ど専門家ではないけれども、道内全体の財政状況

見るときに国絡みのところはみんな共通影響受け

るわけですけれども、トータル的に市債の残高だ

とか、あるいは健全化法に基づく資料だとか含め

て、そう悪いという状況ではなくて、それは佐々

木副市長もばりばりのころからかなりやっぱり財

布のひもを締めながら管理をしてきたということ

もあるのでしょうけれども、それと健全化の方向

にいっていても市民生活に反映をされていかない

と、締めるだけではいけないのではないかと。こ

れは、職員に対してももちろんそうでありまして、

ある面ではどう今の能力、人力を、政策力、専門

家の集団ですから、市役所は。最大限それこそ生

かす努力というのはここにあるのではないかと。

税金で雇っているわけですから、あとは能力爆発

するぐらい使っていただくという、そういう余力

はまだまだたくさんあるというふうに思っていま

して、余り市民に対してもこれも厳しいのだと。

私ども時々もちろん使いますけれども、締め過ぎ
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てもいかがなものかという感じが率直にしており

まして、職員アンケートをつぶさに読ませてもら

いました。１時間以上かかりました。今の職場の

現状、あるいは意見、アイデア、さまざまなもの

が入って、よく公開して、名寄市の市役所の職員

はこんなふうに考えているのだなというところが

あったのですけれども、もう大体形になって計画

が公にされる時期になっているようですけれども、

それをどのように生かされていたのかお答えいた

だきたいと思います。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 ２時５２分

再開 午後 ２時５２分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木副市長。

私のほうから答えさ〇副市長（佐々木雅之君）

せていただきます。

行財政改革におきまして６年間の実績を踏まえ

まして、今後５カ年間の行財政改革ということで、

職員からもアンケートいただきました。中には、

この間厳しい行革をしてきたことも含めて、それ

は給与の独自削減と組織の急激なスリム化という

こともありましたので、かなり職員のほうからの

意見としては厳しいものがあったのかなと思って

おります。議員も御存じのとおり、平成３３年か

らの合併算定がえの終了というのは合併市町村特

有における課題であるのだというふうに思ってお

ります。このほかに平成１３年から始まりました

臨時財政特例債、これも平成３３年度では２０年

を経過します。償還年数が２０年償還ですので、

当初国が期待をしておりました借金を国の借金か

ら地方団体全体の借金に張りつけるということも

含めてありましたので、それと合併特例債と過疎

債が今の段階では１０年間で使い切ってしまうと。

そういう状況もありましたので、この間進めてき

た行革の関係についてはそこを見越しまして、か

なり厳しい状況でありましたので、職員のほうか

らも厳しい意見があったのかなと思っています。

ただ、究極市民の皆さん方に財政破綻を起こして

さまざまなことで御迷惑をかけるよりは、早い時

期からのアナウンスもさせていただきながら、具

体的に市長を先頭にしまして職員とともにどうい

うふうな行財政改革をすれば望ましいのか、新た

な収入確保についてはかなり難しいという考え方

を持っておりまして、そういう中で小泉内閣のと

きに構造改革で収入が減ったのは３億円でした、

地方交付税減ったのは。まさしくその倍の６億

７００万円という大きい金額が減ってきますので、

この辺は私自身の職員に対するアピールも不十分

だと思っておりますけれども、市長を先頭にしま

して職員とともども、職員が不安に思っている分

につきましては今後職場集会等も、職場の中に入

りましてさまざまな情報を共有しながら、合併市

町村特有の課題の６億７００万円という収入が

へこむのであって、何か行政的な間違いをして財

政危機になったわけではなくて、収入の減によっ

て一気に、これは合併したときからの約束事であ

りましたので、この辺については早い段階から職

員とともに今後考えてまいりたいと思っておりま

すので、その延長線上によりまして今現在最後の

取りまとめしておりますので、よろしく御理解を

賜りたいと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

私が市の職員に求め〇１３番（熊谷吉正議員）

ることというのは、道新の「卓上四季」に３月７

日に出ていたのですが、北大の学生さんが自分の

卒論を市民にわかりやすく説明する技量を競う会

というか、大会がございまして、それを参照にし

て言葉を置きかえたらこうなるのですけれども、

何のため、だれのために仕事をするのかと。改め

て問われていると。その仕事が市民をどう幸せに

するのか、不幸せにするのかと想像する姿勢が必

要だというふうに、これは学生さんたちの言葉を

かりて名寄市に置きかえた場合のことなのですが、

やっぱり幾ら庁内で仕事できても、それから能力
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があっても、市民に対する説明能力が不十分だと、

それは信頼関係が強まるということよりも何だ、

あのやろう、このやろうということにもなるでし

ょう。そこら辺については、私は細かい市職員に

対する注文はつけませんけれども、やる気を引き

出し、そして能力を高めていただくことをぜひ市

長を初め三役の皆さんには強くお願いを求めてお

きたいと思います。

地方公務員と自治体職員の違いというのはどう

いうふうに理解したらいいですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

地方公務員と自治体職員、〇市長（加藤剛士君）

クイズみたいな、同じようなものなのでしょうけ

れども、ちょっと申しわけございません。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

私が理解するには、〇１３番（熊谷吉正議員）

学者先生の言いようですけれども、地方公務員は

法律、条例や一つの縦社会の中でずっと生きてき

たけれども、自治体職員というのはやっぱりいろ

んなこと、物を考えるのだというところあたり。

それは、法律上は公務員であるけれども、実際市

民に対する市民の目線を考えると、やっぱりいろ

んな想像力を働かせて物を考えるという、自治体

職員というのが今日的ないわゆる分権時代の本来

の姿ではないかというふうに言われていますので、

ぜひ意識をしていただければなというふうに思い

ます。

保健福祉の関係、３分しかないのですけれども、

子育て支援のアンケート、前も私は議会で言いま

したけれども、一番アンケートの希望をするとこ

ろは子育てに対する経済的な支援の充実、これが

５５％、育てながら働きやすい職場、あとは医療

の関係。医療は、大変な努力で全道でもピカ一ぐ

らいのそういう小児科医療体制ができ上がってお

りますけれども、やっぱり子供の医療費の無料化

については私はこだわりを持っています。小さな

自治体でも中学生まで踏み切ってやっている。そ

れは、やっぱり子供たちを思う、そういう政治の

力、あるいはここに残ってほしい、あるいは将来

出ていっても帰ってきてほしいと。やっぱり地元、

名寄、こんなことがあったと。医療費の無料化だ

けをすべきだというふうに私思っていません。た

だ、名寄市として特徴あるものと。子育て支援で

は、やっぱり道や国の支援の枠の中からほとんど

出ていないというのが現状なので、市長には改め

て御検討方の答弁をいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど国は直接給付で、〇市長（加藤剛士君）

自治体はサービス、あるいはその基盤づくりのた

めの投資という話をさせていただきました。その

意識に変わりはないと思います。名寄市立総合病

院は、基幹病院として６００人の職員を抱える一

大企業でありまして、このことこそがまさに名寄

市の特徴であり、いわゆる究極の安心、安全、子

育て支援なのではないかというふうに思います。

今国のほうでそうした子ども手当や高校授業料の

無償化という、そうした直接給付も行われている

中で、そうしたことよりもさらに地域の基盤をし

っかりと長い目で見て構築していく、そうした投

資が重要なのではないかという考え方です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１３番（熊谷吉正議員）

す。

北体育館の関係、内部での考え方をまとめて市

民に提案するということについてはいいですけれ

ども、これで最後だろうということの対応という

のはいかがなものかと思います。これまで社会教

育施設の料金の統一の問題だとか、望湖台の問題

だとか、いろいろ訓練されてきたのではないかと

いうふうに思います。市はもうこうだったらこう

だ、これ以上譲らぬのだということは考えていな

いでしょうけれども、十分代替施設の方法もある

でしょう。弓道と一緒に同居しながら、使える間

は使えるという方法もあるわけで、弓道だけが残

るというのはまた不自然な話。危険だったら、も

うこれはしようがないですけれども、これからも
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議論をする予定であるというふうに聞いています

から、市民と向き合う姿勢の問題についてはぜひ

これからも大事なことですので、しっかり気持ち

も入れていただきながら対応をお願いをしたいな

と思っております。

本当に時間がありませんでした。午前中東議員

も言いましたけれども、野間井部長には一言いた

だきたかったのですけれども、舗装は本当に悪い。

別に道路に金かけれ、かけれということ、あるい

は除雪にたくさんかけれということばかり私は言

いませんけれども、非常にやっぱり遅い。野間井

部長には、もう５％、１０％後期の中で上げてい

ただきたいという、１０％は出ていましたけれど

も、追いつかないのかなという感じがします。水

道や下水道問題も耐用年数をしっかり意識した上

で、将来的にもライフラインが計画的に更新をさ

れるよう、土木事業の確保にも御努力を一層いた

だきたいと思います。野間井さん、ありがとうご

ざいました。市長、どうもありがとうございます。

以上で熊谷吉正議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１４分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

財政健全化に対する取り組みについて外５件を、

山口祐司議員。

議長より御指名があ〇１７番（山口祐司議員）

りましたので、新緑風会の代表質問をいたします。

まず初めに、財政健全化に対する取り組みにつ

いて質問をいたします。旧名寄市、旧風連町との

合併後、早いもので７年に入ろうとしております。

特例区廃止後１年が経過しようともしております

けれども、風連地区でのハード事業もほぼ終了し、

今後は名寄地区での駅横、（仮称）複合交通セン

ター、（仮称）市民ホールなどの大型事業が計画

をされているところであります。平成２４年度か

らは、名寄市総合計画後期計画がスタートします

が、加藤市長は身の丈に合った健全な財政運営の

もとに後期計画に基づく施策、事業を着実に推進

して目標とする将来像の実現に努めると執行方針

で述べておられます。数年後には、合併に伴う有

利な交付税の削減や人口減による税収の落ち込み

など不安な要素が拡大しつつありますが、今後の

行財政運営の基本姿勢と将来に対する市民の不安

をどう払拭され、市民の期待にどうこたえていか

れるのかお伺いをいたします。

２つ目に、市政運営の折り返しを迎えてといた

しまして質問をいたします。加藤市長は、ことし

新聞の新年号で行政の３大要素、人、物、金につ

いて触れられており、職員や市民である人が従来

以上に行政サービスを担っていただく仕掛けづく

りやまちづくりに参加できるコーディネートが求

められる。物という意味では、今ある既存施設を

いかに活用するか。しかしながら、金も必要であ

り、有利な交付金事業や起債など国の施策を常に

アンテナを張り、情報収集に努めるとしています。

この３大要素を有効にどう結んで今後の折り返し

を進めていかれるのかお伺いをいたします。

また、将来を見据えた産業振興に対しての考え

方につきましては、今後ますます進行する少子高

齢化時代にあって、税収、行革と並行し、施設の

整備や産業の振興をどう図っていこうとされるの

かもお伺いをいたします。

３点目の福祉行政についてお伺いをいたします。

小項目の１点目、地域福祉計画での相互扶助体制

についてですが、平成２３年度に策定されました

名寄市地域福祉計画は住民同士が支え合いの精神

に基づき安心して暮らせる地域をつくるために策

定されたものと思います。近年地域住民の連帯感

が希薄になるなど、家庭や地域の相互扶助体制が

機能しなくなってきていると言われています。そ

んな中、今後はどのように地域住民及び企業が連

携し、主体的な担い手として参画するのかが新た

な視点により取り組みとして求められていますが、
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名寄市における現状と計画実現に対する一般市民

のニーズに十分こたえてほしいと考えますが、そ

の意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

また、ますます振興する少子高齢化による今後

の名寄市の福祉行政に対する期待と不安が交差す

る現状にどうこたえていかれるのかもお聞かせを

いただきたいと思います。

次に、特定健診と生活習慣病予防対策について

お伺いをいたします。この質問は、３年前にも質

問させていただきましたが、平成２０年より従前

から実施されていました基本健診から特定健診に

変わり、平成２４年度で５年が経過しようとして

いますが、今までの特定健診受診率と後期高齢者

支援金との増減関係についてお聞かせください。

また、生活習慣病対策については、特に農村部

における季節による変化とその対策についてもお

聞かせをいただきたいと思います。

大項目４番目、男女共同参画社会の形成につい

てお伺いをいたします。男女共同参画社会基本法

が平成１１年に制定され、１２年が経過しました

が、合併前の名寄市では平成１７年３月に男女共

同参画推進計画ができたと聞いております。推進

計画ができて７年が経過したわけですが、その間

行政としての支援と推進の考え方についてお聞か

せをください。

また、各種委員会や協議会など男女雇用機会の

場づくりにも官民協調の体制がより求められると

考えますが、所見をお伺いしたいと思います。

大項目５、農業振興についてお伺いをいたしま

す。まず、６次産業化への取り組みと現状につい

てですが、６次産業とは生産だけでなく、加工、

流通、販売も含め総合的に展開することで、第２

次、第３次が得ていた付加価値を生産者が得るこ

とによって農業などを活性化させることを指して

いますが、名寄市において６次産業化への新たな

取り組みと経済全体の活性化に向けた考え方をお

聞かせください。

次に、農地集積と担い手対策についてお伺いを

いたします。平成２２年より実施をされておりま

す米の戸別所得補償モデル事業も２年が経過しま

したが、当初農地の集積、流動化促進に大きな影

響が出るのではないかと懸念もあり、現に本州な

どでは営農集団を結成し、農家が土地を提供し合

い、大規模経営を目指していたにもかかわらず、

この戸別所得補償制度導入で離農して農地を提供

していた方々から返還を求められるなど、貸しは

がしの例も多くあると聞いております。名寄市に

おける集積、流動化の現状についてお聞かせをく

ださい。

また、今後の名寄市農業の将来を左右する担い

手対策、とりわけ新規就農者を呼び込むための対

策についてもお聞かせください。

大項目６番目でございます。教育行政について

お伺いをいたします。まず１つ目に、全市的な小

中学校適正配置と学校施設の整備計画についてで

ありますが、現在名寄市街地区については小学校

の５校を４校にする方向性が整いつつあるようで

すが、郊外、農村地区や風連市街地区についての

施設整備の状況はどのようになっているのかお伺

いをいたします。

次に、学校給食に対する保護者の要望把握につ

いてお伺いをいたします。名寄市の学校給食セン

ターは、市内１５校、約６００人の児童生徒の

給食をつくっていますが、安全で安心、加えてお

いしい給食の提供に日々努力されていることと思

います。近年給食の内容、メニュー等も変化して

きているようでございますが、保護者及び児童生

徒の要望把握に現在どう対応されているのかお聞

かせをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問といたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

山口議員から大項目６点〇市長（加藤剛士君）

にわたって御質問がありました。１から５を私か

ら、６を教育長から答弁させていただきます。

平成１８年に旧風連町と旧名寄市が合併をし、

新名寄市としてスタートするに当たりまして、合
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併特例債や普通交付税における合併算定がえなど

有利な財源を用いながら、この間新市の建設計画

を進めてきたところであります。合併特例債は、

御承知のとおり有利な起債でありまして、その７

０％が普通交付税で措置されるものであります。

合併当初では、この合併特例債を使用できる期間

は合併後１０年までの平成２７年度までとされて

おりました。現在５年間の期間延長ができるよう

な法改正が国会で継続審議中となっております。

また、同様の有利な起債として過疎対策債があり

ますけれども、これについても議員立法で活用で

きる期間が決まっておりまして、現況では平成２

７年度までとなっております。合併後の新市建設

においては、この２つの有利な起債を軸に進めて

きておりますので、今後もこの動向を注視をして

まいります。

また、普通交付税における合併算定がえでは、

平成２８年度から５年間をかけて徐々に減少し、

平成２３年度の普通交付税算定ベースから推計し

ますと平成３３年度では約６億７００万円が減

少するということになります。今後の見通しにつ

いては、国の政治情勢が不透明なため、予測は困

難ですけれども、地方交付税の増減にかかわらず

スピード感を持って毎年度問題点や方向性を見直

しながら行財政改革に取り組むことが財政運営の

基本と考えております。

次に、名寄市の財政に対する市民の皆さんの不

安などにどのように対応していくかということに

お答えします。申し上げましたとおり、平成２８

年度以降は有利な財源が減少していくということ

は確実となっております。この予想される厳しい

財政状況においては、行財政改革を実行していく

とともに、今後の公債費償還や基金残高などから

名寄市の財政状況を把握をし、将来を見据えなが

ら財政健全化に配慮していく必要があると考えて

おります。また、こういった本市の財政状況や今

後見込まれる推移などにつきましてできるだけわ

かりやすく市民の皆さんに情報公開していくこと

も大切だと考えております。詳細はまだ決まって

おりませんが、総合計画後期計画期間中にも大型

の事業が想定をされております。市民の皆さんと

情報の共有化を図った上で、今後想定をされる事

業においても行政と地域市民の皆さんと協働で、

無駄を排除しながら、真に必要な事業を厳選して

いくことが必要だと、大切であると考えておりま

す。

また、大項目２つ目であります。市長就任から

これまで２年間市政運営に関しましては、市民の

皆様から広く御意見をいただきながら、総合計画

と私の６つの公約をもとに明るく元気なまちづく

りを積極的に取り組んでまいったところです。御

質問いただきました行政経営の３大要素、人、物、

金を今後どのように有効活用していくのかという

ことでございましたが、人に関しましては市民主

体のまちづくりを推進するためにも市政に参加し

ていただくことが重要であります。その仕組みの

一つとして、昨年４月に施行したパブリックコメ

ント制度等の推進を図り、市民から広く御意見を

お寄せいただくなど市民と行政が情報の共有を図

り、連携、協力してまちづくりを進めていきたい

と考えております。そのためには、市民ニーズに

的確に対応できる職員が求められることから、新

名寄市人材育成基本方針に基づき、職員の育成や

資質の向上のため、職員研修などの充実に努めて

まいります。

物に関してですけれども、ピヤシリスキー場、

道立サンピラーパーク、市立天文台きたすばる、

道の駅など魅力ある地域資源を有効活用し、名寄

市観光振興計画の基本目標とする交流人口の増加

による経済効果の拡大の実現に結びつけるほか、

広域医療を担う市立総合病院や保健、医療、福祉

の人材をはぐくむ市立大学の既存施設、あるいは

今後整備をされる（仮称）複合交通センターや

（仮称）市民ホールなど多くの財産を地域振興に

活用し、官民一体となって地域資源を磨いてまい

りたいと考えております。
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最後に、金に関してですけれども、厳しい財政

状況の中で質の高い行政サービスを提供するため

に、有利な交付金事業や起債など国の情報収集に

努めるとともに、名寄市中期財政計画に基づいた

健全な財政運営と行財政改革による効率化を図っ

てまいりたいと考えております。これら人、物、

金、３大要素を最大限に有効活用しながら、この

４月からスタートをする総合計画後期計画に基づ

く施策、事業を推進をし、目指すべき将来像の実

現に向けて市政の運営に取り組んでまいります。

次に、小項目２の将来を見据えた産業振興に対

しての考え方についてお答えをいたします。今年

度策定しました名寄市総合計画後期計画は、平成

２４年度から計画的に事業を実施をしてまいりま

すが、厳しい財政運営の中にあって地域を支える

ための事業、また新たに地域の振興のために実施

する事業など、全体のバランスや社会情勢等を考

慮し、将来を見据えた行政運営の根幹となるもの

であります。ハード事業として、現在実施をして

います名寄市畜産物処理加工施設、（仮称）複合

交通センター、また基本設計の協議をしておりま

す（仮称）市民ホールの建設などは、地元企業や

関連産業等に大きな経済効果が期待をできます。

ソフト事業としては、今回作成をしました名寄市

観光振興計画は魅力ある地域の資源を活用し、地

域と住民が主体となって交流人口の拡大を目指し

たまちづくりや名寄市を広くＰＲをすることによ

り、地域経済の活性化に結びつけようとするもの

であります。また、景気回復の兆しが見えない状

況にあって、中小企業者の自主的な努力を基本と

して、多様化する地域経済社会にマッチをする企

業経営のために各種助成制度や融資制度の充実を

図り、関係機関と協力をし、中小企業の育成、振

興を図ってまいります。さらに、東京都杉並区や

ふるさと会とのきずなを深め、情報交換や地域の

特性を生かした広報活動により企業誘致に力を入

れてまいります。

次に、大きな項目の３、１、地域福祉計画での

相互扶助体制についてお答えいたします。国の福

祉施策の展開は、施設から地域にの考え方に基づ

き、入所による支援策から在宅支援での自立した

生活を助長する政策への移行が進められておりま

す。しかし、経済不況による雇用情勢の悪化は、

働き盛りの年代層にも大きな影響を与え、将来の

生活に不安を抱かせる状況にあり、少子高齢化時

代においては介助する若者そのものの不足が懸念

をされており、地域で支え合う時代への変化が求

められております。行政でやらなければならない

ことと住民個々や地域で行っていただくことを見

直す時期にあると考えておりまして、老後の安心

した生活を守るという行政の役割と自分の健康は

自分で守るという個々の観点からも協力を願うと

ころであり、企業においては高齢者や障害者の一

般就労に向けた協力をいただきたいと考えており

ます。

高齢者、障害者において公的サービスを受けて

いない方についての安否確認が課題となっており

ます。地域の見守り、声かけ運動など高齢者や障

害者に対する安否確認は、名寄市社会福祉協議会

が実施をしている町内会ネットワーク事業として

市内８２町内会のうち５６町内会で実施をされて

います。まだ２６町内会は実施されておりません

が、これらの多くは農村部などの小規模町内会を

含め、日ごろから会員同士の交流が図られ、既に

見守りなどが行われている地区もあると思います

が、今後もさらに取り組みの推進に努めてまいり

たいと考えております。

また、総合扶助体制、いわゆる共助の構築に当

たっては、個人の情報の開示が一つの課題となっ

ているところですが、要援護者台帳の整備を進め、

民生委員児童委員、保健推進委員を初め町内会等

の協力を得ながら整備をしてまいりたいと考えて

おります。

次に、小項目２の福祉行政に対する市民の期待

と不安について申し上げます。高齢者の人口の増

加に伴って、ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦
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世帯が増加をしており、こうした高齢者のみの世

帯で暮らしている世帯を地域ぐるみで支えていく

ことができる社会づくりが求められております。

地域福祉計画を策定するに当たり、地域福祉に関

する市民の意識や要望を計画に反映させるための

基礎資料として市民アンケート調査を実施をいた

しました。調査の結果、ふだん生活している中で

問題や不安に思っていることの問いに対して最も

多かったのが自分や家族の老後４１２人、２７

％で、次に自分や家族の健康３７５人、２５％

となっており、老後や健康について不安に思って

いる市民が多くいること、また高齢期を迎えるに

当たって不安なことは寝たきりや認知症になるこ

とが２２５人、２９％で最も多く、次いで健康

についてが２１３人、２３％、高齢期に住みた

い場所では現在の住居が３３７人で４８％、こ

れが最も多い回答となっています。これらの結果

から、高齢になっても現在の住居に住み続けたい

が、寝たきりや認知症になったりすることで健康

に不安を持っている市民が多いということが推測

されるところであります。市では、高齢者の介護

予防や生きがいと健康づくりを目的に地域支援事

業の通所型介護予防事業や介護予防普及啓発事業、

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業などを推

進、実施をしておりまして、参加していただく中

で介護予防や健康増進の機会を提供するため、チ

ャレンジデーやなよろ健康あるキングなどを開催

をし、健康づくりのきっかけづくりに努めており

ます。高齢者一人一人が住みなれた地域や家庭に

おいて健康で生き生きと安心して生活ができるよ

うに、介護保険の円滑な実施とあわせて保健福祉

サービスを総合的、計画的に推進をしてまいりた

いと考えております。

特定健診と生活習慣予防対策についてでござい

ます。生活様式や食生活など生活習慣の変化に伴

い、生活習慣病は年々増加をしております。さら

に、急速な高齢化を迎え、脳血管疾患や認知症な

どから介護を必要とする人もふえ続けており、介

護予防の視点からも健康寿命の延伸に向けた生活

習慣病予防対策が重要な課題となっております。

現在本市における生活習慣病予防対策としては、

平成２０年３月に策定をしました名寄市健康増進

計画、健康なよろ２１に基づき対策を推進をして

きております。具体的には、平成２０年度からス

タートしましたメタボリックシンドローム予防に

着目をした特定健診を中心に各地域の中における

健康教室、健康相談、さらに冬の健康づくりに向

けた体操教室などさまざまな機会を利用し、生活

習慣病予防に重点を置いた事業の展開を進めてお

ります。生活習慣病は、一人一人がバランスのと

れた食生活や適度な運動を取り入れることで予防

が可能と言われております。そのため、特定健診

においては早い段階から予防対策を推進していく

ことを目的に、国の制度より５歳年齢を引き下げ

て３５歳から７４歳までの市国保加入者を対象に

がん検診とあわせて無料で健診を受けられる体制

を図ってきています。また、健診結果をもとに結

果説明会を開催をし、健診データの見方や食生活、

運動など生活習慣の見直しや改善に向けた特定保

健指導、さらに健診事後運動教室など継続的な支

援に取り組んできております。

特定健診受診率の推移については、平成２０年

度が２９％、全国平均で３９％、全道平均で

２０％です。平成２１年度が２０％、同じく

全国で３９、全道で平均２６％、平成２２年

度が２０％、同じく全国平均で３２％、全道平

均で２６％と全国平均よりは低いものの、全道

平均よりは高い状況になります。受診率向上に向

けては課題も多くありますけれども、生活習慣病

は早い段階では自覚症状もなく、また健診受診に

ついては個人の健康に対する意識も大きく左右を

されることから、広報やチラシだけでは受診につ

ながりにくいのが実態であります。そのため、農

村地区を中心に家庭訪問や電話等により対象者個

人の健康状態を把握をし、年１回の健診に対する

意識啓発を図りながら、きめ細かな受診勧奨に努
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めてきております。

次に、特定健診の受診率による後期高齢者支援

金の加算、減算の仕組みについてお答えいたしま

す。特定健診の受診率は、制度が始まった平成２

０年度から平成２４年度までの５年間の計画期間

の中であらかじめ目標が設定をされておりまして、

最終となる平成２４年度において特定健診受診率

６５％、特定保健指導実施率４５％となっており

ます。一方、特定健診と同じく平成２０年度から

始まった後期高齢者医療制度でありますが、その

財源は５０％が国などの公費、１０％が加入者の

保険料負担、残る４０％が若い世代からの支援、

すなわち後期高齢者支援金という形で国保などの

保険者ごとに納める仕組みとなっております。現

在重要な課題となっているのは、医療費の増加で

ありますが、このままでは若い世代の負担も公費、

すなわち国民の負担もふえ続けることになること

から、保険者ごとに医療費適正化への努力が強く

求められております。そこで、特定健診の受診率

向上が医療費適正化につながるという基本的な考

え方から、努力して目標達成した場合には支援金

の減算、達成できない場合には加算される、いわ

ゆる努力誘導策が支援金加算、減算の仕組みでご

ざいます。

次に、本市における影響額でありますが、現状

法令で定められたルールでは、目標が達成できな

い場合、支援金が１割加算ということになりまし

て、平成２２年度決算で試算をしますと加算額が

おおむね０００万円程度ということになります。

以上の点を踏まえて、今後も国保高齢医療係との

連携を密にし、地区の保健推進委員の協力、さら

には先進地の事例も参考としながら、さまざまな

機会を通して受診率の向上、生活習慣病予防対策

に努めてまいりたいと考えております。

男女共同参画社会の形成についてお答え申し上

げます。経済の低迷、少子高齢化、急激な情報化

社会、国際化の進展などによって社会環境が変化

をし、男女一人一人にさまざまな生き方が求めら

れております。しかし、現実の社会環境は従来か

らある男女の固定的役割分担意識を払拭できず、

女性や男性の多様な生き方を阻害する要因となっ

ております。これらの多様な生き方に対応するた

めに、行政、市民、企業が一体となり、男女が社

会の対等な構成員として互いに人権を尊重し、性

別にとらわれることなく、みずからの意思により

社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保

される必要があります。このため本市では、平成

２０年３月に男女共同参画社会の実現に向けた意

識改革、家庭、地域、職場における男女共同参画

の促進、健康づくりと福祉の充実、この３つの基

本目標から成る名寄市男女共同参画推進計画を策

定をし、市民で構成をする名寄市男女共同参画推

進委員会のもとで取り組みを進めております。さ

らに、推進計画に基づく実施計画では９８の事務

事業を定め、各部局で取り組みを進めており、毎

年度事務事業評価による検証作業を実施をしてお

ります。平成２３年度の評価結果については、肯

定的な評価が９５事業、より積極的な取り組みを

求める評価が３事業となっております。男女共同

参画社会の実現は、市民生活のあらゆる分野にか

かわる課題であり、広く市民や民間団体、企業、

地域社会の理解と協力が必要です。このことから、

今後とも広報紙や市のホームページによる啓発活

動、講演会やワークショップによる意識高揚を図

るとともに、各種委員会等における男女比率など

市役所における男女共同参画の推進、さらには名

寄市男女共同参画推進委員会を初め各事務事業の

展開時における民間との連携などを一層強化をし

て、男女共同参画社会の推進を図ってまいります。

大項目５番目の農業振興について、６次産業化

の取り組みについての質問がございました。農林

水産省では、雇用と所得を確保し、若者が地域に

定住できる社会の構築を目指して、農林漁業の生

産と加工販売の一体化や地域資源を生かした新た

な産業方針を促進をするため、農山漁村の６次産

業化を推進をしております。また、地域資源を活
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用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律、いわゆ

る六次産業化法を定め、資金面も含め事業の後押

しを図っております。名寄市においての事例とい

たしましては、先駆け的には農村女性グループに

よる地場野菜等を活用し、付加価値をつけて販売

をしたみそ、漬物、あるいはもち加工販売、ひま

わり油、生産者によるトマトジュースの生産、販

売が挙げられ、雇用の創出と地域経済に貢献をし

ております。さらに、札幌にあります化粧品メー

カーがひまわり油を活用した化粧品を作成中であ

ることなど、今後も６次産業化が進むよう経済団

体を含む関係機関、団体とも連携をしてまいりま

す。

農業集積等担い手対策について御質問がありま

した。戸別所得補償制度が導入をされると、担い

手への農地移動が停滞することが懸念をされてお

りましたが、名寄市における戸別所得補償制度導

入後の農地流動化につきましては、導入前の平成

２０年度が３１件、１２７ヘクタール、平成２

１年度が４５件、１３６ヘクタールの移動がご

ざいました。導入後の平成２２年度は３１件、９

６ヘクタール、平成２３年度は２月末現在で３

０件、１０３ヘクタールの移動となっておりま

す。平成２２年度においては、若干移動面積が減

少しておりますけれども、戸別所得補償制度の影

響はないものと考えております。ただし、本州で

は農地流動化に停滞が起きていることもあり、国

では平成２３年度から畑作物を含めて完全実施さ

れた農業者戸別所得補償制度の中にも中心となる

べく経営体の集積として、規模拡大加算措置が設

けられております。また、平成２４年度からさら

に一歩進める形で集積化を促進するための措置と

して、借り手側だけでなく出し手側に対する交付

金として農地集積協力金を面積に応じて交付する

制度が新設をされました。これらの対策の実行に

は、人・農地プラン、いわゆる地域農業マスター

プランの策定が市町村に求められておりまして、

名寄市でも５月末のプラン策定に向けて農家周知

等含め関係機関、団体と連携し、進めているとこ

ろでございます。

また、担い手対策として新規就農総合支援事業

が平成２４年度から創出をされ、新規就農者を確

保する観点から、就農後５年間にわたり助成措置

を講じるほか、就農前の研修期間に対する助成措

置も行われることから、名寄市担い手育成センタ

ーの機能を強化をし、農業振興センターも活用し

ながら、国の制度を生かす取り組みとするため、

関係機関、団体と連携をし、取り組んでまいりま

す。名寄においても農業者の高齢化や担い手の育

成等大変重要な課題であるとして受けとめており

ます。

以上、私のこの場からの答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大項〇教育長（小野浩一君）

目６の教育行政について順次御答弁申し上げます。

まず、全市的な小中学校の適正配置と学校施設

の整備についてお答えいたします。子供たちの良

好な教育環境を確保するためには、適正な規模で

学校教育が行われ、計画的な学校施設の整備を図

る必要があることから、平成２０年に名寄市立小

中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針

が策定され、この基本方針に基づき小中学校の適

正配置と施設整備の実施に向けた名寄市立小中学

校施設整備計画が策定されてきたところでござい

ます。この計画に基づきまして、名寄市街地区の

小学校については５校を４校に再編する検討を進

めてきましたが、中学校についてはある程度適正

な規模で生徒数が推移することから、将来的には

学校施設の整備に重点を置き、検討を進めたいと

考えております。また、風連市街地区や郊外、農

村地区においては、老朽化し、耐震化されていな

い施設を有する学校が多いため、今後の児童生徒

数の動向に配慮しながら、適正配置と連動した施

設整備を進めることが必要となることから、保護
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者や地域の方との合意形成を図りながら進めてい

きたいと考えております。

次に、学校給食に対する保護者の要望把握につ

いてでございます。学校給食会内に給食担当教諭

１５名とＰＴＡ給食担当１５名で組織する学校給

食献立検討委員会が設置されており、毎年６月、

１０月、２月の３回開催され、献立内容等につい

て検討をいただき、意見、要望を献立に反映する

場を設けております。そのほかでは、本年より各

学校に配付した給食連絡票に子供たちや先生の意

見なり要望なりを記載いただき、センターに届け

ていただくシステムを構築し、幅広く意見、要望

をいただく取り組みを開始したところでございま

す。また、平成２１年度において学校給食費の見

直しについてのアンケート調査を実施した折に保

護者の皆様から多くの御意見をいただいたところ

であり、献立の味つけなどを工夫をさせていただ

き、残食を減らす取り組みを行っているところで

ございます。

なお、学校給食の提供におきましては、栄養価

や彩り、バランスを考えた献立となっており、必

ずしも好きなものばかり提供される環境にはない

ということを御理解いただければと思います。

以上、私の答弁とさせていただきます。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇１７番（山口祐司議員）

ただきました。まず初めに、財政健全化の取り組

みについて何点かといいますか、全体で何点か再

質問させていただきたいと思いますけれども、先

ほど熊谷議員のほうからも財政健全化に対しては

いろいろと御意見されていたわけでございますけ

れども、やはり国の動向によってかなり地方の財

政状況というのは変わってくる部分が多いのだな

というふうに思っております。そういう部分で市

民が名寄について言いますけれども、今回風連地

区もそうですし、名寄地区もこれから仮称の市民

ホールですとか、複合交通センターの関係もやは

り目に見えるハード事業というのがどうしても多

くなっている部分があるというふうに市民の方も

見られていると思います。そんな部分でやはり大

丈夫なのかなという、そういう不安が市民の中に

あるような気がしております。

それから、情報不足といいますか、財政面に関

しましても情報不足というのがやはり大きいので

はないかなというふうに思っています。やっぱり

数字の並んだのを見ると、最初からもう拒否反応

みたいな部分があるのですけれども、市民にわか

りやすい形での情報の提供というものがもっとも

っと必要ではないかなというふうに思っているわ

けなのですけれども、その辺再度質問をさせてい

ただきたいと思いますけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

後期計画に当たっては、〇市長（加藤剛士君）

大型事業も含めて、いわゆる箱物と言われる事業

が多いことに対して市民の皆さんが漠然とした不

安を抱えているということで、なかなかそうした

ところでの情報がしっかりと行き届いていないと

いうことは議員御承知のとおりかもしれません。

御案内のとおり、先ほど来地域財政計画の推移も

含めて、その中でしっかりとある程度大きなもの

に関しては織り込みながらこの計画を進めている

ということで、一定程度そうした財政のこれから

のことも判断をしながら進めてまいりたいという

ふうに思いますし、なかなか数字の羅列では難し

いということでありますから、市民の皆さんによ

り一層わかりやすい工夫を表現も含めて、またさ

まざまな場面での発信の媒体も含めてぜひ検討し

てまいりたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。パソコンといいますか、名寄市のポータルサ

イトなどを見ましても、どうも字が小さいのもあ

りますけれども、年をとったせいもあるかもしれ

ないですけれども、平均かたいといいますか、も

っとやわらかい形での表現というのが必要でない
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かなというふうに思っていますので、そういうと

ころでの市民の理解を深めていくという部分も必

要だというふうに思っていますので、検討いただ

きたいなというふうに思っております。

それから、市長の折り返しの３大要素もそうで

すけれども、２年が経過して、先ほど熊谷議員の

ほうからも市長の姿勢は腰が低くて本当にいいよ

というお話もありましたけれども、今まで前半の

２年間というのは島元市長のそういう部分の引き

継がれた部分の仕事もあったというふうには思う

わけですけれども、これからの２年間はやはり自

分というものをもっと表に出されて、思い切って

市政運営に携わっていただければなというふうに

思いますので、よろしくお願いをいたします。答

弁は結構でございます。

特定健診の関係ですけれども、この質問は先ほ

ども言いましたように前回にもやったことはある

のですが、先ほどから数字を聞かせていただいて

いますと６５％にはほど遠いといいますか、最初

の意気込みから見ますとなかなか数字にあらわれ

てきていないのではないかなというふうに思って

います。全道的にはちょっといいのですか。平均

からしますとちょっといいようですけれども、全

国的に見るとやはり北海道は低いということにな

るのかなというふうに思いますけれども、この健

診の呼びかけに関しても保健推進委員さんとかい

ろいろ御苦労されているとは思うのですが、もっ

と数字を、数字を上げるためにやるわけではない

ですけれども、それぞれの個々の体のために受け

ていただくというのがいいことだというふうには

思うわけなのですけれども、受診率の上がらない

要因というのは何なのか、ちょっとお聞かせいた

だければなと。どういうふうにとらえておられる

のか教えていただきたいのですけれども。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員御指摘の〇健康福祉部長（三谷正治君）

とおり、非常に受診率が低いと。しかしながら、

全国平均より低いのでありますが、全道平均より

はやや高目ということであります。どのような方

策をとればこの受診率が高くなるかということの

御質問でありますが、６５％という数字は国が定

めた数字でありまして、基本的には全国の各自治

体がその目標に向かって今進んでいるところでは

ありますが、残念ながら実態に即した数字ではな

いという判断を我々はさせていただいています。

名寄市におきましても一つの例を挙げますと、が

ん検診の部分については６つのがん検診がある中

で、今５つのがん検診、子宮がん含めまして肺が

ん、胃がん等々含めまして、この全道の数字を見

ますと名寄市は全道で３５市中１番の数字を２科

目持っております。また、１７９自治体、市町村

の平均を見ますと名寄は非常に高い数字になって

おります。これは、やはりそれぞれ担当の努力も

ありますけれども、市民の意識が高いという評価

をしているのではないかと我々は判断しておりま

す。やはりこの低い数字は、現実国保の加入者を

対象にさせていただいている部分でありますけれ

ども、これは先ほど市長のほうから答弁させてい

ただきましたように、個人の健診に対する考え方、

一例を挙げますとそれぞれ人間ドックに行ったの

で、ことしは行かなくてもいいよだとか、私は例

えば脳検診行ったので、その部分はいいですとか、

個々の判断の部分が非常に影響されるところであ

ります。しかしながら、保健センターを中心に電

話、それから家庭訪問等々含めて日ごろより各地

域に入りながら健康の増進のために努力をしてい

るのが実態だと我々は判断しております。しかし

ながら、今言った二十何％を国で示します６５％

に上げるということは、目標も２４年度でありま

すので、非常に難しいと考えています。この部分

につきましては、やはり６５％の、このような言

葉で表現すれば適切ではございませんが、これは

無理ではないかという全国自治体からのお話も聞

いているところであります。しかしながら、６５

％いかなくても名寄市においては市民に向けて常

日ごろから健診の推進には一つ一つ努力をさせて
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いただいておりますので、ＰＲ不足もあるとは思

いますけれども、今後もさらに一人一人の自覚の

向上、啓蒙をさらに進めていくしかないと考えて

ございます。しかしながら、各市民におきまして

はそれぞれの事情もございますので、その部分に

ついては強制的にということはこの事業について

はできませんので、啓蒙については今後の本人の

健康はもとよりでありますが、今問題になってい

る介護の部分を含めてやはり自分で生きがいを持

った健康づくりを進めるのが健診の向上、また介

護の予防につながると考えておりますので、その

部分個々の課題はございますけれども、一つ一つ

少しずつではありますけれども、クリアしながら

進めていきたいと考えております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。全国平均で３０％ですから、到底及ぶ数字で

はないですよね、これは。ですから、１割加算で

名寄が０００万円ぐらい負担増になるよという

先ほどの話ですけれども、これはもう全国的にな

くなってしまう可能性というのは当然出てくると

いうことですよね。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

特定健診実施率６５〇市民部長（土屋幸三君）

％、これ大変高い数字でありまして、この加算、

減算につきましては現在厚生労働省で実施方法も

含めて検討が行われているところであります。し

かしながら、今言った大変高い目標数値であると

いったようなことも含めて、全国市長会などでは

制度そのものの廃止を減算、加算について求めて

いるところであります。

なお、受診率等の向上については、今三谷部長

のほうからお話をしましたとおりあらゆる手段等

を講じて、上げる努力はこれはしていかなければ

ならないというふうに思っているところです。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。先ほども名寄市のポータルサイトの話をさせ

ていただきましたけれども、特定健診と保健指導

についてという項目があるのですが、名寄市の。

それがまた小さいのです、字が。それで、ほかの

市町村のポータルサイトの特定健診のこういう箇

所を見させていただいたのですけれども、もっと

わかりやすくて目立つといいますか、本当にもっ

と工夫をして市民に周知することが受診率の向上

にもつながるかなというふうに思っていますので、

この部分に関しても再度検討いただいて、見やす

い形にしていただければなというふうに、工夫を

していただければなというふうに思いますので、

よろしくお願いをいたします。

それから、もう一つお聞きをしたいのは、札幌

の先ほど言いました女性の兄弟の方が亡くなられ

ていた部分もありますけれども、札幌ばかりでな

くてやはり名寄市も高齢者の方が１人、２人で住

んでおられる家庭があるわけですけれども、ひと

り暮らしの家庭で７５歳以上を過ぎた家庭には定

期的に訪問をして状況を見ているような体制とい

うのはできているのですよね、これは。ちょっと

お聞きをしたいのですが。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今私のほうで進〇健康福祉部長（三谷正治君）

めさせていただいている７５歳以上で独居の方が

すべて月１回にというような形は現在は行ってお

りません。しかしながら、釧路ですとか札幌で起

きました痛ましい事故以降、北海道も中心に調査

を行いまして、名寄では２４名の方が調査の中で

出てきました。名寄の２４名につきましては、す

べて確認をさせていただきまして、そういう状況

はないという判断はさせていただいたところです。

今お話ししましたように、現実には今のところそ

ういう状態はないのでございますけれども、平成

２３年度で各セクター、各担当で行っております

高齢者ですとか障害者ですとか、そういうデータ

を今地域包括の部分で一つのデータに統一をさせ

ていただいて、そのデータをもとに要援護者台帳

を新年度から進めさせていただく予定になってご
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ざいます。要援護者台帳を作成する、その部分で

今言った、議員が言われるように６５歳ですとか、

それから６５歳でも１００歳の方でも元気でされ

ている方もたくさんおりますので、要援護者、若

くても要援護者という方はおられますので、現在

は手帳を持っている方だとか、病気を持っている

方が要援護者という認識で進めさせていただいて

おりますけれども、基本的にはやはり年齢関係な

しの要援護者の台帳を新年度に向けて作成をして、

その作成台帳にのっとってその対策を進めていく

ということで考えていきたいと今考えております。

以上です。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。表向きは大変お元気なのです。ただ、だけれ

どもあるときどこかわからなくなるといいますか、

忘れてしまうという状態の方もおられるので、そ

ういうふだんの生活には多分支障はないのだと思

うのですが、やはりそういう部分を隣近所も気を

つけて見てあげなければいけないですけれども、

見なければいけないとは思うのですが、それから

地元の企業ですとか、お店とか、そういう方たち

にもお願いをして知らせてもらうといいますか、

そういう体制も必要なのではないかなというふう

に思うのです。その時々で状態が違うとは思うの

ですが、そういう不思議に思ったときにやはり知

らせてもらえるような体制づくりというのは必要

だなというふうに思うのですが、その辺いかがで

しょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

見守りに関して、地域の〇市長（加藤剛士君）

みならずさまざまな企業も含めた支援をというこ

とで、今現在も既にこの庁内の中での公共サービ

ス、上水、下水に関してはそうした連携を行って

います。また、さらにはお話しのとおりいろんな

企業が考えられるのかもしれません、例えば郵便

局さんであるとか、新聞配達だとか。ただ、先般

何日か前でしたか、北海道新聞で北海道が北海道

電力さんとそうした協定を結べないかという打診

の中で、北海道電力さんが個人情報の開示の問題

があって非常に厳しいという、そんなやりとりが

あったという話もございました。そんな企業側の

そうした壁もあるようでありますけれども、今後

についてはそうした今お話しいただいたような企

業等も含めた連携ができないかということはぜひ

模索をしていきたいというふうに思います。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

確かに個人情報の関〇１７番（山口祐司議員）

係で難しい部分というのは当然あるのですけれど

も、やはりこれだけ高齢化が進むということは本

当に今まで経験はないわけですから、日本の国と

いうのは。だから、もっと急激にこれだけ高齢化

が進むという部分では本当に真剣に対応を考えて

いかなければいけないなというふうに思います。

これは、国もそうですけれども、それぞれの市町

村もやはり自分の地域のことですし、市民のこと

ですので、もっと本当に考えていかなければいけ

ないなというふうに思います。

次、男女共同参画社会についてお聞かせをいた

だきたいのですが、名寄市における女性の登用率

といいますか、これは平成１１年から名寄市は制

定をしているので、登用率の変化を数字でわかれ

ば教えていただければと思います。そんな１０年

前からのでなくてもいいですけれども、ここ近年

でも結構ですけれども。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 ４時１８分

再開 午後 ４時２３分

それでは、答弁は後で〇議長（黒井 徹議員）

いただくということで再開をしたいというふうに

思います。

山口議員。

大変済みません。こ〇１７番（山口祐司議員）

の男女共同参画の部分ですけれども、ある新聞に

出ていたわけなのですけれども、過去５年間で女
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性の管理職がふえた企業ほど経営利益が伸びる傾

向があるというデータがあるそうなのです。これ

また１つだけではなくて、日本企業の競争力が低

下したのは人口の半分を占める女性の力を十分に

生かし切れないことが大きな原因だというふうに

新聞でも書かれているわけなのですけれども、名

寄市は市長が言われているように一つの企業とし

て考えるような形なのですけれども、やはりもっ

ともっと女性の起用を前向きに検討されるのがい

いのではないかなというふうに思うわけです。そ

の辺お考えがあれば。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

山口議員、大変申し〇副市長（佐々木雅之君）

わけなかったです。前回か、その前々回ぐらいの

ときの議会でのやりとりの中で、名寄市における

管理職の登用率と、それから各種市民委員会にお

ける女性委員の登用率については全道平均でかな

り上回った数字をやっていますということでお答

えしたことあるのですけれども、ちょっと具体的

な数字の関係については大変御迷惑かけますけれ

ども、後から提供させていただきます。

加藤市長も含めて実際に指示ありますのは、積

極的に管理職については適材適所、能力も含めて

登用しようと。その中におきましては、女性、男

性という区別はしないという形で作業を進めてお

りますので、管理職の中には今までは女性の中で

課長職までだったのが昨年の４月には次長職をと、

そういうふうに能力のある職員については男性、

女性問わず登用していこうと。そして、もう一方、

名寄市特有の課題であります年齢構成で、若干一

挙に大量退職になってしまって、そこの分の補充

の関係もございまして、今加藤市長になりまして

から積極的に若い職員を係長に抜てきとか、課長

に抜てきとか、場合によってはさらにその上の職

についてもということで考えておりまして、この

辺については名寄市は先進的に男女共同参画の趣

旨にのっとって管理職登用の関係についても市民

委員についても取り組んできましたので、４月の

人事異動も控えておりますけれども、それらも視

野に入れて現在作業を進めておりますので、ぜひ

御理解を賜りたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

済みません、ちょっ〇総務部長（扇谷茂幸君）

と資料手元にありませんでしたので。私どもの市

の一般行政職の管理職の登用率でありますが、課

長補佐以上のいわゆる管理職につきましては、一

般行政職なのですけれども、６７名おりまして、

そのうち管理職登用数につきましては５名という

ことになっておりまして、率にしまして４６％

でございます。３５市ありますけれども、その中

で登用率は実は決して低いほうではありませんで、

全道のうち８位ということになっております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。全道的に見ても高いほうの数字だというふう

なことでございますけれども、先ほども言いまし

たように男性、女性、半分半分もいるわけですか

ら、そういう部分では男性、女性にこだわらず、

やはりそういう部分で進めていっていただければ

なというふうに思います。

それから、あと１つ、条例制定に向けての部分

がどこかにあったような気がするのですが、その

条例制定に向けてのお考えがどのように進んでい

るのか、あればお聞かせをいただきたいのですが。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

条例制定の関係につ〇副市長（佐々木雅之君）

きましては、スタートしてから１０年間の周知期

間を含めてということでお話をさせてもらったこ

とがあります。それがまた議会の議論の中でも市

民委員会の皆さんとこの間の検証をして、少し早

めるということも含めて検討をしたいというお答

えをさせていただいています。ただ、庁内的には

かなり議論が進みまして、周知活動についても毎

回広報に載っけたりはして努力をしているのです

けれども、なかなか民間企業の場合に従業員の数

も含めてちょっと課題もあるものですから、この
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辺につきまして具体的に新年度からさまざまな調

査も含めて市民委員の皆さん方の意見も聞きなが

ら作業を進めていきたいというふうに考えていま

す。

以上です。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、男女共同〇１７番（山口祐司議員）

のほうは一回おかせていただきまして、５番目の

農業振興の関係で質問をさせていただきたいと思

いますけれども、今回戸別所得補償制度の問題で

名寄市の場合は農地の利用とか集積に関しては影

響は出なかったというお話でございます。北海道

の場合は、やはり面積が大きいということで賃貸

をされているような方は余り、割合的に少ないの

もあるのかなというふうに、面積が大きいのでと

いうのがあるのかなというふうにも思います。あ

っせん状況にしましても３０戸前後ということで

ございますので、ほぼ影響はなかったのだなとい

うふうに思います。

６次産業化の取り組みの関係なのですが、先ほ

どみそ、漬物、それからもちですとかひまわり油、

トマトジュース、何例かの部分が名寄にもあると

いうことでございますけれども、国は６次産業化

という部分を打ち出して、これからの農業という

ものを振興させていこうという考えなのだろうと

いうふうには思うわけなのですが、ただ思った以

上に６次産業化という部分のハードルの高さとい

いますか、やはり農業者というのはいいものをつ

くって、つくることに専念をするといいますか、

そういう農業者ですから、それを加工して売って

いくという難しさといいますか、そんな簡単なも

のではないよというふうに思います。自分も農業

者ですから、そう思います。そういう方向に持っ

ていくためには、国だけではなくて、やはり名寄

市行政としてもっと底辺のバックアップというも

のが必要ではないかなというふうに思います。ノ

ウハウを教えるといいますか、そういう部分を研

修ですとか、そういうものの必要性といいますか、

あると思うのです。やみくもにそれをやって簡単

に売れるものではないというふうに思っています

ので、やるからにはやはりそれだけのノウハウを

ためて、そしてスタートするというような形でな

いとだめだと思うのです。ですから、そのために

はいろんな企業の方々から教えてもらうとか、そ

ういう体制づくりというものをやはり市としてつ

くってあげることがいいのではないかなというふ

うに思うのです。これは、国も道もそうですけれ

ども、もっと身近な市あたりがそういう部分でそ

ういう場所といいますか、ものをつくってあげな

いと、なかなか進んでいかないというふうに思う

のですけれども、いかがでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

非常に難しい問題だなと〇市長（加藤剛士君）

思います。行政がどこまでこれ入っていくのかと

いう問題もありましょう。まずは、こうした６次

産業化というのは今それぞれ農水省あるいは道で

もさまざまな施策もありまして、こうしたことに

行政としてはアンテナを張ってマッチングをして

いくというような、コーディネートをしていくと

いうことをしっかりとやっていかなければならな

いだろうというふうに思います。また、商工会議

所等もこの地域ブランドの推進を強力に推し進め

ていただいていまして、そうしたところとの連携、

さらには農業者でなかなか今お話あったように資

本力あるいはマンパワーも含めて厳しい部分に関

しては、そうしたところとの結びつきや連携とい

うことも視野に入れていかなければならないのか

なと。さらには、何といってもやっぱり売れるも

のをつくっていくというか、販売をしていくとい

うことが、先にしっかりそこが担保されていない

とせっかくの取り組みも生かされていかないのだ

ろうというふうに思うのです。まずは、販売力を

しっかり高めていくことが行政としても求められ

ているのではないかというふうに思いまして、そ

うしたことを２４年度の観光振興計画等も含んで

ということになりますけれども、ぜひこれは強化
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をしていきたいというふうに思っていまして、う

ちだけでない、行政だけでなくて、商工会議所だ

とか民間とも連携をしながら、そういう体制づく

りにぜひ努めていきたいというふうに考えていま

す。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。本当に未知の世界ですから、農家にとります

と。加工することもそうですし、流通関係もわか

らないですし、農協に全部任せているのですから、

今まで流通なんていうのは。それ販売もわからな

い。どういう形で売ればいいかもわからない。だ

から、簡単なものではないということですので、

何とか名寄市のすばらしい農産物をそういう形で

販売できればなという部分もありますし、やはり

そういう部分で行政としてのバックアップを期待

をしたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。

次に、６番目なのですけれども、教育行政につ

いてお伺いをしたいというふうに思いますけれど

も、全市的な適正配置計画、名寄市内は５校から

４校という部分でなるという方向性が出てきてい

るわけなのですけれども、私この質問を何回もち

ょっとあなたしつこいよと言われるぐらいやって

いるのですが、ただ現実としてやはりもうあと五、

六年後の学校の生徒の数は実際わかるわけなので

す。それをそのままにしておくのが本当にいいの

かということなのです。確かに地域の理解も必要

ですし、それは当然わかるのですが、一番は子供

の教育に関してやっぱりその子のためにやってあ

げなければいけないという部分だというふうに思

いますので、適正配置計画ですとか、それから施

設の整備計画では地域と連携しながら、効率的に

計画的に進めていくというふうにしているのです

けれども、一歩踏み込んでどのような手法で進め

ていくのか、ちょっと再度お聞かせをいただきた

いと思いますけれども。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

お答えします。〇教育長（小野浩一君）

風連地区ですとか郊外、農村地区など、地域に

よりましては将来の子供たちの推移ですとか、学

校の老朽化の状況などについての情報というのは

なかなか把握できないということも私ども十分承

知しております。したがいまして、今後もし地域

から要望があれば、その地域の課題や将来の教育

のあり方などについて共通認識に立つという視点

で、教育委員会としては適正配置や学校施設の設

備について語り合う場、これを設定するなどして

対応していきたいなと、そんなふうに思っていま

す。よろしいでしょうか。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。ちょっと一歩踏み込んでいただけたのかなと

いうふうに思います。何とか自然消滅を待つ、ち

ょっと言い方悪いですね。ほうっておくのではな

くて、それもちょっと変な言い方だな。やはり委

員会としてちょっと一歩踏み込んでいただけると

いうお話ですので、何とか地域に入っていただい

て、お話をしていただければなと思います。よろ

しくお願いいたします。

それから、給食関係のことでございますけれど

も、これも何度か前回質問させていただいたこと

あるのですけれども、名寄の場合にはかなり地場

産のものが使われているというふうに思うのです

けれども、現在何％ぐらいの地場産のものを使っ

ておられるのかということと、それから何年か前

から米粉でパンをつくっていると思うのですが、

それ今も続けられているのか、その辺ちょっとお

聞かせをいただきたいと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

学校給食の食用食材の〇教育長（小野浩一君）

納入についてでございますけれども、米飯は１０

０％風連産米を使用しております。一昨年から２

年間の期限つきで農林水産省から採択を受けた地

場農畜産物利用拡大事業の影響や平成２２年４月

から学校給食法の一部改正もありまして、地場産
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使用率は平成２２年度の実績で６３％となって

おります。全道的に見ても高い水準と言われてい

るようでございます。給食における米飯の回数に

ついては、道教委では週に３回を基準としており

ますけれども、名寄市においてはもとから４回か

ら５回の提供となっている実情でございます。

次に、昨年４月から地元産米の消費拡大の対策

として開始しました米粉パンにつきましては、児

童生徒の評判もよく、残す子供も少なくなったと

いう連絡を学校からいただいているところでござ

います。ただ、米粉パンにつきましては気温に影

響されるということでございまして、夏場の使用

が難しいと。それで、秋口から冬場の使用に限ら

れるということですので、使用回数はおおむね年

８回程度ということで、通常のパンを８回、それ

からもち粉パンというのですか、モチ米の。もち

粉パン、これを３回提供することとしております。

今後におきましては、評判のいい米粉パンですの

で、使用回数をふやしていくような、そんな検討

をしてまいりたいと思っております。よろしくお

願いします。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。米粉パンのほうは、最初つくられたときに一

度試食させていただいたのですけれども、結構お

いしいパンだなというふうに思っております。

地場産の使用率が６３％ということで、かな

りこれは近隣から見ましても高い数字なのかなと

いうふうには思うわけなのですけれども、何とい

いましても地元のものを食べて、よく身土不二と

いう、人と土は一体であるという４文字の熟語と

いいますか、人と土は一体である。人の命と、ま

た健康は食べ物で支えられているということなの

ですけれども、そしてその食べ物は土から育って

いる。ですから、人の命と健康は土とともにある

のだよと。地元でとれたもので食べることが一番

体にいいのだよということだというふうに思うわ

けですけれども、医食同源もそうでしょうけれど

も、同じような意味だと思いますけれども、今後

とも地元の食材を有効に使っていただいて、基幹

産業が農業である名寄市でありますので、子供た

ちにもやはりそういう部分で理解をしていただい

て、食育の部分を進めていただければなというふ

うに思います。

ちょっとまだ時間がありますけれども、これで

質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

以上で山口祐司議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時４３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 宗 片 浩 子

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号
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開議 平成２４年３月１３日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 谷 内 司 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号



－118－

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

本日の会議に１６番、〇議長（黒井 徹議員）

谷内司議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 佐 藤 靖 議員

１９番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２４年度市政執行方針から安心して健やか

に暮らせるまちづくりについて外１件を、川村幸

栄議員。

おはようございます。〇１番（川村幸栄議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

まず最初に、平成２４年度市政執行方針から安

心して健やかに暮らせるまちづくりについて伺い

ます。１月２０日、札幌で４０歳代の姉妹が３回

も区役所の保護課に相談に訪れていたにもかかわ

らず、遺体で発見されるという痛ましい事件が発

生いたしました。その後も地域で孤立し、死亡し

ていた事件が起きています。名寄ではこんなこと

はないでしょうね、こんなことが起きないように

頼みますよ、こんな不安の声が寄せられていると

ころであります。孤立死、困窮死をさせない、安

心して健やかに暮らせるまちづくりが急がれます。

そこで、高齢者福祉の充実についてですが、災

害時要援護者支援の確認、徘徊高齢者ＳＯＳネッ

トワーク事業が進められていますが、高齢者のひ

とり暮らしや高齢者夫婦などの安否確認、生活実

態調査が必要ではないでしょうか。介護認定の申

請、更新の状況把握も必要です。福祉、介護サー

ビスから外れた世帯にこそ、対応と支援が必要に

なります。地域包括支援センターや民生委員の皆

さん、市の職員の訪問などを重ねることを強く求

めるものですが、お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

次に、障害者福祉の推進についてです。障害者

の孤立防止が必要です。家にこもりがちになり、

みずから積極的に地域とのつながりを求めること

は少ないと言われています。日常的な孤立状況を

なくすためにも、就労支援が重要です。また、ひ

とり暮らしは難しく、グループホームなどへの入

居を希望する声も多いといいます。支援について

のお考えをお聞かせください。

次に、子育て支援の推進について。育児不安や

育児困難等から成る虐待予備軍の早期発見と適切

な援助体制の整備、虐待発生予防等の対策が強く

求められます。そこで、全市町村に配置されてい

ます要保護児童対策地域協議会とおやおや安心サ

ポートシステムについて、さらにあらゆる角度か

ら検証するケース検討会議の状況についてお知ら

せをいただきたいと思います。

４つ目に、地域福祉の推進について。住民福祉

の向上に努めると述べられていますけれども、生

活困窮による料金滞納で、ライフラインの供給停

止を放置させてはなりません。生活基盤の崩壊で

生きる意欲の喪失につながります。ライフライン

の継続確保が求められます。滞納対策を生活再建

と位置づけ、回収で済ませることなく、生活再建

への支援が必要です。セーフティーネットである

生活保護制度の周知の徹底が望まれます。生活保

護世帯とそれに準ずる世帯を支えるために、生活

保護ケースワーカーだけでなく、支援員の配置な

ども必要になります。名寄市では、生活保護ケー

スワーカーは定数が３名のところ４名が配置され

ています。相談しながら申請に至らなかった人、

保護を廃止した人のその後の生活実態の追跡調査

も積極的に行っていただきたいと思います。お考
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えをお聞かせいただきたいと思います。

２つ目に、平成２４年度教育行政執行方針から

健やかな体の育成について伺います。教育行政執

行方針で学校給食食材の安全性については、安全

で安心な食材の選定に細心の注意を払いながら、

地場の農畜産物を積極的に活用すると述べられて

います。日ごろから米粉パンなどおいしく安全、

安心な給食を提供していただいていることに感謝

を申し上げたいと思います。

東京電力福島第一原発事故後１年がたちました。

食への放射能汚染に対する不安が広がっています。

そこで、給食食材の放射能汚染に対する考え方を

お聞かせいただきたいと思います。

２つに、豊かな地域文化の継承と創造について

伺います。市内に点在する郷土の遺産や史跡を再

確認すると執行方針で述べられています。観光振

興計画の既存資源の洗い出しの中では触れられて

いない貴重な遺産である次の２件についてお考え

をお聞きしたいと思います。１つは、山田風車に

ついてです。健康の森に平成８年、名寄市開基９

０周年、市制施行３５年記念事業の一環として建

てられた風車があります。風力発電装置のすべて

を独自の技術で研究開発に活躍されていた名寄市

緑丘生まれの山田基博氏の偉大な功績をたたえ、

建設されたものであります。今は残念ながら故障

中で動いてはいませんけれども、市民に山田氏の

存在を知ってもらうとともに、夢を与え、青少年

の科学と情操面にも潤いをと設置されたといいま

す。山田基博氏が発明した山田風車は、唯一戦前、

戦後を通じて風力発電の成功例と言われ、海外か

らも高い評価を受けています。１年前の東京電力

福島原発事故後、自然エネルギーに対する関心は

非常に高まっています。小学生による小惑星発見

プロジェクトで宇宙への関心を高めたところです。

山田風車で自然エネルギーの活用など科学への関

心を高め、発明への夢を膨らませることにつなが

るのではないかと考えますが、お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

２つには、風連の歴史民俗資料館についてであ

ります。郷土の貴重な資料が数多くおさめられて

いる風連歴史民俗資料館ですが、名寄地域に住む

皆さんにももっと見てほしいと思っています。常

時見学可能となっておりますけれども、児童館ま

で申し出なければ見ることができません。敷居が

高く感じられます。冬期間は暖房もなく、非常に

寒いという状況であります。北国博物館と連携し

て見学期間を設けるなどの工夫も必要ではないか

と考えますが、お考えをお聞かせいただきたいと

思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようござい〇健康福祉部長（三谷正治君）

ます。私のほうからは大きな項目１を、大きな項

目２につきましては教育部長からの答弁とさせて

いただきます。

大きい項目１、平成２４年度市政執行方針から

安心して健やかに暮らせるまちづくりについて、

小項目１の高齢者福祉の充実について申し上げま

す。名寄市の６５歳以上の高齢者人口は、平成２

４年２月末で３０３人、高齢化率は２５％と

なっております。単身高齢者や高齢者のみの世帯

が増加している中、地域から孤立した状態で高齢

者が死亡することが社会問題となっております。

この問題は、今後の人口動向及び家族やコミュニ

ティーの役割が変化する中で、一層深刻化するこ

とが予想され、早急な防止策が求められておりま

す。ひとり暮らしの高齢者などの見守りは、町内

会、地区の民生委員児童委員、さらには社会福祉

協議会においての町内会ネットワーク事業の実施

により、その地域で生活する高齢者などを支援す

るための見守り体制が進められております。また、

ひとり暮らしで生命に危険な症状を発生させる重

い持病を抱える高齢者に対し、急病など緊急事態

が発生した際、消防署へ通報することができる緊

急通報システムの設置事業も行っているところで
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あります。しかし、これらの見守りはそれぞれが

有する独自の情報をもとに行われており、情報の

共有が図られていないことから、だれからも見守

られていない高齢者もいるといった状況が想定さ

れるところであり、だれもが地域で安全、安心に

暮らしていける社会づくりを目指していくために

は、行政を初め地域のさまざまな方々が互いに助

け合い、見守り合うという取り組みが必要と考え

ております。高齢者の実態把握につきましては、

要援護者台帳管理システムを活用し、平成２４年

度から見守りが必要な要援護者の把握に努めてま

いりたいと考えております。

次に、要介護認定の更新の対応で、介護サービ

スを利用している方については、介護保険施設や

指定居宅介護支援事業所が本人の依頼に基づいて

更新の代行申請等を行っております。また、介護

サービスの利用がない方については、更新のお知

らせを文書にて認定者本人に通知をしており、こ

れによって更新をされる方や窓口や電話の問い合

わせを受け、認定更新について説明を行っている

ところであります。しかし、通知後も連絡がなく、

更新しない方も年間５０名程度おります。この中

には、介護サービスの必要性がなくなった方もい

るとは思いますが、文章の内容がわからない方や

郵便物の確認をせずに更新の期限を過ぎてしまう

ことも考えられることから、今後はそのような方

に対して再度電話等で本人の状況の確認を行い、

必要に応じて地域包括支援センターや民生委員児

童委員などと連携を図っていくことを現在検討し

ており、孤立死等を未然に防ぐための一つの対策

と考えております。

次に、小項目２の障害者福祉の推進について申

し上げます。本年度第３期目になります名寄市障

害福祉実施計画を策定し、目標年次の平成２４年

から２６年までの３カ年について各種サービスな

どの事業量を見込みました。策定に当たっては、

市民アンケート、福祉懇談会、障害福祉関係事業

所との懇談会など意見、要望を聴取し、利用者ニ

ーズを取り入れてまいりました。

なお、現在施行されております障害者自立支援

法が平成２５年８月に廃止の予定となっており、

新たな福祉制度による支援策が検討されているこ

とから、国の動向を注視しながら対応してまいり

たいと考えております。

障害を持つ独居世帯の状況につきましては、住

民基本台帳上では重度障害者で２２０人ほどおり

ますが、生活実態とは必ずしも一致しない状況に

あります。札幌市で発生した知的障害を持つ姉妹

が孤立した事件以後、当市では重度の知的、精神

障害者でサービスを利用していない方について民

生委員児童委員の協力を得てその安否の確認を行

い、全員の生活状況が確認されたところでありま

す。現在重度の身体障害者などを含め、サービス

未利用の抽出作業を行っておりますので、整理で

き次第状況調査を実施する予定になっております。

グループホームの支援につきましては、知的障

害者のグループホームへの入所希望者が約２０名

程度待機状態であると市内事業所より報告を受け

ております。平成２４年度には、民間によるグル

ープホームの整備計画が複数あると聞いておりま

すので、名寄市障害者ケアホーム・グループホー

ム整備事業補助金交付要綱に基づき支援をしてま

いりたいと考えております。

また、並行して一般就労への支援も強化してい

かなければならないと考えております。経済状況

低迷により、一般の就労先の確保も難しい時代に

ありますが、ジョブコーチ制度を利用しての就労

支援やハローワークとの連携、事業主及びなよろ

地方職親会との協力と連携を図りながら推進して

まいりたいと考えております。

次に、小項目３の子育て支援の推進について申

し上げます。児童虐待に関する相談件数は、全国

的に増加をしており、平成２２年度上川振興局管

内では相談処理件数及び虐待通告件数も過去最高

となっております。平成１２年に児童虐待防止法

に関する整備がなされ、通報、相談、支援の取り
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組みが進み、社会に周知されるようになり、住民

の意識が高まったものと考えております。本市に

おきましても児童虐待による相談件数は増加傾向

を示しており、平成２０年２月に児童虐待の未然

防止、早期発見等のため、保育所、幼稚園、学校、

教育委員会、保健センター、民生委員児童委員、

警察、医療機関、保健所、法務局、児童相談所な

どの地域の関係機関、団体等の関係者が連携を図

り、協力して取り組んでいくことが重要であるこ

とから、児童福祉法第２５条の２第１項の規定に

より名寄市要保護児童対策地域協議会を設置いた

しました。同協議会では、代表者会議、実務担当

者会議を開催し、定期的な情報交換を行い、個別

のケース検討会議では要保護児童の具体的な支援

の方法を関係機関と情報の交換を行いながら、そ

れぞれの役割分担、見守り、予想される課題等を

検討してまいりました。ケース検討会議では、迅

速な対応が求められることから、今後も適正に対

処をしてまいりたいと考えております。

おやおや安心サポートシステムにつきましては、

平成２２、２３年度の北海道の要保護児童対策地

域協議会の機能強化事業であり、育児支援力の強

化、虐待発生予防、療育支援体制の整備を行う事

業で、この事業には市立３保育所が平成２２年、

２３年度で参加し、保育所の子育て支援機能を活

用し、保健所、名寄市立大学社会福祉学科の協力

のもと、保育所での支援の取り組みを学び、現状

を点検、評価を行いました。このことにより、母

子保健と保育所が連携し、要支援家庭、要支援児

への支援体制づくりに努めているところでありま

す。

子育て支援センターでは、保健センターと連携

を図りながら、孤立しがちな家庭への訪問など、

今までの支援とあわせて出向いていく支援事業の

実施を予定しております。また、平成２４年度か

らは現在休止をしている風連日進保育所を活用し

ながら、子育て世代の親がお年寄りや地域の方々

の協力を得ながら、子育てを楽しめるよう新たな

子育て事業を実施し、サポートしてまいりたいと

考えております。

次に、小項目４の地域福祉の推進について申し

上げます。福祉行政の懸案事項の一つでありまし

た地域福祉計画を今年度策定することができまし

た。多くの市民、関係者の方々からの協力により、

新名寄市総合計画後期計画との整合性を図り、ま

た名寄市社会福祉協議会で策定しました名寄市地

域福祉実践計画と連携したものとなっております。

平成２４年度から事業の具現化、実行へと着手い

たしますが、地域福祉根幹となるすべての人の幸

せを願う福祉の心の醸成にはまだ多くの時間がか

かると考えております。孤立した人や世帯をなく

すためには、地域の方々の協力が不可欠であり、

見守りによる安否確認体制を構築するのは現在行

われている町内会ネットワークを基盤とした事業

の推進を考えております。潜在する要援護者の発

見には、民生委員児童委員、町内会の協力を得る

ことはもちろんですが、ライフラインを供給する

公的機関との連携や宅配業者など、直接本人と接

触を持つ機会のある事業所の協力のもと、発見に

結びつく例もありますので、関係する事業所との

連絡体制を強化してまいりたいと考えております。

将来の生活不安による相談件数が増加傾向にあ

ります。すぐに生活保護に結びつくケースはまれ

ですが、生活保護制度の内容を聞きに来られる方

も多く、その要因は収入減によるものが多くを占

めております。長引く不況の社会的な問題を背景

に民生委員児童委員の方への負担が多くなってい

るのも事実であります。なり手がいない状況は、

全国的な問題でもありますが、当市においては９

８人全員が充足されていることから、今後民生委

員児童委員の本来の業務が遂行しやすい環境を整

理してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２、平成２４年度教育行政執行方針について、
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その中から小項目１、健やかな体の育成について

にかかわりまして、原発事故に関連した給食用食

材の安全性についてお答えを申し上げます。

児童生徒の健やかな体の育成を図るため、学校

給食においては安全で安心な給食の提供に細心の

注意を払いながら、地場の農畜産物を積極的に活

用をしております。学校給食用食材の選定におい

ては、一義的には地場の農畜産物を使用すること

とし、生産時期の問題から地場の食材が入手困難

な場合には道内産の食材を使用し、道内産でも入

手が困難な場合には道外産を使用することで、国

内産の食材にこだわった安全で安心な給食の提供

を行っております。しかしながら、昨年３月１１

日の福島原子力発電所の事故の影響から、冬期間

及び端境期の学校給食用食材の購入に当たっては

一部北関東を中心とした東北、四国、九州等で生

産された野菜類を使用せざるを得ない状況にある

ことから、食材の放射能汚染に関し細心の注意を

払う中で使用しているところであります。食材の

放射能汚染の状況把握につきましては、冬場や端

境期の使用に向け厚生労働省や農林水産省が行っ

ているモニタリング調査の結果をインターネット

等で逐次確認するなど、学校給食センターで使用

する食材の生産地のセシウム、沃素の状況を把握

をし、安全であることを確認した中、使用をして

おります。また、昨年９月から札幌市では福島県

及びその近隣自治体などから市内に流通する食品

を対象に放射性物質のモニタリング検査を実施を

し、インターネット等で公表していることから、

これらのデータも参考にしながら使用をしており

ますので、御理解を願いたいと思います。

次に、小項目の２、豊かな地域文化の継承と創

造についてにかかわる部分で２点の御質問をいた

だきました。１点目の山田式風力発電でございま

す。山田式風力発電は、名寄市出身の山田基博氏

が昭和１７年に電気の通じていない農漁村用に開

発した二枚羽根の小発電用風車で、戦後はその効

率のよさから道内のいわゆる戦後開拓農家の入植

の農家の方や東北の山村の自家発電用に数千台の

普及を見せたと言われております。高度成長期以

降は需要はなくなりましたが、その後のオイルシ

ョックのときには一時また注目を浴び、また風力

発電自体は昨年の原発事故でクリーンでソフトな

エネルギーとして再認識をされている分野でもご

ざいます。名寄市では、議員御指摘のとおり郷土

の出身者で世界的にも認められた山田氏考案の風

車を市民の方に知っていただくために、平成３年

からなよろ健康の森の整備事業にあわせまして日

進地区の丘陵地の一角に希望の灯の塔として山田

式風車を当時３基設置をし、その実績と青少年へ

の科学情操教育の振興を図ったところであります。

その後残念ながら老朽化のため、現在は１基が設

置されていますが、動いてはおらず、その当初の

目的どおりにはなっていない現状がございます。

また、名寄新聞社が刊行いたしました続々名寄百

話という文献には山田氏の実績が収録されており

ますけれども、一般の方にはその存在、それから

実績が知られていないのが実情でもあります。

次に、風連歴史民俗資料館の現状と利用促進の

考えについてです。風連歴史民俗資料館は、合併

以降は北国博物館の分館の位置づけで、原則とし

て常設の管理人は置かず、入館希望者があった場

合には入館をいただく施設として運用をしてござ

います。平成２２年度までは、隣接する場所に福

祉センターの生涯学習課の職員が入館者の対応を

しており、福祉センターの解体後は少し離れてい

ますが、風連児童会館内の図書館分館の方にお願

いをしておりますが、本来業務もあり、入館希望

者の方には不便をおかけしているのが現状であり

ます。利用者の状況につきましては、ここ３年ほ

どですけれども、平成２０年度で２８４人、２１

年度で１９２人、平成２２年度は４６人、これは

６月から１０月まで福祉センターの解体工事に伴

いまして休館した影響でございます。また、本年、

平成２３年度は２月末で８１人の利用状況となっ

ております。平成２２年当初には、閉校となりま
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した風連高等学校のメモリアルコーナーをロビー

に設置をいたし、１階の常設展示の一部も手直し

をしております。常時開館ではないため、収蔵庫

的な利用となっております２階部分については、

季節的には湿気対策等必要となっているという現

状もございますが、現在の利用状況と職員体制の

中では現状維持とならざるを得ないことを御理解

をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

安心して健やかに暮らせるまちづくりについて

でありますが、まず高齢者福祉の点についてです。

今回全国でいろんな事件がありまして、本当に皆

さん心を痛めているわけで、自分も含めてこんな

ことが起きないようにという思いは強くされてい

るのかなというふうに思っています。先ほど介護

申請の部分でいろいろ御説明がありました。文書

で、また電話でというようなお話でしたけれども、

ぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思っ

ているところです。更新されなかった理由という

の、いろいろ先ほども介護が必要なくなった方も

いらっしゃるのではというお話もありましたけれ

ども、その理由というのは更新しなかったという

高齢者がいるということは自治体しかその情報は

持ち得ていないわけですから、ぜひ民生委員さん

にお願いするのもあるかもしれませんが、市のほ

うで積極的にかかわっていただきたいなというふ

うに思っています。やっぱりじっくり更新してい

ない理由の把握です。経済的な理由も多いのでは

というふうに考えるわけですが、その部分じっく

り聞いていただきたい。それで、その後必要な介

護はどういうものがあるのか、包括支援センター

等との連携もしながら、必要な働きかけや、また

支える仕組みづくりが必要ではないかというふう

に思っているのですが、この点についてお考えを

さらにお聞かせいただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

手帳等々の手続〇健康福祉部長（三谷正治君）

で、やはり先ほど答弁させていただきましたよう

に年間約５０件ほどいるということで実態を把握

させていただいております。その中には、先ほど

の答弁もあるように自立できてその手続を更新し

なくてもよくなった方もおられます。しかしなが

ら、先ほどの説明のようになかなか郵便物をその

ままきちんと熟慮しながら理解をして、次の手続

というもの、また家庭におられなくて郵便物がそ

のままになっているだとかという部分が見られる

のも事実であります。やはり基本的には、そのよ

うな人たちには議員がおっしゃるように出向いて、

内容を確認をして対応していくというのが本来の

行政サービスのあり方でないかと私たちも考えて

ございます。現在まで残念ながらそういう部分が

若干欠けていた部分は反省をしながら、先ほど答

弁のとおり今後におきましてはその部分は訪問す

るなり、またその内容によっては地域包括支援の

行政サービス支援に向けられる部分がございまし

たら、そのような対応を進めさせていただきたい

と考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ強化していただき〇１番（川村幸栄議員）

たいというふうに思います。これらの事件後は、

やっぱり道内の自治体でも高齢者の見回りや生活

実態調査を強化するところが非常にふえています。

今直接行ってくださいというふうにお話ししまし

たけれども、不在であったり、またうちは関係な

いというふうに拒否される方もいらっしゃるとい

うふうに思います。困難さは大きいとは思うので

すけれども、地域にある、先ほども言った支援セ

ンターであったり、民生委員の皆さんのお力であ

ったり、社会資本の活用していただいて、ぜひ進

めていただきたいと思います。

先ほど民生委員さんの話もありました。負担も

非常に大きくなって、本当に御苦労かけているな
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というふうに私の周りの皆さん見ていても思いま

す。そこをだからこそ、市が責任を持ってフォロ

ー体制をつくるということも強く求めたいという

ふうに思います。また、地域包括支援センターの

人員増などは国や道などにも強く要請していくこ

とも必要かなというふうに思っていますので、ぜ

ひここを進めていただきたいというふうに思いま

す。

障害者の福祉の問題なのですが、本当に一生懸

命取り組んでいただいているなというふうに思っ

ています。先ほどお話聞きましたら、２２０名の

ひとり暮らしの皆さん方全員を確認できたという

お話で、ちょっと胸をなでおろしているところで

あります。しかし、見えないところにもという部

分もあったりしますので、この動きを引き続きぜ

ひ進めていただきたいと思いますし、またグルー

プホームへの入居希望者が２０名の待機というこ

とであります。いろんな民間の方たちのところで

努力をされていますけれども、やはり行政の支援

が本当に待たれているところなのですが、この部

分についてもう一度お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

グループホーム〇健康福祉部長（三谷正治君）

の支援につきましては、先ほどの答弁の中であり

ましたように現在の民間の部分で、今のお話の中

では３事業所から２４年度に向けて施設の整備を

図っていきたいというお話をいただいております。

２４年度中に完全にできるかどうかは、今のとこ

ろ予定でございますので、確定ではありませんが、

この３施設につきましては先ほど申しました名寄

市におきましては補助制度がございますので、そ

の補助制度にのっとりまして支援をしてまいりた

いと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

待たれているところに〇１番（川村幸栄議員）

支援をというところでは、やっぱり受ける側にと

っては本当に大きな喜びになるかなというふうに

思いますので、積極的な支援をお願いしたいと思

います。

次に、子育て支援なのですけれども、せんだっ

て虐待も含めてなのですけれども、やはり身体的、

精神的も含め、またネグレクトというか、放置の

問題も非常に気にかかるところであります。何日

も子供を１人でおうちに置いたままというような

こともあるとなると、先ほどから話ししている孤

立というところら辺につながるのかなというふう

に思って非常に気になるところであります。今御

答弁いただいた中で要保護児童対策地域協議会や、

またおやおや安心サポートシステム、これで随分

いろんなケース検討し、調査もしているというふ

うにお聞きしているところです。これは、道の保

健所のかかわりもあるということで、チェックリ

ストなども見せていただいたのですけれども、チ

ェックリストのサポート表、名寄市としての工夫

などもされてきたのかどうか、その辺もちょっと

お聞かせをいただきたいと思いますが。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員お話しし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましたように、児童虐待については４種類ござい

まして、それぞれ身体ですとかネグレクトという

部分がございます。名寄市においてもやはり法律

の改正によりまして通報義務ですとか、そういう

ものを含めて非常に多くなっているのが実態であ

ります。この部分につきましては、今議員お話あ

りました保健所も中心になって、関係機関でその

ケースごとにあればすぐケース会議を開催をして、

その対応を進めさせていただいていると。その中

の今のケース的な様式等につきましては、これは

そのケース会議または本体の会議におきまして、

協議会におきましてそれぞれ関係機関といろんな

情報で、このような形がいいだとかというのは意

見交換をさせていただいているのが実情でありま

す。ですから、現在この地区で児童に対しての虐

待の対応策としてはパーフェクトではありません

が、すぐ対応できているということ。特に警察を
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含めてすぐ連絡体制が今確立されております。で

すから、子供たちには、特に幼児も、それから園

児も、それから児童も生徒もという形で広いジャ

ンルでございますけれども、それぞれ各学校を含

めた形、警察を含めて、保健所を含めてという本

当に関係機関の皆さんが熱心にその協議会のほう

に参加をいただいて、いろんな情報をいただきな

がら、交換をしながら、いかにしてその子供に、

親に、家庭に一番ベストな方法をいつも模索して

いる段階でありますが、この部分のシステムはさ

らに皆さんの、特にこの協議会だけでは解決でき

ない問題でありますので、地域にも周知をさせて

いただいて、市民ぐるみで子供たちの虐待を未然

に防ぐような体制づくりを今後進めさせていただ

きたいと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

関係機関の皆さんと本〇１番（川村幸栄議員）

当に力を合わせていただきたいというふうに思い

ます。妊娠、出産期については、保健センターの

こんにちは赤ちゃん訪問等で細やかな支援をして

いただいているのですけれども、その後のお母さ

ん方、孤立させない取り組みが重要だというふう

に考えています。ちょっと調べたのですが、平成

２２年度旭川児童相談所での虐待に対する相談の

処理件数が２４６件あるのですが、相談の経路別、

どこに相談に行ってここに行ったかというところ

を見ると、警察が一番多かったのですが、次に都

道府県であったり、市の福祉事務所というふうに

なっていました。御近所だとか親戚というのがそ

の後になっているのです。だから、やっぱり行政

が頼られているのだということを示しているのだ

というふうに思っています。ですから、行政が担

う役割というのは非常に大きいなというふうに思

っているのですが、ここの部分についてお考えも

しあればお願いします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在私の健康福〇健康福祉部長（三谷正治君）

祉部の中に相談員がございまして、今議員言われ

ましたように直接市のほうに相談も多うございま

す。しかしながら、今教育委員会が１１０番です

とか、それから各学校でその担当の先生がござい

ますので、その先生からの相談だとかということ

で、基本的にはもう年々多くなっているのが実態

であります。この部分につきましては、それぞれ

のケース、ケースが、いろんなケースがございま

すので、そのケース・バイ・ケースでございます

けれども、今の時点で対応がこの子供に対して一

番いい方法ということを模索しておりますので、

この部分につきましては関係それぞれの担当者と

綿密に連絡をとりながら、またその中では本当に

親子を離して児童相談所に子供を送致をするとい

うケースも実は昨年、一昨年と名寄市では２件ほ

どございますので、基本的にはやはりいろんなネ

ットを張りめぐらせて、行政である我々が中心に

なって関係機関と連携を図って対処するのが一番

だと我々も現在思って実施をしている段階でござ

いますので、さらに市民の皆さんの御協力をいた

だければと思っております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願いし〇１番（川村幸栄議員）

たいと思います。子供の虐待の中にも経済的な不

安から来る虐待もあるかなというふうに思ってい

るのですが、生活保護の問題です。この間、過去

５年間北海道で保護世帯の推移を見てみますと、

世帯数で２５％、人数で２１％の増になって

います。これは、社会情勢、経済状況の中でどん

どんふえているのだというふうに思っています。

このまま続けばますます保護世帯はふえてくると

見なければならないというふうに思っているので

すが、道全体でいうと生活保護のケースワーカー

さんが足りなくて、共産党の道議も随分ふやせと

いうふうに道議会でも取り上げているのですけれ

ども、なかなか受給者もふえているということで

追いつかず、９２％の充足率になっているという

中であります。このケースワーカーの配置は、市

の段階では受給世帯８０世帯に１名のケースワー
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カーさん配置になっています。そういう中で名寄

市は、定数が３名という中で４名が配置されてい

るということであります。多いから減らすという

ことになっては困るというふうに私は強く思って

います。行財政改革という中で人員削減が進めら

れて、生活保護の相談や申請の枠を狭めるという

ことになっては困るわけです。また、ケースワー

カーさん１人が担当する部署、８０世帯、これは

郡部では６５世帯というふうになっているようで

すが、かなりの多い人数です。これをますますふ

えていく、負担を多くさせるということはとても

見逃すわけにはいかないというふうに思っていま

して、現在の４名の維持を強く切望するものです

けれども、この部分についての考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員の御質問〇健康福祉部長（三谷正治君）

のケースワーカーの関係でございますけれども、

名寄市が１８年に合併をしたときに、それまで旧

名寄市については３名、合併したことによって１

名増ということで、現在４名体制で進めさせてい

ただいているところであります。過去の経過を見

ますと、合併以降１９年度がピークで、その後現

在まで余り大きな増加はないということで、ここ

数年は同じような数字で推移をしている状態でご

ざいます。議員言われるように、国の方針では市

では８０、それから町村では６０程度ということ

で、現在町村並みの職員の配置ということで、受

給率も全道３２市中下から２番目ということで、

支給率は非常に名寄市は厳しいのではないかとい

う一市民の御意見もいただいているところであり

ますが、我々担当としては多くの職員で適正な事

務処理をさせていていると認識してございます。

それについては、受給になる、受給をするにはあ

る程度調査ですとか、それから支給までの時間が

ございますので、それのつなぎ資金と言ったら言

葉語弊ございますけれども、社会福祉協議会で名

寄市が２００万円で委託をしております生活資金

１世帯３万円という、こういう制度もございます

ので、そういうような制度も活用しながら、生活

保護受給者については毎年７０から８０件の相談

をいただきながら、そのうちで受給につながって

いるのは３件から５件程度というような数字も出

てございますので、今の体制が名寄市では特に毎

年上川振興局のほうから大がかりな監査が入って

ございます。この監査指導の中でも名寄市は適正

な指導をしているというお褒めの言葉もいただい

ている状況でございますので、この部分について、

しかしながら人員については私の立場で継続する

だとか、ふやすだとか、削るということは残念な

がら申し上げられませんが、この制度にのっとっ

た適正な処理は今後も続けさせていただきたいと

考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

４名維持することを強〇１番（川村幸栄議員）

く求めていきたいと思います。

今社会福祉協議会から支援金３万円借りられる

というお話がされました。これは、あくまでも貸

していただく３万円です。３万円借りたけれども、

返す当てがあるかというと、本当に困って相談に

来ているわけですので、私はここのところが非常

に疑問に感じているところであります。３万円貸

してもらえるので、まず社会福祉協議会へという

ことではなく、やはり生活の実態、じっくり相談

に乗っていただいて、申請をしていただくという

ことが私は必要だと思います。札幌の姉妹の場合

でも、生活困窮ということで３回行っています。

区役所は、申請の意思が示されなかったのだとい

うふうに言っています。ここでは、求職活動、一

生懸命働くように、働き口探しなさいというふう

に求めたり、また生活保護制度の全般について説

明するだけだったということです。やっぱり申請

されるかどうかの意思を確認するということも私

は必要だというふうに思います。保護課の窓口で、

これを申請窓口というふうにする。相談して帰っ

ていただくのではなくて、相談を受けてここで申
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請しますかと申請の意思を確認する。これが必要

だということで、そこを徹底したいというふうに

強く求めるものでありますが、この部分について

のお考えを再度お聞かせください。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

保護の申請につ〇健康福祉部長（三谷正治君）

きましては、国のほうでもそれぞれマニュアル等

の指針を示してございます。名寄市におきまして

は、面接、相談に来られましたときには面接記録

表というのをそのマニュアル等々に従いまして、

作成をさせていただいているところで、先ほどか

ら言っている年間七、八十件はそれぞれこの記録

表にのっとった数字でございますけれども、これ

につきましては議員お話しのとおり最終的には本

人の面談の結果の処置ということで、最後にはそ

の項目も本人の意思がある、ないという確認も項

目に入れさせてありますので、議員の御心配な部

分については今このようないろんな対応の中で処

理をさせていただいていると考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

２００８年の厚労省の〇１番（川村幸栄議員）

通達で、いささかの申請権の侵害もしてはならな

いというふうにあります。ですから、まず申請で

きることが必要であるということを強く求めてい

きたいというふうに思います。

時間もありませんので、次に移りたいと思いま

す。教育行政の給食の食材の問題なのですけれど

も、安全の確認を進めているというところなので

すが、道内においても食品放射性物質測定器の導

入を決めている自治体が今ふえています。例えば

釧路市では、来年度の予算に組み入れました。そ

れと、帯広市では今定例会で補正予算として一般

財源を使ってこの食品放射性物質測定器の購入を

決めています。名寄市としては、測定器の購入に

ついてどのようにお考えなのか、補助金の活用だ

とか、国民生活センターの貸与事業などの活用も

検討していただいて、購入に向けて前向きな対処

が必要かと思いますが、どのようにお考えでしょ

うか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

給食用食材の納入に〇教育部長（鈴木邦輝君）

関しましては、国や他の自治体が行うモニタリン

グ等の結果を注視して安全を確認しての使用とし

ておりますけれども、議員御指摘のとおり絶対的

な安心確保には至っていない状況にあると認識を

しております。本年４月からは、食品中の放射性

物質の基準値が改定をされまして、一部の野菜に

ついては１キロ当たり５００ベクレル以下から１

キロ当たり１００ベクレル以下に基準が厳しくな

ってきてございます。給食センターでは、本年２

月に上川管内１２共同調理場の状況をアンケート

調査をいたした結果、士別市では１月下旬から月

に１回もしくは２回の割合で納入食材１品目の放

射性物質の検査を実施しているということです。

また、剣淵町では検査機器の導入が検討を行われ

ている状況にありますし、議員御指摘のように道

内の他市では釧路市、岩見沢市で導入に向けて検

討の動きがあるとお聞きをしております。そうい

った意味では、徐々に関心が高まってきていると

いう認識をしてございます。検査機器導入に当た

りましては、厚生労働省と、それから農林水産省

が補助金を制度化をしておりますけれども、補助

対象を基本的には原発近隣１２都道府県に対して

補助要件を整備し、実施するということにしてお

りますけれども、北海道に確認いたしたところ、

補助対象を原発近隣１７都道府県に絞った表記は

ないということですから、今後において詳しい情

報の収集を図ろうと考えております。

また、国民生活センターでは放射性物質検査機

器の貸与について対策を講じているということで

ございますが、優先順位があるようで、昨年１１

月末現在で道内６の自治体が要望しているようで

すけれども、現在のところ未配分になっていると

いう状況であります。名寄市の給食センターでは、

食品の放射性物質の情報を的確に把握をして、納

入時には細心の注意を払い、安全な食材の納入に
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努めておりますが、今後においては道内の市町村

の対応状況等も見きわめながら、検査機器の導入

について研究をさせてもらいたいと考えておりま

す。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今新規制値の話がされ〇１番（川村幸栄議員）

ましたけれども、厚労省が２月２５日に発表した

基準値、発表と同時に意見募集も行っているので

す、厚労省が。それで、８７７件意見が寄せら

れた中で最も多かったのが今おっしゃったように

非常に厳しい基準値になったのですけれども、さ

らにもっと厳しくするべきだと答えた方が８７

７件のうち４４９件、子供に対してさらに配慮

した基準値にすべきとするが８１９件、新規制値

が厳し過ぎるのではないかという意見は５５件に

とどまっているということで、食に対する放射能

汚染の関心が非常に高いということで、道内の自

治体でも一般財源も使いながらということで、購

入を決めています。四、五百万円かかるという機

材ですけれども、やはり安全を担保される。それ

で、風評に流されないで確かな情報をというとこ

ろ辺ではやっぱりこういう機器購入して、市民の

皆さんにお知らせしていくということが必要では

ないかというふうに思っているのですが、再度お

考えをお聞かせください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

原発の事故の部分に〇教育部長（鈴木邦輝君）

関しては、１年がたってもいまだにその影響は衰

える部分がございません。いろいろな分野で、国

民生活、特に食の安全にかかわる部分では影響が

及んでいるという認識を深めております。特に放

射線の基準値に関しましては、より厳格な基準値

の設定を求めるというのが一般的な動向になって

いるということを踏まえまして、教育委員会とし

ても安全で安心な給食を提供するためには機器の

購入の検討を含めて検討してまいりたいと考えて

おりますので、御理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

前向きに御検討いただ〇１番（川村幸栄議員）

きたいというふうに思います。

時間がなくなりました。山田風車のことをちょ

っと最後に取り上げさせていただきたいと思いま

す。自然エネルギーの開発などに、道内でいろん

な地域の自然エネルギーの開発、調査したり、ま

た取り組んでいる大友詔雄さんという方がいらっ

しゃるのですが、工学博士。著書に「自然エネル

ギーが生み出す地域の雇用」という中で、隣の下

川町のことなども細かく紹介されているのですが、

この中に山田基博さんのことを北海道が生んだ風

力発電の大天才と、こんなふうに紹介されていま

す。本当に私たちは、こういう大天才を先輩に持

った市民なのだというところら辺をもっと広く子

供たちにもいろんな形でお知らせする機会はある

のかなというふうに思うのですが、ぜひお知らせ、

伝えていっていただきたいし、また自然エネルギ

ーへの関心も深めていただきたい。そういった部

分でどのように取り上げていただけるか、ちょっ

とお考えがあればお聞かせをいただきたいと思い

ます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のように、〇教育部長（鈴木邦輝君）

身近な必要性から発明の夢を膨らませて、風力発

電の分野ではその名が歴史上の位置を占めます山

田式風車でありますけれども、その意味では郷土

の人物遺産として再認識と、それから洗い出しに

相当する事例と認識をしてございます。ただ、現

在のところ環境教育であるとか、風力発電の啓発

に直接結びつける方策についてのその手段と方策

を示すまでには至っておりませんけれども、今後

は名寄市内には山田氏とかつて交流のあった方も

いるということを聞いておりますので、博物館等

で山田氏の資料につきましてまず周知に努めたい

と考えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。
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おはようございます。〇１０番（高橋伸典議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問をしてまいります。さきに行われ

ました各議員の中で重複する質問もございますけ

れども、よろしくお願いいたします。

まず、大きい項目１番目、孤立死への対応につ

いての質問をさせていただきます。本年１月、札

幌白石区のマンションで４０代の姉と知的障害者

の妹が孤立死した残念な事件が起きてしまいまし

た。姉は、２０１０年６月、２０１１年４月、２

０１１年６月に生活保護の申請を相談に区役所に

行かれたそうです。その際、雇用保険や就労支援

の時期のため、生活保護の申請にはためらいがあ

ったと担当者が言っておりました。当地域の民生

委員は、訪問対象は６５歳以上の高齢者か生活保

護者が対象者なため、姉妹が住んでいることは知

らなかった。知っていればちょっと会いに行くか、

訪ねたのにと言っておりました。また、北海道電

力、ガス会社への支払いを昨年夏より怠るように

なり、支払いの方法を相談したが、連絡が途絶え、

数回にわたり督促状を送付されたそうです。１１

月にはガス供給会社と面談でガス供給が停止、１

１月３０日に姉と相談、面会し、１２月１５日、

障害者年金がおりるからということで、とめて結

構と言われたそうです。しかし、その障害者年金

のほぼ全額は滞納した家賃に充てられていたそう

です。また、本年立川市では母親が突然死、４歳

の障害児の子供が死亡。ことしに入り、立川市の

その親子の死亡したところから２００メーターし

か離れていない場所で９５歳の父親、また息子の

２人が孤独死になっております。この問題でも自

治会長が２９日に訪れ、役所に連絡をした。２日

後に住宅公社が訪問、住宅公社からまた役所に連

絡し、その５日後に役所が訪問し、孤独死が発覚

したそうです。役所では、住宅公社が管理するも

のと考えていたのでというテレビ報道がありまし

た。このように名寄市で孤独死を防ぐためにも、

行政、町内会、企業の連携が重要となると思いま

す。

まず、１点目には、名寄市の福祉サービスや福

祉施設等のセーフティーネットを利用していない

高齢者、療養手帳を持っている障害者の状況につ

いてをお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

２点目は、約０００人の高齢者と療養手帳所

持者９００名の生活実態調査について、名寄市

としての対応について理事者の御見解をお願いい

たします。

３つ目には、セーフティーネットを受けていな

い生活困窮者を行政で全員把握するのは限界があ

るというふうに思っております。その意味でも町

内会や民生委員、福祉協議会や業者の連携が必要

と思われます。生活困窮者への供給されているラ

イフラインを供給している業者、水道等を含めて、

行政に対して料金滞納等の生活困窮者に対して供

給停止にする際、市とも協議する体制づくりの考

えについて理事者の御見解をお願いいたします。

４点目は、孤独死に対しての名寄市の今後の対

応についてのお知らせをよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、大きい項目の２点目、自転車走行

環境の整備についてお尋ねをいたします。近年通

勤、通学、買い物等の手段として利用がふえてい

る自転車の利用者が急増しております。それに伴

い、夜間の無灯火運転、自転車乗車中の携帯電話

の利用などが原因となった自転車事故が相次いで

おり、死傷者も後を絶たない現状になっておりま

す。警視庁の調べによると、交通事故の総件数は

平成１１年から１０年間で約８７％減少してい

るのにもかかわらず、自転車と歩行者の事故は約

７％ふえております。現状は、車道を走るスペ

ースがなく危ないとも言われております。警視庁

は、昨年の１０月２５日、自転車交通に関する総

合対策を打ち出しました。自転車は車両であると

の位置づけを明確にし、車道を走行するよう促す
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対策に乗り出しました。しかし、現在全国の車道

の多くは安心して自転車が走行できる環境整備が

されているわけではないのが実態であります。自

転車走行環境の改善に対する対策は、警察だけで

はなく自治体、行政、民間を巻き込んだ、国を挙

げて取り組むことが重要であると考えております。

現在自治体の中には、自転車交通に関する条例を

制定するなど独自の対策に乗り出す自治体も出て

おりますが、多くの自治体は自転車レーンの白線

をつける補助金がないことから、さまざまな課題

が残されております。自転車事故の７割は交差点

で発生しており、その原因は自転車が歩道を走る

ことにより自動車ドライバーの認知ミスから、交

差点での自転車レーンを設けるよう叫ばれており

ます。本市の交差点の改善と自転車レーンの設置

の理事者の御見解をお願いします。

また、自転車の対人事故での賠償金額が高額に

なることが多々あり、心配されております。また、

加害者になってしまった場合の賠償にも対応でき

ないため、現状自転車購入時には盗難保険は言わ

れますが、交通災害は余り強く言われないのが現

実であります。昔名寄市でも交通傷害保険的な安

価な共同保険の推進について本市で進められてお

りましたけれども、今後も自転車交通に関する本

市の安価な共同保険推進についてのお考えをお知

らせいただきたいというふうに思います。

続きまして、大きい項目の３つ目、スポーツ観

光への取り組みについてお尋ねをいたします。加

藤市長の１丁目１番地、名寄市観光振興計画では、

基本理念の名寄市のすばらしい既存資源を見詰め

直し、市民にその魅力を自覚してもらい、名寄に

愛着と誇りを持ってもらうことにより持続的なに

ぎわいづくりを目指すとの理念のもと、基本目標

として交流人口の増加による経済効果の拡大と定

められております。交流人口をふやすためにもい

ろんな方法があると思いますが、近年まちおこし

のコンテンツの一つとしてマラソンなど市民参加

型スポーツイベントや観戦型スポーツイベントの

開催、あるいはスポーツ合宿、キャンプ誘致など

を実施することによりスポーツイベントを実施す

ることで生まれる経済効果、波及効果を各地域で

の自治体が注目を集め始めております。このよう

にスポーツを活用したまちづくりで新しい観光価

値の創造をつくっていくために、企業関係の宿泊

施設、観光施設、交通機関、旅行会社、飲食店、

商店や観光協会などを代表とした観光団体とスポ

ーツ団体との連携と協力を効率よく機能させるこ

とが必要と考えられます。これらのメンバーと行

政の連携が重要と考え、その意味でも企業、観光

団体とスポーツ団体の連携の現況の状況をお知ら

せいただきたいというふうに思います。

国レベルにおきましては、スポーツ基本法が２

０１１年６月に制定され、観光庁がスポーツ観光

推進室を設置するなどスポーツを取り巻く新しい

動きが活発化をしてきております。これから日本

の復興にスポーツと観光の果たす役割は大きく、

その両者が融合したスポーツツーリズムの一層の

推進が図られていくことが期待されております。

目的地に旅する明確な理由をつくり出していくこ

とをさらに意図的にスポーツとツーリズムを融合

させ、新しい価値と感動をつくり、新たなビジネ

ス環境をつくり上げているとも言われております。

地域活性化を目的としたスポーツイベントの開催

やスポーツの合宿、キャンプ誘致、スポーツ観光

などの取り組みのほか、各地域では市民参加の大

型市民マラソン、サイクリング大会、スキー大会

等々の開催の動きは市民の健康づくり、青少年育

成やスポーツ振興などの取り組みが行われている

中で、本市の市民の健康づくり、青少年の育成、

スポーツ振興の取り組みについてをお知らせいた

だきたいというふうに思います。

スポーツの分野で新たな観光、人口の拡大を図

るために、企業だけでなくスポーツツーリズムに

よる地域の活性化、経済、社会的、教育的な価値

を自治体の市長が理解し、推進を行い、地方公共

団体における観光計画とスポーツ振興計画の協力
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体制を構築し、交流人口の活性化を進めるために

は、スポーツ施設の整備も必要ではありますが、

大会などの魅力あるコンテンツをつくり、大会や

合宿誘致、プロスポーツの誘致などスポーツツー

リズムを進める連携を観光のまちつくりの定着を

進める中で、交流人口の拡大を図り、経済波及に

つながると思われます。スポーツイベントの誘致

に対する理事者の御見解をお願いいたします。

名寄市観光振興計画では、持続的なにぎわいづ

くりを目指し、この理念を踏まえて基本的な目標

を交流人口の増加による経済の拡大と定められて

おります。交流人口をふやすためには、いろんな

方法があります。近年のまちおこしでは、東京、

大阪、高松市はスポーツのイベントの誘致を積極

的に行っております。福島県では、海外からゴル

フ観光誘客、民間主体のアイデアを生かしたスポ

ーツツーリズムを推進する沖縄県、文化とスポー

ツと観光を一体化にしたカナダ、韓国がイベント

の開催を進めています。スポーツと観光の垣根を

超えた自治体や各種団体間の連携し、協力した大

会、合宿誘致、プロスポーツ誘致やシニアスポー

ツ、少年団、全道大会の誘致など観光のまちづく

りを進めるべきと考えますが、理事者の御見解を

お願いいたします。

最後の大きい項目、来庁者の申請、また相談へ

の対応についての質問をさせていただきます。昨

年の１月だというふうに思います、の話になりま

すが、市民が名寄、風連庁舎の各種申請に母親と

来庁、申請を終了したのですが、数日後市役所か

らはがきが、再度の連絡が着いたそうです。それ

で、再度申請に市役所に来た際、書類がないため

申請をやり直したということが起きたそうです。

そのような意味でも銀行などは、会社に来てある

書類を書いたり、持ち帰る際、その持ち帰る書類

の名前を書いたり、交わしたことを書いてカーボ

ン紙の伝票に写し、銀行員が保管、またお客さん

に渡すという方法で確認をされております。また、

市役所の職員は何年かには退職もされ、また何年

か後には部署を異動するということがあります。

部署で市民から相談に来て、相談したことを先ほ

どのカーボンのようにカーボン伝票に書き、記載

して相手に渡す。また、その方が数年後来ても部

署にいた人がほかの部署に行ってもその相談内容

がわかるという体制をつくることが重要であると

いうふうに考えます。その意味でもこの書類提出

確認伝票、また市民相談確認伝票の発行について

の理事者の御見解をお願い申し上げ、この場での

質問を終わらせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目１を、大きな項目２と４は市民部長か

ら、大きな項目３は営業戦略室長からの答弁とさ

せていただきます。

大きい項目１、孤立死への対策はの小項目１の

福祉サービスや福祉施設を利用していない高齢者、

障害者の状況について申し上げます。名寄市の６

５歳以上の高齢者人口は、平成２４年２月末で

３０３人、高齢化率は２５％で、７５歳以上は

３５８人、後期高齢化率は１５％となってお

ります。要介護者の認定者数は、平成２４年１月

末で第１号被保険者３０５人、６５歳以上７５

歳未満１３０人、７５歳以上１７５人、第２号

被保険者５０人、４０歳以上６５歳未満、合わせ

て３５５人となっており、このうちサービスを

利用していない要支援者は１０８人、要介護者は

１５５人で、合わせて２６３人となっております。

次に、平成２４年２月末現在の障害者手帳の交

付数ですが、身体障害者手帳の交付者数は４５

８人で、うち重度の方が６０２人、知的障害者へ

の療育手帳の交付は３２４人で、うち重度の方が

１１６人、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は

１４７人で、うち重度の方が１６人、合計９２

９人に交付しております。これらの方々のサービ

スなどの利用状況ですが、施設入所を含む居宅サ

ービスを利用されている方は８８人、施設で６８

人、居宅で２０人となっており、その他日常生活
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用具の受給者２０１人、ハイヤー料金の助成を受

けている方が約４３０人など多くのサービスを利

用されており、その多くは重複しての利用のため、

サービスを一切受けていない方の数は把握するこ

とが難しい状況になっております。この点につき

ましては、世帯状況も踏まえ、本年４月から進め

ていく要援護者台帳の整備で取り組んでいく予定

になっております。

次に、小項目２の生活実態調査について申し上

げます。現在市で把握している住民個々の実態は、

各種福祉サービスを利用されている方に限られて

おり、潜在的な要援護者の実態はつかんではござ

いません。命のカプセル配付による情報や民生委

員児童委員、町内会等からの情報もありますが、

特に高齢者における独居生活の状況や認知症の進

行が危惧されているところであり、これらの方々

の情報提供は地域の方々にお願いをしていきたい

と考えているところであります。個人情報の保護

からも自発的に登録者を募る手挙げ方式による方

法も考えているところであり、今後も継続的な情

報収集のあり方について研究してまいりたいと考

えております。

次に、小項目３の電気、ガス、灯油、水道供給

業者と行政の連携について申し上げます。要援護

者の発掘には、民間事業者からの通報が大きな情

報源となっていることは言うまでもありません。

北海道としても電気、ガス等の供給業者に料金を

滞納している生活困窮者に対し、市への相談を促

してもらうよう要請しているところであります。

ただ、これらの供給者と利用者の間には月１回の

集金という接点があったものの、近年は口座引き

落としによる支払いが増加しており、接点が希薄

になっている現状にもあります。また、高齢者や

障害者の個人情報を業者の方にお知らせすること

もできないことから、現状では不審な点があった

場合には速やかに市や民生委員児童委員の方に通

報していただくことをお願いしているところであ

ります。潜在的な要援護者の発見は、電気、ガス

などのライフラインを供給する事業所、また郵便

や宅配に従事される方に業務に支障のない範囲で

地域コミュニケーションの推進からも自主的に声

かけの協力をお願いしたいと考えております。

次に、小項目４の行政の対応について申し上げ

ます。平成２４年度から要援護者台帳の整備を行

うに当たり、市で持つ個人情報に関係機関からの

情報を加え、できるだけ現状の実態を把握できる

ような情報管理システムの構築を考えております。

潜在的な要援護者の発見は、住民からの通報が一

番早く、また正確であると考えておりますので、

市では通報をいただきますと速やかに調査をし、

ケアが必要な方には該当するサービスを提供し、

将来的に支援が必要になると見込まれる方につい

ては民生委員児童委員、保健推進委員、町内会の

方々に協力を得て見守りを継続していきたいと考

えております。このような見守りの組織構築には、

名寄市社会福祉協議会が実施している町内会ネッ

トワーク事業で推進しているところであります。

現在町内会ネットワーク事業は、市内全８２町内

会中５６町内会で実施しております。まだ２６町

内会は実施されておりませんが、これらの多くは

農村部などの小規模町内会を含め日ごろから会員

同士の交流が図られ、既に見守りなどが行われて

いる地区でもあると思われますが、今後もさらに

取り組みの推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇市民部長（土屋幸三君）

私からは、大項目２、自転車走行環境の整備につ

いて、それから大項目の４、来庁者の各種申請、

相談等への対応についてお答えをさせていただき

ます。

まず最初に、大項目の２、小項目、交差点の改

善と自転車レーンの設置についてであります。名

寄市内の歩道上の普通自転車の歩道通行可の箇所

は、現在２２路線で延長は約０００メートルで
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ございます。設置要望につきましては、自動車及

び自転車の通行量、歩道の幅員、周辺の施設等を

関係機関で総合的に検討し、警察署に要望し、最

終的に公安委員会が規制をかけているところでご

ざいます。議員御質問のとおり、自転車利用者の

ルール、マナー違反が増加していること、歩行者

と接触する事故が増加していることから、国では

昨年１０月に良好な自転車交通秩序の実現のため

の総合対策の推進についてを発表し、普通自転車

歩道通行可の交通規制の実施場所の見直しや交差

点での自転車横断帯の撤去を打ち出しております。

しかし、これらの危険性、緊急性を要するのは多

くは都市部であります。この総合対策では、車道

の交通量が多く、自転車が通行すると危険な場合

や歩行者の通行量が極めて少ない場合等は普通自

転車歩道通行可の交通規制を続けることとしてい

ます。名寄市においては、専用レーンの設置は交

通量、道路幅員等から当面必要性は少ないと認識

をしております。御理解くださるようお願いいた

します。

小項目の２、自転車保険、対人賠償についてで

あります。旧名寄市では、平成１７年度まで損保

会社と連携して市民交通傷害保険の取り扱いを行

っていましたが、加入者が減少し、損保会社から

も採算性の面で継続困難となり、廃止をした経過

がございます。自転車保険につきましては、現在

各種保険会社の商品がございますが、身近なとこ

ろでは市内の自転車店で購入時及び点検、整備を

行って交通安全マークを自転車に添付してもらう

ことによって、日本交通管理技術協会の交通安全

附帯保険に加入することができます。保険料は、

点検、整備料に含まれます。名寄市といたしまし

ては、過去の経過も踏まえ、市で取り組む考えは

現在のところ持っておりませんが、自転車保険の

加入促進に向けてこの交通安全マーク啓発活動に

努めてまいりたいと考えています。どうぞ御理解

くださいますようお願い申し上げます。

大項目の４、来庁者の各種申請、相談等への対

応についてお答えいたします。国、道の委託業務

等につきましては、全国、全道を統一した処理が

求められることから、御指摘のような受け付け処

理簿の備えつけが事務処理要領等で定められてい

ます。しかしながら、御質問のように日常業務の

中で市民と職員との間において行き違いが発生す

るということは、対応に問題があるものと思って

おります。職員は、日常的に担当の事務をこなし、

用語や目的を理解していても市民の方々が同様に

理解することは困難なケースが多々あります。職

員から一方的に説明するのではなく、必ず内容の

確認をする。内容を簡潔に整理した文書をお渡し

する。また、職員から市民のお宅に伺って手続を

行う等、市民の立場に立った丁寧な対応をするこ

とが行政のあるべき姿だと思っております。市民

と担当者間のやりとりにつきましては、各部署で

記録簿、処理簿で対処しているところであります。

内容が給付や負担といった金銭にかかわるものや

権利、義務の発生するもの等には複雑な手続や複

数の書類提出が必要なものもあり、口頭でお伝え

しただけでは二度手間、三度手間となることも容

易に想定をされるところです。各部署で事務事業

について再点検をし、受け付け簿を整備する、引

き継ぎを確実に行うなど職員の側の体制をしっか

りとしてまいります。また、市民の方にはわかり

やすい中身、様式で説明し、書類等をお渡しし、

再確認するといった体制に努めてまいります。課

内における会議や職員研修等の機会に改めて親切

でわかりやすい行政サービスのあり方について取

り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の３、スポーツ観光への取り組みについてお答

えをいたします。

最初に、小項目１、企業や観光協会とスポーツ

団体の連携と現状についてお答えをいたします。

スポーツ観光にかかわる本市での取り組みについ
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てですが、観光振興計画でも述べているように高

校、大学及び実業団の合宿の受け入れ及び各種ス

ポーツ大会の開催による交流人口の拡大を目指し

て取り組むことにしています。これらにかかわる

連携について、現在は各宿泊施設やスポーツ団体

から合宿やスポーツ大会に関係した宿泊者や参加

者数について半年ごとに観光協会へ情報提供して

いただいています。また、合宿及び大会関係者か

ら観光にかかわる要望があった際には、再度市に

お越しいただけるようアフターメニューの提供な

どの対応をしておりますが、学校や実業団への合

宿誘致の営業活動については民間企業による営業

努力に頼っているのが現状であります。合宿の受

け入れ状況については、平成１８年度の宿泊延べ

人数が５１２人で、平成２２年度には６７５

人と毎年減少しています。これは、経済状況の厳

しさにより企業の合宿団体者数及び宿泊日数の減

少によるものも要因の一つと考えております。こ

れまでは、主にスキー競技を中心としたスポーツ

関連の合宿でお越しいただいておりましたが、合

宿はスポーツに限らず、文化、教育、芸術などさ

まざまな分野の合宿がありますので、体育協会、

文化協会、サークルまたは民間企業や一般市民に

も働きかけ、情報の収集や発信を行ってまいりた

いと考えております。

また、本市の既存資源の優位性や天文台などを

含めたアフターメニューが掲載された合宿誘致宣

伝パンフレットなどの作成や活用が課題となりま

すが、他地域との差別化を図ることが本市で合宿

をする動機づけにつながっていくと考えておりま

す。

次に、小項目の２、市民の健康づくりと青少年

健全育成とスポーツ振興の取り組みについてお答

えをいたします。名寄市における各種スポーツ大

会の実施状況としましては、毎年開催されていま

す全国、全道規模の大会といたしましてサンピラ

ー国体記念サマージャンプ、名寄ピヤシリジャン

プ大会、クロスカントリー名寄大会、全日本コン

バインド大会、ピヤシリカップカーリング大会な

どが開催されており、広域的な大会としましては

憲法記念ロードレース大会、名寄―下川間往復駅

伝大会、アカゲラロードレース、また市民対象の

大会といたしまして市民水泳大会、市民スキー大

会、名寄ピヤシリ歩くスキー大会などのほか、体

育協会加盟団体による市民対象の各種大会が開催

されている状況です。平成２４年度におきまして

は、毎年開催されている大会以外に北海道銃剣道

選手権大会、全日本スポーツマスターズ男女ソフ

トボール大会北海道予選会が開催される予定とな

っており、憲法記念ロードレースは本年で６０回

を迎える記念の年となることから、著名人をゲス

トランナーとして招聘する予定となっております。

市といたしましては、体育協会等と連携を図りな

がら、各種大会や教室を開催し、市民の健康づく

りなどスポーツ振興を図るとともに、平成２１年

度からアスリートと交流事業としてホクレン女子

陸上部や北海道プロバスケットチーム、レラカム

イ、今年度はプロサッカーチームのコンサドーレ

札幌の選手等による小中学生等への教室を開催し、

青少年の健全育成に努めているところであります。

次に、小項目の３、スポーツイベントの誘致に

ついてお答えをいたします。厳しい経済状況の中

で、各地域において交流人口の拡大による経済効

果を図るための施策の一つとして、スポーツによ

る観光振興を表したスポーツツーリズムが注目さ

れています。スポーツツーリズムは、スポーツを

見る、することを目的とする旅行そのものや周辺

地域観光に加え、スポーツを支える人々との交流

など複合的でこれまでにない豊かな旅行スタイル

の創造を目指すものであります。本市には、ピヤ

シリスキー場、ピヤシリシャンツェ、健康の森、

サンピラー交流館などすばらしいスポーツ環境に

恵まれた既存施設があります。こうした環境を最

大限に生かし、スポーツを活用したイベント誘致

など新しい観光活用の創造を図っていくためには、

観光協会を初め民間企業、スポーツ団体、行政か
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ら成る連携、検討組織が必要であります。この連

携組織を担うものとして、本年４月に設立予定で

ありますオール名寄体制での検討組織の中にさま

ざまな観光にかかわるコンテンツごとの作業部会

を設け、その中でスポーツツーリズムの視点に立

ったスポーツイベントの誘致、さらにはスポーツ

イベントを支えるスタッフの育成、ホスピタリテ

ィーについても検討してまいりたいと思っており

ます。

次に、小項目４、スポーツを活用した観光まち

づくりについてお答えをいたします。スポーツを

活用した観光まちづくりにかかわる事業としては、

東京なよろ会が中心となって昭和６１年から首都

圏に限らず全国各地からスキーをキーワードに、

さらには平成１０年からゴルフをキーワードにそ

れぞれツアーを企画し、多くの方々を本市にお連

れいただいているところです。このように旅行商

品のスポーツをキーワードにしたメニューの活用

は行われてきましたが、スポーツと観光は実際に

はかなりの部分で重なり合っているものの、本市

で開催されてきた各種スポーツ大会もそれぞれ別

の概念と認識されたきた部分が多々あったと思い

ます。スポーツツーリズムという概念を念頭に各

種団体が中心となって開催されていますスポーツ

大会において、市外から出場される選手を受け入

れるまちとしてスポーツホスピタリティーに加え、

観光ホスピタリティーの要素を持っておもてなし

を取り入れていくことが必要となります。特に初

めて名寄市、本市にお越しいただける方は、名寄

を知ってもらうきっかけがつくられることであり、

来ていただいた季節以外にも魅力を提供できる資

源があることを周知することが再度名寄に来ても

らえる可能性が高くなるという意識を持って接し

ていくことが必要であると考えています。

また、新たなスポーツ大会の誘致についても広

域連携による各地域のスポーツ施設の有効活用を

含め、広域観光の取り組みの要素の中にスポーツ

ツーリズムの要素を加えながら、単体市町村だけ

ではなく、宿泊施設不足の現状も含め、上川北部

地域全体でスポーツツーリズムを検討していきた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１０番（高橋伸典議員）

した。再質問をさせていただきます。

まず、孤立死についてさせていただきます。今

名寄では、約９２９名の方が障害者がおられる

ということで、また高齢者が３０３名と。今回

の孤立死の札幌の場合は４０代の方ですから、民

生委員だとか児童委員の方が見回ることができな

かったというのが現状だったと思いますし、役所

の対応としても失業したばかりで、この体制とい

うか、雇用保険の時期でもあり、また就労支援の

段階だったからあのような状況になったのかなと

いうふうに思われますけれども、やはりこういう

部分は起こってはいけないことだと思うのです。

先ほど言ったように、立川市はもう２００メータ

ー離れた方が二月で亡くなってしまうという、状

況をつくらないというのがやはり重要でないかな

というふうに思いますし、先ほどの９２９名、

きのう山口議員が代表質問でその調査をされて、

その関係の方が２４名確認されて大丈夫だったと

いうお話をされていましたけれども、この２４名

の方というのは知的障害の方で、年齢別にはわか

るのでしょうか。そして、先ほど４０代の方で民

生委員の方が見に行けなかったという状況がある

というふうに思いますので、きっと町内会でも今

の高齢者、６５歳以上の高齢者の方は見守り隊だ

とか、先ほど言った町内ネットワークの見守り隊、

声かけ隊が動いておられると思うのです。障害者

の方の養護の方の６５歳以下の方というのは現状

名寄ではどうされているのか、ちょっとわかれば

お聞きしたいなというふうに思うのですけれども。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

昨日の山口議員〇健康福祉部長（三谷正治君）

の回答の中で２４名という話をさせていただきま
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した。この部分については、大変申しわけないの

ですが、年齢別には把握してございませんので、

申しわけありません。しかしながら、この２４名

につきましては基本的には居宅で介護をされてい

る、施設に入っておられるだとかということで確

認をさせていただいたところであります。

それと、６５歳未満の若手の方ということのお

話でございますけれども、現在今の名寄市の福祉

サービスの中では、基本的には生活保護は年齢に

関係ございませんので、その部分はあれですけれ

ども、今言った各障害者ですとか、精神障害者含

めて障害者、それから高齢者を含めて、年齢制限

等々で法で整備されている段階でありますので、

この分についてはやはりどの方が精神の手帳を持

っているというのは数はわかりますけれども、一

般市民の方、町内会の方がそれを把握するという

のは非常に難しい問題ではないかと考えておりま

す。しかしながら、先ほど答弁でもお話ししまし

たように、要援護者台帳のシステムを今整理をし

ている段階でありますので、これについてもそれ

ぞれの法律の中の範囲のということで、行政で把

握しているデータをバックアップをさせていただ

いて整理していくということでありますけれども、

その部分につきましてはやはり地域住民の皆様方

が常日ごろのつき合いの中でその情報を得るとい

うのが一番の方法ではないかと考えております。

このことについては、やはり地域の町内会を含め

た形で、それぞれ中には民生委員児童委員、福祉

委員、それから推進委員を含めた形で当分は今後

も推進をしてまいりたいと考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

今知的の方の２４名〇１０番（高橋伸典議員）

は施設に入られている方ということで……施設に

入られている方でなくて、全部で３２４名おられ

ますよね、知的の方が。重度が１５４名と先ほど

言われたかなと思うのですけれども、精神が１４

７の重度が１６名、そして身体が４５８名の重

度が６０２名というふうに言われました。その中

の２４名の方は、安否を確認されているというこ

とだというふうに思います。この事件が起きたの

は、片方は障害者のお子様であり、また妹様であ

ったのですよね。でも、もう一人の方は普通の健

常の方なのです。結局は、やっぱり名寄市でも高

齢者も含めて、もし健常の方が亡くなっても一人

の方が寝たきりだとか、また認知症にかかってい

る方というのはそういう可能性は否めない状況に

あるということだと私は思うのです。その部分は、

しっかり先ほど町内会の見守り隊ネットワーク、

町内会ネットワーク事業の中で８２町内会のうち

５６町内会が実行して、２６町内会も日ごろ敬老

会活動だとか、いろんな行事を含めて見守り隊と

同じ状況をやっているので、わかるよというふう

に言われていたのですけれども、やはり行政とし

てももう少し、絶対見られないのはわかります、

この行政の人数ですから。先ほど言ったように要

援護台帳を整備して、来年から把握を進められる

ということですから、やはり一人は健常、一人は

障害者の方も含めてしっかり対応できる体制をつ

くっていただきたいなというふうに思うのですけ

れども、その部分も入っての要援護者台帳だと。

本当に障害者を含めただけ、高齢者単独の部分だ

けだとかというだけの要援護者台帳なのか、具体

的にどういう。家族構成も含めた台帳になってい

るのかというのをちょっとお知らせいただきたい

というふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今お話しの要援〇健康福祉部長（三谷正治君）

護者の台帳の部分につきましては、法律の中で障

害者、高齢者等々のそれぞれの法律に基づいた該

当者に法律にのっとった行政サービスを進めさせ

ていただいております。それらを今までは縦割り

というのですか、横のつながりが非常に薄かった

という部分で、やはり市民の把握がなかなか難し

い状態でありました。今回これらのそれぞれの縦

割りだったデータを一つのデータとして、家族構

成を含めて一つの画面で確認ができるという、そ
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のシステムを今進めている最中であります。その

システムができますと、家族構成もわかりますの

で、その家族に例えば５人の中にお一人は障害者

の手帳を持っているだとかということで、しかし

ながらもう一人は健常者でお勤めになっている方、

そういう形が状況がわかりますので、そういう部

分で今議員の御質問あったそういう内容につきま

しては把握できるシステムと思っています。しか

しながら、これはすべての部分は今の手続をされ

ているデータでありますので、それ以外にプラス

アルファの部分で地域住民の方々が常日ごろコミ

ュニケーションの中でそれぞれ使っている、その

情報をやっぱりそのデータに加えて進めるのが最

善の方法ではないかと考えています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ぜひ〇１０番（高橋伸典議員）

しっかりしたデータ開発をお願いいたします。

あと、企業との連携は大体わかりました。市で

はその体制をとっておりますし、あと新聞、ガス、

北電は個人情報だとか、振り込みによってなかな

か見られない部分はあるのですけれども、しっか

り連携をとって進めていただきたいというふうに

思います。

時間もありませんので、次に進めたいと思いま

す。２点目は、自転車走行の部分を再質問させて

いただきます。自転車走行の部分は大体わかりま

した。しかし、今都市部では関係あるけれども、

名寄では余り関係ないというお話しされましたけ

れども、やはりきっと交通量が少ないだとか多い

の事故が起きる云々ではないと思うのです。先ほ

ど言ったように交通ルールも含めて、やはりしっ

かり指導していただく中で、白線を引くのにはお

金もかかりますし、いろんな部分があると思いま

すけれども、市民の方々が事故起こさない体制を

まず整えていただきたいなと思うのですけれども、

市としてはどういう市民への説明をされるのか、

ちょっと教えていただきたいなと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

交通ルールの遵守に〇市民部長（土屋幸三君）

つきましては、各学校、小中学校等で交通ルール

等について指導を行っているところでもあります

し、また実は駅から高校に通う方、これ夏場にな

りますと大変多うございますので、その辺学校で

の交通安全に対する認識を深めてもらうといった

ようなガイダンスもしていただきたいというふう

に思って要請をしているところであります。

また、日常的に名寄市でおります交通安全指導

員、こちらの方々が各町内会であるとか、あるい

は各種団体等で交通安全の講座といいますか、出

向いてお話をしています。そういったところで交

通安全に対する認識を深めていただきたいと思っ

ておりますし、また組織としてあります交通安全

指導員等々、それからこれは女性指導員含めて日

常的に、あるいは全国的な交通安全週間、こうい

うのが年４回、あるいは繁忙期等々を含めまして

６回あるわけですけれども、その中で指導等をし

てきております。こういった指導等も含めて、市

民の皆様には理解をいただきながら、交通安全に

努めてまいりたいというふうに考えているところ

であります。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。今回この質問をしたのは、私は本当に歩道を

走ったほうが安全かなと思ったのですけれども、

市民の方が警察から車道を走りなさいと言われた

ものですから、この質問をさせていただいたので

す。それで、ぜひ市民の方々が安全に走行できる

体制を、まず白線は今現状やっぱり補助金や何か

なくて大変ですからあれなのですけれども、安全

に走れる体制だけをお願いいたします。

続いて、観光についてお尋ねいたします。本当

今名寄市観光振興計画の案の最中ですから、どう

のこうの私が言ってもあれなのですけれども、し

っかり観光の振興計画を進める中で、名寄市に出

向く方々が少しでもふえて、名寄の経済効果が少

しでも上がる体制をつくっていただきたいなとい
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う部分でちょっと今回質問させていただきました。

私もスポーツをやっているものですから、ぜひい

ろんな部分でイベントの誘致だとか、キャンプの

誘致、また先ほどアスリート交流事業というふう

に言われておりました。ことしそのアスリート交

流事業の計画はあるのか。何か先ほどコンサドー

レだとか、レラカムイだとかといろんな部分あっ

たのですけれども、今現状どうなのか教えていた

だきたいなというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

教育委員会が実施し〇教育部長（鈴木邦輝君）

ておりますトップアスリートの交流事業につきま

しては、御答弁の中にも書いてありますとおりで

ございます。本年度は、２月かと思いますけれど

も、プロサッカーチームのコンサドーレの選手が

来て、小中学生と交流をいたしました。この事業

につきましては、やはりいろいろなスポーツをき

わめた方と交流をする中で、子供たちがその姿勢

であるとか、具体的な技術的な内容であるとか、

最終的には心の持ちようであるとか、そういった

ものを身近に感じてもらって、参加した子供たち

が生き生きとして帰ったという報告を受けており

ますので、この事業につきましては継続的に実施

をしていきたいと考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。本当にいろんな子供が何かの大会があって、

今も女子サッカー、なでしこブームで、各地域で

女性のサッカーチームが続々できているという状

況でありますので、しっかりとそういうアスリー

トを呼んでいただいて、地域の活性化をしていた

だきたいなというふうに思います。今私言いまし

たけれども、私もサッカーの審判やっていて、夏

場になると健康の森でサッカーの小学校の試合を

やるのです。加藤市長にもゴールの片づけだとか

何か来ていただいて、お子様が出席していただい

ているのですけれども、加藤市長もわかるように

旭川のチームだとか、枝幸、浜頓別のチーム、い

ろんなチームに来ていただいて、本当にもうその

ときには子供だけではないのです。私もその当時

はきっと親ばかですから、ビデオ持って子供の姿

を撮るという状況であり、試合をやると周りには

親御さんがだっと並ぶという。そのときにやっぱ

り名寄のまちの観光、こういうスポーツイベント

のときに名寄ってこういうすばらしいものがある

よと。私あそこのサッカーやっているグラウンド

の横で、名寄はこういうおいしいアイスクリーム

の店があって、屋台でそれを出したらすごく売れ

ると思うのです。食べ物、おいしいものがあった

ら、きっと買っていくと思うのです。それがやっ

ぱり交流人口につながるというふうに思うのです

けれども、加藤市長、どうでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど来スポーツ交流、〇市長（加藤剛士君）

あるいはイベント通じての交流人口の拡大という

ことにスポットを当てていただいています。この

間先ほどお話もしましたけれども、スポーツ合宿

での交流人口がここ数年で激減しているという状

況も非常にゆゆしき問題だなというふうに思って

います。どうしてもスポーツイベント自体を積極

的に推進していこうというエンジン、あるいは連

携がなかなかやっぱりとれていなかったのかなと

いう反省もするところです。観光振興計画の中で

は、具体的な目標数字を立てて交流人口の拡大と

いうことをしっかりうたっています。その中で体

育協会あるいは生涯学習、すべて含めた中でスポ

ーツの観光についての交流人口の拡大についても

しっかりとやっていくということをうたっていま

す。さまざまな連携を通して、より交流人口の拡

大、あるいは来ていただいた方が満足していただ

いて、さらにというリピートも含めて、これから

ぜひ具体的な検討をしていきたいというふうに思

いますので、いただいた御意見しっかりと受けと

めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）
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よろしくお願いいた〇１０番（高橋伸典議員）

します。先ほどの答弁の中にオール名寄になって、

ある程度のコンテンツをつくって、ホスピタリテ

ィー専門の人を置くというふうに言われておりま

した。さいたまは、本当にスポーツツーリズム、

スポーツのイベントをもう完全に誘致しようとい

うことでスポーツコミッションというところをつ

くって、イベントの部分から、そしてプロモーシ

ョンから大会の主催から、そして宿泊、交通施設

をワンストップで進めて、それを大会を誘致して

いる部分でやっています。名寄は、そこまでとい

う部分はいかないと思いますけれども、しっかり

このオール名寄のメンバーで、先ほど言われたよ

うに教育委員会、またスポーツ団体を含めてスポ

ーツのツーリズムを進めていただきたいなという

ふうに思います。

最後に、海外の部分をちょっとお話しさせてい

ただきたいのですけれども、ある旅行会社のスポ

ーツ観光交流人口のアンケートで、本当に海外の

方々が一番北海道に来たときに求めているものと

いうのは、オーストラリアがスノーモービルだと

かスキーだとかウインタースポーツ１７％、韓

国が１９％、台湾が２１％、中国が３９％。

いろんなマラソンだとかゴルフだとかプロスポー

ツを見るだとかという項目があるのですけれども、

スキーのスポーツをやりたいというところが１番

なのです。私は、この部分を見た形では本当この

名寄に一番合ったスキーのジャンプだとか、スキ

ースポーツができるのではないかなというふうに

思います。先日アジア観光客を呼び戻せというこ

とで、道内ツアーを集めるＰＲを道だとか現地の

旅行会社が行ったみたいなのです。その中でもそ

の話が出ておりました。こういう観光というか、

旅行販売店の営業というのは今どのようにされて

いるのかちょっとお聞かせいただきたいというふ

うに聞いて、最後の質問とさせていただきます。

以上です。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

現在海外の営業〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

というのは直接はやっておりません。旭川の誘致

協議会というのがございます。それと、もう一つ

は、北海道観光振興機構というのがありまして、

それは基本的には空港を主体に、旭川市は旭川空

港ということで、旭川を中心に広域で受け入れま

しょうという形になっています。各市町村中国で

すとか、いろんなところに行く機会はあるのです

けれども、平成２３年度については直接ＰＲには

行っておりません。２４年度については、受け入

れ態勢の問題も多少あります。言葉の問題、看板

の問題、宿泊施設の問題というのはありますけれ

ども、情報収集だけは一生懸命やっているところ

です。ただ、具体的な部分には今のところは至っ

ておりません。

以上で高橋伸典議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

教育行政について外２件を、奥村英俊議員。

議長の御指名をいただ〇２番（奥村英俊議員）

きましたので、通告順に従い、質問していきたい

というふうに思います。

１点目は、教育行政について質問いたします。

教育行政執行方針に関しては、代表質問でも触れ

られていましたので、重複は避けたいと思います

が、学校教育では生きる力をはぐくむという基本

目標を掲げ、重点施策の展開として（１）の確か

な学力を育てる教育の推進の中で、全国学力・学

習状況調査における本市の傾向を踏まえ、児童生

徒が主体的に学ぶ態度や思考力、判断力、表現力

の育成を重視し、確かな学力育成に努めるとうた

っています。そこで、学習状況調査の中で小学校

では読書が好きだと答えた児童がふえてきている
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という結果から、小学校、中学校、高等学校にお

ける朝読書などの読書活動の実態についてお知ら

せください。

また、家庭との連携によって学習習慣の定着を

図るとしていますが、学校を離れてという点から

放課後の過ごし方、居場所についても着目する必

要があると思いますが、放課後に児童にとって安

全で安心な居場所は何カ所あるのか、過ごし方に

ついてお考えをお聞かせください。

次に、豊かな自然を生かした授業の取り組みに

ついてですが、生涯学習機会の提供の項目で学校

教育との連携で市立天文台でのプラネタリウムや

天体観測などを理科教育や総合的な学習の時間に

取り入れるとなっていますが、既に実施されてい

る学習時間数などの取り組み状況についてお知ら

せください。

次に、少人数学級について伺います。小学校１

年生については３５人学級が実施され、今後２年

生にも拡大されていきますが、旭川市ではこの春

から３０人学級が実施されると聞きました。３５

人学級との違い、それぞれのメリット、デメリッ

トと名寄市で３０人学級を想定した場合の課題と

今後の考え方についてお伺いします。

２点目は、公契約条例制定について質問します。

公契約条例に関しては、この間先輩議員も取り上

げ、議会での議論もなされていますが、昨年の議

会では制度について研究するとの理事者答弁があ

ったと思います。現在までの研究内容についてお

聞かせください。

全国的に公共投資が減少し、業者間の競争が激

しくなり、低価格入札が増加傾向にあると言われ、

その結果、受注者においては人件費についても削

減を迫られ、賃金が低下するなど労働環境の悪化

につながり、そのことにより労働意欲の低下や事

業の品質低下を招くおそれもあり、さらに低賃金

によって技能や経験を有する人材の確保や育成が

困難となり、事業の継続や地域経済の健全な発展

が阻害されることが危惧されています。こうした

背景から、税金を原資としている市の発注する事

業については労働者へのしわ寄せや事業の品質低

下が生じることのないよう労働者の適正な労働環

境の確保を通じて事業の品質確保を行っていくと

いう考えから、条例制定の必要性の認識が広がり、

札幌市では議会提案がされるなど道内でも条例制

定に向けての動きが進んでいます。そこで、名寄

市の工事委託業務の落札率の状況と条例制定の必

要性についてお考えをお聞かせください。

最後になりますが、去る２月１７日の北海道知

事の定例記者会見で、２月１６日に道が環境省の

担当者を招いて札幌市で岩手県と宮城県の瓦れき

処理を対象とした説明会を開催したことに触れて

いますが、名寄市はこの説明会には出席していな

いとのことですが、内容の把握はされているかお

伺いします。

以上、この場からの質問といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま奥村議員か〇教育部長（鈴木邦輝君）

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私のほうから、大項目２は総務

部長から、大項目３は市民部長からの答弁とさせ

ていただきます。

まず、大項目１、教育行政について及び全国学

力・学習状況調査の分析結果からということで、

読書活動の部分の小中学校での実態等についてで

ございます。小中高におきます読書活動について

ですが、全国学力・学習状況調査の結果、読書が

好きだと答えた児童が年々増加傾向にあり、各小

学校におきましては週に２回から３回、１０分か

ら１５分程度の時間を利用して朝読書に取り組ん

でおります。また、市内の全部の中学校では毎朝

１０分から１５分間実施し、その成果として朝の

会や授業に落ちついて臨んでいるとか、会話の中

に本から得た知識やエピソードが出ることがある

とか、本を読むことに抵抗がなくなったとか、授

業に集中できるようになったなどの成果を上げて

いるところであります。読書は、児童生徒の知的
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－141－

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

活動を推進し、人間形成や情操を養う上で重要で

あり、児童生徒の望ましい読書習慣の形成を図る

ためには学校の教育活動全体を通じ、多様な指導

の展開を図ることが大切であります。教育委員会

といたしましても児童生徒の思考力、判断力、表

現力などをはぐくむ観点からも読書活動は重要で

あると考えております。その中心となるべき学校

図書館につきましては、児童生徒がみずから学ぶ

学習情報センターとしての機能と豊かな感性や情

操をはぐくむ読書センターとしての機能を発揮で

きるようにしたり、市立図書館との連携や移動図

書館等の活用を図ったりするなど今後も読書活動

の推進に向けて取り組んでまいります。また、高

校との連携も視野に入れ、小学校、中学校、高校

の継続的な読書活動の推進を図ってまいりたいと

考えております。

次に、２点目の放課後の子供の過ごし方、居場

所についての御質問でございます。学習活動と家

庭との連携に関しまして、児童の放課後の過ごし

方についてですけれども、家に家族がいる家庭で

は自由来館型の児童館を利用いただいております。

現在名寄市では、自由来館型の児童館が２カ所あ

り、名寄市児童センターでは名寄地区の西１１条

北２丁目に、風連児童会館は風連小学校の近くに

あって、月曜から土曜日の午前９時から５時まで

で運営をしてございます。風連児童会館は、児童

クラブとは分離した施設になっておりますけれど

も、全員で行事を行うなどして連携のある運営を

行っております。児童センターでは、規模的にも

体育館を利用できる施設であることから、年齢も

高校生までの幅広い利用があるところであります。

また、平成２３年度の試行を受けまして、来年度、

平成２４年度に３カ所において本格実施をいたし

ます放課後子ども教室の利用も居場所の一つと考

えているところでございます。これらを利用され

ない子供につきましては、低学年にあっては子供

たちの友人の家に遊びに行くなどして行動範囲を

広げたり、学年が進むにつれてはスポーツ少年団

などで集団の中で競い合ったり、他校の児童との

交流の中で指導いただく大人や地域の人から礼儀

などを学んだりして、さらには習い事等を通じて

情操やコミュニケーション力が養われ、社会性を

徐々につけていくと認識をしております。また、

児童高学年になりますと、公共施設のロビーなど

で同世代で集まってゲーム遊びをする子供も多く

はありませんが、存在するのも事実でございます。

また、一方では、核家族化や女性の就労が一般

化する中で昼間家が留守になる家も多く、放課後

児童クラブを利用するお子さんも多くなってきて

おります。現在名寄市では、放課後児童クラブが

４カ所あり、公設が２カ所で、南児童クラブには

主に南小学校の校区の子供たちを、風連児童クラ

ブでは主に風連中央小学校区の方としており、ま

た民間の２カ所は学童保育コロポックルが主に名

寄東小学校区と名寄小学校区、どろんこ学童すま

いるが主に西小学校区と豊西小学校区として学童

保育所を運営をしてございます。現在のところ待

機児童はおりませんので、この児童クラブ４カ所

と児童館２カ所の活用を図って対応していきたい

と考えているところでございます。

次に、小項目３点目の豊かな自然を生かした授

業の取り組みでございます。市立天文台での授業

場面での活用等でございます。平成２３年度は、

１月末現在で市内小中学校８校が延べ１７回天文

台を利用しており、小学校の理科の教科としては

４年生で星、太陽の動きの観察などの学習に利用

したり、６年生では月と太陽の動きについて天文

台の職員の説明と施設を使いながら学習をした学

校がございます。中学におきましても３年生が天

体の動きと地球の自転、公転、太陽系と恒星の学

習のまとめとして天文台を利用しております。ま

た、特別活動に位置づけ、遠足の行程の中で利用

した学校であるとか、生活科や社会に位置づけて

社会見学として利用した学校、また総合的な学習

の時間において地域に役立っている自然環境や施

設を調査することを目的として利用した学校など、
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それぞれ活用場面を工夫をしながら、現在取り組

んでいるところであります。教育委員会といたし

ましては、今後も天文台などの豊かな教育資源の

有効的な活用につきまして（仮称）教育改善プロ

ジェクト委員会において総合的に検討して、天文

台と連携を図りながら、名寄ならではの教育課程

の編成や実施に向けて指導、支援をしてまいりた

いと考えております。

小項目４点目の少人数学級制でございます。３

０人学級のメリット、デメリット、また名寄市で

独自の実施の予定があるかということでございま

す。３０人の学級につきましてですが、そのメリ

ットとしては、１つに子供たち一人一人に目が行

き届き、学習のつまずきの発見や個々の学習進度

などに応じた指導が可能であるというところ、２

つ目には子供たちの発言する機会がふえ、自分の

考えを発表したり、話し合ったりすることで表現

力を高め、思考を深める授業づくりが可能となる

ということ、３点目には子供が抱える悩みや相談

に親身に答える時間が確保できて、家庭との緊密

な連携を図るようになることなどにより、学校と

家庭が一体となって子供の教育に当たることがで

きるなどが挙げられます。一方、１クラスが十数

名となる場合もありまして、多様な人間関係を学

ぶことには課題が残る部分もあるかもしれません。

文部科学省では、平成２３年度から小学校１年生

では３５人以下学級を実施をしており、順次２年

生、３年生へと拡充をしていく予定になっており

ましたが、次年度においては見送られることとな

りました。そこで、北海道教育委員会では、少人

数学級実践研究事業を拡充することにより対応を

することとなり、平成２４年度につきましては小

学校２年生において１学年３６人以上の学級から

２学級編制となります。名寄市の教育委員会とい

たしましては、現在北海道教育委員会の公立義務

教育諸学校の教職員定数加配事業を活用して市内

小中学校に１５名の教員を配置をいたし、特別支

援学習指導員を増員しながら、教員加配によりき

め細かな指導の工夫を行っているところであり、

当面はこれらの制度を有効に利用してまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇総務部長（扇谷茂幸君）

２、公契約条例の制定に向けてにお答えをいたし

ます。

公共事業におきましては、透明性の確保、公正

な競争の促進、適正な施行の確保、不正行為の排

除の徹底などの入札契約制度改革が全国的に進め

られております。その一方で、厳しい経済情勢の

中で提供されるサービスや品質の確保が契約の課

題として挙がってきており、また低価格での入札

による影響が業務に従事する労働者や下請事業者

にしわ寄せが及ぶことが懸念をされております。

現在名寄市におきましては、公共工事等の適正な

施行の確保を図るため、一般競争入札やダンピン

グを防ぐための低入札価格調査制度の導入、予定

価格の一部公表を行いながら発注する工事等の適

正な履行に努めており、平成２３年度の平均落札

率につきましては９７％、比較的人件費比率が

高い業務委託につきましては平均落札率９８％

と過度な低価格での落札状態にはなっておりませ

ん。しかしながら、厳しい財政状況を背景に全国

的に公共事業が縮小していく中、価格競争が激化

するものと想定をされ、条件悪化による技術者の

流出などに技術力の低下も懸念をされております。

この間公共工事の推進に寄与し、地域の雇用等経

済を担ってきた地方の建設産業はますます厳しい

状況になっております。

公契約条例につきましては、入札等審議委員会

や入札制度改善庁内検討委員会において先進事例

をもとに研究をしてきておりますが、業界からは

条例により賃金の最低基準額が明確になったもの

の、事業経営が成り立つような積算価格が保証さ

れていないとの声も聞かれ、経費率の見直しが優

先されるべきとの入札制度の改善が先決との認識
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も示されております。現行制度におきましては、

今後とも元請、下請間の公正な取引関係の助長や

下請が見込まれる事業に対する書面確認の強化に

より、さらに受注者に対する指導を強化し、公契

約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件、

業務の質、適正な価格の確保に努めてまいりたい

と思います。

以上、答弁といたします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇市民部長（土屋幸三君）

３、東日本大震災被災地の瓦れき受け入れについ

てお答えをいたします。

御質問のありました北海道による廃棄物処理に

係る説明会につきましては、２月１６日に札幌市

において道内３６市町、１１一部事務組合、１町

村会の計４８団体が出席し、開催をされたところ

であります。議題につきましては、国における災

害廃棄物の広域処理の取り組み及び安全基準、岩

手県及び東京都における災害廃棄物の処理に関す

る現地調査の結果であります。説明会では、災害

廃棄物処理のスケジュール、岩手県、宮城県の災

害廃棄物の現状、再生利用、可燃物処理の安全性

の確保、東京都の先行事業におけるモニタリング

結果等について説明されたところです。新たな安

全基準や具体的な処理手順は示されませんでした。

説明会の翌日、高橋知事は定例記者会見で、国

の基準をベースに受け入れの可能性がある市町村

には、その地域としての受け入れの基準の設定を

個別に決めていくというのが広域である北海道の

現状を考えた場合には合理的なのではないかと発

言をしております。名寄市といたしましては、単

独で安全基準の設定は難しいものと考えておりま

す。北海道から基準や手順の具体的な指示や受け

入れ要請があった場合に慎重に検討をし、市民の

皆様の理解が得られて初めて受け入れが可能にな

るものと思っております。

以上、答弁とさせていただきます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁がありま〇２番（奥村英俊議員）

したので、再質問をしていきます。

最初に、小中学校、高校も含めた読書活動の関

係ですけれども、小学校、中学校、それぞれ朝読

書なども継続的に取り組まれて一定の成果を上げ

ているということであります。図書館で出してい

ます第２次の名寄市子どもの読書活動推進計画で

は、１次の計画の取り組み状況から、こういった

小中学校での読書の定着、それから高校生の読書

離れを指摘しています。読書の習慣を身につけ、

たくさんの本を読むことは、自己形成に大きく影

響し、学力向上にもつながっていくものと思って

います。また、新しい学習指導要領でも先ほども

部長からもあったと思いますけれども、思考力、

判断力、表現力をはぐくむための言語活動を充実

することとし、この言語活動を支える条件として

読書活動の推進を挙げています。名寄においては、

小中学校での読書活動は先ほど来定着していると

いうことですけれども、ぜひ高校生の読書離れの

克服をしていく努力、教育委員会という立場では

高校に対して指導という形にはならないというふ

うに思いますけれども、必要な連携をとっていく

中で小中高と引き続いて読書の習慣が身について

いくようにしていくことが必要だというふうに思

います。私ごとではありますけれども、うちの下

の息子、高校のときに実は朝読書をずっと札幌の

私立高校でしたけれども、やっていました。卒業

して今大学生ですけれども、やっぱり今でも読書、

本を読むということについては抵抗なく、自分で

必要なものを買ってきて読むということをしてい

ます。そういう意味では、うちがたまたまかもし

れませんけれども、そういったことにつながって

いくというふうに私は思っていますので、高校生

も含めた取り組みについて具体的にお考えがあれ

ばお聞かせいただきたいというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員のほう〇教育部長（鈴木邦輝君）

から御自身の家庭での経験を踏まえて、高校生の
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読書離れについての今後の現状と対策というお話

をいただきました。議員御指摘のとおり、現在市

立図書館では名寄市内の１８歳以下の子供を対象

とした第２次の名寄市子どもの読書活動推進計画

の策定、最終段階ですけれども、取り組んでいる

ところであります。現在推進計画の中で乳幼児か

ら中学生までは、児童施設や学校、関係施設で子

供が直接本に触れ、本に興味を持たせるための創

意工夫に取り組み、読書習慣の定着が図られてき

ております。しかし、市内の高等学校では、学校

図書館は限られた生徒しか利用していないという

実態がありまして、またどうしても勉強や部活動

にその力が注がれて、読書離れが進む傾向にある

と指摘されております。第２次推進計画の策定に

当たりましての議論の中でも市内の高校の司書教

諭からは、進学や就職などどの進路に進むにして

も読解力や表現力を高めていくためには読書の必

要性があるということがるる述べられておりまし

た。名寄市においては、幼児期から読書習慣を身

につけ、それが高校生になっても継続してもらえ

るよう今後も高等学校の司書教諭と連携を深める

とともに、繰り返しになりますが、大学や社会で

の文書表現の基礎は読書にあるということをしっ

かりと理解をしてもらって、読書活動の推進に努

めてまいりたいと考えておりますので、御理解く

ださい。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

社会に出てから本当に〇２番（奥村英俊議員）

生きるというか、そういうものだと思いますので、

高校の場合では受験、就職に向けて大変な時期、

大事な時期ではありますけれども、ぜひ連携をと

っていただいて、引き続きの取り組みをお願いを

したいというふうに思います。

次に、放課後の過ごし方、居場所について再質

問したいというふうに思います。まずもって児童

生徒の安全で安心している居場所が少ないという

ふうに思います。先ほども自由型の来館が２カ所、

それから学童の保育の関係が４カ所、そしてこと

しから３カ所の放課後子ども教室が始まると。そ

ういうことでありますけれども、もう少しこうい

った安全で安心していられる場所を市の立場とし

て設置をしていく必要があるのではないかという

ふうに思います。総合計画の中でも子育て支援の

推進として児童館、児童クラブ、学童保育所も含

めての整備を挙げて、小学校校区の再編に合わせ

た児童クラブの整備も必要になりますというふう

にうたっています。そういう意味では、基本的に

は校区ごとにこうした施設が必要だという認識が

あるのではないかというふうに思いますけれども、

その点についていかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

放課後の子供の居場〇教育部長（鈴木邦輝君）

所につきましては、今までも複数の議員の中から

御指摘をいただいているところでございます。議

員御指摘の各校区ごとに児童館的な施設を設置を

するということは、保護者にとっても子供たちの

放課後での居場所として、安心につながる一つの

理想形であるということは認識をしているところ

でございます。現在の公設と民間の放課後児童ク

ラブの配置状況から見れば、名寄市街地の特に北

地区と東地区の保護者からしてみれば料金の負担

感と、それから通所に距離感があるということも

理解はできているところでございます。総合計画

の後期計画の文言の中でも現在進めている名寄市

街地の小学校区の適正配置、またそれに連動した

小学校校区の再編の過程の中で整備を図るという

将来的な認識を示しているものと考えております。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今答弁ありましたよう〇２番（奥村英俊議員）

に、必要だという認識があるということでありま

すから、今後の整備に期待するところであります。

とりわけお金がかかることでありますから、近々

にすぐできるということではないことも理解をし

ますけれども、近年でいいますと学校帰りに不審

者があらわれてというようなことも実際に起きて

いますし、そういったことからも子供たちが安全
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で安心していられる場所、今話していた児童クラ

ブということもあると思いますし、自由来館型の

児童館という、そういった考えもいいと思います。

そういう意味では、少しでも早くそんなにお金が

かからないでできる方法があればというふうに思

います。そういう意味で学校に空き教室があれば

そういったところを使うということもすぐに取り

組むことができることかというふうに思いますけ

れども、例えば空き家を利用したミニ児童館とか、

そういったことについても今後考えていくべきで

はないかというふうに思いますけれども、その点

についていかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま今後の整備〇教育部長（鈴木邦輝君）

に時間がかかることも含めて、ミニ児童館という

具体的な提言をいただきました。現状小学校の児

童数は減少傾向にあることですから、現状では基

本的には現在の施設の利用を原則としていただき

たいとは考えてございますけれども、先ほども述

べましたように市街地区の小学校適正配置計画の

進展の中で、現在公設と民間では料金の格差等が

ございますし、また学校施設と学校区、そして学

童保育のあり方につきましては一定の方向性を出

さなくてはならない時期に来ているのではないか

なと考えているところでございます。ミニ児童館

という具体的な例をお示しをいただきましたが、

現在他市や先進地の事例を参照にさせていただき

ながら、安全、安心を大前提に公設と民間との連

携であるとか、良質で効率のよい施設運営の方法

も含めまして研究をさせていただきたいと考えて

おりますので、御理解いただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

まずもって子供たちの〇２番（奥村英俊議員）

安全、安心、放課後どういうふうな形で、自宅に

いれば一番安全なのかもしれませんけれども、や

はり子供たちが外に出ることによって、年代が違

う子供がそこにいればそういった子供たちの交流

とか、そういったことも図れると思いますし、そ

ういう意味ではいろんな形で施設も考えていくと

いうことが重要だというふうに思います。なるべ

く早くそういったことを形にしていくということ

が教育委員会にも求められているというふうに思

いますので、ぜひ今後の研究を急いでいただいて、

早急に取り組んでいただければというふうに思い

ます。

次に、自然を生かした授業の関係ですけれども、

名寄に全国に誇れる天文台が設置されています。

これが設置できたのもいろいろな方々のお力があ

ってということだというふうに思いますけれども、

もう一方で星を観測する条件があったからだとい

うふうにも思います。名寄には豊かな自然がある

ということを皆さんも御承知だというふうに思い

ますけれども、そういったことが設置ができた一

つの要因だというふうにも思います。こうした豊

かな自然を生かした授業のほかの具体例というの

も１つ挙げながら少しお話をしたいというふうに

思いますけれども、市の環境衛生で担当しました

特定外来種のウチダザリガニを取り上げた外来生

物研修会というのが実は去年ありまして、そこの

話を少しさせていただきたいというふうに思いま

す。ウチダザリガニ、よく知らない人もいると思

いますけれども、実は昭和初期に食用として日本

にも導入されて、北海道では１９３０年に摩周湖

で養殖が始まったそうです。その後いろんな状況

の中で全道に実は広がっていまして、このウチダ

ザリガニは水草を食べ尽くしたり、水生昆虫を食

べ尽くす、また貴重な在来種のエゾサンショウウ

オの卵を食べたり、ニホンザリガニを食べてしま

ったり、タニシを食べてしまったり、とても悪い

ものなのです。このウチダザリガニ、実はザリガ

ニペストという細菌も広めることから、在来種の

絶滅や在来の食物連鎖の破壊、それから生息域の

環境改変といったものを招き、在来生態系を破壊

する原因から特定外来種という指定を受けて、そ

の中で駆除や防除ができるというふうになってい

ます。天塩川水系でも名寄以北では既に生息が確
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認されて、実は一番大きなのでは２９センチとい

う大きさのものも確認されています。これ食用で

すから食べられるのですけれども、それはいいの

ですけれども、名寄は既に環境衛生のほうでしっ

かり対応して、防除認定をとって実は駆除も進め

ています。ただ、もう既にいることが確認されて

から数年たっていますから、すべてを駆除するこ

とは困難というふうになっています。なぜ駆除を

するかというのは、先ほど言ったようにウチダザ

リガニが悪いからということもあるのですけれど

も、実はもともとの生き物を守っていくというこ

とが根底にあるから駆除をしていくということに

なっています。そのためには、名寄のどこにやっ

ぱり自然が残っているかということを把握してい

かなければなりません。もともとすんでいて、守

るべき生き物がどこにすんでいるかを把握する必

要があります。その上で、これらのものがすんで

いける場所を確保するために防除、駆除をしてい

くということになっていきます。

そこで、まずは自分たちで残しておきたい自然

がどこなのかを調べていく必要があります。こう

した自然観察調査を学校の授業でも取り組むこと

で、地域の生物を把握するという理科の勉強にも

なりますし、もともと地域にどんな生き物がいる

かということを調べるに当たって、お年寄りに昔

どうだったのという話を聞いたりすることで世代

間の交流が図られる。そういう意味では、生活や

地域の昔を調べるということから、社会科にも役

立つと、そういったことになっていきます。こう

した中で、名寄のいい自然のポイントを幾つも発

見をして自分たちの手で身近な生き物を調べてい

くということで、環境汚染や環境教育ということ

だけではなくて、実は地域の魅力に気がついてい

くのです。そして、そのことは郷土への愛着につ

ながっていくことになります。そういうことが図

られていくと、一たん名寄を出た子供たちも何か

のときにやっぱり名寄っていいところなのだよね

と思い出して、また名寄に戻ってくるとか、そう

いったことにつながっていくのではないかという

ふうに思っています。新学習指導要領の理科教育

でも自然に親しみ、見通しを持って観察や実験な

どを行い、問題解決の能力と自然を愛する心情を

育てるとされていますが、この学習指導要領の考

え方とあわせて、理科の教育や総合的な学習の時

間で地域の自然や資源を生かした、こういった授

業に取り組んでいく中で、こうした地域の魅力に

気づき、郷土への愛着へとつながる授業を展開し

ていくと。そういう考えがあってもいいのではな

いかというふうに思いますけれども、そういった

考えについて見解を伺います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員からウチダザリ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ガニを例に地域の魅力に気づいて郷土愛へつなげ

るという御指摘をいただきました。現在理科教育

では、身近な自然を生かして植物の栽培であると

か昆虫の飼育という体験を取り入れて、その成長

を喜んだり、生物の不思議さとかおもしろさを感

じたり、動植物の発生や成長を観察したり、調べ

たりすることを通して、生命の連続性や神秘性を

感じ取りながら、自然を愛する心を育てることが

求められてきております。議員お話しの名寄市で

教材となり得るような本来の豊かな自然では、例

を申せばウチダザリガニと対極となりますけれど

も、ニホンザリガニの存在であるとか、智恵文沼

のヒブナ、中名寄のアオサギなどが挙げられるの

ではないかと思います。また、自然環境の変化を

考えるという意味では、議員御指摘のとおり最近

話題となっておりますウチダザリガニや雷魚、ま

たはアライグマなどが挙げられるのではないかと

思います。特に議員が例を示しました在来種であ

るニホンザリガニと外来種であるウチダザリガニ

の対比というのは、豊かな自然と変化しつつある

自然を考える上では大変よい教材になり得るもの

と考えております。外来種が入ってきた社会的な

背景などについては社会科、また生き物の生息状

況については理科、経緯や採取、駆除などの調べ
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学習では総合的な学習の時間などが考えられます。

また、社会活動等でも一連の学習が可能であると

考えております。このような豊かな自然を生かし

た体験学習の積み重ねが議員がお話しのような地

域の魅力に気づき、郷土への愛着につながるとい

う学習にしっかりとつながっていくものと考えて

おります。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

具体的な例も挙げてい〇２番（奥村英俊議員）

ただきながら答弁をいただきました。ぜひそうい

った考えを持ちながら、そういう意味では名寄な

らではの教育というか、そういうことになるとい

うふうに思います。具体的にこうした授業取り組

むことが可能なのか、また可能であれば具体的に

はどういった手続でカリキュラムをつくっていく

という、そういうことになるのでしょうけれども、

いつまでにそういうものをつくることで次年度の

というか、年度の学習に取り組むことができるの

か、その辺について皆さんなかなかわからない話

だと思いますので、ぜひ教えていただきたいとい

うふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校教育の中でこう〇教育部長（鈴木邦輝君）

いったものを位置づける場合、教育課程への取り

込みということになると思います。教育課程の中

でしっかり位置づけることが教育効果を高めると

いう部分にもつながると思います。現在教育委員

会では、これらの地域的な資源を活用した教材の

活用など総合的に検討する教育改善プロジェクト

の中でも学校教育活動や社会教育活動などにおい

てより効果的に活用できるのかどうかを来年度以

降検討してまいりたいと考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ぜひ副〇２番（奥村英俊議員）

読本の作成とか、そういった段取りも含めてある

と思いますけれども、具体的な内容をしっかり精

査をしながら、この取り組みをお願いをしたいと

いうふうに思います。

３０人学級の関係については、メリットについ

ても話をいただきました。ただ、一方で、３１人

のときに１５人と１６人の学級になってしまうと

か、そういった本当に少ないことでのデメリット

というか、そういったことが出るという可能性も

含めてあるのだというふうに思います。名寄にお

いては、３５人学級をしっかり取り組んでいくと

いうことでのお話だったというふうに思いますの

で、ぜひそういうことでお願いをしたいというふ

うに思います。

次に、公契約条例の関係について再質問したい

というふうに思います。名寄の入札の落札率が９

５％、それからもう一方の業務委託の関係につい

て９８％ということで、そういう意味では余り

低くないよということでの話でしたし、受注者に

とっては一定の事業費を確保した事業が実施され

ているのではないかというふうに思います。そう

いったことからすると、当然働く人の賃金や労働

環境も確保されているのではないかというふうに

思うところですけれども、だれもが安心して働け

る適正な労働環境の確保ということからいえば、

市としては労働行政という立場もあると思います。

そういう中で、賃金や労働環境の実態調査につい

て実施しているのかお伺いしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

さきに答弁をさせて〇総務部長（扇谷茂幸君）

いただいておりますけれども、従来より極端ない

わゆる低入札による落札の状況とはなっておりま

せんで、市が発注しております工事等に従事する

労働者の労働条件等につきましてもある意味適正

な配慮がなされているというふうに認識しており

ますけれども、今議員御指摘のとおり具体的な賃

金の支払い実績等労働実態につきましては２年に

１度労働実態調査を行っておりまして、これのみ

でありまして、恒常的な実態につきましては把握

できておりません。しかしながら、引き続き低入

札価格調査制度の強化を初めとした、また建設事
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業説明会などの機会もございますので、そういっ

た機会をとらえて受注者に対しましては法令等の

遵守並びに労働者の福祉向上に努めるよう指導は

してまいりたいというふうには考えております。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

私も労働相談や実は弁〇２番（奥村英俊議員）

護士へ相談があったとか、そういった話まで聞い

ていませんけれども、委託業務による事業で働い

ている人などからは、これは全体的に厳しいとい

うことなのかもしれませんけれども、労働条件が

やっぱり厳しいという状況を聞いたことがありま

す。そういった意味では、絶対労働条件がしっか

り確保されているのだということでもないかとい

うふうに思います。公契約条例が制定をされて導

入をされていくことによって、こういった実態の

調査も当然していかなければならないということ

だというふうに思いますし、具体的な内容が把握

できるということになりますから、働く人の適正

な労働環境がそういった中でしっかり間違いなく

確保されるというふうに思います。そのことは、

公共事業のサービス、品質確保をしっかり図って

いくということにもつながっていくということだ

というふうに思いますので、再度今後の名寄市と

してのこれに向けての取り組みについてお伺いし

ます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在景気の低迷とい〇総務部長（扇谷茂幸君）

うことで、全国的に歳出削減の傾向にありますけ

れども、私ども公共事業を一定程度確保しながら、

適正な発注によります公正競争ルールを確立をし

ながら、また企業の適正利潤の確保を図って、あ

わせて下請、それから孫請企業の保護であります

とか、社会的に適正な賃金の確保を図りまして地

域経済の活性化を図っていくと。こういった認識

も持っておりますので、現在札幌市議会で審議中

であります公契約条例の推移も見守っておりまし

て、今後に当たりましても導入する上で課題、そ

れから整理すべき事項をさらに研究をさせていた

だきまして、対応の検討を図ってまいりたいとい

うふうには考えております。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

考え方、取り組みの方〇２番（奥村英俊議員）

向性についてはわかりました。ただ、いつまでも

研究されていても困ります。導入に向けての準備

ということで何か必要なのか、そこまでしっかり

今後取り組んでいただければというふうに思いま

す。

次に、３点目の大震災の瓦れきの受け入れにつ

いて再質問したいというふうに思います。震災か

ら１年経過して、本当にいまだに現地では被災さ

れた方々が大変な思いをして生活をされているの

は事実だというふうに思います。ただ、１２月の

議会でも一定確認をさせていただきましたけれど

も、この瓦れきの受け入れについては市長のほう

から慎重な対応ということで、市民の皆さんの理

解を得るのが必要だという話も含めてお話があっ

たというふうに思います。先ほどの部長の答弁で

も説明会の中で新たな基準とか、そういうことで

はなくて、スケジュール等の説明があったという

ふうなことだったというふうに思います。そこで、

１０月に名寄市としての調査の回答をして以降、

現在まで名寄市として何か具体的な対応をされて

いるのかお伺いしたいのと、名寄市に対する道か

らの受け入れの要請はあったのかお伺いします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

２０１４年３月末ま〇市民部長（土屋幸三君）

でに中間処理、それから最終処理を行うには、広

域処理が必須条件とされているところであります。

これは、当日の説明会でスケジュールについて説

明をされたところであります。しかしながら、放

射能汚染問題により全国的に廃棄物を受け入れな

いとする自治体が圧倒的であり、今後国、北海道

により安全、安心が国民、住民に理解されない限

り実行は難しいものと考えております。１２月の

議会で答弁をしたスタンスについて、名寄市とし

ては今のところスタンスについては変わっており
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ません。安全、安心が担保され、住民の理解が得

られて初めて検討、対応すべきものと考えており

ます。

なお、現在のところ北海道からの要請はござい

ません。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の答弁でありました〇２番（奥村英俊議員）

ように、現在名寄としての対応はされていないと

いうことで確認してよろしいのですね。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

北海道から具体的な〇市民部長（土屋幸三君）

要請もございません。受け入れに向けての対応等

については、現在白紙の状態ということでありま

す。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

現在の状況についてわ〇２番（奥村英俊議員）

かりました。今後今の国の状況、それから道の動

きも含めて手を挙げているところについては協議

をしていく。既に協議をしたような記者会見のよ

うな書き方もしてありましたけれども、そうでは

ないということですから、今後そういった要請も

含めて、要請が来た場合は従前から言っているよ

うに市民の皆さん、議会にも相談をするというこ

とでありますから、ぜひそういった対応をしっか

りしていただきますよう再度お願いをして、私の

質問を終わりたいと思います。

以上で奥村英俊議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

冬の観光について外３件を、川口京二議員。

皆さん、こんにちは。〇６番（川口京二議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問させていただきます。

まず、１点目ですが、冬の観光という観点から、

北の天文字焼について伺います。市長は、就任以

来観光に大変御尽力されているところであります。

特に昨年につきましては、ひまわり観光に力を入

れ、映画「星守る犬」の効果もあり、東日本大震

災や原発等の影響を受け、日本国じゅう観光客の

減少に頭を悩ませている中、当市においては飛躍

的な観光客の増加となりました。ひまわりマップ、

「星守る犬」ロケ地マップの作成、ひまわり自転

車やライトアップひまわりなどさまざまな催しを

企画、実行された成果であり、関係者の努力に敬

意を表するところであります。しかし、冬の観光

となるとどうでしょうか。当名寄市の特性を考え

ますと、雪の降る期間が５カ月ぐらいになると思

います。もう少し冬の観光に力を入れてもいいの

ではないかと思います。

２月１２日に冬の最大のイベント、なよろ雪質

日本一フェスティバル２０１２が終わりました。

第１２回なよろ国際雪像彫刻大会ジャパンカップ、

第２０回全日本学生対抗スノーオブジェ競技会等

が行われました。また、ことしについてはＮ―１

グランプリ２０１２ｉｎＮＡＹＯＲＯという催し

も実行されました。新しい催しを企画、実行する

ということは大変いいことだと思います。成功裏

に終わり、大変よかったのではないかと思います。

しかし、一方で平成元年から２３回続いた北の天

文字焼が中止となりました。御存じのように１９

８９年、まちおこし集団「助っ人」の呼びかけで

行われ、名寄の名物行事とか北の風物詩とか呼ば

れるようになり、多くの市民や道内外からの写真

愛好家の皆様から愛される行事となっていました。

見るのが楽しみで道外から来られる方も大勢いた

と伺っています。大変楽しみにしていた大勢の市

民の皆様もいたのに、いとも簡単にやめてしまっ

たなという印象です。ＮＰＯ法人なよろ観光まち

づくり協会が委託を受けて、その実行委員会で決

まったことでしょうが、二、三年前からそのよう

な話はあったと聞いています。中止ということで

すから、それなりの理由があったとは思いますが、

市としてもこれほど観光に力を入れているのです

から、何か手だてはなかったのですか。話し合い

はなかったのですか、伺います。

次に、滞在型観光について伺います。名寄には、

冬の観光施設や自然がたくさんあります。これら



－150－

を活用して１週間ぐらいの滞在型観光を行っては

どうかと思います。雪質日本一のスキー場でスキ

ーをしていただき、スノーモービルに乗って山に

上がって樹氷やダイヤモンドダストを見る。ジャ

ンプ台を見ていただくのもいいし、カーリング体

験もいいと思います。天文台で星を見るのもいい

と思います。北国博物館もいいでしょう。最後は

雪質日本一フェスティバル、その間運がよければ

サンピラーやライトピラーが見られる。このよう

な自然や既存施設を活用した滞在型の観光が必要

だと思います。東京なよろ会では、既にそういう

ことは行われているのかもしれませんが、もっと

範囲を広げて雪の少ない大阪や四国、九州、沖縄

などにＰＲしていただきたい。また、海外にも目

を向けて中国や台湾もいいと思います。道は、新

年度から同じ宿泊施設に５泊以上連泊してもらい

感想を聞くモニター制度への助成や複数の市町村

を一つの観光地としてＰＲする広域観光事業への

助成を行う予定ということですので、このような

ものも活用できる観光事業を企画されてはどうか

と思います。夏には避暑地モニターツアーを計画

しているようですが、冬にも厳寒モニターツアー

のようなものも計画していただきたいと思います

が、いかがでしょうか、伺います。

２点目は、除雪、排雪について伺います。除排

雪については、これまで過去にも何十人もの人た

ちが質問されていると思います。それだけ重要で、

市民の関心の高い名寄市にとって永遠のテーマだ

と思います。質問の中に重複する部分もあるかも

しれませんが、よろしくお願いしたいと思います。

まず、名寄市の除雪の基準は降雪１０センチに達

したとき、気象情報から今後の積雪が１０センチ

を超えると予想される場合、交通量が多く圧雪に

よる交通障害が予想される場合、風雪や地吹雪等

による吹きだまりの発生が予想される場合とあり

ますが、除雪の出動回数をお知らせください。

次に、市民の苦情で主なものをお知らせくださ

い。

次に、今年度の重点は何だったのかお知らせく

ださい。

３点目は、町字名変更について伺います。名寄

市は、土地の区画が比較的碁盤の目のように整理

されていると思います。しかし、町字名変更がな

されていないところもあり、地番を使っていると

ころが多くあります。地番だと非常に住所がわか

りづらく、規則的に並んでいないため市内地図を

見てもなかなか見つけることができません。また、

住まいをしている方も場所を説明するのが大変難

しいのではないかと感じております。近年は、宅

配業や郵便事業等が大変発達しており、その方々

が仕事に支障を来しているのではないかと思われ

ます。また、一般の方も何条何丁目のほうがわか

りやすいのではないかと思います。ぜひ何条何丁

目というような町字名変更ができないものか伺い

ます。

４点目は、名寄庁舎周辺の冬季の安全管理につ

いて伺います。冬季の特性としまして、雪が降る、

凍る、滑る等いろいろなことが考えられますが、

庁舎には小さなお子様連れや高齢の方や足の悪い

方や、いろんな人が来庁されます。そういう方々

のために、特に安全に配慮しなければならないと

思っています。私は、冬季の安全管理が余りなさ

れていないのではないかと感じています。来庁さ

れる市民の皆様に対し、どのような安全に対する

対策をされているのか伺います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目１について、大項目２と３については建設水道

部長から、大項目４については総務部長からの答

弁となります。

最初に、大項目の１、冬の観光について、北の

天文字焼についてお答えをいたします。平成元年

から長きにわたり開催されてきました北の天文字

焼は、市民の有志による手づくりのイベントとし

て始まり、その後ＮＰＯ法人なよろ観光まちづく
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り協会を中心とするなよろ雪質日本一フェスティ

バル実行委員会が引き継ぎ、昨年まで実施されて

きました。イベント開始から２０年以上が経過し、

数年前から天文字焼に携わってきた市民ボランテ

ィアの方々の高齢化や後継者の育成の問題が顕在

化し、毎年議論がされてきたところであります。

今回ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会を中心

にさまざまな議論がされた中で、北の天文字焼が

中止との結論に至った経過については、同協会の

理事会において後継者の問題や再度天文字焼のあ

り方について見直す機会を設けたいとの理由によ

り、中止との方向が示されました。市といたしま

してもこれまで民間や有志の力により実施されて

きました北の天文字焼が廃止ではなく、来年度以

降再開できる可能性を持った中止との提示だった

こと、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会でも

中止という結果を踏まえ、改めて北の天文字焼が

本市の冬季観光に対する存在感など市民の意向に

基づき検討していきたいとの意向により、ことし

についてはやむを得ないものと考えています。こ

の中止の結果について、多くの市民から北の天文

字焼に対するさまざまな意見をお聞きし、中止に

至った問題点を解決するためには何が必要である

かなどを整理するとともに、本市の観光振興に係

る観点から改めて検証を行っていきたいと考えて

います。

次に、小項目の２、滞在型観光についてお答え

をいたします。今年度策定しております観光振興

計画では、基本理念として本市の既存資源を見直

し、その価値を磨き上げ、市民にそのすばらしさ

を認識してもらい、市民が積極的に本市の資源に

誇りを持ってもらうことが人が寄ってみたいまち

名寄の実現に必要であると掲げております。これ

までスキーツアーとして東京なよろ会の御協力で

昭和６１年から毎年約２００名の方が首都圏から

お越しいただいています。大半の方がリピーター

で、ホスピタリティーも含めて名寄の冬の魅力を

満足いただいていると思っています。議員からの

御質問の既存資源を活用した滞在型観光について

は、観光振興計画の中で移住、定住対策のお試し

移住体験であるちょっと暮らし事業に分類をして

います。計画策定の議論の中でもＰＲを行ってい

く地域やどの季節をターゲットにしたモニター事

業や受け入れメニューを企画したらよいのかとさ

まざまな意見が出されたところです。平成２４年

度は、事業効果が高いと見込まれる事業を実証試

験するために、道外におけるモニター募集につい

ては本市独自でのＰＲでは厳しい財政事情の中で

は限界があるために、東京杉並区の協力によるＰ

Ｒ支援を活用したいと考えています。また、首都

圏で実施したアンケートの中で多かった意見に着

眼し、厳しい夏の暑さから開放された避暑地での

暮らしをテーマにした実証実験として杉並区をタ

ーゲットにした避暑地名寄へちょっと暮らし誘致

事業を計画しています。このモニター事業は、道

外から本市にお越しいただくきっかけづくりと道

外目線による本市の魅力や不足しているものなど

受け入れ態勢の構築に向けて検証することを目的

としておりますが、さらには本市の魅力的な季節

の一つである冬をターゲットとしたメニュー提供

の参考にしたいと考えています。

次に、海外に向けたＰＲについてですけれども、

市では広域観光体制の重要性を認識し、あさひか

わ観光誘致宣伝協議会や北海道観光振興機構に加

盟しており、道外や海外に向けたＰＲや受け入れ

態勢などを広域で推進しています。旭川空港や千

歳空港を核としたツアーや個人向けメニューなど

多くの可能性を持っていますが、受け入れ態勢な

どの課題もあることから、今後全市的に検討して

まいりたいと思います。

また、完成度の高いツアーを企画するためには

モニター事業などの実証試験の実施は必要である

ことから、国、道の各種制度や支援対策を研究し、

積極的に活用していきたいと思っております。

以上、私からの答弁といたします。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）
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私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の２点目と３点目についてお答えをさせ

ていただきます。

最初に、大きな項目の２点目、除雪、排雪につ

いてでありますが、小さい項目１番目の除雪の出

動回数、２番目の市民からの苦情、３番目の今年

度の重点は関連がございますので、一括してお答

えをさせていただきます。今シーズンは、２月末

のデータを見ると降雪量６４３センチで、過去５

カ年の平均値６０３センチと比べると４０センチ

多く、最深積雪１１７センチは５カ年の平均値８

８センチよりも２９センチ多くなっております。

除雪は、４地区に分けて出動の可否を判断してお

り、２月末までの出動では名寄地区郊外で４１回、

市街地で３１回、風連地区は郊外で４４回、市街

地で４０回出動しております。出動の判断は、午

前１時から午前２時までの間に判断をさせていた

だきまして、それからの出動となります。市街地

では、交通量が多くなる前の７時３０分までに終

了させることを指導しておりまして、２時に判断

させていただいた以降、１０センチ降った分に対

しては翌日に除雪をするようにしております。

市民の苦情や要望件数は、全部で７５件ありま

した。内容は、除雪した雪を家の前に置いていか

ないでほしい、除雪車の進入方向を変更できない

か、あるいは個人の道路への雪出しをやめさせて

くださいなどなどありますけれども、以上の３点

が主なものであります。

今年度の重点については、主に見通しの悪い交

差点や狭い道路の交差点の排雪を重点に行うこと

で交通安全はもとより冬の市民生活の利便性を図

ることであります。

次に、大きな項目３点目の町字名変更について

であります。町字名は、住所の表示、まちの区域

や地区を示すものとして用いられ、日常生活に密

着したものであることは言うまでもなく、市内の

住所はすべて番地を住所とするシンプルな表示と

させていただいております。これまで市としても

昭和５７年から麻生町や栄町など周辺字名の条、

丁目の変更を進めてきましたが、いまだに地番表

示のまま市外の方や宅配業者などがわかりづらい

ところが残されていることは確かでございます。

しかし、住所の表示が変わることで一番影響を受

けるのは、そこに住まわれている住民の方々であ

ることから、なれ親しんだ字名、地番を変更する

場合には十分に配慮する必要があると考えており

ます。地域に住まわれている方々が現在の都市基

盤において生活上支障を来しているかいないかの

実態が不明であることから、今後は市民との意見

交換の場や庁内各部局との情報交換などで課題認

識を持ち、実施に必要な地区などを調査をしてま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、名寄庁舎〇総務部長（扇谷茂幸君）

周辺の冬季の安全管理についてお答えをいたしま

す。

まず、名寄庁舎における凍結通路等による転倒

被害の防止についてでありますけれども、庁舎に

来られる方の多くはピロティー側の玄関を利用さ

れますので、ピロティー内は日陰であることや車

の通行が多いことから、雪が凍って滑りやすくな

る場合があります。この対応につきましては、適

宜砂や融雪剤をまいて、また必要に応じて凍った

雪を削り、安全な通行の確保に努めております。

また、庁舎内の玄関から階段までの間につきまし

てもスリップ防止のためゴムマットを設置をして

対策をとっております。

次に、落雪についてでありますけれども、庁舎

屋根の雪庇などにつきましても適宜処理をしてお

りますけれども、庁舎正面に植樹をされておりま

すクロマツの大木上部に堆積をした雪につきまし

ては完全に除去することができませんで、雪の落

下が想定される範囲をロープで囲い、頭上注意の

看板の設置により通行する方に注意を喚起し、対
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応しているところであります。

以上、答弁といたします。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁いただ〇６番（川口京二議員）

きましてありがとうございます。北の天文字焼か

ら再質問させていただきます。

私は、２３年続いた天文字焼は他のまちに誇れ

る貴重な名寄市の伝統行事だと思っています。よ

い伝統は守るべきだと思います。天文字焼が中止

に決まって以来、北海道新聞や名寄新聞等に中止

を惜しむ声や復活を望む声が多くの皆様から寄せ

られていますが、市として復活を前提とした協議

が必要なのではないでしょうか、伺います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

協議等ですけれ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ども、北の天文字焼の中止に至った理由としまし

て、先ほどもちょっとお話をさせていただいたの

ですが、北の天文字焼の客観的な視点からもう一

回見詰め直す必要があるというようなお話も一つ

の御意見でございました。天文字焼の意味やその

意義がイベント開始当時と現在の状況が合致して

いるのか、市民にとって２０年以上の長きにわた

り実施されてきた北の風物詩としての催し物中止

という結果になって、改めて天文字焼の必要性の

有無、さらには復活するにしても再度原点に戻っ

て関係者団体及び市民の意見をしっかりとお聞き

し、協議を重ねていくことが必要だというふうに

考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

また、今回は観光協会〇６番（川口京二議員）

との協議が余りなされていない結果だと思います。

今後は、もっと話し合いを密にして観光の振興を

図るべきではないかと思いますが、いかがでしょ

う。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

観光協会との連〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

携強化ということで御意見でございます。平成２

４年度から観光振興計画の中で計画に基づいて各

種の事業を実施していくわけなのですけれども、

風連あるいは名寄両地区の観光協会との連携、協

議というのは、今までよりも増して必要だという

ふうに考えております。今度は、全市的な視点に

立って各事業の展開をしていきたいと考えており

ます。その関係団体との協議なのですけれども、

実施に向けての観光振興計画全体、あるいはオー

ル名寄体制での多面的な視点ということから議論、

検証していくことが必要で、計画の中でも観光協

会の役割として、観光、交流、振興を図るための

主導的機関として全体のコーディネーター役を担

ってもらうという位置づけをしており、その果た

す役割も期待度も以前に増して高くなっていると

思いますし、行政としましてもバックアップ体制

をとって、それぞれ観光協会と連携を図って今後

充実を図っていきたいというふうに考えておりま

す。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長にお伺いしますが、〇６番（川口京二議員）

北の天文字焼が中止となってどう思われますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

大変寂しく思いますけれ〇市長（加藤剛士君）

ども、先ほどから室長がお話しのとおり、民間団

体を中心に沸き上がってきたイベントであるとい

うことであります。その当時と比べてこの数年中

止の声があったということは、思いが違ってきて

いた部分があったのか、寂しいという声はある一

方で、これをやり続ける意味があるのかという声

があったのだろうというふうにも思います。その

中で今回一回中止をして、一度原点から見詰め直

すということですから、余りここは行政が思い切

って踏ん張って前に出ていくことは得策ではない

のかなというふうに思いますけれども、そうした

市民の声がまた沸き上がってくることをぜひ私も

期待するし、そうした動きがあれば行政としても

できる限りのバックアップをしていきたいという

ふうに思っています。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）
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天文字焼の復活を強く〇６番（川口京二議員）

願っている一人なのですが、私は天文字焼だけで

はなくて、今のままだとほかのよい催しも同じこ

とが起こるのではないかと危惧しているところで

す。新年度には、観光振興計画もできることです

ので、連絡、協議を密にして目標に向かって頑張

っていただきたいと思います。

滞在型観光については、何か夏の観光ばかり力

を入れているような気がしてなりません。名寄に

は、先ほども申しましたが、冬の観光資源や自然

がいっぱいあります。ぜひそれらを活用して前向

きに検討していただきたいと思います。

次に、除雪、排雪についてでありますが、随分

出動回数が多いと思います。そんなに雪が降った

ようには思わないのですが、一回で終わらないこ

とやさまざまな条件があってふえているのかもし

れません。市民の間には、全く雪がないときに無

駄な除雪をやっているのではないかという声も聞

きますが、いかがでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどもお答〇建設水道部長（野間井照之君）

えをさせていただきましたけれども、雪は平年か

ら比べて２月末では少し多いというふうに考えて

います。ただ、先ほども申し上げましたが、２時

に出動の判断をします。それ以降判断をすると、

まちが起きる７時半までにはなかなか作業が間に

合わないということもございますから、２時に判

断をするということでございまして、それ以降降

った雪はどうしても残してしまいます。それは、

圧雪状態になりますから、市街部分ではわだちに

なってきます。したがって、安全を期するために

次の日に雪が降っていなくても、これは出動せざ

るを得ないなというふうに思っています。ただ、

郊外地区に関しては交通安全と、車も少ないです

から、牛乳の出荷等もございますし、これはやむ

なく２時以降での判断をさせて、出ております。

以上であります。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、苦情があるとい〇６番（川口京二議員）

うことは市民の方は満足していないのだと思って

います。昨年よりもことし、ことしよりも来年と

右肩上がりによくならないと納得しないと思いま

す。少しでも苦情が減るように努力していただき

たいと思います。苦情に対する処置はどのように

していますか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

苦情も先ほど〇建設水道部長（野間井照之君）

もお答えさせていただきましたけれども、７０件

以上に上ります。ただ、名前を言っていただける

方に対しては私ども担当者が出向きまして御説明

をしながら、納得をしていただいております。た

だ、どうしても名前がわからず、その町内がわか

る場合は町内会長さんとお話をさせていただいた

りして、できるだけ苦情の処理はさせていただい

ているつもりでございます。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、交差点排雪とい〇６番（川口京二議員）

うのがよくわからないのですが、排雪のときに行

うということでしょうか、それとも別に重点的に

行うということでしょうか。

それと、市道と国道や道道との交差点はどこが

担当なのでしょうか、お知らせください。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

交差点の除排〇建設水道部長（野間井照之君）

雪の部分では、シーズン初めにまず除雪から当然

入ります。それで、交差点がどうしても見通しが

きかなくなるということも含めて、排雪の前に交

差点の排雪を実施させていただいて、交通安全の

確保をすると。それと、狭い道路ですとどうして

も一方通行みたく狭くなってしまいますので、幅

員がなくなってしまいますから、待避場としても

交差点を利用できるということで、先に交差点の

排雪をやらせていただいている状況であります。

排雪のときも当然交差点の排雪は行います。

それと、市道と国道ないしは道道との関連性で

ありますけれども、基本的には国道の管理者、道
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道の管理者、市道の管理者と打ち合わせをさせて

いただいています。ケース・バイ・ケースですけ

れども、排雪のほとんどは国や北海道に連絡を行

って、国道、道道はほとんど国や道に市道の部分

も行っていただいておりますけれども、除排雪の

部分は先に行って、後でやるほうが交差点の除雪

を行っていると。これは、お互いに協定で結ばさ

せていただいているということであります。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

生活道路の排雪は、現〇６番（川口京二議員）

在１回なのですが、実際に皆さんが居住をしてい

るわけですから、交通量もかなり多いところもあ

ります。信号のない交差点も多くあり、また交差

点には雪が山のようになっており、大変危険な状

況になっているところもあります。危険なところ

や交通量の多いところ、また居住区などは優先す

るべきだと思いますが、優先順位などはあるので

しょうか、伺います。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

排雪、除雪は〇建設水道部長（野間井照之君）

別に、除雪は順番で来るのですけれども、排雪に

関してはやはり交通量の多いところから入るよう

にいたしております。ただ、排雪をするにしても

雪の運搬に使う道路を先に確保するために、名寄

市内ですと日進だとか、大きな通り抜けるのに縦

通りを先に排雪をさせていただいて、運搬路をう

まく使うような形で縦通りを先にやるという、幹

線でなくてもです。そういうやり方もしています

から、ケース・バイ・ケースによっていろいろで

ございます。交差点もしかりでございます。当然

雪が多くて見通しが悪いところから始めてまいる

というふうに考えていますので、御理解ください。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、道路に雪を捨て〇６番（川口京二議員）

てはいけないのですが、それを管理するのはどこ

なのか教えてください。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

雪は、道路に〇建設水道部長（野間井照之君）

捨てて当然だめなのですけれども、道路は管理し

ているのは国道は国ですし、道道は道であります

し、市道は市であります。それは、それぞれで対

応させていただいています。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

私は、排雪が重要だと〇６番（川口京二議員）

思っています。生活道路は３回ぐらいやっていた

だきたい。予算がないと言われますが、私は他の

予算を多少削ってでもやるべきだと思っています。

しかし、一方では、なかなかそうもいかない現状

もあると思っています。限られた予算と少ない機

材の中でどうすればいいかと考えたとき、市街地

に雪の堆積場を確保することが重要だと思います。

南広場もいいですし、少し乱暴な考え方かもしれ

ませんが、浅江島公園の使われていない野外ステ

ージを壊せばかなりの堆積場になると思います。

公園に雪を捨ててはいけないのは知っていますが、

冬場使われていない公園などを利用してはどうか

なと思います。もし堆積場がふえれば、排雪１回

のところ３回ぐらいになるかもしれません。その

ほうが市民は喜ぶのではないでしょうか。いかが

でしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

御案内のとお〇建設水道部長（野間井照之君）

り、排雪は１回やると相当量の予算を消費してし

まいます。なるべく幹線は特に別なのですけれど

も、風連は今まで地域性もあって２回ほどやって

いると。ことしはちょっとやり方が少し変わって

いますけれども、２回。名寄市内は、幹線あるい

は通学路などは２回から３回やらせていただいて

います。ただ、生活道路は先ほど議員がおっしゃ

るれるとおり予算的なこともありまして、１回し

かできない状況であります。今提案になったよう

に、南広場にも私どもは堆雪場をというふうに思

ったのですけれども、どうしても近隣の町内会の

ほうで同意が得られないということもありまして、

ことしと去年は入れることができませんでした。

これまた来年度以降も町内会の方々ともお話し合
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いをさせていただきたいというふうに思っていま

す。

それと、浅江島公園は総合公園として市民の憩

いの場として古くから位置づけされておりまして、

夏場の、夏もやはり公園はありますので、芝の管

理をしなければなりません。芝の管理をするとな

ると、雪解けがかなり遅くなると芝が腐食して傷

んでしまいますので、なかなか難しい状況にあり

ます。それと、野外ステージも名寄市内では昔は

名寄公園にもあったのですけれども、今は浅江島

公園にしかないということもありまして、担当に

聞きますと少しまだ利用している方もいらっしゃ

るというふうに聞いていますので、修繕はしなけ

ればならぬかもしれませんけれども、壊すことは

今の段階ではできないというふうに思っています

ので、御理解をいただきたいと思います。

それと、街区公園については町内会にそれぞれ

管理をお願いしているのですけれども、これはマ

マさんダンプで入れる程度ですと遊具にも支障を

来さないのですけれども、やっぱり重機で入れる

と遊具が壊れてしまうということもあります。た

だ、町内会の管理ですから、町内会の方々が近所

の方が入れるという部分で納得してお話し合いが

できれば、それは市のほうも黙認をしているとい

う状況にございます。今議員がおっしゃられると

おり、近場に堆雪場があるとやはり運搬距離が短

くなるということも含めて経費の節減になるとい

うことは確かでございますから、今後も市街地区、

あるいは郊外の近いところに雪堆積場を確保する

努力はしてまいりたいというふうに考えています

ので、御理解ください。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後ますます高齢化が〇６番（川口京二議員）

進む中、除雪、排雪というのは大変重要なことだ

と思います。冬の暮らしが快適に暮らせるようも

っと考えていただきたいと思います。

最後に、まだ年度は終わっていませんが、今年

度の反省事項と来年度の反映事項があればお聞か

せください。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどから議〇建設水道部長（野間井照之君）

員もおっしゃられているとおり、除排雪事業は予

算も機械も人も限られた中での作業であります。

ピーク時には、働いている方々もいっぱいいっぱ

いだと業者の方からもお聞きしている状態であり

ます。夏場の道路に近づけることは非常に困難で

あります。したがいまして、私どもの除排雪の基

本であります緊急車両の通行と児童生徒の通学路

の確保と。これが私どもの除雪の基本であります

から、来年度以降もこの基本を主に市民の安心、

安全な冬の道路空間の確保と、これをしっかりと

していきたいというふうに思っていますので、御

理解いただきたいと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございまし〇６番（川口京二議員）

た。

続きまして、町字名変更について伺います。郊

外となると大変難しいところではあると思います

が、市街地周辺、徳田や豊栄、合併してもう６年

になろうとする風連地区は、名寄市風連何条何丁

目というようにできないものか伺います。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

平成１３年に〇建設水道部長（野間井照之君）

徳田地区の変更を検討したという経緯はあります。

当時まだ号線どおりの区割りがないという状態で

ございましたから、そういう地域性もあって既成

市街地との整合がとれないということもあって、

条、丁目の変更は取り入れなかったというふうに

お聞きしております。豊栄地区も同様に名寄中学

校の南側部分についても、これも既成市街地との

整合がとりにくいということでやっていませんで

した。風連地区も合併により郡部が市に表示が変

わったのですけれども、合併以降も町字名の変更

の検討を行っていないということであります。徳

田も風連もまだしっかりとした区画割りができて

いる状況ではございません。今後は、将来人口も
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減るという推計もあり、地域の居住のあり方など

により市街地も変化していくというふうに考えて

います。これらの状況から、都市基盤の動きを少

し見ながら次の都市計画マスタープランの段階ま

でに一度その段階で地域調査をしまして、町字名

の改正が必要かどうか検討させていただきたいと

いうふうに思っていますので、御理解ください。

それまでに調査を入れたいと思っています。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

１０年前から比べると、〇６番（川口京二議員）

ショッピングセンターやイオンもできましたし、

その周辺には家も随分建ちました。できるところ

から少しずつでもいいので、ぜひ前向きに検討し

ていただきたいと思います。

次に、名寄庁舎周辺の冬季の安全管理について。

駐車場西側にある関係でピロティー側の通用口を

出入りする人が非常に多いと思います。入り口付

近が凍っていたり、またピロティー内は車が通行

するため、つるつるになっている状態がよくあり

ます。砂をまいたり、氷を削ったり、比較的よい

状態が保たれていると思いますが、まだ十分とは

言えません。来年度以降も少なくてもこの状態を

続けていってもらいたいと思います。しかし、落

雪という観点から見ますとどうでしょうか。庁舎

の正面に大きな松の木が立っています。上のほう

には、大きな雪の塊があります。枝もすごいため、

あちらこちらに雪が積もっています。頭上注意の

立て札とロープで囲ってありますが、もっと広い

範囲を囲うべきだと思います。雪はもっと外にも

落ちると思います。雪がもし凍っていたらどうな

るのでしょう。もしそれが人に当たったらどうな

るのでしょう。私は、今の処置が十分とは思いま

せん。また、歩道に枝が屋根のように覆いかぶさ

っていますが、私は枝を切るべきだと思っていま

すが、どう思いますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘いただきま〇総務部長（扇谷茂幸君）

したとおり、ことしは非常に降雪量が多いという

こともありまして、クロマツの上部にもたくさん

雪が堆積をしておりました。そういった状況もあ

りまして、市民の皆さんには大変御心配をかける

状況にもなりまして、私どももいろいろ検討して

まいりましたけれども、ことしのクロマツにおけ

る雪の状況でありますとか、御指摘の枝の状況含

めまして新年度に雪が降る前までにクロマツの剪

定作業を実施をしまして、堆積の状況の改善を図

っていきたいというふうに考えております。しか

しながら、実はこのクロマツは植樹後９０年以上

経過をしておりまして、名寄庁舎のいわゆるシン

ボル的な存在にもなっているのです。また、市民

の皆さんにも長く親しみを持って見ていただいて

いるということもありますから、雪が堆積しづら

くなるような剪定はするというのは当然でありま

すけれども、ある意味１００年近くたちますとク

ロマツも立派な大木となって、文化財的要素も出

てまいりますので、これにつきましては剪定に当

たりましても長く後世にちゃんと伝えることがで

きるような、そんな容姿も十分配慮しながら対応

してまいりたいというふうに考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょうどポストの位置〇６番（川口京二議員）

も雪の落ちるところにあるのですが、移設を検討

していただきたいと思いますが、どうですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ポストの位置につき〇総務部長（扇谷茂幸君）

ましてでありますけれども、私ども郵便事業株式

会社に確認をしておりまして、もしポストの位置

が危険な場所ということでありましたら移設は可

能ということでありました。先ほど申し上げまし

たとおり、クロマツを剪定をしたいという考えを

持っておりまして、剪定の状況を踏まえてもし必

要となれば、移設については郵便事業者のほうと

協議をしてまいりたいと考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

私が言ったことは大変〇６番（川口京二議員）

小さなことかもしれません。ハインリッヒの法則
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でしたか、１つの重大事故の背後には２９の軽微

な事故があり、その背景には３００の異常がある

と言われています。事故があってからでは遅いと

思います。庁舎だけではなく、市の管理する施設

はすべてもっと安全を確認する必要があると思い

ます。それぞれの所轄で点検しているとは思いま

す。あればいいのですが、なければチェックリス

トや点検表などをつくって点検するようにしたほ

うがいいと思いますが、いかがでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

市の管理をする全施〇総務部長（扇谷茂幸君）

設で安全管理、これまでも徹底してきているつも

りでありますけれども、今後一層の対応が必要と

御指摘もございました。特にことしは大変雪が多

くて、各地でいわゆる雪の重みで施設が壊れると

いうような状況も発生をしておりまして、私ども

それぞれ施設の状況を含めて原課に注意を促して

きておりますけれども、今後は御指摘のありまし

たいわゆるチェックリストでありますとか、点検

マニュアル、改めてちょっと整理をしながら、各

施設における安全面の点検作業、これを強化して

まいりたいというように考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

私は、安全管理にやり〇６番（川口京二議員）

過ぎはないと思っております。最悪のシナリオを

考えて臨んでいただきたいと思いますし、職員一

人一人が安全という認識をより深く持っていただ

きたいと思っています。

以上で終わります。

以上で川口京二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４５分

再開 午後 ３時００分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市の市政運営から外２件を、大石健二議員。

議長より御指名をいた〇４番（大石健二議員）

だきましたので、これより通告に従い、３件６項

目について質問を行います。

最初に、名寄市の市政運営から、加藤市長の市

政執行についてお聞きをいたします。平成２２年

４月に執行された名寄市長選挙で当選され、当時

道内最年少市長として高い関心を集めた加藤市長

ですが、間もなく折り返しの２年目を迎えようと

しています。この２年間にわたる加藤市政の執行

を顧みて、今後の市政の運営、取り組みと課題に

ついてお聞かせください。

次に、名寄市の行財政運営から、名寄市の経済

成長戦略にかかわる名寄市観光振興計画案の具現

化への取り組みについてお聞きをいたします。昨

年４月に行われた機構改革の目玉として新設され

た営業戦略室は、その一挙手一投足市民の皆様の

期待と関心を集めています。このほど待望の名寄

市観光振興計画案が市民の皆様にもお披露目され、

いよいよ新年度から事業活動が展開されていくも

のと期待感も高まっています。堅実な数値と豊富

な資料に裏打ちされた名寄市観光振興計画案の計

画理念及び目標達成に向け、今後の具体的な活動

展開についてお知らせ願います。

また、同じく経済成長戦略から、中心市街地活

性化に向けた取り組みについてお聞きをいたしま

す。平成２０年末に大手流通業者が名寄駅横に進

出を表明した後に市と名寄商工会議所が主軸にな

って中心市街地の活性化に向けた取り組みが展開

されました。結果として（仮称）複合交通センタ

ー及び民間事業者による駅横開発の実現を見たわ

けですが、肝心の中心市街地の活性化への取り組

みは３・６開発が頓挫したきり具体的な開発に向

けた胎動が聞こえてこなくなりました。名寄駅周

辺から名寄市立総合病院までの文字どおり名寄市

の顔とも言うべき中心市街地の活性化に向けた構

想についてお知らせを願います。

次に、名寄市の行財政運営から、２点目の生活

弱者への生活援護、支援についてお聞きをいたし

ます。本年１月に道都のアパートで４０代の姉妹
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がひっそりと御遺体で発見されるという痛ましい

事故が起きました。事故につきましては、これま

でにも新聞やテレビなどのマスコミで詳細に報道

されています。事件を知るうちに、なぜ福祉のセ

ーフティーネットで救済することができなかった

のかという胸がふさがれる思いでなりません。名

寄市における生活保護の相談実態、また障害者で

療育手帳を持って福祉サービスや福祉施設を利用

していない方、障害者にもかかわらず療育手帳を

申請していない人などの実態についてお知らせを

願います。

次に、名寄市の行財政運営から、３点目の市民

生活の環境整備と改善についてお聞きをいたしま

す。今冬は、雪害による事故が道内各地で相次ぎ

ました。名寄市においてもこの雪害で道路の除排

雪が行き届かず、幅員が狭くなった道路での車同

士の接触や見通しのきかない交差点での交通事故

を初め、屋根の雪おろし作業中に落下する人身事

故等が多発しました。とりわけ無人の家屋の屋根

に堆積した雪が今にも建物を押しつぶし、近隣の

市民や近接する建物などへの重大な損害の発生も

危惧される光景が各所で散見されました。管理不

全に陥ったこうした空き家は、冬期間に限らず、

防犯、防災上の観点からも季節を問わずに市民の

安全、安心な生活にかかわる重大な問題と言えま

す。名寄市におけるこうした管理不全に陥った市

内の空き家対策について、これまでの対応と今後

の取り組みについてお知らせを願います。

最後に、名寄市の医療行政から、地域医療拡充

についてお聞きをいたします。地域医療について

は、平成２４年度市政執行方針の中でも触れてい

ますが、昨年１０月から休診となっていた名寄市

立総合病院の消化器内科がこの４月から３名の医

師による診療体制で復活されることになった知ら

せを聞いて、多くの市民の皆さんから大きな喜び

を持ってこの朗報が歓迎されています。

さて、第３次保健福祉医療圏のセンター病院と

しての役割を担う名寄市立総合病院と名寄市内の

診療所、かかりつけ医である開業医による病診及

び地域医療連携についてお尋ねをいたします。い

わゆる病診連携とは、病院と診療所が互いに役割

を機能分担しながら、患者の治療に当たることを

言いますが、ここへきて名寄市内の開業医の皆さ

んの高齢化や後継者不足が指摘されるようになっ

てきています。健全な病診連携の維持構築に向け

た名寄市の対応についてお知らせを願います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

大石議員から大項目〇総務部長（扇谷茂幸君）

で３点にわたる質問をいただきました。大項目の

１は私から、大項目２の小項目１は営業戦略室長

から、大項目２の小項目２と大項目３は健康福祉

部長から、大項目２の小項目３は市民部長からの

答弁となります。

名寄市の市政運営から、加藤市長の市政執行に

ついてお答えをいたします。加藤市政が誕生して

から間もなく２年が経過をします。市長の公約で

あります民間会社名寄市的発想での行政運営、基

幹産業の推進、名寄市立総合病院のさらなる充実、

名寄市の財産を生かしたまちづくり、自衛隊名寄

駐屯地の堅持、市民福祉の充実の６つの公約と総

合計画の着実な推進を柱とし、明るく元気なまち

づくりを目指してこれまで営業戦略室の設置、総

合案内窓口の設置、市長室開放事業、職員提案の

ゼロ予算事業、また総合計画後期計画や観光振興

計画などの各種計画を策定し、市政の運営を進め

てまいりました。今後地方財政の不透明さや人口

縮小、高齢化の進展という厳しい状況も予想され

ますが、市民主体のまちづくり、そして我がまち

を愛し、この地で誇りと自信を持って暮らし続け

たいと市民の皆様に感じていただくためにも地域

資源を掘り起こし、名寄市の魅力を全国へ情報発

信していくとともに、健全な財政運営を確立しな

がら、市民の英知を結集して策定した新名寄市総

合計画後期計画で想定をします（仮称）複合交通

センター、市立総合病院の精神科病棟改築、市立
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大学、図書館、（仮称）市民ホールなどの事業の

具現化を図り、１０年、２０年先を見据えた市政

運営に努めてまいります。

以上、答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、名寄市の行財政運営から、小項目の１、

経済成長戦略について、ア、観光振興計画等の具

現化への取り組みについてお答えをいたします。

名寄市観光振興計画は、市内のさまざまな分野

で御活躍されている市民から組織された策定市民

懇話会、市役所内で公募によって選出しました若

手職員及び係長職で組織された庁内検討委員会で

議論していただきました。計画策定に当たり、関

係者等の専門的な目線というよりは市民及びお客

様目線を重視し、計画案を策定いたしました。こ

の計画に基づく事業の実施や検証、追加しなくて

はならない項目などについては、関係機関及びま

ちづくり団体の御協力を得ながら、本年４月に設

立予定でありますオール名寄体制で組織検討する

（仮称）名寄市観光交流振興協議会を設立し、そ

の中で議論し、実施していくことを前提としてい

ます。

本計画の中で基本目的を交流人口の増加による

経済効果の拡大とし、具体的な目標値として毎年

５％の観光入り込み客数の増加を上げ、これを達

成するため名寄市民の満足度アップを初めとする

４つの基本目標に沿って具体的な戦略事業を定め

ています。計画の目標値を達するための具体的な

工程表を含めた行動計画については、まず戦略事

業を実施するに当たりそれぞれに分類された基本

項目を達成するためにはどのような手法を取り入

れたらよいのかを最優先に検討していくことが目

標達成への道を歩むことにつながると考えていま

す。また、第１の基本目標に定めている名寄市民

の満足度アップを達成していくためには、市民の

協力、理解なくして実現することができないこと

を念頭に、これまで商工会議所、風連商工会を初

め３月に関係団体の説明を行うなど今後も４月以

降出前トークのメニューなどを活用し、市民の理

解度を上げるための計画の説明、また意見を聴取

する機会を設けていくとともに、２４年度は市民

を対象にした観光モニター事業などを実施し、既

存資源の価値の再評価などの作業も行い、市民が

名寄に愛着と誇りを持ってもらうための事業を優

先的に実施したいと考えています。

次に、中心市街地活性化の取り組みとその後に

ついてであります。３・６地区市街地再開発事業

は、中心市街地活性化事業の議論の過程にあった

民間事業を平成２２年度から２６年までの５カ年

の都市再生整備計画に集約し、３・６地区市街地

再開発事業として作業を進め、事業計画化してき

たところであります。この再開発事業の取りまと

めに大きくかかわりを持つ商工会議所から民間事

業で実施することは困難であり、行政が中心とな

って事業化を進めるよう依頼があったところです

が、民間主導による事業に対しては行政主導によ

って進めることは困難であると判断させていただ

いたところであります。また、事業を進めるため

には複数年の計画期間、事業期間を要し、都市再

生整備計画期間内での事業完結が見込めないこと

から、事業化はできないと判断をしています。

本事業の中で進める（仮称）複合交通センター

の整備を中心として、商店街ファサード整備事業、

名よせ通広場整備事業などの事業を実施すること

により、人の流れができ、市街地の活性化やにぎ

わいづくりにつながるものと考えています。複合

交通センターの利用促進による中心街の活性化に

ついては、施設に入居を予定している商工会議所

やＮＰＯ観光まちづくり協会と協議を開始してお

り、今後においても各商店街振興組合や市民会館

を利用する文化団体、道北バスやＪＲ北海道など

の交通機関、商業施設を計画している株式会社西

條との協議、意見交換の場を設けてまいります。

また、名寄市中小企業振興条例を活用して中心市

街地近代化事業や店舗支援事業、各種融資事業な
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どソフト事業により推進してまいります。

中心市街地活性化に向けた構想についてであり

ますが、中心市街地活性化基本計画についてはま

ちづくりの目標や将来像を明確にし、実施に当た

っての意見の合意形成が不十分などにより、認定

に至りませんでしたが、中心市街を活性化させる

という基本構想に基づき、現在その中から実効性

の高い事業を都市再生整備計画に基づき社会資本

整備総合交付金事業で実施しています。当時の中

心市街地活性化基本計画にありますそれ以外の事

業については、多くが民間主体の事業で、地域の

合意形成が伴うため、すべての事業を実施するこ

とは難しいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目２の小項目２と大きな項目３について

申し上げます。

大きな項目２の小項目２、生活弱者への生活援

護についての生活困窮者と障害者の孤立死よりに

ついて申し上げます。先般札幌市で発生した知的

障害者を持つ姉妹の孤立死や釧路市では老夫婦が

凍死状態で発見された事件など大変悲しい結末に

なってしまったことに心を痛めるものであります。

この事件に端を発し、全道の自治体では一定の個

人情報は得ているものの、障害者の生活状況を再

調査する動きが活発化しております。当市におけ

る生活保護の相談実態ではありますが、近年の平

均では保護にかかわる相談件数はおおむね年間８

０件程度で、保護開始に至る件数は２０件前後と

なっております。平成２３年度においては、３月

７日現在で相談件数７３件で、うち保護開始に至

った件数は１２件、現在調査中が１件となってお

り、平年よりやや少ない状況で推移しております。

療育手帳につきましては３２４人、Ａ１１６人、

Ｂ２０８人の方に交付しております。うち施設入

所は６４人、居宅に８人、就労支援等には５３人、

通所支援など４０人、計１６５人の方々がサービ

スを利用されており、１５９人の方々が未利用と

いう状況になっております。障害があるかないか

を含め、申請をしない方の数は把握できない状況

にあります。手帳の交付申請は、本人、家族から

行われ、その後診断の上、判定されることになり

ますが、申請するかどうかの判断など家族の方は

大変苦慮されているのではないかと考えておりま

す。また、知的障害の有無の判断は難しく、第三

者が申請することを進めることもできないため、

その発見には時間を要するものと考えており、本

年４月から要援護者台帳の整備に着手しますので、

行政上の情報だけでなく、民間事業者や地域住民

の協力を得ながら、情報の収集と速やかな対応を

してまいりたいと考えております。

次に、大きい項目３、名寄市の医療行政から、

小項目１の名寄市の地域医療拡充についての病診

連携と医師確保の具体策ほかについて申し上げま

す。名寄市立総合病院は、道北第３次保健医療福

祉圏のセンター病院として地域住民の健康を守る

ための診療、保健活動を展開しております。また、

指定管理の名寄東病院につきましても道北におけ

る療育型医療機関としての役割を果たすため、高

齢社会に対応した医療サービスの充実に努めてい

るところであります。また、休日当番医業務につ

きましては、市内における第１次緊急医療体制を

確保していくことを目的として、名寄市立総合病

院、名寄東病院、名寄開業医師会が当番制で比較

的軽症患者に対して日曜、休日診療業務の体制が

整備されており、平成２３年度の実施計画では名

寄市立総合病院が１７日、名寄東病院が７日、名

寄開業医師会が４８日で、合わせて７２日となっ

ており、それぞれの医療機関が役割や機能を分担

しながら患者の診療に当たっていることから、病

診連携が図られていると考えております。

北海道では、２次医療圏ごとに平成２３年６月

１日現在で必要医師数のアンケート調査を実施い

たしました。上川北部の対象医療機関が求める必

要な医師数は１３８名で、現有医師数１１３名に
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対し必要度は２２２となっております。平成２

４年３月１日現在の２次医療圏の医師数は１０５

名で、さらに必要度が高くなっている状況にあり

ますが、地域ごとに人口割で分析しますと、士別

市では２１名で必要度０人、５町１村では１１

名で３５と非常に高い数値になっておりますが、

名寄市においては７３名で、必要度８０と現時

点では大きく充足されている数字となっておりま

す。しかしながら、議員御指摘のとおり開業医の

高齢化や後継者不足により将来医療機関の減少が

続く状況になる場合には、他の自治体が実施して

おります対策などを参考にしながら検討していか

なければならないと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目２、〇市民部長（土屋幸三君）

小項目３、市民生活の環境と改善についてお答え

をさせていただきます。

この冬は、気温が低く経過したため、降った雪

が解けず、除排雪に大変苦労し、交通機関にも影

響の多かった年でありました。道内では、雪の事

故によるこの冬の死者が２月末で２５名と報道さ

れているところであります。名寄市での雪害によ

る大きな事故は発生しておりませんが、空き家等

の屋根からの落雪の危険に対しての苦情が２０件

程度寄せられており、そのうち当事者等に指導を

したものが１４件ございました。また、落雪の危

険がある歩道等には注意喚起看板を設置して、市

民の安全確保に努めてきたところであります。こ

の北国名寄では、冬の寒さと雪の多さに上手につ

き合っていかなければなりませんが、市としては

市民の日常生活の安全、利便確保のため、周辺の

道路や市民の皆さんに危険が及ぶことのないよう

屋根の雪おろし、除排雪についてしっかりとした

管理を指導してまいってきたところであります。

また、防犯上、景観上、衛生上等で問題のある

空き家に対しましては、一年を通して改善等の指

導をしているところであります。特に防犯上問題

のある空き家で対応がなされず、緊急性のある空

き家に対しては、進入禁止の看板を設置したり、

出入り口をふさぐなど進入できない措置をとって

おります。平成２１年度から２３年度の３年間、

北海道の緊急雇用創出推進事業で２２件の危険家

屋の取り壊しを行いました。景観上、防犯上、一

定の成果があったものと思っております。今後も

所有者への指導、パトロールを行い、安全なまち

づくりに努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。最初にお断

りをしておきます。質問の順序が多少入り繰りが

あるかと思いますが、あらかじめ御承知おき願い

ます。

最初に、加藤市長の市政担当折り返しについて

お聞きをいたします。先ほども申し上げましたが、

２年前の４月の市長選で加藤市長は、当選直後に

初めて市政を担うことになったそのときの率直な

気持ちをわくわく、どきどきするというふうにお

っしゃっていました。こう話された加藤市長の言

葉に私自身も含めて大方の市民が新鮮な響きを持

って聞かれたのではないかというふうに思います。

今なおその市政を担当する加藤市長は、わくわく、

どきどき感というのは健在なのでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

いろんな意味でどきどき、〇市長（加藤剛士君）

わくわくさせていただいていますけれども、一方

で知れば知るほど責任の重さというのを本当に痛

感をいたしますし、また改めて自分の無知さとい

うか、そういうこともわかればわかるほど痛感さ

せられているなというふうに思います。であるか

らゆえに、やはり市民の皆さんのお一人お一人の

意見をしっかりと聞いて、また皆さんの英知をし

っかりと結集をして、みんなでこのまちを盛り立

てていかなければならぬということを改めて決意

をしているところでございます。
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大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

２年前に当選されて、〇４番（大石健二議員）

前任の島市長から継続事業なり継続の施策を引き

継いでこられたのだろうと思います。実は、だれ

もが聞きたくて聞けないでいる継続事業の中でも

市民ホールについてちょっとお伺いをしたいので

すが、私がいただいている市民ホールの基本設計

の日程のスケジュールで見ていきますと、名寄市

の広報４月号には市民ホールの施設の平面図ある

いは立面図、帰属施設の改修計画等が掲載がされ、

市民の皆さんに周知をされるということになって

います。逆算をしていきますと、もうそろそろ名

寄市の広報に掲載する市民ホールの概要について

お知らせしていかなければならないのだろうとい

うふうに思うのですが、加藤市長が市民ホールに

かける最終決定権者でもある市長なのですけれど

も、市長としてあるべき市民ホールのビジョンに

ついてお持ちであればお聞かせを願いたいと思い

ます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

前回議員協議会でも少し〇市長（加藤剛士君）

お話をさせていただきましたけれども、この間説

明のほうがあって改めて市民の皆さんにこのこと

をお示しをして、その上である意味では予断なく、

まずはもう一度説明をさせていただいて、また聞

いていくということになろうかと思いますので、

今の段階で私のビジョンということはちょっとお

話は避けたいと思いますけれども、いずれにして

もいろいろと御迷惑をおかけしていますけれども、

一方で市民の皆さんにある意味では市民ホールが

逆に注目をされて、ここでこの短期間ではありま

すけれども、集中をして意見をまとめていくとい

うことで、より市民の皆さんにわかりやすい、ま

たできるだけ御納得いただけるものができるもの

と思いますし、またそういうふうに進めていきた

いというふうに思いますので、ぜひ御協力と御理

解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間が押していますの〇４番（大石健二議員）

で、続けてまいります。

次に、病診連携についてお聞きをしてまいりま

す。まず最初に、昨年の１０月から休診をしてい

た名寄市立総合病院の消化器内科が新年度から新

たに３人の医師が勤務医として診療に当たってい

ただけると、そういうニュースが伝わりました。

これまでにも多少説明があったかと思うのですが、

医科大学の特段の配慮ということで詳しくはわか

りません。今回の消化器内科の復活に至った経過

についてぜひお知らせを願いたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

の消化器内科の再開について御質問いただきまし

たので、今病院で考えております大きく４点の理

由が挙げられるかなということで答弁をさせてい

ただきたいと思います。

１つは、名寄市立病院がこれまで診療体制を充

実させた取り組みの評価ということで、施設整備

ではＩＣＵ病棟の整備、あるいは救急部門の充実、

さらにはことしＮＩＣＵの整備、それにあわせま

して医局の環境整備などを行ってまいりました。

これらのインフラの整備が都市部には劣らない、

医師が働きやすい環境を整備できたものでないか

と思っております。

次に、２点目は、研修医などの確保、教育面に

臨床教育病院として力を入れてきたことが評価さ

れたのではないのかなと思っております。旭川医

大からは、毎年研修医の受け入れなどに取り組ん

できました。これらが一定の評価をされたものと

思っております。

次に、３点目は、地方センター病院として救急

を含めまして急性期完結型の医療提供を行ってき

たことではないかと思っております。消化器内科

が一時的に休診をして、改めてその必要性が認識

をされたものと思っております。

最後に、４点目なのですけれども、これが一番

の大きな理由かなと思っているのですが、このよ
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うな中核病院であります名寄市立総合病院の現状

を理解いただいた中で、医師派遣の決断をくださ

いました旭川医大第３内科の高後教授の特段の配

慮があったものではないかと思っております。大

学の医局といえども医師が潤沢にいる時代ではあ

りません。このような中で決断をしていただいた

ことには、私ども深く感謝をしているところでご

ざいます。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど三谷部長のほう〇４番（大石健二議員）

から病診連携についてお話があったのですが、全

部が全部聞き取れていないのですけれども、その

中で休日の当番医が病診連携の大きな取り組みと

いうふうに聞こえたのですけれども、私の考える

病診連携というのは決して休日当番医だけではな

しに、まだまだ広い意味で病診連携があるのでは

ないかというふうに考えるのですが、先ほど松島

病院事務部長のほうからのお話があったので、つ

いでにちょっとお伺いしたいのですが、名寄の市

立総合病院ではオープンベッド、開放病床という

のがあるのでしょうか。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

オー〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

プンベッドということで、余り聞きなれない言葉

なのですけれども、通常開放型病床、オープンベ

ッドと言っているようで、以前は当病院にもあっ

たというふうに診療のほうから聞きましたけれど

も、現在はしておりません。わかりやすく言いま

すと、地域のセンター病院というか、拠点病院と

かかりつけ医などの先生方と連携をして、一定程

度病床を確保して治療とか診察、お互いに初期か

かりつけ医の先生や何かも来ていただくというよ

うなところの病院が多いようで、現時点では市立

病院としてそのようなことをやっておりませんし、

病診連携協議会から開業医の先生からそのような

意見、要望があるというふうにも伺ってはおりま

せん。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。病診連〇４番（大石健二議員）

携の中で最も医療資産を相互で活用するというと

ころなのですけれども、オープンベッドがないと

いうことでしたので、わかりました。

つい最近なのですが、名寄市内の開業医の先生

とお話をする機会がありまして、その中でおっし

ゃっていたことがございますので、ちょっと紹介

したいなと思います。医科大学を卒業されて研修

を積んだ医師の中で、開業の適齢期を迎えている

お医者さんがいるのだと。だけれども、御自分で

開業するほどの資力がない。それをサポートする

受け皿がないと、よほどの縁故がない限り市内で

の開業は困難だろうと。市内での開業は困難とい

うのは、稚内、士別で開業医の誘致条例が制定さ

れて、それぞれ３人の医師、２人の医師が開業す

るに至るというような新聞報道がございました。

そうした中で名寄の病診連携というのは、先ほど

申し上げたように開業医の方の高齢化が進んでお

ります。高齢化というふうに一口に言ってもアバ

ウトなので、私ちょっと調べてみました。お一人

お一人の年齢を苦労しながら調べたところ、平均

年齢６２歳ということになりました。決して若く

もなければそう前期高齢者でもないということに

なりますが、ただ名寄市の医療行政をかんがみる

ときに、勤務医が定住できるような環境づくりも

必要だろうと。あるいは、名寄出身の医学部在学

をしている子弟の方の把握といいましょうか、あ

るいは医師を育てる、看護師を育てる奨学制度、

あるいは卒業後に戻ってこられるような対策がこ

れからは名実ともに病診連携を構築していく上で

は欠くことのできない手だてだろうと思いますが、

いかがでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員調査をし〇健康福祉部長（三谷正治君）

て６２歳というお話でございました。私のほうで

も北部医師会を通じまして調べさせていただいて、

ほぼ近くて６０歳ちょっとということでございま
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す。それで、今議員お話しのように、この６０歳

の今のお医者さんたちの年齢が１０年後には７０

ということになります。ある病院では、それぞれ

後継者がいて、それ育成をしてという部分も聞い

てございますけれども、大部分では今の現在では

後継者の部分は多くは見込められないようなとい

うお話も聞いている状況であります。今議員お話

しのように、お隣の士別、それから稚内ではそれ

ぞれの誘致の条例をつくって、それで運転資金、

開設資金、機械の購入費等々、いろんな形での援

助している部分は私のほうも承知をしている段階

でございます。先ほどお話ししましたように、北

部２次医療圏の中では非常に少ない医師数であり

ますけれども、現時点では名寄地域においてはそ

のような形で充足していると考えております。で

すから、今時点ではそのような部分は現在考えて

ございませんけれども、やはり将来１０年後、２

０年後の部分で考えると、そういう事態も推測さ

れるのではないかと考えておりますので、その時

点には早目に対応できるような形の情報収集も進

めていきたいと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど総合病院のほう〇４番（大石健二議員）

で３人の医師が４月から勤務医として診療してい

ただけるというのは、総合病院のほうのこれまで

の取り組みが評価されたということなのだという

お話もいただきました。ただ、士別と稚内に挟ま

れた挟み将棋のような形ではありますけれども、

こうした将来の医療行政を見据えた政策を行って

いる両市の間で、名寄市もぜひ船に乗りおくれる

ことのないようにビジョンを持って取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

次に、空き家についてお伺いをいたします。事

前に市民部の環境衛生課のほうでお聞きしたとこ

ろ、２１年度に行った危険家屋実態調査では４１

件を数えて、２１年度、２２年度にそれぞれ７件

ずつ、２３年度には８件の計２２件の危険家屋の

解体に着手したというお話でした。ただ、まだ平

成１９年度に行われました空き家の実態調査では

１１３件空き家があるということでございました。

こうした管理不全に陥った空き家に対して、持ち

主に対してもっと指導的に助言、勧告あるいは立

入調査、そして悪質な場合は氏名の公表、そして

時には代執行で行うというような法的な拘束力を

持った取り組みも必要だろうと私は考えますが、

いかがでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

空き家につきまして〇市民部長（土屋幸三君）

は、当然所有者に管理責任がございます。老朽家

屋、危険家屋の多くは、所有者本人が死亡してい

たり、あるいは相続、あるいは権利関係でこれが

複雑になっている、あるいは経済的な事情など多

くの問題が絡んで、適切な管理や処理、これがで

きない状態で家屋が放置されている、こういうも

のが多うございます。これまで市といたしまして

は、所有者のわかるものに対しては改善を要請を

しているところですが、なかなかすぐには解決し

ないという状態であります。多くの自治体で同様

の問題を抱えているところでもございます。前段

お話ししました問題点、いろいろございますけれ

ども、対策を講じるべく情報の収集と、それから

研究に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。どうぞ御理解のほどよろしくお願いしたい

と思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

研究に努めてまいりた〇４番（大石健二議員）

いということでございましたが、けさほど建設水

道部にちょっとお電話をして確認をしました。名

寄市の垂直積雪量は４メートル、３月１２日現

在では積雪は９６センチ、２月の中旬で１５メ

ートル、あと２５センチで垂直積雪量を超える積

雪になろうとしていたということがございました。

垂直積雪量については、皆さんでお調べいただい

て理解をしていただきたいと思いますが、岩見沢

で倒壊した家というのは大体垂直積雪量を超えた

積雪に伴って、建物が耐えられなく壊れてしまっ
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たというところではございますが、建設水道部の

野間井部長に一度確認をさせていただきたいので

すが、建物を建てるときには建築確認申請、建築

基準法で第６条で申請をやっているのだろうと思

いますが、すべての建物が違法建築でない限りは

多分建築確認申請を行っている。資産価値がない、

社会的な価値もない、直しても住むことができな

いというような家屋が無人のままに放置されてい

るという現状をかんがみて、果たして建築基準法

の中で何とかならぬものかということがあるので

すが、いかがですか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

建築基準法的〇建設水道部長（野間井照之君）

にはあるのかは、ちょっと私も承知していません

けれども、市民部長も言っているとおり個人の資

産でございますから、基本的には個人の対応が正

解だというふうに感じているところであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

私ちょっと教えていた〇４番（大石健二議員）

だいたり、調べてみたりして、建築基準法の第１

０条に保安上危険な建築物に対する措置というの

がありました。これを見ていくと、できるように

なっているのです。ただ、制限がございまして、

建物の階層だとか広さで、できる建物、できない

建物がありました。何とか名寄市には景観条例も

ないし、空き家の対策条例もないということで、

土屋部長のお話のとおり持ち主と確認をとった上

で危険家屋については２３年度までに２２件の解

体に着手したと。ただ、私前後の事情がわかりま

せんが、平成１９年度ではまだ１１３件の空き家

があるということですから、皆さんもまちを歩い

ていて山ほど積もっている雪の無人の家をごらん

になっているだろうと思いますので、ぜひとも保

安上、防災上、景観上からもこうした空き家対策

については先進地の事例に倣って十分な調査の研

究をしていただきたいというふうに思います。

続けて、生活保護、生活援護、支援についてお

聞きをしてまいります。三谷部長の健康福祉部と

して、今回道央の、道東のほうではちょっとあれ

ですけれども、道都のほうで起きた姉妹の非業の

死といいますか、こういった事件についてどのよ

うに受けとめておられますか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁さ〇健康福祉部長（三谷正治君）

せていただいたように、非常に痛ましい事件だと

考えてございます。私個人の年齢でいくと６０歳

になる年齢で、小さいときには隣近所の例えばみ

そを借り、しょうゆを借りから始まって隣のお母

さんからたたかれた、怒られたというようなコミ

ュニケーションが、やはり昔はつながりが非常に

強かったのではないかと考えております。その当

時から比べますと、３０年、４０年の経過がたち

ますと現在の社会情勢が昔のつながりとはやはり

違った環境になってきているのではないかと考え

ております。例えば私たちの担当している子育て

の部分もそうだと思います。名寄市に来る転居さ

れているお母さんの約半分が地元に親戚ですとか、

そういうのなくて外部から入ってきている方です

から、そういう方には相談をする場所がないとい

うことが課題になって、子供支援のほう含めて担

当のほうから出かけていって支援をしていきたい

ということを２４年から進めさせて、そのような

１つをとらえてでもやはり地域のコミュニケーシ

ョンが非常に少なくなっているというのが現況。

それが原因でだんだんそういう事件、事故が起き

てきているのではないかという考えております。

やはり町内会を含めた地域の人たち、市民一人一

人が自覚をしていただいて、近所、地域でそれぞ

れの一つ一つを確認し合うことが非常に大切では

ないかと常日ごろ考えているところです。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

そして、先ほど御答弁いただいた中で生活保護

の相談件数についてお話をされていました。おお

むね８０件、このうち保護の開始が２０件と。差
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し引き６０の相談者が生活保護の対象から外れて

いるということになりますけれども、この保護開

始に至らなかった６０件の相談内容というのはお

およそどのようなものなのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

２４年の最近の〇健康福祉部長（三谷正治君）

情報で、現時点では約７３件というお話をさせて

いただきました。その内訳でございますけれども、

一番大きいのはやはり生活苦によるものがそのう

ちの６６件、医療にかかわるものが７件というこ

とで、合計７３件であります。生活苦による相談

の中には、病気やけが等による稼働ができないと

いうものが１２件、それから稼働、仕事をしてい

ないということが２２件、年金の問題が１４件、

それから収入、仕事をしているけれども、収入が

少ないということが９件、その他国の制度等につ

いての問い合わせが９件ということでございます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうすると、保護開始〇４番（大石健二議員）

にまで至らなかったというのは保護を認める、そ

れに条件に満たないということなのですね。それ

は、極めて基準というのでしょうか、感覚的なも

のではなくて、何にはかって保護開始にまで至ら

ないという明確なものがあって行われているので

すよね。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

さきの質問の中〇健康福祉部長（三谷正治君）

にも答弁をさせていただきましたように、相談の

ケースにつきましてはすべて相談の調書をつくら

させていただいてございます。その中には、国で

示してございますそれぞれの要件に従いまして、

世帯主、家族構成、収入源、状況、仕事の中身、

そういうような形もすべて項目を入れさせていた

だいて、その最後に本人の意思確認をさせていた

だいている部分がございます。その項目に従いま

して、進めさせてございますので、安易に人を、

こういうことはございませんけれども、安易な形

の事務処理はしていないという認識を持っていま

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

事前に社会福祉課のほうで聞いている数字があ

るということで、これをもとにちょっとお聞きを

したいと思います。生活保護率というのは、千分

率でパーミルという単位を使いますね。名寄は、

たしか社会福祉課のほうでお知らせいただいたの

は１４パーミルだったというふうに記憶をして

います。このうちの高齢者の方が、６５歳以上の

方が１５５人ぐらいいるなというお話でした。名

寄の高齢化率というのは、１月末現在で２５２

％です。４人に１人以上が６５歳の高齢者という

ことになります。国立社会保障・人口問題研究所

というところがあるのですが、こちらの数字で見

ますと名寄市は２０１５年に３９％の高齢化率

になるというふうになっていました。つまり３人

に１人が高齢者となるというふうになります。先

ほど申し上げたように、生活保護を受けている方

の大方が、１５５人の方が６５歳以上と。加えて

３年後の２０１５年には３人に１人の高齢者と。

高齢者、独居高齢者あるいは高齢者世帯の中には

所得の低い方、年金額の低い方がいようかと思い

ますが、今でさえ１５５人。さらにふえていく、

高齢化率が高まっていく中で、こうした高齢者に

対する福祉のセーフティーネットの網というのは

新たに考えておられるのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

高齢者ばかりで〇健康福祉部長（三谷正治君）

なく、障害者をも含めて福祉サービスにつきまし

ては、先ほどの答弁にもさせていただきましたよ

うに要援護者台帳を４月から進めさせていただき

ますので、その台帳にのっとりまして、それにプ

ラス住民、市民、町内会等々を含めた民生委員の

情報を加えた台帳にのっとって行政を進めさせて

いただきたいと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、知的障害者にか〇４番（大石健二議員）

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号



－168－

かわる障害者福祉についてお聞きをしてまいりま

す。

これも事前にお聞きしている数字があるのです

けれども、療育手帳を所持している方で、療育手

帳にはＡとＢがあるというふうに聞いています。

Ａは重度、最重度、あるいはＢは中程度、軽度と

いうふうになっているというふうに聞いているの

ですが、お聞きしている２０８人のうちの最重度

の障害者というのは何人いらっしゃるのかおわか

りになりますか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

大変申しわけあ〇健康福祉部長（三谷正治君）

りませんけれども、今手元にその数字は持ってご

ざいません。後ほど議員のほうに御報告させてい

ただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

Ａでも限りなくＢに近〇４番（大石健二議員）

いＡの方、あるいはＡの方でも最上位にいらっし

ゃる、いろんな方がいらっしゃるのだろうと思い

ますが、療育手帳の申請を行っていない潜在的な

対象者はどなたかの質問で把握できていないとい

うようなお答えがあったかなと思うのですが、把

握し切れないではなくて、今後どのように把握を

していこうというふうに考えておられるのか、構

想があればお知らせください。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどのＡとＢ〇健康福祉部長（三谷正治君）

については、現在道内の自治体ではＡとＢしか、

その区分しかございません。ですから、今議員言

われるようにＡのうち重度がどのぐらいだとか、

例えば札幌ではＡ、Ｂ、Ｃという３段階ぐらいに

分かれていると聞いていますけれども、それ以外

の自治体についてはＡとＢの２段階しか分かれて

ございませんので、先ほどの私のほうで後ほどと

いうのは、そのうち本当に重度の方はどのぐらい

かということは後ほど御報告させていただきたい

と思います。今後の部分につきましては、先ほど

も申し上げましたようにやはり要援護者台帳、そ

の台帳のそれにのっとって進めさせていただきた

いと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間がなくなってまい〇４番（大石健二議員）

りましたが、療育手帳を持っている方でデイサー

ビスや福祉サービスの利用をしていて、あるいは

福祉施設に入所している方を除いて、何らかの事

情でしばらくの間動静がつかめないというような

ケースについては、どのようにその方の動静を探

ることになるのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員言われる〇健康福祉部長（三谷正治君）

ようなケースは、当然出てくると思います。しか

しながら、現在今のところでは何かのことが起き

なければその部分が出てこないというのが実態だ

と思います。しかしながら、先ほど何回も言わさ

せていただきましたように、今後要援護者台帳に

つきましては今の障害者、高齢者のそれぞれのデ

ータを一本化して、家族構成を含めてその実態を

把握していこうと考えておりますので、その部分

で対応していきたいと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと時間がなくな〇４番（大石健二議員）

ってまいりましたが、中心市街地活性化に向けて

の取り組みについてお聞きをしておきます。

このうちの中心市街地の活性化基本計画から、

都市再生整備計画にステージを移行して進められ

ている事業の複合交通センターなのですが、複合

交通センターのオープン後のビジョンというのは

お持ちなのでしょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ビジョンと申し〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ますか、基本的には複合交通センターですので、

市民の利用度を上げることが最重要の課題だと思

っています。また、利用しやすい施設にすること、

あるいは利用を高めるための方策が必要だと思っ

ております。また、当然それに並ぶ商店街の活性

化というものも重要だというようにあわせて考え
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ております。

以上で大石健二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

あすは午後１時から会議を開きます。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 東 千 春
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平成２４年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年３月１４日（水曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は２０名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新名寄市農業・農村振興計画について外１件を、

日根野正敏議員。

ただいま議長より〇１５番（日根野正敏議員）

指名がありましたので、本定例会において大項目

２件、１０点についてそれぞれお伺いをいたした

いというふうに思います。

初めに、新名寄市農業・農村振興計画について

お伺いをいたします。１点目の前期計画の達成度

と後期計画の課題についてお伺いをいたします。

名寄市の恵まれた自然環境を生かした魅力と持続

性のある農業を確立し、活力と潤いのある農業、

農村を実現するため、合併後の平成１９年に農業、

農村の新しい中長期的な指針として新名寄市農業

・農村振興計画が策定され、計画の前期５年が経

過をいたしました。この間農家戸数は約１００戸

減少し、高齢化比率や限界集落の増加、また国の

政権交代、それに伴い農業政策も大きく転換し、

過去実績に伴うウエートを置いた品目横断的経営

安定対策から現在は数量払いを重視した戸別所得

補償政策が実施され、稲作農家にとっては過去の

制度よりは評価が高いように感じますが、畑作、

専業農家については近年の天候の関係も含め依然

厳しい現状があると受けとめています。また、今

後ＴＰＰの問題もあり、先の見えない農業情勢で

ありますが、この５年間名寄市の農業状況を振り

返り、農業・農村振興計画の大きな目的である活

力と潤いのある農業、農村の実現に近づいたのか、

見解をお伺いいたします。

また、今後永続的な農業、農村の発展に欠かせ

ない課題についてはどのようにとらえているのか

お伺いいたします。

２点目に、有害鳥獣対策補助事業の電牧さくな

どの扱いについてお伺いいたします。毎年名寄市

においては、０００万円を超える農業被害が有

害鳥獣により出ている現状で、今後においてもさ

らに被害がふえていくことが予想されています。

自分の農作物は自分でしっかり守っていくという

観点から、現状は中山間地域等直接支払制度の事

業を活用し、電牧さくや狩猟免許取得やわな購入

に対する補助を行っていますが、農水省の事業メ

ニューの中にも鳥獣被害防止総合対策として事業

化されているものもございます。これらの事業も

取り入れ、対策の強化を図るべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。

３点目に、農地の流動化促進について。条件の

そろった農地については、農地の流動は今のとこ

ろ滞ってはいないと受けとめていますが、不利な

条件の農地については買い手がつかず、耕作放棄

地になりつつあることも見受けられ、スムーズな

農地の流動のためにもあっせんの制度、機構の拡

充が必要であると考えますが、御見解をお伺いい

たします。

４点目に、農業担い手支援センターについて。

平成２４年度から始まる新規就農総合支援事業で

は、新規就農者に対して今まで以上に手厚い支援

となっており、今後新規就農者がふえることに期

待が高くなっています。そのためにも農業後継新

規就農者や北の大地名寄にあこがれ、全国から訪

れる新規就農者の起点となる施設整備が必要で、

特に研修所や宿泊所やそれにかわる制度が必要と

考えます。今後の対応についてお伺いをいたしま
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す。

５点目に、新規事業の積極的な対応について。

農林水産省の平成２４年度事業が公表されていま

すが、林野庁、水産庁事業を除き８部局２７２の

農業関連推進支援事業がメニュー化されています。

名寄市においても戸別所得補償を初め中山間地域

等直接支払制度、農地・水保全管理支払交付金、

新規事業の新規就農総合支援事業など大型事業に

ついては説明会や事業広報、ＪＡとも連携し、情

報を発信をしていることは理解をしますが、その

ほかの事業についても市内農業者に該当する事業

が多くあると考えますが、積極的な対応を求めま

すが、見解をお伺いいたします。

６点目、担い手結婚対策の強化について。昨年

の全国的な結婚年齢は、全国平均で夫で３４歳、

妻２６歳、全国的に年々結婚年齢が遅くなって

いる傾向があります。この１０年で男女とも１歳

ずつ晩婚になっている傾向が出ております。未婚

率もふえていく傾向でありますが、農業を続けて

いく上でやはり１人で農業を営むというのは作業

効率や安全面でも非常に厳しいものがあります。

これまでの対策と評価についてお伺いをいたしま

す。

７点目、作業事故防止の強化について。毎年農

作業による事故死は全国で４００人を超える件数

があり、道内においても２０人前後が死亡事故で

亡くなっております。負傷者においては、北海道

においても５００人前後は把握されています。

実際は、これらのデータよりはるかに多い農作業

事故の件数が起きているものと思われます。事故

を防止するには、啓蒙のＰＲ紙を配布するだけで

なく、参加、対話型の研修等の工夫も必要と感じ

ますが、今後の対応についてお伺いをいたします。

大項目２点目、ふうれん望湖台自然公園の活用

についてお伺いいたします。昨年９月の第３回定

例会にも質問させていただきましたが、あの時点

では存続の請願を提出された団体も含め、関係利

用者との協議がなされていなかったこともあり、

その後の協議の経過はどのような話し合いをされ

たのか、経過についてお伺いをいたします。

２点目、今後の利用計画について。センターハ

ウスの再利用の考えを初め、憩いの場としての頻

繁に利用していただいていた各団体や個人に対す

る今後の対応についてはどのような対策を考えて

対応するのかお伺いいたします。

最後に、望湖台自然公園の振興計画策定につい

て。春にはエゾヤマザクラやツツジが咲き、沢沿

いにはミズバショウと黄色い小さな花をつけたヤ

チブキが群生し、田植えの終わった６月の初めに

はスズランが群をなし白い花をつけ、その後途切

れることなく１万０００株に及ぶ青い花をつけ

て咲くシベリアアヤメや色とりどりに咲くジャー

マンアイリス、夏には黄色い小ぶりのユリの花に

似たヘメロカリスが咲き、南側には忠烈布湖、施

設についてはコテージ１棟、バンガロー５棟、オ

ートキャンプ場２０サイト、キャンプ場ではフリ

ースペース、林間スペース合わせて２４０サイト、

全長１０キロに及ぶハイキングコース、バーベキ

ューハウス、パークゴルフ場、テニスコートと自

然を満喫する観光資源としては市内はもとより近

隣市町村も含めてもナンバーワンと言っていいほ

どのポテンシャルを持った自然公園と言えると受

けとめています。この資源をしっかり生かすため

にも将来を見据えた振興整備計画を持って対応を

進めるべきだと考えますが、お考えをお伺いいた

します。

この場からの質問は以上とさせていただきます。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま日根野議員〇経済部長（寺崎秀一君）

から大きな項目で２点にわたり御質問をいただき

ました。１点目は私から、２点目は営業戦略室長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

まず、大項目１、新名寄市農業・農村振興計画

についての小項目１、前期計画の達成度と後期実

施計画の課題について申し上げます。新名寄市農
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業・農村振興計画につきましては、平成１９年度

に策定し、計画期間を市の総合計画とあわせ平成

２８年度までの１０年間とし、前期計画が平成２

３年度までの５カ年とし、後期計画が平成２８年

度までの５カ年に分けて計画を実施するための必

要な施策を分野ごとに具体的に策定しているとこ

ろであります。前期の５カ年につきましては、国

のこれまでの価格政策から所得政策へと大きく転

換が図られ、担い手重視の政策に方向を定め、品

目横断的経営安定対策が創設され、生産調整関連

では新産地づくり対策から国が直接生産者へ支援

する農業者戸別所得補償制度に移行されておりま

す。農業生産基盤整備として、道営農業農村整備

事業の６地区が完了し、継続の名寄東地区が平成

２６年度の完了を目指して推進しています。さら

に、農地・水・環境保全向上対策が打ち出され、

市としても積極的な推進を図るとともに、国、道

などの施策を考慮しながら、市の単独事業を通じ

て産地づくりを推進してきたところです。

策定に当たっては、農業生産基盤の整備、農畜

産物の安定生産、経営支援システムの充実、担い

手の育成等に御意見をいただいておりますが、後

期実施計画の中では土づくり対策で集約的堆肥の

調査研究を追加して、堆肥センターのあり方を研

究してまいりたいと考えております。担い手の支

援では、国の新規事業で新規就農総合支援事業が

創設されたことにより、その基本となります人・

農地プランをを策定し、取り組んでまいります。

また、振興作物の取り扱いにつきましては、前期

計画で選定したアスパラ、カボチャ、バレイショ、

カキ、ユリ根、イチゴ、ナンパクナガネギ、トマ

ト、ピーマンの変更はありませんが、特産物の振

興とブランド化の中でモチ米、グリーンアスパラ

を地域特産物の振興作物として選定しておりまし

たが、後期におきましてはトマトジュース、ひま

わり油などの商品が注目されていることもあり、

あえて２品目に限定せず、地域特産物の特色を生

かしたブランド化を図ることとしております。市

の現状においては、高齢化、担い手不足の中で耕

作放棄地や遊休農地の発生が懸念され、今後にお

いても農地面積の減少が見込まれており、優良農

地の確保と耕作放棄地の解消も必要不可欠な課題

となっており、今後も農業者、関係機関と連携し

ながら、課題解決に向けて取り進めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目２、有害鳥獣対策補助事業の電牧

さくの取り扱いについて申し上げます。国は、野

生鳥獣による被害の深刻化、広域化に対応し、地

域ぐるみの被害防止活動や侵入防止策等の鳥獣被

害防止対策を総合的に支援する措置として鳥獣被

害防止対策総合交付金事業を創設しております。

この事業採択になるためには、市町村における被

害防止計画を策定することとしており、名寄市に

おきましても平成２２年度から平成２４年度を計

画期間として名寄市鳥獣被害防止計画を策定し、

箱わななどの事業採択を受けているところです。

市内で被害防止効果を上げております電牧さくに

つきましては、５年の耐用年数以下であることと

固定されない物件であることから、事業採択要件

から外れており、いわゆる被害防止フェンスがこ

の事業の対象となっているところです。このこと

から、電牧さくの助成におきましてはこの間取り

組んでおります中山間地域等直接支払制度交付金

事業を活用しながら取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、小項目３、農地流動化促進について申し

上げます。まず初めに、名寄市における最近のあ

っせん状況についてですが、平成２０年度は３１

件、１２７ヘクタール、平成２１年度は４５件、

１３６ヘクタール、２２年度は３１件、９６

ヘクタール、２３年度は２４年４月末現在で３０

件、１０３ヘクタールとなっております。現在

のところ農業委員並びに農地流動化推進委員の方

々の御努力もあり、流動化されてはいますが、近

い将来には条件不利地などにおいて農業者の高齢

化や担い手不足などを背景に経営規模の縮小や離
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農する農業者の農地の中には引き受け手のない農

地が増加することが懸念されます。これらのこと

が風連地域において話題とされていたことから、

昨年の暮れに風連各地域の代表者、農業委員にお

集まりをいただき、意見交換会を開催する中で、

こういった流動化推進体制の必要などを初め、自

地域内において引き受け手がない場合の他地域と

の連携方法など、当面の対応策などについて一定

の方向性を確認しているところであり、今後にお

きましてもこうした情報交換など協議の場の必要

性について改めて認識したところでございます。

一方、名寄地区の各農用地流動化推進委員の方

々につきましても担当の農業委員を中心に地区内

での対応を初め御努力をいただいているところで

すが、将来的にはこういったことが全市的な取り

組みとして必要になってくるのではと考えている

ところでございます。

次に、小項目２の農業担い手支援センターの実

現について申し上げます。農業担い手支援センタ

ーは、新規就農者の研修施設の拠点施設としてこ

の間この整備について検討してきたところです。

平成２２年度においては、旧名寄農業高校の利活

用を目的に名寄農業高校農場活用に関する検討委

員会の中で１年間御検討いただきましたが、名寄

市が要望しております内容で使用が困難なことか

ら、広域的な観点から取り進めることとして、新

たな方策を検討することといたしました。新名寄

市農業・農村振興計画後期実施計画では、名寄市

農業担い手育成センターの充実と機能強化を図り、

総合的な農業支援機構の確立として現在の新規就

農における検討機関である名寄市農業担い手育成

センターの委員構成を検討しまして、現行の受け

入れ農家での研修のほか、名寄市農業振興センタ

ーでの研修などを含めて、今後の受け入れ方策を

平成２４年度早々に策定していきたいと考えてお

ります。また、受け入れに当たりましては、宿泊

施設も重要であるため、既存の市の空き住宅を有

効活用することで検討してまいります。

次に、小項目５、新規事業の積極的な対応をに

ついて申し上げます。名寄市においては、この間

国の新規事業については事業説明会に出席するな

ど情報収集し、積極的に取り組んできているとこ

ろです。農林水産省での補助メニューが多岐にわ

たっていることから、生産者からの要望把握が重

要であると考えております。日ごろから生産者と

結びつきがある生産団体とも連携し、国の主な事

業内容につきましては毎年発行しております「名

寄市農林業施策の概要」で紹介し、要望把握を喚

起する紙面の工夫をしながら、取り組んでまいり

たいと考えております。新名寄市農業・農村振興

計画の推進に当たっては、課題解決に向けて国、

道の施策を有効活用することは重要なことだと考

えておりますので、今後も新規事業などにおける

情報収集を積極的に行ってまいります。

次に、小項目６、担い手結婚対策の強化をにつ

いて申し上げます。独身担い手の出会いを促進す

る窓口につきましては、名寄市、名寄市農業委員

会、道北なよろ農業協同組合、てしおがわ土地改

良区、上川農業改良普及センター名寄支所、名寄

市結婚相談センター、名寄地区グリーンアドバイ

ザー協議会、上川北農業共済組合などの関係機関、

団体で構成する名寄市農業後継者対策協議会が中

心となってその一翼を担っており、各種出会いの

パーティーなどの情報を提供しているほか、美深

町との共催により平成２１年度まで１０年間にわ

たって年１回のみの機会として行ってきました関

西方面の独身女性との農業体験ツアーを平成２２

年度からは道内の独身女性を対象に年間３回にわ

たる体験交流の場の提供として企画内容を変更し

て実施しているところでございます。参加状況に

つきましては、平成２２年度が男性１２名、女性

１１名、平成２３年度が男性８名、女性７名とな

っています。以前の１０年間のツアーの中では、

１０組が成婚まで至っております。現在の道内女

性対象のツアーでは、まだ成婚に結びついてはお

りませんが、ツアー後も交際されている方もいら
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っしゃいますので、今後ともこの協議会を中心に

事業を進めてまいりたいと考えております。また、

一般市民を対象とした相談活動といたしましては、

民間による名寄市結婚相談センターが設置されて

おり、経験のある方々がボランティアにより毎週

定期的に相談業務を行うとともに、他市町村相談

所の情報交換、出会いの場にかかわる情報発信、

創出などの活動を行っているところです。

一方、都市と農村の交流や農業経営の多角化を

推進するとともに、農業、農村への理解を深める

仕組みとして関心が高まってきていますグリーン

・ツーリズム推進事業では、名寄市立大学の講義

にも取り組まれ、学生さんが年３回にわたって農

業を体験するなど、こういったことも触れ合いの

場になるものと考えているところです。

次に、小項目７、作業事故防止策の強化をにつ

いて申し上げます。初めに、名寄市の農作業事故

状況についてですが、平成２１年度は７件、平成

２２年度１件、平成２３年度上期３件となってお

り、毎年農作業事故が起きております。事故の内

容はさまざまですが、一歩間違えば死亡するケー

スも少なくないことから、生産者への注意喚起は

重要であると考えております。名寄市では、３月

上旬に全戸に配布する郵便物に注意喚起を呼びか

けるチラシを発送したほか、生産者への説明会に

事故防止を呼びかけるなどの取り組みを行ってお

り、生産団体でも独自の取り組みを行っておりま

す。今後とも注意喚起に向けてチラシ等の発送の

ほか、市の会合はもとよりＪＡとも連携しながら

注意喚起を図ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁となります。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、ふうれん望湖台自然公園の活用について

お答えをいたします。

最初に、小項目の１、地域利用者との協議経過

についてお答えをいたします。昨年の９月以降、

平成２４年３月末をもって閉鎖となる望湖台セン

ターハウスのその後の対応について、各地域の老

人クラブや風連地域町内会など延べ１５団体の皆

さんと話し合いを行い、意見や要望をいただきま

した。代替施設となり、新たな憩いの場となるな

よろ温泉サンピラーへの利用のお願いについては、

センターハウスを例会の場所として定期的に利用

されていた団体の皆さんから、無料送迎バスの運

行やなよろ温泉サンピラーを利用した場合にこれ

までのようにくつろげる環境の確保及び利用料金

について、また地域の町内からは閉鎖後のセンタ

ーハウスや自然公園の維持管理について意見、要

望がありました。その後地域の皆さんに意見、要

望についての対応を説明し、一定の御理解をいた

だいたところであります。

次に、小項目の２、今後の利用計画についてお

答えをいたします。閉鎖となるセンターハウス以

外のキャンプ場、コテージ、バンガロー、トイレ、

風扇館や花木園や野草園などの自然公園について

は、これまでどおり維持管理を行ってまいります

が、冬期間は閉鎖する予定であります。また、望

湖台センターハウスを利用していた市民の皆さん

の４月以降の対応について、なよろ温泉サンピラ

ーの指定管理者である名寄振興公社が団体等で利

用される場合は、バスによる送迎により、また憩

いの場となるようこれまで望湖台を利用していた

市民の皆さんに御不便をかけないよう最大限取り

組んでまいります。

次に、小項目３、望湖台振興計画の策定につい

てお答えいたします。望湖台自然公園については、

忠烈布湖畔の景観を含めて長く地域の方々に愛さ

れ、キャンプ場や温泉、宿泊施設などと順次整備

されてきて、憩いの場であり、観光施設でありま

す。地域の皆さんとの協議においても白樺まつり

でのにぎわいや自然環境のすばらしさを残してい

くべきとの御意見があったところです。今後にお

いては、キャンプ場や自然公園など維持管理をし

てまいりますが、市民の皆さんの有効な利活用に

対する御意見を参考にしながら、センターハウス
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閉鎖後におけるキャンプ施設や自然公園の利用状

況、市全体の公園施設の状況等を勘案し、利用者

の皆さんに喜ばれる施設運営に当たってまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をい〇１５番（日根野正敏議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

まず、新名寄市農業・農村振興計画についてお

伺いいたしたいと思いますけれども、この振興計

画の大きな目標であります活力と潤いのある農業、

農村を目指してということで、こういうことを目

指して名寄市は進んでいくのだろうというふうに

思いますけれども、この活力と潤いのある農業、

農村というのは、具体的にはどういう姿を求めて

おられるのか、またどういうことがあれば活力と

潤いのある農業、農村が実現するというふうに考

えておられるのかお伺いをいたしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在一番問題になっ〇経済部長（寺崎秀一君）

ておりますのは、農業者の高齢化、後継者不足等

が一番問題かと存じておりますので、若い人たち

が定着して、希望のある農業をやれることが活力

ある農業になるのかなと考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

そのためにはどう〇１５番（日根野正敏議員）

するかということなのですけれども、私が考える

にはやはり経済力が１つだというふうに思ってい

ますし、あともう一つは時間的なある程度のゆと

りが必要だろうと。それからまた、もう一つは、

地域間あるいは町内会、全市的な互助の助け合い

といいますか、そういった部分も必要になってく

るのだろうというふうに、これは共通認識として

それぞれ持っていかなければならないかなという

ふうに考えていますけれども、その辺一昔前とい

うか、私の父親の年代や、あるいは私の年代もそ

うなのですけれども、当時は春先は両親とも朝早

くから外へ出て仕事をして、春作業が一段落した

ら父親は日雇いの土建会社や建設会社へ働きに行

って、また秋収穫が終わると府県に出稼ぎの日雇

いというか、そういった部分で非常に暇がないと

いいますか、農家を続けるために、あるいは農地

を守るために、農家だけでは食べていけないもの

ですから、そういった部分でほかの仕事もしなが

らやってきたというのが現実だろうなというふう

に思っていますし、そういう姿を子供たちが見て

いて、当然子供たちは尊敬はしているけれども、

まねはできないなということでだんだん後継者が

減っていったのだろうなというふうに考えていま

す。この振興計画を見ますと、そういった経営的

な戦略といいますか、事業だとかいっぱいのって

いるのですけれども、そういったもう少しソフト

面といいますか、ゆとりのある時間をつくって農

家といえども月２遍ぐらいは定休日を設けるだと

か、あるいは地域で研修だとか、そういった部分

に旅行に出かけたりだとか、そういった部分も後

期計画には必要だろうなというふうに考えている

のですけれども、その辺の見解についてお伺いい

たしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

当然そういうゆとり〇経済部長（寺崎秀一君）

のある農業がなければ、担い手の若い方々もなか

なか農業を継ごうという気持ちにはならないのか

なと私どもも考えております。それで、例えば畜

産関係ですとヘルパー制度とかございます。また、

コントラクター等の農業支援システム、そういう

形のものも地域全体の中で考えていかないと、な

かなか個々の農家の方の中でゆとりある営農がで

きるかということはちょっと難しいかと思います

けれども、そういう形の中でも経営支援システム

の充実も必要になってこようかと思います。総体

的にそれらのことは、いろいろこの計画の中では

検証しているつもりでございます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

各事業では、そう〇１５番（日根野正敏議員）
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いった部分もあるのかなというふうに思っている

のですけれども、前段の中では非常にウエートが

少ないといいますか、活力と潤いある農業、農村

という部分についてはもう少しそういった呼びか

けといいますか、そういう部分も大切かなという

ふうに考えています。これは、共通認識として持

っていてほしいなというふうに思います。

それから、ちょっと気になることがこの間の代

表質問で、熊谷議員からＴＰＰの関係、今後の課

題について出されていたのですけれども、その中

で名寄市の受けるダメージの中で、米が１割程度

しかダメージを受けないというような答弁があっ

たのですけれども、それについてはどんな試算で

そういうことになったのかをお伺いいたしたいと

思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

米につきましては、〇経済部長（寺崎秀一君）

１割程度になるということで、ダメージ的には９

割という答弁でございます。これにつきましては、

昨年の２月１８日に名寄地域の農業セミナーの中

でＪＡ北海道中央会旭川支所のほうで資料提供さ

せていただきまして、その中でお米につきまして

は考え方として外国産米の価格は国産の４分の１

程度でございまして、品質格差も今後の品質転換

などにより解消可能ということで、輸入がふえて

くる。また、米国では輸出量が現在約４００万ト

ンあり、それにアジア諸国などの輸出量を含める

と我が国の生産量を上回る水準となっています。

国産米のほとんどが有機米といったこだわりのあ

るものになるのでないかということで、その今こ

だわりあるお米が生産量の約１０％ということで、

その１０％が残るのでないかという農水省の計画

になっております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

けさもインターネ〇１５番（日根野正敏議員）

ット、市長の答弁見直したのですけれども、そう

いう答弁にはなっていなかったものですから、１

割しか減らないよというような答弁だったもので

すから、確認をさせていただきました。

課題なのですけれども、土づくりの関係も答弁

で出ていたのですけれども、堆肥センターを検討

していくというようなこともあったのですけれど

も、これから検討ですから、検討して、堆肥をつ

くるだけではなくてできれば散布まで、散布まで

できなければ、散布する機械までリースといいま

すか、貸していただけるぐらいのことまでやらな

いと、農家で堆肥だけつくって、あとは持ってい

ってまいてくれと言われても農家はまた散布する

機械を調達しなければならぬということがあるの

で、その一連の流れを補完できるような計画でお

願いしたいなというふうに考えています。これは、

今後検討するということでありますので、このこ

とに見解があれば見解を言っていただきたいとい

うふうに思いますけれども。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

堆肥センターにつき〇経済部長（寺崎秀一君）

ましては、要望を聞き取る中でこういう御意見も

ございまして、下川、士別市では集約的な堆肥セ

ンターがございます。当然補助事業等を目指さな

ければ実現不可能なのですけれども、まず調べる

こととしましては堆肥を要望されている生産者の

方がどの程度いるか、またその規模によりまして

ふんとか尿とか提供できるところがどの程度ある

か、また米、麦稈、稲わら等、副産材を提供でき

る方がどの程度いるかということを調査して、そ

れがうまく合ったところでの堆肥センターの規模

となってきますので、それも含めながら、それを

農地にまく方法等もその場で検討されてくること

になりますので、まだ当分の間調査研究が必要か

なと思っております。

以上です。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のところ調査研〇１５番（日根野正敏議員）

究ということなので、そういうことで、これから

土づくりはとても大事なことになってくるだろう

なというふうに思っていますので、よろしくお願
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いしたいのと、それからもう一方で堆肥まくとな

れば非常にコストもかかると。労力もかかるとい

うことで、今いろんなところで混播技術といいま

すか、緑肥とあわせた生産物をつくるというよう

な、例えば小麦であれば、秋小麦であれば今の時

期に去年まいた秋小麦の上にアカクローバーをま

いて、それを収穫するころはまだ小さいですから、

邪魔にならないということで、そんな技術もあり

ますし、幌加内のほうではソバと一緒にアカクロ

ーバーをまいて奨励しているという支援策も出て

いますので、それとあわせて研究もして、先進的

な取り組みにはそれなりの誘導策をとっていって

いただきたいというふうに考えています。その辺

も振興センターもあわせて研究をしていくべきだ

というふうに考えていますので、心に置いて進め

ていただきたいなというふうに思っています。

それでは、１問目の２番目、有害鳥獣の関係で

ぜひお伺いしたいのですけれども、この辺で入っ

ている電牧については５年の耐用年数しかない、

未満だということで、国の事業では５年以上とい

うようなことがあるのですけれども、メーカーに

確認したら耐用年数どのぐらいだというのは本体

が７年、電気を発するもの。それから、支柱や線

は５年から７年というお答えが来たのですけれど

も、その辺どういうふうに確認されたのかお伺い

したいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

これは、上川振興局〇経済部長（寺崎秀一君）

のほうから電牧さくの補助事業対象にならないか

ということで問い合わせして、そういう意見をい

ただいておりまして、上川北部電牧さくがほとん

どなのですけれども、補助事業でやっているとこ

ろはございません。例えば中山間とか市の単費で

やっているところがほとんどだと思います。固定

もされないということで、毎年下げますね。そし

てまた、ほかのところにも移せるということで、

そういうこともありますし、線ですから、それが

すべて７年もつかといったら、そういうこともな

かろうかと思います。これは、道のほうの見解で

こういう形で回答いただいております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

道が正しいかどう〇１５番（日根野正敏議員）

かというのはちょっとよくわからないのですけれ

ども、メーカー自体は５年から７年ということを

言っていますし、また税の関係ではそれは７年で

見ているわけで、その辺もう少ししっかり確認と

いいますか、していくべきだというふうに思って

いますし、またフェンス、金網についてもできる

のではないかと。この間の中山間の会議に私も出

席させていただいたのですけれども、中からもも

う電牧については非常に効き目が悪いと。特に秋

になりますと、シカの角はもう神経通っていませ

んので、ひっかけてばらばらにして入ってくると

いうような、それからまたなれてきてしまって下

からくぐって入ってくるとか、そういった部分で

余りきかなくなってきているということで、ワイ

ヤフェンスというか、ワイヤの網のものも出てい

ますので、それらについては国の補助も完全に受

けられると思いますので、電牧の関係とその辺の

ことをもう一度見解をお伺いしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

もう一度電牧さくに〇経済部長（寺崎秀一君）

つきましては、補助該当になるかならないかとい

うことをまた確かめたいと思います。

フェンスにつきましては、対象となっていまし

て、富良野方面ではフェンスをやっております。

ただ、メーター０００円、そのうち２分の１補

助という形で富良野方面はやっております。電牧

さくにつきましては、メーター３００円という中

で、中山間事業でその２分の１を補助しながら現

在やっております。上川北部のほうでは、まだフ

ェンスを施行しているところはないわけですけれ

ども、ただ電牧さくがきかなくなればそういうこ

とも考えながら進めていかなければならないのか

なと考えております。

以上です。
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日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

金網も私メーカー〇１５番（日根野正敏議員）

に確認して、積雪地帯の東北等でよく使われてい

るものもあるのですけれども、０００円は全然

かからないみたいで、網だけで一般的に使われて

いるのはメーター７５０円、支柱も合わせても、

丈夫な支柱を使ってもプラス５００円です。だか

ら、メーター千二、三百円でできるというような

お話ですので、ただ、今そのつくっている工場が

東北地方にあるものですから、物がちょっと少な

いというような話もあるのですけれども、その辺

もちゃんと確認して進めていっていただきたいと

いうふうに思いますし、もしこれが電牧もそうで

すけれども、国の事業に乗れるとなれば進めてい

っていただけるのかどうか、その辺確認をしたい

と思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

メーター０００円〇経済部長（寺崎秀一君）

というのは、富良野で実際補助事業でやっている

単価となりますので、その２００円、３００

円というのが施工費込みなのかということも確認

しなければならないとは思いますけれども、確認

させていただきたいと思います。

フェンス等につきましては、電牧さくと違って

個々でやると延長的に莫大な量となりますので、

地域がまとまった中で周辺に囲んでいくことが必

要かと思いますので、その辺も含めまして名寄市

の状況がどうなっているのかということを調べて、

また希望を取りまとめながら調査していきたいと

思います。

以上です。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

調査して、必要と〇１５番（日根野正敏議員）

あらば国の事業に乗るということでいいのですか。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

農家負担も出てきま〇経済部長（寺崎秀一君）

すので、その辺も含めながら調査、また希望の取

りまとめとなろうかと思いますので、御理解願い

ます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

電牧については、〇１５番（日根野正敏議員）

中山間で５００万円ほどの補助を使って行ってい

ますので、それがなくなれば中山間でもっと自由

な別な部分で使えるということで、ぜひ進めてい

っていただきたいというふうに思います。

それから、農地の流動の集積についてなのです

けれども、ある程度理解をいたしましたけれども、

今後組織も検討していくということで、若干連携

部分がふえたというような話もされたのですけれ

ども、今後とも全市的な取り組みになるように進

めていかなければ後で大変なことになるなと思っ

ていますので、進めていくべきだというふうに思

っています。

それから、担い手支援センターの関係なのです

けれども、今後空き住宅を利用しながらというこ

とで進めていくというような話もありましたので、

進めていっていただきたいというふうに思います

けれども、道の担い手支援センターのホームペー

ジ見ますと、名寄市も出ているのですけれども、

その中でほかの市町村はできる研修項目もホーム

ページに載せているのですけれども、名寄市はで

きる研修項目が出ていないということで、それら

についても今後しっかり載せるように、ホームペ

ージ見ても何が名寄で研修できるのか、どういう

受け入れ態勢があるのかということも出ていませ

んので、その辺進めていくような、ちょっと見解

を求めたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市担い手育成セ〇経済部長（寺崎秀一君）

ンターの強化を図っていくという答弁させていた

だきまして、その中で農業振興センターを活用し

たものも考えております。具体的には、今までは

作物特定しないで名寄に来てくださいという形で

ございましたけれども、実際就農される方は最初

は投資もありまして、施設園芸が主でございます。

それで、施設園芸作物を中心とした研修の場と位
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二、三程度設定しながら募集活動を行ってまいり

たいと思っております。

また、周知の方法といたしましては、先ほど議

員がおっしゃいました北海道担い手センターのホ

ームページ、名寄市のホームページを活用するほ

か、札幌や東京で行われる新・農業人フェアに出

展させていただき、また新年度から杉並区に派遣

される職員を窓口として、区などの広報手段を活

用させていただきながら、名寄市の新規就農者対

策をＰＲすることで進めてまいりたいと思います

ので、御理解願います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

積極的に進めてい〇１５番（日根野正敏議員）

っていただきたいと思います。

それから、新規事業の積極的な取り組みという

ことで、毎年農林業施策で紹介をしているという

ことなのですけれども、あれを見ますと今やって

いる事業と、それからある程度大きな事業が何点

か載っているという部分だけで、小さな事業につ

いてはほとんど載っていないと。先般代表質問で

山口議員も言っておられたのですけれども、６次

産業に向けて農家がやるのは大変だというような

ことで、その中間をする事業もよく見たら載って

います。地域における産学連携支援事業というの

もありますので、そういった部分も利用しながら

進めていくべきだなというふうに思っていますの

ですけれども、それらの各事業、２７２今回出て

いるのですけれども、しっかり担当がその事業の

中身を把握して名寄市に該当するかどうかという

協議というか、そういう時間を課内で持っている

のか。これは、農業だけでなくて全部の課に当て

はまるのですけれども、その辺ちゃとやっている

のかどうか、ちょっと確認させていただきたいと

思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

その補助事業に対す〇経済部長（寺崎秀一君）

る情報集めは、絶えず道なり国なりの研修会等出

ながらやっております。ただ、その中で本当に細

かいところまでその研修出ただけで把握できるか

といったら、これまた少し疑問ございますので、

課内の中で名寄市にとってこの事業が該当になる

のではないかというものにつきましては掘り起こ

しながら、進めてまいりたいと思います。

また、周知の方法としまして、現在出していま

す施策の概要の中に各項目、多岐の項目ございま

すので、それをある程度整理しながら載せていた

だきまして、当然生産者の方と相談しながら進め

ていかないとその事業に乗れるか乗れないかとい

う判断ができませんので、ぜひ生産者の方がこの

事業なら乗れるのかなという形で相談受けやすい

ような体制の紙面づくりをしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

最近各事業が役所〇１５番（日根野正敏議員）

から来るのでなくて農機具メーカーから。こうい

う事業があるというのを農機具メーカーから先に

来るというのは、行政として非常に情けないので

はないかなというふうに思っていますので、農家

が直接役所へ行って相談するというのは、それは

一番理想的なのかもしれないですけれども、事業

があるかなしにわからないのに相談にも行けない

ということがありますので、ぜひ農林業施策の紹

介の中で名寄市一件でももしかしたら該当するか

もしれないという部分は概略だけでも、そんな詳

しく書いたらすごく膨大な資料になりますので、

もうちょっと親切な情報紙の提供というのが必要

になってくるというふうに考えますので、その辺

しっかり行っていただきたいというふうに。何か。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

日根野議員のほうから〇副市長（久保和幸君）

は、情報の提供も含めて十分でないということで、

補助メニューについては情報入手に努力するとい

うのはもちろんでありますけれども、農家個々の

やりとりも含めて担当者会議等々で説明を受けた

後に課内でそれぞれ相談させてもらうという話を
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今部長のほうからもお答えしましたけれども、そ

の中で道や国とのやりとりも十分にこれから進め

させていただいて、適切、的確な情報発信をさせ

ていただきたいと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういうふうに進〇１５番（日根野正敏議員）

めていっていただきたいと思います。

それから、担い手結婚対策なのですけれども、

これそれぞれ各組織努力されているということで

あるのですけれども、なかなか成果が上がってこ

ないというのも何となくはわかるのですけれども、

ただ全道的な取り組みで今美深とやっているとい

うことで、それもいいことだというふうに思うの

ですけれども、やっぱり近間の地元の人だとか、

あるいは年齢制限についても４０歳までが適正な

のかというか、本当に切実なのはもう４０過ぎて

からでないかなというふうに思っていますので、

その辺のところも今後検討されるのかどうかもち

ょっと見解をお伺いしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

地元の男性を募集す〇経済部長（寺崎秀一君）

るときになかなか出てもらえないのが現状でござ

いまして、委員会等でどうですかという、個別に

当たりながら参加を促しているところでございま

す。また、４５過ぎるとか、そういう形になりま

すとなかなか参加してもらえないのが現状でござ

いまして、また近郊の女性との出会いの場という

場合も農業だけ限定してしまいますとかなり狭く

なってしまいますので、またこれも参加男性を募

るのが非常に厳しい状況かと思いますので、その

辺も考慮しながら方策を考えていきたいと思いま

すので、御理解願います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、ちょっと〇１５番（日根野正敏議員）

難しい。どういうふうに解決したらいいかわから

ないので、次に進めたいと思いますけれども、作

業事故についても文書での啓蒙というのは結構来

ているのですけれども、文書というのはそれを読

んで深く理解してというのはなかなか。来てもな

かなか読まないというのが実態だと思うのです。

ですから、事故現場の写真をちゃんとわかるよう

にするとか、そういった工夫も必要ではないかな

というふうに考えていますので、その辺もちょっ

と考えてみてください。

次に、望湖台の関係なのですけれども、今代替

バス、団体バスです、運行させて、なよろ温泉サ

ンピラーのほうに無料で送迎するということなの

ですけれども、今はセンターハウスがなくなって、

温泉がなくなって、その代替ということである程

度の市民は理解はしてくれると思うのですけれど

も、長期的に何年も続いたら、そういったことも

だんだん薄れていって、ちょっと不公平ではない

かなというようなことも出てくるのではないかな

と思うのですけれども、その辺の中長期的な展望

を考えておられるのかどうかお伺いいたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

団体の送迎につ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

いては、今までもサンピラーでもずっとやってい

ることですので、これはずっと続けていくという

ことで確認をとっております。いろいろ１団体幾

らだとか、１人単価幾らだとかと、そういう議論

もあったのですけれども、それはサンピラーのほ

うと協議をして、送迎を頼んでくださいというこ

とで御了解をいただいております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

長期的に見たとき〇１５番（日根野正敏議員）

にある程度次の策も考えていかなければならぬな

と思っているのですけれども、その辺の答弁がな

かったのかなというふうにも考えているのです。

ちょっと聞き漏らしたのかもしれませんけれども、

あればお答えをいただきたいと思いますし、また

９月の質問で民間のセンターハウスの部分も探し

ていくというような話も出ていたのですけれども、

その辺の今後の見通しも含めてお伺いしたいなと。

それから、今後公園だけになりますと、だんだ
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ん利用者も減っていくのではないかなというよう

な懸念もありますので、その辺継続的に利用客、

お客さんをふやすような計画をしっかり持ってい

ってほしいなというふうに思いますけれども、そ

の辺の見解を聞いて、私の質問を終わりたいと思

います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

バス運行につきまして〇副市長（久保和幸君）

は、先ほど営業戦略室長のほうから答弁いたしま

したとおり、当分の間振興公社とタイアップして

ということであります。全市的な団体の送迎等に

ついては、振興公社とも十分に今後ともサンピラ

ー温泉の利用促進という見地からも検討させてい

ただきたいというふうにお答えをさせていただき

たいと思います。

それから、民間からの問い合わせということで

２件ほどございまして、今調整中でありますけれ

ども、基本的に望湖台自然公園という一つの役割

を担っているものでありますので、その公園機能

に即した民間の方々の、最終的に賃貸になるのか、

売買になるのか、それはまだ検討しておりません

が、そういうことを配慮した上での協議になって

いくのかなということで、まだ具体的な話にはな

っておりませんが、新年度に入りましてからさら

に問い合わせがある個人、企業とも話も詰めてい

きたいというふうに考えております。

さらに、望湖台の振興計画につきましては、今

後とも自然公園の機能と、それから森林関係でい

いますと保安林の指定を受けているという公園で

もありますので、従来の旧風連町時代から長い間

林構事業だとか治山事業でそれぞれの施設を整備

してまいりましたので、その手のその辺のことも

振り返りながら、そしてさらに観光振興計画等々

との調整を図りながら、今後整備計画を進めてい

きたいと思いますので、御理解をいただきたいと

思います。

以上です。

以上で日根野正敏議員〇議長（黒井 徹議員）

の質問を終わります。

名寄市農業の今後の展望について外１件を、山

田典幸議員。

議長より御指名をいた〇５番（山田典幸議員）

だきましたので、通告に従いまして、順次質問を

してまいりたいと思います。後半のほうでござい

ますので、さきの代表質問、一般質問に立たれた

先輩議員と一部重複する内容もございますが、御

理解をいただきたいと思います。

初めに、大項目１点目、名寄市農業の今後の展

望について３点にわたってお伺いをいたします。

１点目は、新名寄市農業・農村振興計画後期実施

計画についてであります。当市においては、活力

と潤いのある農業、農村を目指してという目的の

もと、地域農業の基本指針である新名寄市農業・

農村振興計画を平成１９年度から２８年度までの

１０カ年の計画期間で定めております。今年度に

おいて前期実施計画の５カ年が終了し、平成２４

年度から２８年度までの後期実施計画へと入って

いくところですが、前期実施計画の実績、効果の

検証、それらを踏まえての後期実施計画の策定の

ポイントについてお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目、人・農地プランの策定についてお伺い

いたします。農水省は、平成２４年度を食と農林

漁業の再生元年と位置づけ、２４年度予算の概算

決定をもとに昨年１０月に政府決定した我が国の

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画

に基づく施策を展開することとしています。担い

手不足の深刻化や高齢化に対応し、中心となる経

営体の育成や農地集積の加速化、新規就農者の定

着を促進するため、青年就農給付金や農地集積協

力金などの支援策が新設されます。これらの支援

策を実施するに当たり、市町村において今後の地

域農業のあり方や地域の中心となる経営体などを

定めた人・農地プラン、いわゆる地域農業マスタ

ープランを策定することが求められておりますが、

当市における策定に向けての基本的な考え方、今
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後の取り組みやスケジュールなどについてお知ら

せをいただきたいと思います。

３点目に、農業と観光振興の結びつきについて

お伺いいたします。総合計画のアクションプラン

と位置づけた名寄市観光振興計画が平成２４年度

からスタートいたします。実効性の高い計画とし

て観光を充実させることで交流人口の拡大による

経済効果を生み出し、名寄市全体の活性化につな

がるものと大いに期待をするところであります。

先般計画の概要が示され、メーンイメージは星、

モチ米ということでありました。モチ米は、名寄

市が全国に誇れる地域資源であり、地域農業の基

幹農産物でもあります。このことからも名寄市の

基幹産業である農業が観光振興に果たす役割も非

常に重要であると認識をするところでありますが、

名寄市観光振興計画において農業と観光をどのよ

うに結びつけ、計画を推進していくのか、具体的

な戦略についてお聞かせいただきたいと思います。

次に、大項目の２点目、名寄市の教育行政につ

いて４点にわたってお伺いいたします。１点目、

学校適正配置計画と連動した学校施設整備の取り

組みについて伺います。当市においては、子供た

ちの良好な教育環境を保障していくという目的の

もと、適正な学校規模を安定的に確保し、計画的

な学校施設の整備を図るため、名寄市立小中学校

適正配置計画と名寄市立小中学校施設整備計画に

基づいた取り組みが進められているところです。

先般名寄市街地区公立学校統廃合検討委員会の報

告を受け、市街地区小学校を５校体制から４校体

制に再編する方針を示しましたが、今後の保護者

への説明のあり方について、また廃校となる学校

施設の利活用についてどのように考え、地域に説

明をされようと考えているのかお知らせをお願い

します。

また、今後は風連市街地区、郊外、農村地区に

おいても取り組みが進んでいくことになると思い

ますが、両地区における適正配置の考え方、実施

時期等についてのお考えをお知らせください。

２点目に、中学校新学習指導要領の全面実施に

おける対応について伺います。平成２３年度の小

学校での全面実施に続き、平成２４年度より中学

校においても新学習指導要領が全面実施されるこ

とになりますが、中学校では保健体育において武

道が必修となり、各学校において柔道、剣道、相

撲のいずれかを選択をすることとなります。授業

が安全かつ円滑に実施されるよう指導者、指導方

法、用具などの安全対策についてどのような対応

をとられているのかお知らせを願います。

３点目に、教育改善プロジェクトの進捗状況に

ついてお伺いいたします。さきの教育行政執行方

針の中にもありましたが、確かな学力を育てる教

育を推進するため、新年度より名寄市教育研究所

に（仮称）教育改善プロジェクト検討委員会を組

織し、校内研究の充実、指導方法の改善、地域の

教育資源の活用など学力向上に関する取り組みや

体制づくりを推進していくとのことでありました。

当市における教育課題の解決、教育環境のより一

層の充実に期待をするところでありますが、現在

までの進捗状況についてお知らせを願います。

４点目に、地域の特色を生かした教育のあり方

についてでありますが、地域の特色、いわゆる名

寄らしさということになろうかと思いますが、名

寄らしさといえばやはり豊かな自然環境であると

思います。ここでは、この名寄市の自然環境、気

候、風土からとりわけ雪を中心とした冬を生かし

た教育のあり方について伺いたいと思います。名

寄市のキャッチフレーズ「星・雪・きらめき 緑

の里なよろ」、そして当市においては名寄の冬を

楽しく暮らす条例も制定されており、また名寄市

教育目標の１番目、北国の風土に生き、たくまし

く成長する人をはぐくみますとうたわれておりま

す。１年のうち約半年間まちは雪に覆われ、厳し

い寒さが続きますが、その雪と寒さが日本一の雪

質のパウダースノーや神秘的なサンピラー現象を

生み出すように、雪、冬は名寄らしさを学び、感

じるための重要な教材であり、貴重な財産です。
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雪、冬を楽しむ活動を通じて冬を元気に過ごし、

北国名寄の子供としてたくましく成長していくた

めの学習活動のあり方についていま一度見直し、

名寄ならではの教育をより一層推進していくべき

と考えますが、お考えをお聞かせいただきたいと

思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま山田議員か〇経済部長（寺崎秀一君）

ら大きな項目で２点にわたり御質問いただきまし

た。１点目は私から、２点目は教育部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、名寄市農業の今後の展開につ

いての小項目１、新名寄市農業・農村振興計画後

期実施計画について申し上げます。本計画は、合

併後の平成１９年度を初年度とし、１０カ年の計

画を策定し、平成２３年度で前期５年が終了する

ことにあわせ、前期計画の検証も含め総合計画後

期計画との整合性を図るため見直しを行い、平成

２４年度から後期５年間の実施計画を策定するも

のです。この間国の農業政策を大きく変える戸別

所得補償制度が導入されるなど、国の農業政策が

多岐にわたり変更されており、国際的にはＴＰＰ

対応について国論を二分するような状況となって

おります。ただ、地方における農業、農村を取り

巻く環境は、農業者の高齢化や後継者不足、農村

の活力低下など依然として大きな問題を抱えてい

るのが現状でございます。策定に当たりましては、

ＪＡの生産部会や青年部、女性部などから幅広く

意見をいただき、この地域に合った農業、農村振

興施策を進めるための方向性を示すとともに、時

代に即した独自の施策を展開するため、実施計画

に盛り込むなどしており、より実効性のある内容

としております。実施計画の推進に当たっては、

情勢の変化に即した施策の検討など弾力的に行い、

国や北海道の農業施策を活用しながら、時代に即

応した独自の施策を関係機関、団体とも十分協議

しながら実行してまいります。

次に、小項目２の人・農地プランの策定につき

ましては、農林水産省の平成２４年度の戸別所得

補償経営安定推進事業という新規事業の中に盛り

込まれ、新規就農総合支援事業とともに農林漁業

再生のための重要施策の一つに位置づけされてお

ります。土地利用型農業におきましては、今後５

年間で高齢化などで多くの農業者のリタイアが見

込まれていることから、地域での合意形成を図り

ながら、中心となるべく経営体に農地が集積され

ることがスムーズに進むようプランを立て、出し

手となる農業者に対しても農地集積協力金を交付

するものです。名寄市においてもこの事業を活用

するために３月上旬に全市の説明会、さらに地区

別の個別説明会で農家周知を図るとともに、あわ

せて今後の農業経営のあり方についてのアンケー

ト調査を全農家対象に行い、それらをもとに５月

末のプラン策定に向けて関係機関、団体と連携し

て進めてまいります。

続いて、小項目３、農業と観光振興の結びつき

について申し上げます。今年度策定されます新名

寄市農業・農村振興計画後期実施計画と名寄市観

光振興計画との関連性については、農商工連携に

よる農産物を利用した特産物開発やブランド化に

よる物産振興、本市で生産される農畜産物の安全、

安心及び高品質の特性を生かしたストーリーの構

築によるＰＲ戦略、油用ひまわり振興事業を初め

とするサイクル型観光資源開発、グリーン・ツー

リズムと連携した教育旅行誘致事業の検討など観

光交流の推進を図る上で必需アイテムである食を

中心に両計画が連動し、各種事業が展開されてい

くことが必要と考えています。特に市民に対し本

市の代表的なもののイメージをお聞きすると、返

答の中で取り上げる項目には農産物に関する項目

が多く、これは本市が豊かな自然に恵まれ、そこ

からすばらしい食資源が生産されていることのあ

らわれでもあります。このことは、観光振興計画

の中で目標達成への戦略プロセスでも述べている

ストーリーの構築へとつながり、本市の農業者が
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長年にわたり栽培技術の確立に尽力されてきたた

まものであると考えます。現代の成熟消費社会に

おいては、商品そのものを売るのではなく、商品

に付随するストーリーを売ることが求められてお

り、これらのストーリーが付随した情報提供こそ

が本市を訪れたくなる動機づけや消費行動の喚起

を促し、これらのことが観光振興と両輪である物

産振興に寄与し、観光振興計画の基本目標である

交流人口の増加による経済効果の拡大につながっ

ていきます。名寄市の基幹産業である農業が観光

事業に果たす役割は、食や体験、イメージなど大

きな可能性を持った重要な要素であります。今後

も農業生産者の方には、本市の食の原点を支えて

いただき、ともに観光振興に御尽力いただければ

と考えております。

以上、私からの答弁となります。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の２、小項目４点にわたり答弁をいたしたい

と思います。

まず、１点目、学校適正配置計画と連動した学

校施設整備の取り組みについてでございます。名

寄市市街地区小学校の適正配置につきましては、

１月の末に名寄市街地区公立学校統廃合検討委員

会により３項目の諮問事項に対する検討結果の報

告を受けまして、２月開催の教育委員会議におい

て適正配置に関する基本的な考え方を作成をした

ところであります。現在パブリック・コメント手

続条例に基づきまして、統廃合の対象校や通学区

域の見直しなど基本的な考え方について意見を募

集をしておりますが、あわせまして今後関係する

町内会や学校ごとに説明会を開催をすることとし

ております。今後は、市民の皆さんの意見を伺い

ながら、教育委員会として適正配置の方針を決定

をし、新年度に予定をしております基本設計の実

施に向けて建設準備委員会などを設置をして意見

を反映をしてまいりたいと考えております。

また、統廃合の対象校となっております２校の

学校の校舎は、いずれも耐震化を満たしていない

現状がございます。名寄南小学校の校舎などにつ

いては、新校舎の建設にあわせて解体をすること

となります。また、豊西小学校の跡地などの活用

方策については、周辺の浅江島公園や平成２６年

度に完成予定の（仮称）市民ホールと隣接するこ

とから、一体的に利用していくことが望ましいと

は考えており、今後関係部署との協議を進めてま

いりますので、御理解を願いたいと思います。

小項目１点目の２点目、郊外、農村地区の適正

配置の手法と実施時期についてでございます。名

寄市内小中学校の適正配置につきましては、名寄

市街地区、それと風連市街地区及び郊外、農村地

区の３地区に分類をし、それぞれ段階的に推進を

していくとしております。郊外、農村地区につき

ましては、智恵文地区も該当いたしますけれども、

適正配置計画推進の第１期段階として適正配置の

検討を行い、その方向性を決定して再編を実施す

るとしていることから、教育委員会といたしまし

ても地域の方々に対して児童生徒数の今後の推移

の提供など十分な情報提供を行い、地域との共通

理解を得ながら適正配置の方向性を定めていきた

いと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。

次に、小項目２点目、中学校新学習指導要領の

全面実施における対応、特に武道の必修化に伴う

安全対策でございます。平成２４年度から中学校

におきましても新学習指導要領に基づいた教育活

動が全面実施をすることとなります。各中学校に

おきましては、平成２２年度から先行措置で実技

を実施をしながら、教育課程の編成に取り組んで

いるところでございます。特に今回の改訂では、

日本の伝統や文化に関する教育の充実が求められ

ており、男女とも武道が必修となります。教育委

員会といたしましては、用具類の整備を平成２１

年度から進めてきており、また指導する教職員の

研修につきましても参加の案内をしてきていると

ころであります。本年２月１６日に実施をいたし
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ました上川教育局主催の中学校武道、ダンス必修

化に係る保健体育担当教員説明会には、名寄市か

らも５名の教員が参加をしております。武道は、

礼に始まり礼に終わるといった伝統的な考え方を

理解をし、相手を尊重して練習や試合ができるよ

うにすることを重視をする運動科目であります。

そのためにも学習のねらいを明確にして指導する

ことが重要であり、簡単な競技も行いますので、

安全面に十分に配慮することが必要であると考え

ております。教育委員会としましては、今後も用

具類の整備に心がけるとともに、授業に当たって

は生徒の体調の変化などに気を配ったり、危険な

動作や禁じわざを用いないこと、自分の技能、体

力に応じてわざに挑戦するなど、指導の徹底を図

るよう各学校に指導してまいります。

また、北海道教育委員会によりますと、札幌市

内を除き全道の６４％の中学校が柔道を選択して

いると示されておりますことから、事故につなが

りやすい行為や万が一にも事故が起きた場合の対

応の仕方などについて今後も指導する教員の研修

の機会の充実に努めてまいります。

小項目３点目、教育改善プロジェクトの現在の

進捗状況でございます。名寄市では、学力向上な

ど緊急な課題や継続的に改善を図っていかなけれ

ばならない課題がございます。この解決のため、

子供たちの生きる力の育成に向けて名寄市の小中

学校の教育を総合的、計画的に改善、推進を図る

ことを目的に（仮称）名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を名寄市教育研究所の中に組織をするこ

ととし、過日準備委員会を開催をしたところであ

ります。準備委員会では、平成２４年度は学力向

上の取り組みを効果的に進めるために、学力向上

対策プロジェクトを立ち上げることを確認をいた

しました。そのための組織や内容につきましては、

指導方法の工夫改善や加配教員の活用などについ

て検討する指導法工夫改善プロジェクト、巡回指

導教員の活用や外部指導者の招聘などについて検

討する指導力向上プロジェクト、天文台や地域人

材、電子黒板などの活用について検討について活

用する教育資源の活用プロジェクトの３つのプロ

ジェクトを設定することといたしております。ま

た、この取り組みを進めるために市内の全学校の

教職員が互いに英知を結集し、力を合わせて参加

する組織体制づくりになるよう検討しているとこ

ろであります。今後は、目的や内容、組織につい

て再度吟味を進め、各学校に周知をしたり、上川

教育局の指導、助言を得ながら、６月には第１回

目の教育改善プロジェクト委員会を開催をしてま

いりたいと考えております。

４点目の地域の特色を生かした教育のあり方、

特に名寄らしさであります雪や冬を教材とした教

育活動のあり方についてであります。議員御指摘

のとおり、名寄市では平成１８年に名寄の冬を楽

しく暮らす条例を定め、雪や寒さを生かして冬の

生活をより暮らしやすくする、また楽しいものに

することを目的に冬のいろいろな活動の展開を市

民の方々と協働で推進を図っているところであり

ます。名寄市には、豊かな自然や施設など教育資

源がたくさんございますが、とりわけ自然の持つ

教育的な価値をとらえて効果的に活用することは、

心豊かでたくましい子供たちを育成する上で大切

なことであります。特に名寄の冬の雪質は日本一

と言われており、貴重な財産であります。各教科

や特別活動、総合的な学習の時間などにおいてそ

れぞれの目標を達成するために、名寄の冬や雪、

寒さを生かした身近な教育資源として活用するこ

とは重要であることと考えております。そこで、

各学校におきましては、スキー学習や歩くスキー、

カーリング体験など体育の授業に位置づけをして

取り組んでおります。また、名寄東小学校の地域

と連携をしたランタンづくり、西小学校の雪と灯

りの集い、日進小学校のスノーフェスティバルな

ど各学校においては名寄の冬を積極的に楽しむ活

動を行っております。また、社会教育におきまし

ては、北海道大学北方生物圏フィールド科学セン

ターなどと共催をして、冬の森の自然に触れる森
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のたんけん隊であるとか、博物館では雪と遊ぼう

などを企画をして、冬ならではの自然体験活動を

実施をしております。教育委員会としては、今後

もこれらの豊かな教育資源の効果的な活用につい

て総合的に検討しながら、名寄ならではの教育課

程の編成や社会教育における冬の自然体験メニュ

ーの充実など、実施に向けて支援、指導を行って

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（山田典幸議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

まず初めに、農業・農村振興計画についてであ

りますが、この件に関しては先ほど日根野議員の

ほうからも詳しく質問がありましたので、私のほ

うからの再質問は割愛させていただきたいと思い

ますが、いずれにしましても前期計画の検証をも

とにして後期計画、やはり現場の実情ですとか、

農業者の生の声、しっかりと把握していただきな

がら取り組んでいっていただくことを求めて、次

に進みたいと思います。

人・農地プランについてであります。まず、１

点目、最初に基本的なことをちょっとお伺いして

おきたいと思います。今回の人・農地プラン、地

域農業マスタープランを策定するに当たっての行

政として策定をする主体、これは行政が策定する

のか、それとも農業者が策定するのか、この基本

的な考えについてお伺いしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

この人・農地、マス〇経済部長（寺崎秀一君）

タープランですか、これにつきましては補助事業

をもらうためのプランとなりますので、生産者の

方々の意向を聞きながら、それがこの補助事業に

該当すればこのプランにのせていくことになりま

すので、行政としましては生産者の方々の意向を

聞きながら、それが補助事業に乗るようなタイミ

ングであればこのプランにのせていく形となりま

す。ですから、行政は補助事業に乗せるお手伝い、

生産者の方は移動によってその部分が補助対象に

なるかならないかという部分のお尋ねいただけれ

ば、またアンケートもとりますので、自分がこう

いうことをしていきたいということを書いていた

だければ、その中で行政が補助事業に乗れるか乗

れないかということを判断していきたいと思いま

す。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと資料を私も何〇５番（山田典幸議員）

点か見させていただいた中で、こういう文言があ

るのです。地域において徹底的な話し合いを行い、

地域が抱える人と農地の問題を解決するため、未

来の設計図となる地域農業の将来像を記載した地

域農業マスタープランを策定する等々とあります。

また、市町村は話し合いを受けて人・農地プラン

の原案を作成し、農業関係機関や農業者の代表で

構成する検討会を開催しますと。いろんな資料を

見ても、まずやはりこれ地域においての徹底的な

話し合いをしてくださいと。その上で、市町村は

その話し合いを受けた上でプランの原案を作成し

てくださいというような進め方が書いてあります

が、そういう中でこの間私のところにも来ました、

このアンケート。５月末までにつくられるという

ことなので、果たしてこれで地域の将来像という

ものができるのでしょうか。その辺お伺いいたし

たいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

土地の流動化におき〇経済部長（寺崎秀一君）

ましては、地域の方々とお話ししながらという形

になるかという具体的なものは進めてまいります

けれども、とりあえず２４年度の補助事業に乗る

ためにはこのプランにのせておかないと補助対象

になってこないわけです。この事業につきまして

は、絶えず見直しをかけながら、事業に乗れる方

々の意見を聞きながら、また地域での将来に向か

った流動の形を聞きながらプランにはのせていき
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ます。ただ、２４年度分につきましては、もう早

急にこのプランにのせておかないと補助事業と、

対象となりませんので、それを把握するために最

初の段階としてアンケート調査をさせていただき

ます。ただ、それでこの計画終わったわけではな

いので、まだ次年度の計画に向けながら、また地

域の方々と話し合いながら、その辺は進めてまい

りたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

事業に乗るということ〇５番（山田典幸議員）

も非常にこれ大事なことだと思います。２ヘクタ

ール以上７０万円、５ヘクタールから２ヘクタ

ールまでの間が５０万円の集積に対してのそうい

った支援の金額もあるわけですから、非常に大事

なことではあるのですが、それよりもまず大事な

ことというのがあると思いまして、作成に当たり

ましては行政の事務的な部分のサポート、また合

意形成に向けたアドバイスもこれ当然必要だと思

うのですが、やはり今回の地域農業マスタープラ

ンは地域の農業者みずからが作成し、みずからの

地域農業のためにこれ実行する計画であるべきだ

と思います。今回のことは、本当に事業のお金だ

けの問題ではなくて、地域農業の将来像を農業者

自身がやはり真剣に考えるきっかけにならないと

ならないのではないかなと、これ私今回の支援策、

プラン等の説明書を見ても感じるのですが、ぜひ

事業に乗ることはこれ非常に大事なので、そうい

う形でアンケートをまとめて、事業に乗るという

形、これは進めていただきたいと思うのですが、

いずれにしましてもきちんとした形で話し合いの

場、農業者が地域の将来の農業に対して今後どう

していくのかと話し合える場をしっかりとつくっ

ていただきたいと思います。その辺に関してお伺

いします。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

それは、もう当然の〇経済部長（寺崎秀一君）

ことでございまして、地域で将来的にどのような

形がよいのかというのは当然のことでございます。

ただ、こちらの流動化はちょっと農業委員会の流

動化と違いまして、円滑化団体という昨年つくり

ました部分への白紙委任という形もございますの

で、従来やっています農業委員会のあっせんとも

また違った形となっております。それで、北海道

には合っていないという形でよく言われているの

が現状でございます。そういうこともありますの

で、実際の流動化については農業委員さんともい

ろいろ検討しながらやっていただきまして、こち

らのほうで乗れる部分はこちらのほうで乗るとい

う、そういう仕分けも必要かと思いますし、いず

れにしましても地域が担い手としてどういう人を

選定していくかとか、将来的に農地をどうやって

動かしていくかだとかということも地域の中で十

分話し合われることが最重点といえば重点です。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そこがまず基本になる〇５番（山田典幸議員）

と思いますので、それに対してのやはりサポート

という部分で、これは必ずお願いしたいと思いま

す。私ちょっとたまたま説明会も出席しないで言

うのもなんなのですが、出席した若い担い手の方

とお話しする機会がありまして、その方も今回の

人・農地プランの策定に関しては非常に期待をし

ていたというか、内容に関してやはりそういう地

域農業の将来を考える機会になるのではないかと、

そんなことをおっしゃっていました。事務的なこ

とばかりでそういうお話が全くなかったものです

から、ちょっと残念だったなというようなお話も

聞きましたので、そのあたりしっかりと今後の説

明会の中で、今後そういう事務的な手続があって

５月末までにはプランという形はつくらなければ

ならないけれども、将来の地域農業をどうしてい

くかという話し合いの場は必ず設けていくという

ことを行政のほうから農業者の皆さんに趣旨も含

めてきちんとした形で説明をしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。

次に進みたいと思います。農業と観光振興の結
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びつきについてということで、さきの議員協議会

でも観光振興計画の内容に関して御説明をいただ

いております。計画について私自身は、さまざま

な角度から現状分析、また課題の洗い出しですと

かされていまして、また実証実験、アンケートの

調査の結果に基づいた戦略も立てられておりまし

て、全体的に非常によくできた計画だと感じてお

ります。改めまして策定に当たられました市民懇

話会の皆さん、また庁内検討委員会の皆さんに敬

意を表したいというふうに思います。

ただ、１つここで申し上げさせていただきたか

ったのは、物産振興という面で、この計画におけ

る、ちょっと拝見させていただいた中では農業の

位置づけがもう少し具体的に見えてくるとよかっ

たなと。昨年の第２回の定例会で私農商工連携に

ついて質問させていただいたのですが、それに対

して名寄市の農産物、加工品のＰＲ、また販売促

進、販路の確立など観光振興計画の中においても

強くうたうようにしたいと、そのような御答弁を

いただいておりましたので、もう少しそういう部

分があってもよかったのかなと思います。物産振

興イコール観光ということではありませんけれど

も、名寄市の知名度向上、またＰＲ、ブランド力

の強化という部分では重要な要素ではないかと思

います。確かにひまわりにしてもグリーン・ツー

リズムという部分にしても農業が観光にかかわる

大変重要な部分なのですけれども、今回の計画の

中ではメーンイメージにモチ米、そしてその下の

サブイメージにアスパラとうたわれている中で物

産振興にという、そういう物産振興という部分で

の具体的な戦略がちょっと見えてこない、そんな

感じがしたものですから、その点に関して改めて

お伺いしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市の農産物〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

のすぐれた点については、もう今さら申し上げる

までもないのですけれども、実は観光振興計画の

中で農業に関しては先ほどもちょっとお話をさせ

ていただいたのですが、食ばかりではなくて例え

ば体験の可能性も持っている。先ほど言ったイメ

ージの可能性も持っている。ただ、食といったっ

て例えば直販ですとか加工ですとか、あるいはそ

れを食事に提供するとかという、農業の可能性と

いうのは非常に高いものを持っていますし、地元

生産物として絶大なる有利性を持っているという

部分なのです。それで、今後もちろん名寄に来ら

れた方へのおもてなしだとか、それから食でのも

てなしなのか、あるいは体験のもてなしなのか、

そういったメニューもありますし、さまざまな場

面で農業の方には農業関係についてはかかわり合

いがあるというふうに思っています。それで、一

応ことしの４月にオール名寄体制で新たな体制を、

名寄市観光交流振興協議会というのを立ち上げよ

うと思っています。その中に農業者の立場、ある

いは例えば直販をされている立場ですとか、そん

な中から御意見をいただいて、事業に、主体とな

るのですけれども、その主体のそこに必ず農業が

くっついているという、そういうイメージでぜひ

御参加をいただきたいと思いますし、いろんな提

言、意見をいただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

やはり農業者もいわゆ〇５番（山田典幸議員）

る経済効果という部分での物産振興の戦略ももう

少しはっきり見えてこないと、なかなか観光とい

う部分に行き着かないのかなと思います。改めて

具体的な戦略を示して、また改めて検討して進め

ていっていただきたいなと思います。また、オー

ル名寄体制というお話出ました。やっぱり農業関

係といえば農協を中心とした各関係団体と、また

行政がしっかりと連携していただいて、ここはま

た農業者も一体となって取り組む体制と、また意

識というのが大事になってくるのかなと思います。

農産物の販売は農協、観光は行政と、そういうこ

とではなくて、確かに主たる役割というのはそれ

ぞれあるのですけれども、それぞれが一緒になっ
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てお互い重要な役割を担っているという意識にな

ってこないとうまくいかないのかなと思いますの

で、特に名寄に関しては一自治体一農協という、

そういう理想の形が整っていると思いますので、

これは観光振興計画に限らず地域の農業政策を進

める上での理想的な形だと思いますので、しっか

りと連携して進めていただきたいということを求

めておきたいと思いますし、私自身も今回の観光

振興計画に関しては期待をしている一農業者とし

て、また一市民として精いっぱい協力させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

続きまして、学校適正配置計画のほうに移りた

いと思います。御答弁いただきまして、保護者の

方、また地域への説明のあり方については理解を

させていただきました。一番は子供たちにとって

望ましい教育環境を何よりも優先させるべきだと

思いますけれども、その上でやはり保護者、地域

の理解、合意形成というのが不可欠な要素である

と思いますので、今後もそのように丁寧に進めて

いっていただきたいなと思います。

一昨日山口議員のほうからも同様の質問をされ

ておられました。御答弁の中でもありました智恵

文地区に関して、今後の取り組みということでお

伺いしておきたいと思いますので、御理解いただ

きたいと思います。御承知のように智恵文地区に

関しては、児童生徒数減少の中にあっても小中そ

れぞれ独立した形でありまして、複式ではありま

すけれども、小中とも今のところ欠学年がないと

いう状況になっています。ただ、小学校の校舎が

築後３５年経過しておりますので、施設の老朽化

という面からも地域としてやはり学校教育の将来

を考え始めなければならない時期に来ているので

はないかなと思います。一昨日山口議員の質問に

対して教育長から、地域からの要望があれば地域

の将来の教育のあり方などについて共通認識に立

つという視点で、適正配置と施設整備に関して地

域と行政が語り合う場を設定して対応するとの御

答弁をされましたが、このことは今後の智恵文地

区の学校問題においても同様の認識をさせていた

だいてよいのかお伺いしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校の適正配置、特〇教育部長（鈴木邦輝君）

に郊外、農村地区の部分につきましては多くの方

がまた関心を持っておられる部分ではないかなと

思っております。基本は、郊外地区につきまして

は今議員の御指摘もありましたように特色ある教

育活動が展開をされているとか、それから地域コ

ミュニティーの中心であるということ、そして住

民と学校との関係が大変密度が濃いと。こういっ

た部分で、あくまでも地域での合意が大前提で統

廃合を進めていきたいと考えている基本姿勢は変

わっているものではございません。山口議員から

の質問にもありましたように、ただ教育委員会と

しては待ちの姿勢だけではなかなか地域の方の御

理解も得られない部分あるかと思いますので、今

後につきましては地域からの要請、要望があれば

地域内での意識、それから認識をお伺いするため

に出向いていくということ、また児童数等の正確

な情報を提供するということもあります。その上

で地域と教育委員会が共通の理解、認識に立って、

その立場に立って協議の場を進めていくという部

分で、ある意味で一歩踏み込んだ考え方を認識を

持っておりますので、先日の教育長の答弁どおり

御認識をいただければと思っております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

理解をさせていただきたいと思います。やはり地

域のことは地域で決める、これは基本だと思いま

す。ただ、行政の方針、また今おっしゃったよう

に正確な情報を理解しないまま地域だけが先に進

んでしまっても、これはうまくいかないと思いま

すし、もちろん行政が勝手に決めるというもので

もないと思います。まず、お互いがそういった共

通の認識を持ってスタートラインに立って、その

上で連携をしながら協議をしていくということが

大事だと思います。私どもの地域としましても、
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今後まず子供たちにとって何が一番望ましいかを

第一に、その上で地域特色いろいろありますので、

地域コミュニティーの核としての格好をどうして

いくかということをしっかり考えていける体制づ

くりを進めていきたいと思いますので、すべて未

来を担う子供たちのためでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

時間が大分なくなってきましたので、中学校の

新学習指導要領の全面実施ということで、１０日

の新聞だったでしょうか、道新に柔道の事故の道

に賠償命令ということで、保護者の方から非常に

不安な声がたくさん出ていて、必修化は延期をと

いう声が上がっているそうです。文科省が安全確

認をしっかりした後に中学校の授業を開始してく

ださいと各都道府県、教育委員会に通知をしたと。

このような通知、名寄市のほうにも来ているのか

と思いますけれども、そういった安全対策につい

て先ほど答弁いただきました。いろいろな対策を

講じてきたということでありますが、この通知を

受けて何か名寄市としての対応、どのように考え

ていらっしゃいますでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

昨今の新聞報道にも〇教育部長（鈴木邦輝君）

ありますように、特に武道、またその中でも柔道

の、武道に当たっての保護者の安全に対する危惧

があるというのは教育委員会としても認識をして

おります。昨日の新聞報道にもありましたように、

脳に負った傷というのはなかなか外見からは判断

ができないということで、担当の教員だけでなく

て学校全体で危機感を共有する必要があるとか、

それから実技講習会、研修会については専門的な

知識とか、競技団体と連携して実施をするという

指摘もございます。３月、文科省からの通知では、

１点目には学校の指導体制、２点目には事故発生

時の対応、それから３点目には武道場の安全管理

という部分につきまして、教員が指導できる水準

に達しているか、また安全に配慮した指導計画が

つくられているか、用具の安全点検の確保がなさ

れているか、また事故発生時の救急対応等緊急連

絡体制が確立されているかという部分が指摘をさ

れております。教育委員会といたしましても道教

委と連携をとりながら、この部分についてはしっ

かりと認識をして、２４年度からの実施に向けて

指導等をしていきたいと考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

学習指導要領の中での〇５番（山田典幸議員）

伝統や文化に関する教育ということで、御答弁に

もあった礼に始まり礼に終わるという、非常に大

事なことだと思います。ただ、その中でやっぱり

保護者の方の不安というのも当然これあるのかな

と思います。また、事故が起きてからでは遅いの

で、私はこういう伝統的なそういった武道授業と

いうのはどちらかといえば賛成なのですが、いろ

んなやはり非常に心配される保護者の方が多いと

いうような報道もありました。市内でもやっぱり

そんな声も聞いたりもしますので、十分な対策、

対応を求めておきたいと思います。

教育改善プロジェクトについて御答弁いただき

ました。先ほど現在の進捗状況を御説明いただき

ました。新年度から具体的な取り組み始まるかと

思います。非常に私も保護者の一人として期待を

しておりますので、新年度と、そして今後の具体

的な取り組みについてありましたら、ぜひお聞か

せいただきたいと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今御質問ありました件〇教育長（小野浩一君）

につきましてでございますけれども、今後の進め

方につきまして内容と方向等について若干補足を

させていただきたいと思います。

先ほど部長のほうから説明がありましたように、

子供たちの生きる力の育成に向けまして名寄市小

中学校の教育を総合的、計画的に改善、推進を図

ることを目的としたプロジェクトを名寄市教育研

究所に組織いたしまして、過日準備委員会を立ち

上げ、３回ほど会議を積み重ねてきているところ
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でございます。現在の名寄市の小中学校の課題の

一つは、これまでもお話ししてきましたように北

海道の課題でもあります子供たちに確かな学力を

身につけさせることでございます。また同時に、

豊かな心と健やかな体を育てることも求められて

おります。このようなことから、基本的にこの２

点を大きな柱として教育研究所の機能を生かして

教育改善プロジェクトを推し進めてまいりたいと

思います。とりわけ平成２４年度につきましては、

学力向上の取り組みを効果的に進めるために、学

力向上対策プロジェクトということの立ち上げに

取りかかっているところでございます。この中で

学力の向上にかかわる道教委の指定事業や本市独

自で行っている事業、例えば放課後子ども教室で

すが、またこれから予想される指定事業などを総

合的にとらえまして、学力向上に関する取り組み

がより一層効果的に進められているか点検、評価

したり、それらの成果を各学校にしっかりと波及

させていく取り組みを進めていきたいと思います

けれども、その際先生方の英知を結集いたしまし

て、名寄市として学力向上に関する共通テーマを

掲げたり、市内すべての小中学校が何らかの形で

かかわっていけるような、全学校体制で進めてい

けるような検討を考えているところでございます。

先ほど部長のほうからは３つのプロジェクトの

内容についてお話ししましたが、それはその説明

のとおりでございます。現在教育改善プロジェク

トについては、基本的にこのような取り組みを進

めていくために校長会、教頭会、教育研究所と連

携しながら、基本的プロジェクトづくりの作業を

進めております。ただ、４月異動の問題もありま

すので、内容及び組織づくりについては４月から

５月にかけて体制を固め、具体的なスタートは６

月と考えております。

なお、豊かな心、健やかな体を育てるプロジェ

クトについてですが、これは学力向上のプロジェ

クトが軌道に乗る数年後、今のところ２６年度を

めどにスタートさせていきたいと考えております。

以上でございます。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

理解をいたしましたの〇５番（山田典幸議員）

で、しっかりと教育環境の整備、また子供たちの

学力向上に、これは非常に繰り返しになりますが、

期待しておりますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。

最後になります。地域の特色を生かした教育の

あり方ということで、雪、冬ということで質問さ

せていただいたわけなのですが、さまざまな取り

組みされているという御答弁いただきました。名

寄は、やはり約半年間冬なわけです。その中で子

供たちが冬の楽しみを見つける。そうすると、毎

年冬が待ち遠しくなって、そこから郷土に対する

愛情が生まれ、生きる力というのがはぐくまれて

いくのではないかなと思います。幅広く伺いたか

ったのですが、ちょっと時間もないので、ウイン

タースポーツに限って、合併まで市技として指定

されていたスキーに関してなのですが、というの

も先般市内在住のスキー指導員の江畠絵美さん、

多分御存じの方もいらっしゃると思いますが、先

日長野県で行われた全日本のデモンストレーター

選考会においてスキー指導者の最高峰であるナシ

ョナルデモンストレーターに認定されたというこ

とであります。簡単に言いますと、これ基礎スキ

ー界のトップアスリートとでもいうのでしょうか、

全国で認定される女子選手は１０名にも満たない

数で、大変な栄誉です。今後地域だけではなくて、

これ北海道、そして全国のスキー振興に力を発揮

していただけるものと思います。そんなすばらし

い人材が名寄にもおりますので、スキーに関して、

ちょっと学校におけるスキー授業に関してなので

すけれども、道内でもスキーの授業を減らす、ま

たなくすという学校がふえてきている。大変残念

なことなのですが、いろんな要因があると思いま

すけれども、名寄に関しては授業を減らさずに時

間を確保している状況だと認識しておりますが、

例えばスキー授業の時数を名寄市独自、単独で今
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後ふやすということは可能なのかどうかお伺いし

たいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

冬の学習活動の中で〇教育部長（鈴木邦輝君）

も名寄市は、スキーという部分につきましては大

変重要な位置を占めております。現在スキー授業

につきましては、用具、それから人員の配置でバ

ス等手配をしてスキー場に行っている実情でござ

いますので、今後中身、特に教育課程の中で授業

もゆとりの時間から少しずつ厳しい教育課程にな

ってきておりますので、その辺は学校側と相談を

しながら、また一部予算を伴うものもございます

ので、その辺については相談をしながら検討をさ

せていただきたいと考えておりますので、御理解

ください。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ前向きに検討して〇５番（山田典幸議員）

いただきたいと思います。人材活用という部分で

もそういったすばらしい人材もおりますし、うま

くこれから地域ボランティアというか、そういっ

たものも活用していったらいいのではないかなと

思いますので、よろしく御検討をお願いしたいと

思います。冬、スキー含めた雪の上でのスポーツ、

単に体力づくりだけが目的ではないと思っており

ます。体力づくりだけでしたら、暖かい室内でも

やれるわけで、北国の文化、そして北国名寄独自

の教育としてやはり普及、発展させていくことに

意義があると思いますので、ぜひ前向きに御検討

いただきたいと思います。

以上で私の質問終わりたいと思います。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１９分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

市立総合病院にかかわって外２件を、竹中憲之

議員。

議長より指名をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたので、代表質問も含めて１０名既に質問

がされておりますけれども、さきの通告に従いま

して、大項目で３点について質問させていただき

ますが、何名かの方が同様な質問をされておりま

すから、答弁については簡略でお願いをしたいと

いうふうに思います。

大項目の１点目は、市立総合病院にかかわって

３項目についてお聞きをいたします。名寄市立総

合病院は、地方センター病院として名寄市だけで

なく道北の医療を担う重要な役割を持っているこ

とは言うまでもありませんが、医師の確保も大き

な問題ではありますが、医療技術や看護師などの

医療スタッフ全体の問題であると私は考えていま

す。そこで、小項目１点目は、医療スタッフの動

向についてであります。年度末から年度初めの退

職者数と採用数について、また現時点でのスタッ

フの総数についてと年度初めのスタッフの総数に

ついてお知らせを願いたいというふうに思います。

小項目２点目は、新年度のスタッフ体制につい

てでありますが、佐古院長の並々ならない御努力

と関係機関の御理解あるいは御協力によりまして、

半年ぶりに消化器内科が新年度より再開をいたし

ます。昨年９月まで診療を受けられておりました

患者さんの声として、精神的にも肉体的にも非常

に楽になるという話を聞きました。そこで、再開

に伴う各科におけるスタッフの体制が整うのか危

惧をしております。今日まで特に看護師の採用条

件を緩和をしても応募が少ないとのことですが、

どのような対策を考えているのかお聞かせを願い

たいというふうに思います。

小項目３点目は、スタッフの労働条件について

お聞きをしたいというふうに思います。外来にし

ても病棟にしても診療科や、あるいは病棟によっ

て違いはあると思いますけれども、退庁時間に帰

宅ができないとの声も聞きます。精神的にも肉体

的にも休暇がとれないことによる医療ミスが起き
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ると、患者さんもスタッフも不幸な事件につなが

るというふうに思います。そこで、代休の消化状

況と有給休暇の取得状況についてお知らせを願い

たいというふうに思います。

大項目２点目は、空き家対策についてでありま

すが、３項目についてお聞きをいたします。小項

目の１項めは、名寄市内における空き家の件数が

わかれば総件数をお願いを申し上げます。

小項目２項目めは、今冬は暖気の日が少なく、

屋根に積もった雪が落ちづらく、空知を中心にし

て倒壊する家屋が多く出ただけでなくて、倒壊や

倒壊のおそれのある家屋が増加をしました。名寄

市において雪による倒壊をした家屋があれば、件

数をお知らせを願いたいというふうに思います。

小項目の３項目めは、安全のための対策をどの

ようにされたかであります。危険家屋の問題と安

全面を考えたときに、特に歩道に面した家屋等に

ついてどのような対策や指導をしたのかお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

大項目３点目は、指定管理者制度についてであ

りますが、一昨年の３定で同様の質問をさせてい

ただきました。平成１５年に地方自治法改正に伴

って、名寄市では風連と合併した１８年度に導入

をしたと記憶をしておりますが、その内容は民間

活力を活用しての施設の管理等コスト削減をし、

住民サービスの向上を図るということにありまし

た。そこで、小項目１項めは指定管理施設におけ

る正規雇用者と非正規雇用者の雇用数について、

通年雇用、短期雇用別についてお知らせを願いた

いというふうに思います。

小項目２点目は、指定管理施設の指定の見直し

についてであります。一昨年の３定以降議論がさ

れた経緯があればお知らせを願いたいというふう

に思います。

小項目３点目は、正規雇用者と非正規雇用者の

年収についてわかればお知らせを願いたいという

ふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

議員からは、大きな項目で３点の御質問をいただ

きました。１点目は私から、２点目は市民部長か

ら、３点目は総務部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いをいたします。

初めに、市立総合病院の医療スタッフの総数に

ついてお答えをいたします。３月１日現在の職員

数は、医師が１１人の研修医を含めて５７人、看

護部所属の看護師が正職員が２６３人、臨時職員

が２０人、パート職員１９人、合わせて３０２人、

薬剤師が８人、医療技術系の正職員が４６人、事

務部等の正職員が３４人、その他の補助業務の臨

時、パート職員を含め全体で６４０人となってお

ります。

なお、平成２３年度当初の４月１日現在では、

職員が３９８人、臨時職員が２１６人の合計６１

４人でしたので、職員で１人の減、臨時職員で２

７人の増、全体では２６人の増加となっておりま

す。

次に、平成２４年４月１日時点での、これは予

定でありますけれども、医師が７人の研修医を含

めて５８人、看護部所属の看護師が３月末の退職

予定１４人に対し、新採用予定者が１８人、医療

技術系の正職員が新採用３人となっております。

現在各種職員の退職及び採用の調整を行っている

段階で確定はしておりませんが、総数では１０名

程度増加する見込みとなっております。

次に、（２）の今後のスタッフ体制、消化器内

科の再開に伴うスタッフ体制についてであります。

昨年１０月からの休診以降も糖尿病・代謝内科の

配置と兼ねていたため、大幅な減員は現在も行っ

ておりません。また、４月以降において外来、透

析室、集中治療室の機構を一部見直す予定であり、

全体的な調整の中でスタッフの配置を行います。

消化器内科の部門では、検査業務がスムーズに実

施できる体制を整えることとあわせて、受け付け
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業務で新たに臨時のクラークを１名増員する予定

でおります。

次に、スタッフの労働条件について申し上げま

す。主に看護部門における代休消化の状況につい

てでありますが、各部署ともおおむね消化できて

おりますが、部署によっては数名のスタッフが３

日から５日程度の未消化があります。しかし、看

護課長の職では、最少ではゼロから最大で２３日

の未消化があり、ばらつきが生じております。こ

れは、スタッフの消化を優先していることに起因

をしておりまして、先ほど申し上げました機構の

見直しなどで調整を図ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、有給休暇の取得状況についてであります

が、平成２３年度における正職員の有給休暇の取

得状況については、診療部で２４％、薬剤部で

４７％、看護部で１６％、医療技術部で５

６％、医療安全管理部で３２％、事務部で３

８％の消化率となっております。診療部、看護部

において消化率が低い状況となっておりますが、

業務量と人員数のバランスに起因するものととら

えております。いずれもスタッフの確保に苦慮し

ている職種でありますが、充足できるように今後

も努力してまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私から大項目２、空〇市民部長（土屋幸三君）

き家対策についてお答えをいたします。

まず初めに、小項目１、市内における空き家の

件数についてであります。合併前の名寄市におい

て、平成１３年度に町内会の協力を得て空き家の

実態調査を実施いたしました。民家で１３９件、

事業所等で３１件、合わせて１７０件の報告をい

ただいたところであります。さらに、平成１９年

度に名寄地区市街地域の空き家住宅現況調査を実

施いたしました。１１３件の空き家を確認をして

いるところであります。以降全市的な調査は行っ

ておりません。

次に、小項目２、雪による倒壊件数についてお

答えをいたします。この冬の豪雪の影響で、道内

では空知地方を中心に空き家の倒壊が報道されて

います。名寄市では、現在まで消防署、警察署等

に確認をしたところ、住宅の倒壊はなく、車庫が

１件倒壊し、隣り合った車庫にも影響を与えたこ

とを聞いております。

次に、小項目３、安全対策についてお答えいた

します。空き家に対しての雪おろし等については、

当然所有者が管理する責任がありますから、まず

は所有者に連絡をして対応を依頼しております。

しかし、市に寄せられる苦情の多くは所有者が不

明であったり、親族が遠方であったりしています。

市の対応といたしましては、極力所有者または親

族に連絡して除雪等のお願いをしているところで

あります。また、町内会から所有者等と連絡がつ

かない、危険で緊急を要すると相談があり、町内

会の方々と協力し、屋根の雪おろしをしたところ

もございます。

なお、歩道等に落雪のおそれがあり、通行等に

危険、支障のある箇所につきましては、注意喚起

看板を設置しているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇総務部長（扇谷茂幸君）

３、指定管理者制度についてお答えをいたします。

まず、指定管理施設における正規雇用者と非正

規雇用者の雇用数についてでありますが、現在本

市における指定管理者制度導入施設は３２施設あ

りますが、そのうち東病院、社会福祉事業団４施

設、西部集落センター等町内会３施設の合わせて

８施設の公的部門を除いた２４施設の雇用者数に

ついてお答えをいたします。なお、複数施設で指

定管理者となっている業者につきましては、効率

性の面から当該複数施設を兼務で勤務をしている

場合がありますので、若干の重複を含むことをお

断りしておきますが、２４施設総計では正職員３
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５人、通年雇用の非正規職員がパートを含めて７

４人、季節雇用が同じくパートを含めて９７人ほ

どとなっております。

次に、指定管理施設の見直しについてお答えを

いたします。本市では、平成１８年４月から指定

管理者制度を導入をしておりますが、指定管理者

制度については平成１９年の新名寄市行財政改革

推進計画の策定時及び新名寄市総合計画の前期及

び後期計画の策定時におけるそれぞれの議論の中

で、民間活力の活用として指定管理者制度の積極

的な活用を掲げております。指定管理施設の指定

の考え方につきましては、平成２２年１２月の総

務省通知で指定管理者制度は公の施設としての設

置目的を効果的に達成するために必要があると認

められる場合に活用できる制度であるとされ、民

間のすぐれたノウハウを活用し、より効率的な管

理運営を行い、市民サービスの一層の向上に結び

つけることを目的としております。しかし、本市

におきましては指定管理者制度がすべての施設で

可能もしくは十分な効果が期待されるものとは判

断しておりませんで、その施設の設置目的や特性、

市民サービスの向上及び雇用の創出など制度導入

の可否につきましては十分な検討を行い、対応を

行っております。

次に、指定管理施設における正規雇用と非正規

雇用の年収についてお答えをいたします。勤務す

る方の勤務内容、勤務年数等、また指定管理業者

の業種や形態等の関係で年収額もかなりばらつき

がございます。通年の正規雇用者で２００万円か

ら５００万円、非正規雇用で１５０万円から２０

０万円程度となっております。

以上、答弁といたします。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたから、再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。

先ほど中身的に退職者の数等々含めて答弁をい

ただきましたけれども、ここ数年５０歳以上の看

護師を中心にした早期退職者が実は結構多いとい

うふうには思いませんけれども、しかしいるなと

いうふうに思っておりまして、そういう方々は再

就職をほとんどしていないというのが状況だろう

というふうに思っていますが、ここ数年の５０歳

を超えた方の早期退職者にかかわって、どのぐら

いの数がいるのか含めて、あるいはなぜ早期退職

をするかということも含めて分析をしておられれ

ばお答えを願えればというふうに思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

再質〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

問のほうにお答えさせていただきたいと思います。

主に看護部ということで、おおむね５０歳以上

ということで調べてみたのですが、退職の事情と

いうのは個人によってさまざまでありまして、正

確に把握できるというのは正直言って難しい部分

はあるのですけれども、把握できる範囲というこ

とで平成２０年度以降についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。平成２０年度が１名、２

１年度が１名、２２年度と２３年度はそれぞれ２

名ということで、４年間で６名ということで、こ

れらにつきましては結婚ですとか転勤ですとかで

はない、いわゆる個人の体調ですとか、そういう

のも含めまして、そうではないのかなという想像

の部分もあるのですけれども、一応このような状

況になっております。

以上です。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと聞いたところ〇８番（竹中憲之議員）

によりますと、若干業務の内容がきついかどうか

は別にして、ついていけないなということでやめ

た人の話も聞いたところでありまして、何がつい

ていけないのかというのも私はそこで聞くところ

まではいきませんでした。労働条件が悪いのか、

あるいは人間関係なのかわかりませんけれども、

そういう意味でいくと家庭的に生活ができるとい

う状況であればそれはそれでいいのですけれども、

しかし状況的に厳しい家庭環境の中にあってもや
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めざるを得ないという方がいるとしたら、非常に

不幸なことでありますから、そういった意味では

できれば早期退職者の方との綿密な話し合いをし

ながら、今後の扱いについてきちっと対応してい

けるようなものにしていただければというふうに

思っているところであります。

労働条件の扱いの問題で、労働条件といっても

先ほども言いましたように病棟によっても違うで

しょうし、あるいは科によっても違うでしょうけ

れども、年休消化の問題でいきますとそんなによ

い消化率ではないかなというふうに私は思ってい

ます。先ほど言いましたけれども、年休あるいは

代休も含めてきちっと消化をすることによって、

私はリフレッシュがされるというふうに思ってい

まして、事故があったときには大変な問題になる

わけですから、そういう意味でいくとやっぱりき

ちっと休暇をとれる体制をとっていかなければな

らないのだろうと思うのです。特に看護師さんの

ところでは、厳しい状況の科もあるようでありま

すから、そういった意味ではきちっと対応をして

いくというのは必要かというふうに思っています。

過日行財政改革アンケートを読ませていただき

ました。それを読ませていただいたのですが、実

は行財政改革にかかわらないことが結構多かった

かなと、本庁にしても病院にしても。その中で気

になったのが先ほども言いましたように労働強化、

あるいは定時刻に帰れない、あるいは代替がいな

い、休めないというのが多くあったというふうに

私は記憶しておりますけれども、こういう体制も

科によって違うかもしれませんが、今後の看護師

さんの採用にかかわって名大等の扱いもあります

し、あるいは中途からの一回退職した方の採用の

問題、いわば年齢制限も撤廃したわけであります

から、そういう条件を今後きちっとつくっていか

なければならないというふうに思っていますけれ

ども、その辺の扱い、あるいは議論がきちっとさ

れているのかどうかについてちょっとお聞きをし

たいというふうに思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

御承〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

知のように、病棟によってすごく勤務条件が違う

ことによりまして定時で帰れない職場があって、

今回の行革のアンケートにつきましては私も全部

読まさせていただきましたけれども、職場の苦情

といいますか、なかなか人材確保ができない現状

の厳しい労働条件を訴える声もあったのは事実で

ございます。今後の看護師の確保策についてなの

ですけれども、１つはさきの代表質問等でも市長

のほうからお話ししましたように、学資金の貸付

枠の拡大、あるいは特に市立の大学とはより一層

の連携を図っていかなければならないのかなと。

具体的には、看護部長、大学の看護学科長との定

期的な、今でも情報交換、協議をしていますけれ

ども、それを密にしていく。あるいは、大学の学

生の募集の段階から情報を共有して、特に今看護

師のパンフレットを市立病院で余り今までいいの

がなかったものですから、４月から５月にかけて

できる予定なのですけれども、それをつくってお

ります。それらを活用していただいて、高校訪問

のときから一緒に相互で連携を図っていく。ある

いは、今後は大学の教員と市立病院との現場との

人事交流なんかも含めて、同じ市立の機関ですの

で、それらを連携をし合って看護師の確保に努め

てまいりたいと思いますので、御理解をいただき

たいと思います。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

過日の東議員の質問に〇８番（竹中憲之議員）

も同じようなことで話がされましたけれども、よ

り一層名寄大学との密にしながらやっていかない

限り幾ら金をかけてもそこは労働条件が悪かった

りすると来ないという、特に中身的には大学から

病院に来て、それぞれ数年たたないうちにやめて

いくという方も何人か私承知をしておりますけれ

ども、そういう状況にならないような体制が必要

かなというふうに私は思っているのです。現状で

努力をしながら、看護師の配置が１５対１から１
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０対１に実はなっているのですけれども、中身的

に今後の扱いとして、医療費の問題もありますけ

れども、労働条件の改善も含めれば院内で７対１

の中身が、これ私勉強していませんから悪いので

ありますが、科によってできるのかどうか別にし

ても７対１にできるような体制を整えるのかどう

か、あるいは院内での議論がされているのかにつ

いてお聞かせを願いたいというふうに思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

７対〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

１に向けた導入の課題等については、御指摘のよ

うに一昨日の東議員の代表質問でも質問いただき

ました。昨年の夏から秋にかけて消化器内科の休

診が始まって患者数が落ちてきたことによって、

副次的に相対的に７対１がとれるような状況にな

っておりました。７対１を取得するには、１年間

の病床数の実績というのが必要になります。それ

がクリアできて初めて申請されることになります。

具体的にこれからどうするのかということであり

ますけれども、消化器内科が４月から再開をされ

ることによりまして患者数の増加が予想されます。

導入に向けては、患者数の調整と看護師の確保が

これからの大きな課題かなというふうに思ってお

ります。参考までに最近６カ月間の一般病床の月

平均の患者数なのですけれども、３００に対して

ですけれども、９月が２１９人、１０月が２３２

人、１１月が２３７人、１２月が２０５人、１月

が２１１人、２月が２４７人となっておりまして、

２月までのいわゆる直近の１年間の平均では２３

０人となっております。１２月、１月というのは

ＮＩＣＵの改修工事なんかもありまして、３階西

病棟を閉鎖していたものですから減少したのです

けれども、２月以降は小児科、脳神経外科、整形

外科、眼科などを中心に伸びている状況でありま

す。最近また、看護師、助産師の産休ですとか育

休ですとか、短時間勤務者がふえているのも事実

でございます。このような看護師の増員が見込め

ない中で７対１を導入するとなりますと、患者数

の調整、ベッドコントロールというのが必要にな

ってきます。そこで、２月末に院長と各診療科の

医長の先生方の面談を行いまして、私も初めて入

らせていただきました。４月からのベッドの、い

わゆる診療科ごとのベッドの一定程度の割り当て

を話をさせていただきました。その中では、４月

は１０対１のまま、そのままいくと。２カ月から

３カ月間様子を見て、患者数が思ったよりも伸び

ないで、現行の看護師数で導入が可能ということ

であれば、実施をしていきたいと考えております。

以上、よろしくお願いいたします。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

消化器内科だけでなく〇８番（竹中憲之議員）

てほかの診療等々含めて大きく院内が変わるとい

うことがあって、それはドクターだけでなくて看

護師も、あるいはスタッフ全体の中身になってい

くわけですから、相当数議論をして割り振りをし

ない限り恐らくもたないのではないかと。私はも

ってほしいのですけれども、そういうふうに思っ

ております。ドクターの扱いについては、今回３

人来るということで非常にいいのでありますけれ

ども、たまたま先月の上旬に北海道新聞に載って

いた道の医療アンケートを見たのですが、これは

地方センター病院２５病院あるうちの中身で、ア

ンケート、ドクターだけのアンケートですけれど

も、されていまして、この中で実は業務が多忙と

いうのが、これは私はドクターだけでないという

ふうに思うのですが、３５％。いわばセンター病

院の勤務環境の改善が必要だというのがそういう

ふうに実はなっているのです。その次に多いとい

うか、中身はやっぱり拘束時間というか、勤務時

間が非常に多い。８０時間以上というのはちょっ

と大きいのでありますが、６０から８０時間とい

うのが３８％もいると。これは、名寄も一部当て

はまるところあるのかなというふうに思っていま

すが、現状先ほど答弁ありましたように看護師だ

けの問題でいくと、それから努力をしながらとい

うことでありますから、しかし一方でドクターの
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問題も今の４月２日以降の中身であぐらをかくこ

となく、ドクターの配置をもう少しやっていかな

いといけないのかなというふうに私は思っていま

すから、そういった意味でこれは設置者でありま

す加藤市長も努力をしていただいて、精いっぱい

ドクターも含めた増員も必要かなというふうに思

いますので、御努力をお願いを申し上げたいとい

うふうに思います。

あと、先ほど年休消化、あるいは有給休暇の消

化や、あるいは代休の問題でありましたけれども、

日常、ふだんの看護にかかわって看護師さんの扱

いでありますが、特に病棟に行きますと忙しいと

いうこともあって、人間性もあるのかもしれませ

んが、にこやかさがないというか、どうもその辺

が気になっているところなのです。病院へ行って

苦虫つぶしたような顔していても仕方がないので

ありますが、ここに看護部の理念としてというこ

とで、心のこもったとか、信頼されるとか、そう

いう安全面も含めたことがあるのですが、そうい

った中身について常日ごろから看護だけでなくて

全体スタッフの勉強会というか、そういうのはど

のような形でやられているのか、ちょっとお聞か

せ願いたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

院内〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

の研修体制についてちょっとお話をさせていただ

きたいと思うのですけれども、特に議員からお話

ありましたように看護部につきましては教育担当

に専任の参事、課長職を配置しておりまして、各

病棟に２人いる係長のうち１人は教育担当という

ことで、各病棟それぞれ毎年のように新人が入っ

てきますので、それらを含めて研修には力を入れ

ております。また、院内全体の研修につきまして

は、院内に異動してきた者については外部講師を

含めて毎年接遇ですとか、そういう病院としての

基本的な研修をしております。ただ、看護部に比

べるとちょっとほかの部では教育の部分、そうい

う部分では少し足りないのかなと思っております

ので、それらについては今後検討をしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

そのところについては、〇８番（竹中憲之議員）

努力をお願いをしたいというふうに思います。

次に、空き家対策の扱いであります。歩道等々

の扱いについてそれぞれ所有者に注意喚起、ある

いは看板を立ててということでありますけれども、

中身的に聞くところによると農業倉庫も倒壊をし

ているというふうにも聞いていますし、あるいは

昨日も名寄大学の南側で屋根の雪落ちて車庫がつ

ぶれているというのを見ましたけれども、非常に

住宅だけでなくて全体的な家屋の倒壊もあるとい

うふうに私は思っているのです。これは、住宅で

ないからいいということでなくて、その中にもし

財産が入っていれば大きな損失にもなるわけです

から、そういったことも含めてきちっと私は行政

として押さえるべきだというふうに思っています。

特に私が気になるのは、通学路がある、いわば住

宅や倉庫等々が続いている、そういうところの扱

いです。もう既にことしはある程度雪が落ちて、

そのようなことがないのかなというふうに思って

いますけれども、しかし雪の落ちる時間帯は昼前

ぐらいから午後にかけてが多い時間帯だというふ

うに私思っています。たまたま通学路のところで

私が見たのは、危ないと思ってその家主に話をし

なければならぬかなと思ったら、二、三日後に雪

をおろして、過日見たらそれは壊されて撤去され

ていたという、そういう家もありましたけれども、

しかし特に通学路、歩道の扱いについては非常に

危険度は高いというふうに私は思っています。こ

れは、建設部とのかかわりもあるのでありますけ

れども、そういうところでもし空き家等々で雪が

落ちた場合の後整理や何かというのはどのように

されているのか、ちょっとお聞きをしたいと思い

ます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）
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ただいま御質問のあ〇市民部長（土屋幸三君）

りました、特に通学路等の問題であります。道路

管理上、当該建物の所有者に一時的には改善を依

頼をしているところでありますけれども、そうい

った残ったといいますか、そのままになっている

ところ、空き家でそうなっているところにつきま

してはなかなか所有者に連絡がつかない、そうい

った場合が多うございます。そういった場合につ

きましては、屋根の雪が落ちる前の部分につきま

しては緊急的に注意喚起の看板を設置をしており

ます。

なお、雪が落ちて通行の支障になると。そうい

った場合につきましては、建設部のほうで随時除

排雪を行っているというところでございます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

冬季は、そういうこと〇８番（竹中憲之議員）

で努力をされているということでありますから、

一定の理解をさせていただきますが、危険な空き

家対策、これは夏場の問題も含めて、防犯、防火

の問題も含めて出てくるというふうに思っていま

す。３年前には国の対策事業で何件か解体をいた

しましたけれども、危険な空き家の解体、非常に

各市町村では苦慮をしながらやっています。過日

も大石議員のほうから空き家対策条例という話も

ありました。東北では何市町か条例をつくってい

ますし、北海道でも条例をつくることを今進めて

いる市町もありますけれども、何ぼ家主に言って

も解体をしないということであるとしたら、対策

で使えるかどうか別にして、災害対策基本法の中

で一定程度使えるような気も私はしているのであ

りますが、撤去する。個人の持ち物ですから、簡

単に撤去することは厳しいのでありますけれども、

この基本法で解体をすることができるのかどうな

のか、その辺の考え方についてちょっとお知らせ

を願いたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員のおっ〇市民部長（土屋幸三君）

しゃったことにつきましては、まだ実は私どもも

十分勉強していないというところであります。他

市町村で類似した条例等も制定をしているところ

もございます。今の言われたこともあわせて今後

研究をして、早急に対応を図ってまいりたいとい

うふうに思っております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

中身的に研究をしてと〇８番（竹中憲之議員）

いうことは、余り進まないのかなという気がしな

いでもないのでありますが、本当に高齢化が進ん

で、ひとり身になって娘さんのところ、息子さん

のところに行ってしまう。家を解体をしていくの

ならいいのですが、置いていったままというのは

そのままにしておくと結果的には危険家屋になっ

てしまうというのが状況だと思うのです。特に現

状の中でいきますと、年金の高い人は、収入を得

ている人は壊していくのでしょうけれども、国民

年金で厳しい生活している人は移住するにしても

解体をしてまで行けないという状況も実はないわ

けではないのでありまして、そういった意味では

解体をできる唯一の、結果としては市で解体をし

たら市で金を出すのか、あるいは持ち主に払わす

のかというのはいろいろありますけれども、そう

いう施策も一方で私は考える必要があるというふ

うに思いますから、精いっぱい努力をしていただ

いて、危険家屋のないような安心できるまちづく

りのために努力を求めておきたいというふうに思

います。

次に、指定管理者制度の扱いであります。一定

程度額も含めてわかったわけでありますが、ただ

やっぱり非正規雇用の年収が１５０万円から２０

０万円と。きのうも奥村議員のほうから公契約の

扱いでワーキングプアの問題も含めてちょっと話

があったというふうに思いますけれども、指定管

理者の扱いも同様の扱いだなというふうに私は実

は思っています。前段質問をした中でも指定管理

者制度の扱いについても行政としては中身的にど

ういうような扱いかというようなことで、民間活

力、あるいはコストの削減、住民サービスの向上
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というふうに実はなっていますけれども、一方で

指定管理を受けた業者はもうからなければどこに

しわ寄せが行くかというと、やっぱり労働者にど

うしてもしわ寄せが行かざるを得ないということ

なのです。そういった意味からすると、人数がど

のぐらいいるかというのは私後で調べれば大体相

当出てくると思いますが、通年雇用の扱いでいく

と７４名、非正規雇用者、季節雇用者７４名とい

うことであります。正規雇用者３５名であります

けれども、非常に正規雇用者でも２００万円から

５００万円という低い年収になっていると。私は、

この中でも６０歳以下、いわば３０後半から５０

ぐらいの人がどのぐらいいるかちょっと聞こうと

思ったのですが、今すぐ聞いても答えが出てこな

いと思いますからやめますが、なぜそれを聞こう

かというと、やっぱり一定程度子供がいる、ある

いはお金がかかるという人たちがそこで働いては

いないのかなというふうに思っているのです。必

ずしもそういうわけではないかもしれませんけれ

ども、高齢になって、失礼かもしれませんが、私

ぐらいの年代だと年金ももらえますと。１５０万

円ぐらいあればどうにか暮らせますというのであ

ればいいのでありますけれども、若い人だと厳し

いのであります、子供がいて、生活が。下手する

と、生活保護者よりも低い生活状況になっている

のかもしれません。そういう意味では、再度指定

管理制度についても私は何でもかんでも管理コス

ト削減ということでなくて考えていく必要がある

というふうに思いますが、そのことについてもし

お答えあればお聞かせください。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま雇用も含め〇総務部長（扇谷茂幸君）

てのお話をいただきました。改めてちょっと説明

をさせていただきますけれども、この制度ができ

た背景としましては、これまで官公庁が担ってき

ましたいわゆる公の施設の管理運営形態の硬直化

が進んでいると。まして非効率な状況が生じてい

ると、そんな認識は前提としてありまして、その

管理にいわゆる民間のノウハウを活用しながら、

住民サービスの向上、それから経費の節減も図る

というような中身なのであろうかと思います。本

市におきましても全国的な状況を含めて同じよう

に厳しい財政状況が１つありまして、多様化する

市民ニーズに対応するため、行政と、それから民

間とが持つノウハウをお互いに出し合いながら、

アイデアを出して、いわゆる公民連携の手法とい

うふうに考えております。ただ、どうしても経費

の節減ということになりますと、一定程度労務費

積算等につきましてもやはり民間の標準的な仕様

をベースにということになりますから、潤沢な人

件費を払えるような、そんな内容にはなかなかな

っていかないということがあります。ただ、しか

しながら雇用をいわゆる確保して、ひいてはサー

ビスの向上にしっかりつなげていくということで

いけば、ほとんどが人件費によるところが大きい

ということもありますので、そこのところの確保

は必要という認識は当然持っております。

それで、平成２２年６月に加藤市長の名前で指

定管理業務実施に係る労働条件等の遵守について

ということで、依頼の文書を各指定管理者に出し

ております。その中では、いわゆる賃金の支払い

についてということで、労務単価も含めて適正に

配慮していただきたいと。少なくても最低賃金は

しっかり守っていただくということが１つであり

まして、もう一つは労働者の福祉の向上について

ということで、必要な保険等の対応についてもし

っかり加入をしていただくということであります。

もう一つは、労働基準法の遵守であります。特に

労働条件に係る労働時間の問題等ありますから、

その辺についてはしっかり労働基本法に合わせた

対応をしていただくと。あわせて、いわゆる休暇

の関係についてもしっかり付与をしていただくと

いうことのお願いもしております。最後に、あわ

せて労働者の雇用拡大ということでありまして、

民間活力を適正に活用していただくということに

なりますと、広く雇用機会をふやしていただくと
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いうことも当然必要になってまいりますので、そ

ういった４点にわたるお願いを指定管理者には文

書をもってしていただいておりますので、一定程

度私どもも指定管理者の導入に当たりましてはこ

ういった面についてしっかり配慮させていただい

ているというふうにとらえております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

指定管理者制度の問題、〇８番（竹中憲之議員）

あるいはそこで働く労働者の雇用条件、あるいは

賃金の問題含めて両方がかかわってくるわけです

けれども、実は承知のように全国で２００万と

も言われるワーキングプアがいるわけですけれど

も、過日新聞で札幌の指定管理施設の賃金状況が

載っておりました。この中で正規雇用者が２９％、

非正規雇用者が７０％なのですが、そのうちフル

タイムが２７％しかいないと。パートが４３％。

この収入を見ますと、正規雇用者、名寄より若干

真ん中へ寄っているのでありますが、３００万円

から４００万円が８０％を超えていました。フル

タイムでも１００万円から３００万円が８８％な

のです。非常に低い賃金で働かざるを得ないとい

う状況だと思う。あと、パートの扱いについては

どういう中身なのか、清掃を含めてなのかどうか

は別にしても１００万円以下が８３％いるという、

こういう状況に私はびっくりしたのであります。

ですから、今回こういう質問を実はさせていただ

きまして、賃金を上げれば名寄に少しでも潤いが

あるということも出てくるわけですから、そうい

った意味でいくと指定管理者制度の中身について

も、先ほど状況的には加藤市長の名前でそれぞれ

各関係の受けているところに労務価格の問題も含

めてきちっとするということで出されているとい

うことでありますから、一定の安心もしていると

ころでありますけれども、中身的にはもう少し強

い姿勢で、あるいは制度の活用も含めて考えてい

ただくことを求めておきたいというふうに思って

います。

ちょっと議長にお願いがあるのですが、予特の

関係もあって実はどうしようか悩んでいるのであ

りますが、指定管理の関係で若干気になったとこ

ろありますから、２点ほどちょっとお聞きをした

いのでありますが、よろしいでしょうか。

はい。〇議長（黒井 徹議員）

実は、昨日でしたか配〇８番（竹中憲之議員）

られました会計予算説明書資料の中で、５１ペー

ジ、健康の森がことしたしか予算の中に組まれて

いるのでありますが、非常にこの数字だけ見ると

びっくりしたのでありますが、人件費の中で人件

費総額が４６２万０００円、主な支出の内訳

見ますと役員給与が７６５万０００円になって

いるのです。これは何かの間違いかと思うのであ

りますが、修正あれば修正をしていただければと

いうふうに思いますが、もしわかればそのことに

ついてお聞きをしておきたいと思いますし、もう

一つ、同じように５０ページに木材需要拡大セン

ターが実はことし再契約でありますが、ここで支

出見込みが６２８万０００円になっているので

すが、収入が３０万円しかないのです。支出見込

みの３０分の１しか収入がないという、こういう

ことについてどのようにお考えなのか、考え方に

ついてあればお聞かせを願いたいというふうに思

います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先になよろ健康の森〇経済部長（寺崎秀一君）

の関係なのですけれども、役員給与７６５万０

００円、これ予算委員会で正誤表で訂正させてい

ただきますけれども、役員等給与の間違いとなっ

ております。それで、内訳としましては、７人分

の給与となっておりますので、よろしくお願いい

たします。

それと、木材需要拡大センターの収入の面でご

ざいますね。これについて今ちょっと調べさせま

すので、少々お時間いただきます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

木材需要拡大センター〇８番（竹中憲之議員）

のは、予特でもやりますから、それは結構です。
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というのは、今後の指定管理の扱いで、複合交通

センターも実は指定管理になっていくのだろうと

思うのです。同じような状況の中で指定管理をす

るということになれば、行政として本当にメリッ

トがあるのかどうなのかということも一方で私は

考えるのであります。同じようなことがあればで

す、もし。中身的に使い勝手がいいかどうかは別

にしても、木材需要拡大センターの扱いは年間通

して使われている方もいますが、結果として１月、

２月、雪祭りで使えないのです。そういう状況も

あるわけです。使いたくても使えないと。そうい

う流れの中であそこが管理されているわけであり

ますから、そういう状況が複合交通センターもあ

るとしたら、かなりの問題になるのかなというふ

うに私は思っていますので、その扱い、今すぐ建

つわけではありませんけれども、基本的な考えが

あればお聞かせ願いたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

現在正式に使用〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

料等についてはまだ定めておりません。それで、

今現在の市民会館の総体の数字ちょっと手持ちに

ありませんけれども、それプラス幾らになるかと

いうのが申しわけありません。数字的にちょっと

申し上げられません。ただし、管理費については

それを必ず上回ることはもう間違いないというふ

うに思っています。ですので、管理費と収入がバ

ランスがとれるということは施設の性格上ないか

なというふうに今は感じております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

（仮称）複合交通セン〇８番（竹中憲之議員）

ターの扱いは、また別なところで議論させていた

だきたいと思います。

中身的に指定管理制度の扱いでありますから、

ちょっと直接今行政にかかわらないのかもしれま

せんが、実は道立公園の扱いの問題で、これは結

構シビアな問題もあるのです。というのは、雇用

の問題もあるのでありますが、稚内も声問にある

宗谷ふれあい公園でしたか、道立。あそこも今市

移管の話が出ているやに聞いています。かなり厳

しいという話が、厳しいというのは廃止しても受

けても厳しいという話がされているようでありま

すけれども、雇用の問題についていけば廃止も厳

しいのでありますけれども、道立トムテ文化の森

の移管の問題がたしか浮上しているというふうに

思ったのでありますが、現状どのようになってい

るのかについてお知らせを願いたいというふうに

思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

道立トムテ文化の森〇経済部長（寺崎秀一君）

の関係なのですけれども、北海道では昨年から今

まで名寄市との協議の場を設定しまして、今まで

２回検討会を開催しております。その状況は、常

任委員会でも１度説明させていただいております

けれども、道としましては本施設を名寄市へ移管

できないかということでの検討会となっています。

平成２４年度、２５年度につきましては、道が管

理していくこととなっていますが、その後の取り

扱いについての協議を行っているわけです。北海

道では、道立の同様の施設が名寄市のほか３市町

村施設ございます。同様の協議を始めています。

名寄市では、道立ということで整備されましたの

で、道民の憩いの場として今後も道が管理してい

ただくことが一番と考えているわけですけれども、

道は更地にしての移管も検討されています。同施

設は、健康の森での他の施設と一体化した施設で

ございますので、また年間１万０００人の利用

があることから、廃止にはできないと考えている

ところでございます。検討委員会では、移管する

場合の条件等も協議しながら、２４年度中には結

論を出すことで北海道と協議をしております。今

週もあさってになるのですか、３回目の検討委員

会の開催を道のほうから求められておりまして、

検討委員会をしていくことになっております。

以上です。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

道立のトムテ文化の森〇８番（竹中憲之議員）



－205－

平成２４年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

の扱い、あるいは今後可能性等出てくるのはもう

一カ所大きなところがありますから、きちっと議

論をしておいて、あるいは市民の声も聞いておく

と。あそこを壊して更地にすることによってすぽ

っと穴があくわけでありますから、そういった意

味でいくと大変な問題になりますし、今後の管理

費の問題も一方では出てくるわけでありますから、

議論等市民との接点も含めて持っていただくとい

うことで求めて、私の質問を終わらせていただき

ます。

以上で竹中憲之議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

名寄市教育相談センターハートダイヤル（安心

カード）について外２件について、宗片浩子議員。

議長の御指名により、〇２０番（宗片浩子議員）

通告に従いまして、質問をしてまいります。今定

例会の最後の質問となりました。昨日の川村議員

のお答えと重複することがあると思いますが、よ

ろしくお願いいたします。

昨年３月１１日の東日本の大震災、そして原発

事故による大災害は、１年たつ現在も被災された

方々は困難な日々を送られております。早い復興

を願うばかりです。また、この冬の豪雪で雪解け

による災害が心配されるところです。

それでは、質問をいたします。初めに、大きな

項目の１、名寄市教育相談センターハートダイヤ

ル（安心カード）についてお尋ねいたします。子

供自身がどんな小さな悩みでもＳＯＳを発信して

相談できる窓口を開設し、いつでもすぐ目につき

やすく、どこにでも入れられる形にとテレホンカ

ードの大きさのカードを市内全児童生徒に配るよ

う平成１４年６月定例会で提案させていただきま

した。早速８月、夏休み明けに名寄市内全小中学

校に配付され、また旧風連町と旧名寄市の合併前

年の平成１７年、風連町の全小中学校にも配付さ

れました。子供が持っているのを親が見て、親か

らの相談も多くあると聞いております。今年で配

付されてから１０年になりますが、安心カードを

通して子供からの相談や親からの相談などこの間

の相談内容の変化や傾向についてお知らせくださ

い。

また、相談件数の状況についてもお知らせくだ

さい。

１人で悩むのもうやめようの安心カードの今後

の扱いについての考え方をお知らせください。

次に、大きな項目の２、児童虐待についてお尋

ねいたします。昨日川村議員も質問されておりま

したが、私からも質問をさせていただきます。厚

生労働省は、平成１６年度から１１月を児童虐待

防止推進月間と位置づけ、児童虐待問題に対する

社会的関心の喚起を図るため、その期間中関係省

庁、地方公共団体、関係団体などと連携した集中

的な広報啓発活動を実施しております。しかし、

全国の児童相談所における児童虐待に関する相談

件数は、児童虐待防止法施行前の平成１１年度は

１万６３１件でしたが、平成２２年度は５万

１５４件、ただし平成２２年度は宮城県、福島県、

仙台市を除いて集計した数値であるとしておりま

す。平成２２年度は、平成１１年度の７倍の増

加となっております。また、子供虐待による死亡

事例は厚生労働省の調査によりますと平成２１年

４月１日から平成２２年３月３１日までの１２カ

月間に発生し、明らかになった事例は８８人と公

表いたしました。このように子供の生命が奪われ

るなど重大な児童虐待事件は後を絶たず、児童虐

待は社会全体で取り組むべき重要な課題となって

おります。そこで、名寄市の取り組みについて伺

ってまいります。虐待にも身体的虐待、性的虐待、

心理的虐待、ネグレクト等がありますが、名寄市

においてどのぐらいの事例があるのか、あるとす

れば４つの分類でお知らせください。

虐待を受けた子供を保護する施設として、年齢

や治療の必要の有無により保護される施設が違い

ますが、名寄市から保護された児童がいるのか、

いるとすればどの施設に入所されているのかお知

らせください。
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また、児童虐待防止対策として発生予防、早期

発見、早期対応、保護、支援の具体的な取り組み

を実施していくことが有効とされておりますが、

名寄市の取り組みについてお知らせください。

最後に、大きな項目の３、名寄市食育推進計画

についてお尋ねいたします。国は、平成１７年６

月、健やかな心身を培い、豊かな人間性をはぐく

むための食育を推進し、現在及び将来にわたる健

康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の

実現に寄与することを目的に食育基本法を制定し、

平成１８年３月に食育推進計画が策定されました。

名寄市においても新名寄市食育推進計画が平成２

０年度から２４年度までの５カ年計画として策定

されております。食に対する活動や意識はますま

す広がり、子供から高齢者までさまざまな形で取

り組んでいるところです。そこで、食育推進は

「豊かな食材、家族いっしょに楽しい食事」をテ

ーマに７つの推進目標と年次ごとの取り組み目標

を定め、食育を推進しておりますが、推進目標と

年次ごとの進捗状況についてお知らせください。

また、目標達成状況を評価するために経年的に

食育の推進状況について評価を行う最終評価の平

成２４年度は、平成２０年度から平成２４年度の

評価の結果をもとに最終的な食育の推進状況につ

いて評価を行うとしております。このことについ

てお知らせください。

国では、食育推進計画は食育基本法に基づき食

育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、基本的な方針や目標について定める

ものとしております。国は、平成１８年３月に決

定された最初の計画の期間が平成２２年度末に終

了し、今回新たに平成２３年度から５年間とする

第２次食育推進基本計画がつくられました。新し

い計画のポイントは、現行計画との主な違いとし

て３つの重点課題を掲げており、コンセプトは周

知、実践へとしております。また、北海道におい

ては食育を具体的に推進するための計画として北

海道食育推進計画（第２次）、どさんこ食育推進

プランの概要が示されております。名寄市食育推

進計画は２４年度で終わりますが、その後の計画

をどのように考えているのか、考え方をお知らせ

ください。

以上でこの場の質問を終わります。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま宗片議員か〇教育部長（鈴木邦輝君）

らは、大項目で３点の質問をいただきました。大

項目１は私のほうから、大項目２は健康福祉部長

から、大項目３は経済部長からの答弁となります。

大項目１、名寄市教育相談センターハートダイ

ヤルの安心カードについてでございますが、その

中で小項目１、子供からの相談、親からの相談内

容の傾向についてでございます。安心カードを配

付をいたしました平成１４年から１７年までの当

初は、青少年センターの中にハートダイヤルがあ

りました。中でも相談範囲が稚内から旭川までの

市町村から電話や面談にも対応をしたり、相談内

容も多岐にわたっていたということがあったと聞

いております。相談項目では、不登校を初めとし

て当初９項目で分類をしておりましたが、現在は

もう少し細かく、しつけ、異性問題、性にかかわ

る問題などの項目が加わり、全部で１５項目の分

類になっております。子供からの相談内容の傾向

では、相談者ごとの報告数は集計をしておりませ

んけれども、順番として不登校、人間関係、素行、

暴力、発達障害、家庭関係、いじめの順になって

おり、当時の生徒の素行、暴力の心配がうかがえ

るかと思います。また、平成２１年から２３年度

の小中学生の相談の傾向では、不登校が最も多く、

次いでいじめの順となっております。また、保護

者からでは不登校や登校渋りの問題が最も多く、

次いでいじめ、家庭内での親子関係や生活相談も

関連して多い傾向となっております。相談される

方は、一様に子供たちの抱えている不安や不満を

解決できずに相談に訪れますけれども、十分に時

間をかけて聞き取ることで１回の相談で解決に向

かう例も多くなっております。また、中には学校
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や関係機関の協力を得なければならないケースも

あり、継続して対応していくこととなる場合もご

ざいます。

小項目２の相談件数の状況についてですが、平

成２１年度から２３年度１月末までの小中学生の

電話相談件数では平成２１年度は４件、２２年度

は１件、２３年度では３件となっており、直接の

面談件数では平成２１年度２６件、２２年度４４

件、２３年度では８０件とこの２年間で３倍にふ

えている現状であります。これは、不登校者の相

談の中で適応指導教室の入室時の事前面談として

１人につき数回の面談の件数も含まれている数字

でございます。一方、保護者の電話相談件数では、

平成２１年度７０件、平成２２年度３５件、平成

２３年度２６件とこの２年間では約３分の１に減

っておりますけれども、逆に直接の面談件数では

２１年度３４件、２２年度２５件、平成２３年度

は６１件と２年間で約２倍にふえていることから、

教育相談センターの認知度が上がっているという

結果と考えております。また、面談で相談するこ

とも大変効果的であるということが一般に周知さ

れてきたのではないかと分析をしているところで

あります。

小項目３点目、安心カードの今後の扱いという

ことですが、現状と今後についてお知らせをいた

します。安心カードは、現在０００枚印刷をし、

小中学校の生徒全員に配付をしております。また、

いつでも気軽に相談できる印象を持ってもらいた

いと考えて、平成２３年度からの月２回の夜間相

談の案内も含めた新しいパンフレットも作成をし、

小中学校の生徒へ配付するほか、高校や保健セン

ターなど２０カ所の公共施設の窓口にもカードと

パンフレットを設置をしております。このことに

より、相談者の中にはカードやパンフレットを見

て電話をかけましたと言葉をいただく場合もござ

います。これからも不登校を初めいじめ、家族や

友人関係で悩む児童生徒やそれを取り巻く保護者

や学校関係者などからの電話相談に応じることに

よりまして、それぞれが抱えている問題の解決と

支援に向けて今後も安心カードの配付や広報活動

を続けてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大項目２の児童虐待についての小項目１の４つの

分類がありますが、名寄においての事例について

申し上げます。

児童虐待防止法は、平成１２年に児童虐待が心

身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるこ

とにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐

待防止に関する国及び市町村の責務、虐待を受け

た児童の保護のための措置を定めることにより、

児童虐待の防止等に関する施策を促進することを

目的に制定されており、児童虐待には育児放棄な

どのネグレクト、身体的虐待、性的虐待、心理的

虐待の４区分が定義とされております。本市にお

ける児童虐待の実態は、平成１９年度８件、身体

的７件、ネグレクト１件、平成２０年度は９件、

身体的４件、ネグレクト３件、心理的２件、平成

２１年度は２０件、身体的１４件、ネグレクト６

件、平成２２年度ではネグレクト１８件、身体的

９件、合わせて２７件で、そのうち２件を旭川児

童相談所に一時保護をいたしました。平成２３年

度におきましては、３月１日現在２６件あり、ネ

グレクト１１件、身体的８件、そのうち父の暴力

５件、母の暴力２件、母の内縁の夫の暴力１件、

心理的２件、通報情報が５件となっており、これ

らのうち２件を旭川児童相談所に一時保護を行っ

たところであります。

次に、小項目２の保護される施設に名寄市から

の入所についてを申し上げます。一時保護した児

童は、現在道内の児童養護施設や里親のもとで養

育をされております。児童養護施設とは、児童福

祉法に定める児童福祉施設の一つであり、道内に

は２５施設、２歳から１８歳までの児童が虐待や

何らかの理由で親の養育が難しいと判断された児
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童が生活している家にかわるところであり、児童

相談所での一時保護中に適正な判断のもと、児童

が安心して生活できる施設を選択し、入所を行っ

ているところであります。里親のもとで養育され

ている児童は、管内の里親の家庭で家族の一員と

して養育をされておりますが、平成２３年度中で

は一時保護した児童の保護者と面談を繰り返し、

今後虐待のおそれがないと判断され、厳しい条件

の中一時保護が解かれ、保護者のもとに戻った事

例などは、その後も児童相談所と連携を図りなが

ら見守りを続けているところであります。

次に、小項目３の児童虐待防止対策として名寄

市の取り組みについて申し上げます。本市におい

ては、児童虐待の未然防止、早期発見等のため、

保育所、幼稚園、学校、教育委員会、保健センタ

ー、民生委員児童委員、警察、医療機関、保健所、

法務局、児童相談所などの地域の関係機関、団体

の関係者が連携を図り、協力して取り組んでいく

ことが重要であることから、児童福祉法第２５条

の２第１項の規定により、平成２０年２月に名寄

市要保護児童対策地域協議会を設置いたしました。

同協議会では、代表者会議、実務担当者会議を開

催し、定期的な情報交換を行い、個別の検討会議

では要保護児童の具体的な支援の検討を実施して

きております。平成２２年度では、代表者会議と

実務担当者会議を１回、ケース検討会議は４回、

平成２３年度では代表者会議と実務担当者会議を

１回、ケース検討会議は３回開催いたしました。

平成２１年度には、要保護児童対策地域協議会の

機能強化を図るため、児童福祉法が一部改正され、

このことによりこれまでの被虐待や非行などの児

童以外に養育支援が必要である児童やその保護者、

妊婦が同協議会の支援対象として拡大されたとこ

ろであります。

現在保健センターで実施されていますこんにち

は赤ちゃん事業は、生後ゼロカ月から４カ月の全

赤ちゃんを対象に保健師が訪問し、健診の案内や

子育て情報の紹介、育児相談を行っており、この

事業と情報共有化を図るとともに、子育て支援セ

ンターでは孤立しがちな家庭の訪問など出向いて

いく支援事業の実施を予定しております。また、

平成２２年、２３年度に北海道の児童虐待対策強

化事業、地域支援力アップ事業、おやおや安心サ

ポートシステムに市立３保育所が参加、保育所の

子育て支援機能を活用し、発生予防の観点から保

健所、名寄市立大学の協力のもと、保育所での支

援の取り組みを学び、母子保健と保育所が連携し

た要支援家庭、要支援児への支援体制づくりに努

めているところであります。

また、通報、相談におきましては、家庭児童相

談員を配置し、個々のケースに応じた適切な対応

を図っているところであり、子供へのかかわりに

ついては地域住民に普及、啓発を行うとともに、

さらなる関係機関との連携、協力を緊密にしてま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

ここであらかじめ会議〇議長（黒井 徹議員）

時間の延長をいたします。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目３、〇経済部長（寺崎秀一君）

名寄市食育推進計画についてお答えいたします。

初めに、小項目１、推進目標と年次ごとの進捗

状況についてですが、名寄市食育推進計画は平成

１７年６月に食育基本法が国において制定され、

食育推進計画が示され、北海道においても北海道

食育推進計画が策定されたことから、名寄市民が

より健康的な食習慣を身につけ、地域の食文化を

大切にし、健康の保持、増進を図るため、平成２

０年度から平成２４年度までの５カ年の計画とし

て策定いたしました。特に名寄市は、農畜産物の

宝庫であり、新鮮で安全、安心なしゅんの野菜な

どがすぐに手に入る環境にあることや教育ファー

ムなどでは生産体験や収穫などを通し、食の大切

さを身をもって学んでおります。また、計画では
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それぞれのライフステージを乳児期から中高年期

まで８段階に分け、成長段階別に食生活や食育に

ついての目標を立て、教育や健康、福祉などの分

野でそれぞれ実施しております。さらに、食育の

推進目標と年次取り組みとして、家族一緒に食事

から名寄は食材の宝庫、食に関する正しい情報、

知識を身につけようまで７つの目標を設定してお

り、おおむね年度ごとの目標は達成されていると

考えておりますが、多くの団体、機関で数多くの

取り組みが行われており、各分野の活動を取りま

とめる作業が十分とはなっていませんので、平成

２４年度において十分検証していきたく考えてい

ますので、御理解願います。

次に、小項目２、最終的な食育推進状況の評価

につきましては、平成２４年度をもって計画期間

が終了することから、教育、保健福祉など各分野

別の活動を持ち寄り、名寄市食育推進協議会を開

催する中で、先ほどの７つの目標について一定程

度の評価、検証を行うことと目標値として９項目、

２１の目標を平成１９年度の現状から平成２４年

度の目標数値としていますので、その検証も行い

たいと考えております。それらの評価、検証をも

とに次の計画に生かせるよう取り組んでまいりま

す。

次に、小項目３、今後の食育推進計画の考え方

につきましては、平成２４年度で名寄市食育推進

計画が終了することから、５年間の検証も含め、

生活環境や食を取り巻く環境も策定時から変化し

ていることから、実践に合った形で第２次に当た

る計画が求められております。国や北海道におい

ても第２次の計画がそれぞれ樹立されており、ま

た昨年の東日本大震災に伴い、食の安全性がより

一層注目されています。地元で生産される安全で

安心な農畜産物の活用が学校給食でも年々増加し

ているなど、地産地消を進め、この地域の優位性

を広めるとともに、食生活全般を通して食育を推

進するため、関係機関、団体などと連携し、平成

２４年度中の策定に向けて努力してまいります。

以上、この場からの答弁とさせていただきます。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇２０番（宗片浩子議員）

ただきました。それでは、再質問に入らせていた

だきます。

名寄市教育相談センターハートダイヤル、これ

についてですが、子供からの相談、親からの相談

内容傾向については広域的に多くの御相談がある

ということをお聞きしました。相談項目も９項目

から１５項目と多くなっていることですが、これ

は相談内容が多岐にわたっていることときめ細か

な対応をされていることではないかと思います。

２つ目の相談件数の状況については、小中学生

の直接面談件数はこの２年間で３倍にふえ、また

保護者の直接面談件数も２年間で約２倍にふえて

いるとのお答えがありましたが、教育相談センタ

ーが本当にこの存在ですが、大変重要でないかと

いうふうに考えておりますので、今後ともよろし

くお願いしたいと思います。

３つ目の安心カードの今後の取り扱いについて

は、２３年度から月２回の夜間相談の案内や公共

施設等の窓口にもカードとパンフレットを設置し

ていくとのお答えでありました。手にとりやすく、

多くの場所に設置されるとのことで、電話相談や

面接相談の窓口がわかりやすいようになったので

はないか、そのように考えます。今後も継続され

るとのことでしたが、安心カードを活用していっ

ていただきたいというふうに望みます。

それでは、再質問いたします。ただいまの答え

の中に高校に安心カードを設置しているとのこと

ですが、高校生からの相談はあるのでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから高校で〇教育部長（鈴木邦輝君）

の安心カードの設置とその対応ということでござ

いますけれども、ハートダイヤルとして小学校か

ら中学校の義務教育にとどまらずに、高校生から

も直接ハートダイヤルに電話をいただいている事

例はございます。高校の窓口に設置したカードを
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見て電話があるかどうか逐次は確認をしておりま

せんけれども、毎年小中学校のカードの配付も続

けていることから、中学生が高校生になって、そ

の段階で何らかの悩みを抱えるときにそのカード

を思い出してハードダイヤルの相談につながって

いるということと思いますので、その部分では高

校生もハートダイヤルを認識いただいていると考

えております。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

お聞きしたのは、何〇２０番（宗片浩子議員）

年か前なのですが、地方の名寄から親が転勤して

いった子供、親子です。地方に行って、地方に行

った高校生からハートダイヤルの安心カードを持

っていって、そこから相談しているという事例を

お聞きしておりましたので、ちょっとお聞きして

みました。

相談内容によっては、関係機関との協力や支援

もあるようですけれども、どのように対応されて

いるのかお知らせください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

相談の具体的な内容〇教育部長（鈴木邦輝君）

につきましては、かなりプライベートであったり、

デリケートな面を持っていることから、詳しいこ

とのお話はできませんけれども、特に相談の中か

ら虐待に関するケースにつきましては、健康福祉

部のこども未来課との連携をとり、ケース検討会

議等を開催する中で対応してございます。

また、不登校のケースにおきましても、この場

合は子供の家庭生活とか、それから学校生活と深

くかかわる体系がございますので、関係機関と連

携し、学校との打ち合わせであるとか、保護者や

学校と懇談会を開催しながら、検討しながらとい

う部分でございます。

またなお、平成２３年度からは教育推進アドバ

イザーを配置をいたしております。アドバイザー

からは、学校との連携であるとか、教育相談セン

ターにかかわる諸問題などにつきまして多角的な

見地から助言、指導をいただいておりまして、相

談センターの事業全体にかかわっていただき、事

業の推進を図っているところでございます。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれありがとう〇２０番（宗片浩子議員）

ございました。相談内容によっては、それぞれの

関係機関と連携されているとのことでした。また、

２３年度から教育推進アドバイザーが配置されて、

さまざまな諸問題に助言や指導をされているとの

お答えがありましたが、このことがしっかりと生

かされていってほしいと思います。子供も親も周

りに相談する相手がいなくて悩みを抱え込んでし

まうことがあります。電話での相談でも悩みが少

しでも解消したり、次へと進むことができること

も多々ありますので、１人で悩むのもうやめよう、

勇気を持って相談して、きっと力になれるからで

すので、十分な対応をお願いしたいと思います。

次に、児童虐待についてお伺いします。今のお

答えでは、平成１９年度８件、平成２０年度９件、

２１年度２０件、２２年度２７件、２３年３月１

日現在で２６件とのお答えでありました。どの年

度においても身体的虐待とネグレクトに集中され

ております。このうち２件が旭川児童相談所に一

時保護されているとのことで、この数はますます

増加しているような状況ではないかと思います。

今年度も残すところわずかとなりましたけれども、

これ以上件数がふえないよう望んでおります。

また、どのような施設で保護されているかにつ

きましては、児童養護施設や里親のもとで生活を

しているということですけれども、子供らしい気

持ちを取り戻して、安心した生活を取り戻してほ

しいと思います。

また、児童虐待防止対策としての名寄市の取り

組み、今お知らせいただきましたけれども、地域

の関係機関や各団体と連携を図って虐待防止に取

り組んでいる様子がうかがわれました。また、生

後ゼロ歳児からの育児相談を初め、孤立して育児

している家庭の支援や保育所では保育所や大学は

協力して支援体制づくりをしている様子がうかが
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われました。先日ニュースで若い母親が生まれて

間もない双子の子供が夜泣きがとまらないことで

パニックになり、床に子供をたたきつけて、１人

は３カ月、１人は１カ月の重症を負わせてしまっ

たという報道がありました。こういう母親の、子

育て中の親たちへの支援を強く望みたいと思いま

す。

それでは、質問いたします。先ほど里親につい

てお答えがありましたが、里親制度について内容

をお知らせください。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

里親制度につき〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましては、家庭に恵まれない子供を里親の家庭で

家庭の一員として迎え入れ、温かい愛情を持って

育てていくという児童福祉法にのっとった制度で

あります。この制度の種類につきましては３種類

ございまして、１つは養育里親ということで、養

子縁組をせず、子供の保護者が引き取れるように

なるまで、あるいは子供が社会に自立するまでの

間養育するという里親であります。２つ目は、短

期里親ということで、子供の家庭の事情によりま

すけれども、おおむね１カ月から１年の間保護者

が引き取ることのできる子供の養育に当たる里親

と。３つ目につきましては、養子縁組里親という

ことで、その名のとおり将来その子供の養子縁組

を希望して養育に当たるという里親になっている

ところであります。現在里親のもとで養育されて

いる児童は、一時保育の当時ゼロ歳児ということ

もありまして、里親のもとで養育をされている１

人ということになっている状況であります。

以上です。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のお知らせという〇２０番（宗片浩子議員）

か、内容で、里親にも３種類あるというお話でし

たが、いずれも里親のところに引き取られ、養育

されるということですが、幸せに育っていってほ

しいと願います。

次に、名寄市のこの５年間、平成１９年度でよ

ろしいので、相談件数の状況についてお知らせく

ださい。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

相談の総数であ〇健康福祉部長（三谷正治君）

りますが、平成１９年度９１件、虐待を含む養護

相談が３８件、障害相談が４５件、育成相談が８

件。平成２０年度は９０件、養護が３８件、障害

が４６件、育成が６件。平成２１年度では９７件、

養護が３０件、障害５６件、育成が１１件。平成

２２年度では１１０件、養護が４０件、障害６１

件、育成９件。平成２４年３月１日現在では１１

７件で、相談件数はこの数字のごとく年々増加傾

向にあるところであります。今後も個々のケース

に応じまして適切な対応を図ってまいりたいと考

えているところです。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇２０番（宗片浩子議員）

した。今お聞きしましたら、相談件数は平成１９

年度９１件、平成２０年度９０件、平成２１年度

９７件、平成２２年度１１０件、平成２３年、こ

の３月１日現在で１１７件、ますますふえている

状況にありますが、名寄市ではあらゆる関係機関

や団体と連携を図って児童虐待の防止に当たって

いるとのことでした。地域とも情報の共有や連携

を図りながら、児童虐待防止に向けて取り組んで

いただきたいと思います。児童虐待は、子供の心

に大きな傷となって残り、その心身の成長及び人

格の形成に重大な影響があると言われております。

平成十一、二年のころから子供、児童同士のいじ

めでみずから命を絶ったり、親からの虐待で幼い

命が奪われるなどの報道が多くされるようになり、

年々増加の一途をたどっている調査結果が報告さ

れております。このような悲惨な状況は絶対にあ

ってはならないと思っております。

次に、名寄市食育推進計画について伺います。

ただいま年次ごとの進捗状況は、おおむねいって

いるというようなお答えでした。最終的な食育状

況の評価についても検証を十分にされて、次期の
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食育推進計画に生かしていただきたい。また、取

り組んでいただくよう求めておきます。

また、今後の食育推進計画は３つの重点課題と

して、生涯にわたるライフステージに応じた間断

のない食育の推進、生活習慣病の予防及び改善に

つながる食育の推進、家庭における共食の推進と

なっております。これまでもこれらの取り組みは

されておりますけれども、より強化されておりま

すので、十二分に検討され、次の計画に取り組ん

でくださるよう求めておきます。

それでは、質問いたします。新たに５カ年計画

を策定するに当たって、食育推進策定市民委員会

等の新たな委員がまたできるのでしょうか。また、

新たに設置することがあるのでしょうか、お答え

ください。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

前回の計画策定時で〇経済部長（寺崎秀一君）

は、名寄市食育推進計画策定市民委員会を立ち上

げまして、２０名の委員とオブザーバーで構成さ

れました組織で計画を策定しております。今のと

ころ次期計画策定に当たりましても新たに策定委

員会を設置し、進めることになろうかと考えてお

ります。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

新たに策定市民委員〇２０番（宗片浩子議員）

の皆様が立ち上がるということですので、どのよ

うな方が選任になるのか、当面見てみたいと思い

ます。

国は、国民の生活に密着した生活を行っている

ボランティアの役割が重要であることから、ボラ

ンティア活動の活性化とその成果に向けた、また

向上に向けた環境の整備を図って地域での食育推

進の中核的役割を担うことができるよう支援する

としております。また、すぐれた活動を奨励する

ため、民間の食育活動に対する表彰を行うとして

おりますが、名寄市の考え方があればお聞かせく

ださい。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

食育に関するボラン〇経済部長（寺崎秀一君）

ティア活動への表彰の考えはということですけれ

ども、国におきましてはそのような表彰等の食育

に絡む部分がございますけれども、ボランティア

活動は食育だけではなく、さまざまな分野で多く

の市民の皆様が活動されていると思います。また、

名寄市において市全体での表彰がございます。そ

の中で食育推進での独自表彰がふさわしいかどう

か検討が必要と考えますので、御理解願います。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市は、さまざま〇２０番（宗片浩子議員）

なボランティアの皆さんが活動されております。

本当にこれは、名寄市にとっては大変うれしいこ

とでありますけれども、食育、これもまた特殊な

ボランティアが必要であるかと思いますけれども、

検討をお願いしたいと思います。

名寄市食育推進計画は、現在経済部の農務課が

所轄しております。国では、内閣府となっており

ます。食育は、生涯全般にわたることでもありま

すので、担当部署を考察してみてはいかがでしょ

うか。考え方あればお答え願います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

前回策定時点では、〇経済部長（寺崎秀一君）

北海道におきましては農政部が計画策定を行って

いた関係で、名寄市でも経済部が策定を担当した

ところでございます。食育につきましては、幅広

い部署に関係しますので、内部で検討させていた

だきたいと考えますので、御理解願います。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

この恵まれた大地、〇２０番（宗片浩子議員）

きれいな空気、おいしい水、この環境の中で食育

を進めるということは、名寄は本当に恵まれた土

地であるのだなというふうに思います。農業も大

切なのですけれども、ほかの部署、おなかにいる

ときからあの世に行くまですべてのことにかかわ

ることですので、ちょっと考察してみていただき

たいと思います。

近年国民の食生活をめぐる環境の変化などによ
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って、いろんな隔たりですとか、不規則な食事、

生活習慣病の増加など問題が提起されております。

日ごろから食を意識することは、健康を維持する

ことで、健康で長寿社会を構築することができ、

結果として医療費、介護費の削減という効果をも

たらすとされております。健やかな体と豊かな心

の増進に一層推進を図ってくださるようお願いい

たします。

時間が余りましたけれども、以上で終わります。

ありがとうございました。

以上で宗片浩子議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日３月１５日から３月２

１日までの７日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日３月１５日から３月２１日までの

７日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ５時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 山 口 祐 司
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平成２４年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年３月２２日（木曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第８号 名寄市介護保険条例の一

部改正について（市民福祉常任委員長

報告）

議案第１１号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び名寄市介護保険事業計画

を定めることについて（市民福祉常任

委員長報告）

日程第３ 議案第１０号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について（経済建設常任委

員長報告）

日程第４ 議案第２５号 平成２４年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２６号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２７号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２８号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２９号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第３１号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３２号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３３号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第３４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第５ 請願第１号 仮称・市民ホール建設計

画に関わる請願（総務文教常任委員長

報告）

日程第６ 議案第３７号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第７ 議案第３８号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第８ 意見書案第１号 若者の雇用推進を求

める意見書

意見書案第２号 父子家庭支援策の拡

充を求める意見書

意見書案第３号 平成２４年度畜産物

価格決定等に関する要望意見書

日程第９ 報告第２号 例月現金出納検査報告及

び定期監査報告について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第８号 名寄市介護保険条例の一
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部改正について（市民福祉常任委員長

報告）

議案第１１号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び名寄市介護保険事業計画

を定めることについて（市民福祉常任

委員長報告）

日程第３ 議案第１０号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について（経済建設常任委

員長報告）

日程第４ 議案第２５号 平成２４年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２６号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２７号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２８号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２９号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第３１号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３２号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３３号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第３４号 平成２４年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３５号 平成２４年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第５ 請願第１号 仮称・市民ホール建設計

画に関わる請願（総務文教常任委員長

報告）

日程第６ 議案第３７号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第７ 議案第３８号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第８ 意見書案第１号 若者の雇用推進を求

める意見書

意見書案第２号 父子家庭支援策の拡

充を求める意見書

意見書案第３号 平成２４年度畜産物

価格決定等に関する要望意見書

日程第９ 報告第２号 例月現金出納検査報告及

び定期監査報告について

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員
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１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（１名）

８番 竹 中 憲 之 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君



－218－

平成２４年３月２２日（木曜日）第１回３月定例会・第５号

本日の会議に８番、竹〇議長（黒井 徹議員）

中憲之議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 奥 村 英 俊 議員

４番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

日程第２ 議案第８号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市介護保険条例の一部改正について、議案

第１１号 名寄市高齢者保健医療福祉計画及び名

寄市介護保険事業計画を定めることについて、以

上２件を一括議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より御指名をいただきましたので、平成２４年度

第１回定例会におきまして当委員会に付託されま

した議案第８号 名寄市介護保険条例の一部改正

について並びに議案第１１号 名寄市高齢者保健

医療福祉計画及び介護保険事業計画を定めること

について、委員会における審査の経過並びに結果

を報告申し上げます。

委員会は、３月７日、３月１５日の２回にわた

り、三谷健康福祉部長を初め担当職員の出席を願

い、本条例の内容などについて詳細に説明を受け

た後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第８号は、提案理由の説明にあ

りましたように、介護保険法第１１７条により３

年を１期とする介護保険事業計画を定め、第５期

平成２４年度から平成２６年度の介護保険料はこ

の介護保険事業計画に定められた３年間の要介護

数や介護サービス量、介護保険事業費の見込みに

より改正するものであります。

条例の内容について説明を受けた後、第１回目

の委員会で各委員から出されました主な質疑では、

介護保険料の改定に当たり、事業量が２割ほど増

加し、介護準備基金１億円を取り崩して料金を抑

えたが、残った準備基金１億円の目的と今後の見

通しについての質疑には、道の財政安定化基金の

交付額３３９万円と市の準備基金１億円を取り

崩し、本来であれば保険料を２割ほど負担増が見

込まれる中１割で抑えることとした。第５期の見

通しでは、初年度の平成２４年度は少し余剰金が

出る予定で、２５年度は同額、平成２６年度に２

４年度の余剰金を解消する予定だが、予想以上に

利用が多くなれば残った基金を支消し、計画どお

りにいけば第６期において負担の軽減に基金を利

用していきたいとの答弁がありました。

また、保険料設定段階をふやし、多段階の料金

設定も考えられたのではの質疑には、今回第３段

階に特例第３段階を設け、６段階８区分の保険料

の設定にして負担の軽減を図るもので、第３段階

から特例第３段階に該当する人は７９７名になる

見込み。特例第４段階は４期からの継続。今回の

料金増は１割で、これが２割、３割増ということ

であれば段階の設定も変わってくると考えるが、

今回は新しく特例第３段階を追加したという答弁

がありました。

また、介護施設の数は人口比で他市と比較した

らどのようになるのかの質疑に対し、すべての介

護施設のベッド数でいうと隣の士別市では１４対

１、名寄市は２３対１、道内同規模の２万から４

万人の自治体１２市の中でいうと中間に位置し、

特養だけで比較すると４５対１で、同規模自治体

の中で一番多いとの答弁がありました。

質疑終結後、２回目の委員会では、討議、討論

を行い、各委員から出されました主な意見では、

さらに介護準備基金の取り崩しを行い、保険料を
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下げるべきである、これからも高齢化が進行して

いく状況が見込まれ、第６期に向け現在の２分の

１の１億円程度の基金は必要である、保険料設定

段階をふやし、低所得者の負担をさらに抑えるべ

き、基金を使い切ると次回の第６期保険料上げ幅

が大きくなることが予想されるため、今回の改正

は妥当などの意見が出されました。

以上、議論の結果、議案第８号 名寄市介護保

険条例の一部改正につきまして採決の結果、賛成

多数で原案どおり可決すべきものと決定をいたし

ました。

引き続き議案第１１号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び介護保険事業計画を定めることにつ

いて、委員会における審査の経過並びに結果を報

告を申し上げます。

付託された議案第１１号は、提案の理由の説明

にもありましたように、老人福祉法第２０条の８

及び介護保険法第１１７条の規定により策定する

ものであり、名寄市議会基本条例第１０条の規定

により議会の議決を求めるものであります。

計画の内容について説明を受けた後、第１回目

の委員会で各委員から出されました主な質疑では、

地域介護予防活動支援事業で具体的なボランティ

アの推進事業内容はの質疑には、介護予防サポー

ター養成講座を開き、ボランティア登録をしてい

ただき、自主的に地域で毎年介護予防に取り組め

るように研修やボランティアフォローアップ教室

を行っている。現在４０名ほどの登録になってい

ますが、まだ地域で活発に活動するには人数が少

ないため、今後も取り組んでいくとの答弁があり

ました。

認知症高齢者支援チェックリストで認知症がし

っかり把握できる内容なのかの質疑には、対象は

６５歳以上で、介護認定されていない方に２５項

目の簡単なチェックリストを配付し、判定をして

該当した場合、地域包括支援センターで該当者と

連絡をとり対応していくとの答弁がありました。

基本理念３の高齢者などが要介護状態になった

場合においても、可能な限り居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを

支援しますとあるが、本人が居宅を希望していれ

ばよいが、強制的に居宅介護を押しつけているよ

うにも受けとめられるとの指摘には、住みなれた

地域で暮らし続けることができるようにグループ

ホーム等も居宅に入る。認知症の方は、環境が変

わると症状が強くなることもあり、医療法人とも

連携をとり、長い間住みなれた地域や施設で過ご

すことができるように支援を進めていくとの答弁

がありました。

介護予防と保健福祉の役割分担はの質疑には、

介護予防は地域支援事業で主に６５歳以上を対象

として行い、保健のほうは健康づくりが主になる

と考えているとの答弁がありました。

第４期の施設サービスの中に小規模多機能の記

述があったが、第５期の計画ではどのようになっ

たのかの質疑には、小規模居宅介護施設は通って、

泊まれて、ヘルパー派遣ができる施設で、長期に

わたり入所する施設とは異なるため、介護保険居

宅サービスの中に整理をしたとの答弁がありまし

た。

以上の議論の結果、議案第１１号 名寄市高齢

者保健医療福祉計画及び介護保険事業計画を定め

ることにつきましては、全会一致で原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告といたします。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対し一括質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

議案第８号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）
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異議がありますので、〇議長（黒井 徹議員）

起立により採決を行います。

議案第８号を委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第８号は委員長報告のとおり可決

されました。

お諮りいたします。議案第１１号は委員長の報

告のとおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１１号は委員長報告のとおり可

決されました。

日程第３ 議案第１０〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市営住宅管理条例の一部改正についてを

議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、山口祐司副委員長。

議長〇経済建設常任副委員長（山口祐司議員）

より御指名をいただきましたので、平成２４年第

１回定例会におきまして当委員会に付託されまし

た議案第１０号 名寄市営住宅管理条例の一部改

正について、委員会における審査の経過及び結果

を報告いたします。

委員会は、３月１５日、野間井建設水道部長を

初め担当職員の出席を願い、本条例の改正内容な

どについて詳細に説明受けた後、慎重に審査を行

いました。

付託されました議案は、第１次地域主権一括法

が平成２３年５月２日に公布されたことにより、

平成２４年４月１日をもって公営住宅法で規定す

る同居親族要件が撤廃されることから、名寄市営

住宅管理条例において当該要件を規定するために

条例の一部改正をするものであります。今般の改

正により、今後は地方自治体が現行政策を基本と

しながら、地域の実情に応じた施設の整備や管理

の基準を設定できるようにしようとするものであ

り、名寄市の現状に合った市営住宅管理条例に改

正しようとするものであります。

条例の改正内容について説明を受けた後、委員

会において各委員から出されました主な質疑では、

公営住宅における一般若年単身者の応募率と同居

親族を要件としない場合、若年単身者の応募がふ

えることにより応募倍率が上昇するとしているが、

根拠はに対しては、一般応募倍率は５倍、若年

単身者応募倍率は６倍です。若年単身者の応募

がふえる根拠としては、若年単身者住宅は公営住

宅の７％（７１戸）で、若年単身者の入居期間が

比較的長いこともあり、入居応募率が高くなると

答弁がありました。

また、近郊町村では定住対策として単身者用住

宅の建設を進めているが、名寄市は民間との兼ね

合いがあり、取り組んでいないが、今後の住宅マ

スタープランの中で需要と供給のバランスもある

が、若年単身者用住宅建設の考え方について及び

都市部と同様に名寄市の単身者用住宅の家賃は高

いとの声を聞くが、民間との家賃格差はどのぐら

いになっているのかに対しては、若年単身者住宅

の建設については将来的には検討していかなけれ

ばならないと考えている。住宅マスタープランの

中で見直しに取りかかりたい。単身者住宅の家賃

は、１ＬＤＫ、２ＤＫでは民間は３から４万円で、

公営住宅は２万円以下になっているとの答弁があ

りました。

さらに、今回の改正は恒常的と解釈すべきなの

か、地域事情で見直すこともあり得るのかに対し

ては、将来的には状況変化があれば検討していく

との答弁がありました。

議論の結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。

以上、付託議案の審査経過並びに結果について

御報告といたします。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）
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に対し質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

議案第１０号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１０号は委員長の報告のとおり

可決されました。

日程第４ 議案第２５〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２４年度名寄市一般会計予算、議案第２

６号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計

予算、議案第２７号 平成２４年度名寄市介護保

険特別会計予算、議案第２８号 平成２４年度名

寄市下水道事業特別会計予算、議案第２９号 平

成２４年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別

会計予算、議案第３０号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算、議案第３１号 平成２

４年度名寄市公設地方卸売市場特別会計予算、議

案第３２号 平成２４年度名寄市食肉センター事

業特別会計予算、議案第３３号 平成２４年度名

寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第３４号

平成２４年度名寄市病院事業会計予算、議案第

３５号 平成２４年度名寄市水道事業会計予算、

以上１１件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、山口祐司委員長。

議長よ〇予算審査特別委員長（山口祐司議員）

り御指名をいただきましたので、今定例会におい

て予算審査特別委員会に付託されました議案第２

５号 平成２４年度名寄市一般会計予算及び議案

第２６号から議案第３５号までの平成２４年度各

特別会計予算並びに各企業会計予算の１１件につ

いて、委員会の審査経過と結果の御報告を申し上

げます。

第１回委員会は、２月２９日に開会し、直ちに

正副委員長の互選を行い、委員長に私山口が、副

委員長には奥村英俊委員がそれぞれ選任されまし

た。

第２回委員会は、３月１６日に開会し、審査日

程を３月１６日、１９日、２１日、２２日の４日

間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、それぞれ説明並びに答弁をいただき、慎

重に審査をいたしました。

その経過につきましては、詳細に御報告申し上

げるところでございますが、当委員会は全議員を

もって構成された委員会ですので、これを省略さ

せていただき、審査の結果のみを御報告申し上げ

ます。御了承をお願いいたします。

議案第２５号 平成２４年度名寄市一般会計予

算及び議案第２６号 平成２４年度名寄市国民健

康保険特別会計予算並びに議案第３３号 平成２

４年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算につき

ましては、採決の結果、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決定をいたしました。

また、議案第２７号から議案第３２号までの平

成２４年度各特別会計予算及び議案第３４号並び

に議案第３５号の各企業会計予算の８件につきま

しては、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

以上を申し上げまして、簡単ではございますが、

委員会の審査結果の報告とさせていただきます。

ただいま予算審査特別〇議長（黒井 徹議員）

委員会委員長より報告のありました議案第２５号

外１０件については、全議員をもって構成されま

した特別委員会でありますので、この際質疑を省

略し、直ちに採決を行います。

議案第２５号 平成２４年度名寄市一般会計予

算について委員長の報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）
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起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２５号は委員長の報告のとおり

可決されました。

お諮りいたします。議案第２６号 平成２４年

度名寄市国民健康保険特別会計予算について委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２６号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第３３号 平成２４年

度名寄市後期高齢者医療特別会計予算について委

員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３３号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２７号 平成２４年度名寄市介護

保険特別会計予算から議案第３２号 平成２４年

度名寄市食肉センター事業特別会計予算までの６

件及び議案第３４号 平成２４年度名寄市病院事

業会計予算、議案第３５号 平成２４年度名寄市

水道事業会計予算について委員長報告のとおり決

定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２７号から議案第３２号までの

６件及び議案第３４号、議案第３５号は委員長報

告のとおり可決されました。

日程第５ 請願第１号〇議長（黒井 徹議員）

仮称・市民ホール建設計画に関わる請願につい

て、付託しました委員会の審査の経過並びに結果

の報告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

議長よ〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員）

り御指名をいただきましたので、今定例会で当委

員会に付託されました請願第１号 仮称・市民ホ

ール建設計画に関わる請願についての審査の経過

と結果を御報告いたします。

委員会は、３月１２日、１５日、１９日と３日

間にわたり開催しました。

１回目の審議では、提出された徳田地域企業振

興会からの請願書の趣旨についての確認と議会基

本条例第５条第６項並びに委員会条例第２８条に

定める請願者の意見を聞く機会を設ける原則に従

い、請願者に参考人として出席を求めることの可

否について協議を行いました。

まず、今回の請願趣旨は、道北の中核都市を目

指す名寄市が既存の名寄市民文化センター隣接地

で計画している（仮称）市民ホールでは、住宅地

区内ということでもあり、市内外から訪れる人た

ちにわかりづらいことなどから、十分な敷地を確

保でき、旧風連町と旧名寄市の中間地点でもある

徳田地区での再検討を求めるとともに、市民の３

０年来の夢である（仮称）市民ホールが旭川以北

の中核都市として一定グレードが高く、近隣住民

にも誇れる規模とする整備を求めるものでありま

す。また、請願者の意思を十分把握するために、

委員会への出席を求めることも確認いたしました。

２回目となる１５日の委員会では、最初に教育

委員会からホールの進捗状況の説明を受けました。

その後、教育委員会関係職員の退席をいただき、

請願者である徳田地域企業振興会の相談役、川原

彰氏より参考人として請願内容の趣旨を述べてい

ただきました。

請願の趣旨としては、建設場所については方向

性が示されていることに理解をしているものの、

１つに徳田地域は高速のインターチェンジが予定

されている地区であり、上川北部圏の市町村の拠

点とも言える地域、また幌加内を入れた近郊の市

町村との交通アクセスからもわかりやすい場所と

して希望していること、２つに利用する市民並び

に団体の希望も考慮して、市民団体と歩調を合わ
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せて進めていただき、道北の中核都市として市民

だけでなく近隣住民からも集まりやすい利便性の

よい場所である程度の規模の施設にしていただき

たいということでありました。また、徳田地域企

業振興会としても行政にお願いするだけではなく、

一市民として協力する。一緒に歩調を合わせて

（仮称）市民ホールの計画に参加する。この種の

計画では、多くの市民の賛同を得てともに協力す

ることが何よりも大きな財産となる。市民が後押

しすることで地域に夢を与えることを考慮してい

ただき、再検討していただきたいとも述べられま

した。

その後、各委員との質疑応答に入り、委員から

は規模の席数と固定式、可動式についてどう考え

るのかの質疑に対しては、稚内市が２９３席、

旭川市が５４６席、近隣の数から０００席規

模を望みたい。座席の可動、固定についても両市

が固定なので、固定式のイメージをしているなど

の答弁がありました。

また、徳田地域企業振興会の会員数と活動、請

願にかかわった経過はの質問に対しては、活動は

徳田地区の歩道や下水道などの整備と防犯等、そ

の他細かい地域活動にも努めている。会員は、現

在１２０社の１５０人。請願の経緯は、新聞等の

報道から３月５日に企業立地委員会があり、その

場で相談して７日に提出、本来は臨時総会の事案

であるが、会員数が多いことと日にちがないこと

から、このような経過となったとの答弁がありま

した。

さらに、現在報道されている選択肢の中で５０

０の数は市民の懇談会と利用者の話し合いで出た

選択肢の中での数字、またホールを利用しない多

くの市民の声も理解していただきたい。企業立地

委員会で相談された人数と０００席にこだわる

思いはの質問では、委員会は役員だけで７人、

０００人規模は道北の類似した都市の公共施設の

数をもとにしていると答弁がありました。

以上で参考人の質疑を終了し、施設規模等につ

いて共通の認識を確認して、この日の委員会を終

了しました。

これまでの審議経過を踏まえ、１９日に開催し

た委員会では、委員間の討議となりましたが、立

地場所での変更については平成２２年９月２２日

の定例会において文化センター西側の予定とする

方向性が示され、翌２３年３月１６日に地質調査

が行われるとともに、同年５月３１日の定例会に

おいて財産の取得案件が議決されていることから、

建設場所の変更は不可能ということで委員全員が

確認しました。また、委員から請願の道北の中核

都市としての役割を果たす思いは理解しながらも、

席数については現在進められている市民懇話会並

びに利用団体と市民説明会の話し合いの過程で混

乱する要因にならないように考慮すべきことと少

子高齢化社会において財政面でも将来的に大きな

負担とならない配慮と利用する人から使いやすい

意見も多く聞いていく必要があるなどとそれぞれ

共通した発言がありました。

以上、全委員からの発言を集約し、請願第１号

仮称・市民ホール建設計画に関わる請願につい

ては全会一致で不採択とすべきものと決定をしま

した。

なお、多くの委員から請願者の名寄を思う意思

を十分に理解すべきものであること、今後の基本

設計策定時には参考とすべきものであること、市

民や利用団体の話し合いの中で席数と座席の固定、

可動についても選択肢として残るものであること

等がございましたが、請願者の趣旨が徳田地域に

０００席規模というものであったため、不採択

と決定しました。

以上、今定例会で当総務文教常任委員会に付託

されました請願第１号 仮称・市民ホール建設計

画に関わる請願について審査の経過と結果の御報

告とさせていただきます。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、請願第１号は委員長報告のとおり決定

いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３５分

再開 午後 １時３６分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第６ 議案第３７号 名寄市職員の給与に

関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３７号 名寄市職〇市長（加藤剛士君）

員の給与に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、職員派遣に伴う地域手当等の新設や関

係条文の整理及び職員給与の独自削減を行うため、

本条例の一部を改正しようとするものであります。

改正の内容について申し上げます。まず、職員

派遣に伴う改正についてでありますが、本市では

本年４月から東京都杉並区へ職員派遣を行います。

このことに伴い、新たに地域手当及び単身赴任手

当の規定を設けるとともに、期末、勤勉手当や住

居手当等の関係条文について整理を行おうとする

ものであり、当該規定につきましては今後北海道

等への職員派遣が行われた場合にも適用するもの

であります。

次に、職員給与の独自削減でありますが、平成

２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの

間行政職給料表適用職員に対して給料の７％ま

たは７％を削減しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第７ 議案第３８〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３８号 名寄市教〇市長（加藤剛士君）

育委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

名寄市教育委員であります松田潤子氏が本年５

月１５日をもって任期満了となりますが、本件は

同委員を再度教育委員に任命いたしたく、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定に基づき議会の同意を求めるものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）
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お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３８号は同意することに異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３８号は同意することに決定い

たしました。

日程第８ 意見書案第〇議長（黒井 徹議員）

１号 若者の雇用推進を求める意見書、意見書案

第２号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書、

意見書案第３号 平成２４年度畜産物価格決定等

に関する要望意見書、以上３件を一括議題といた

します。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

採決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

日程第９ 報告第２号〇議長（黒井 徹議員）

例月現金出納検査報告及び定期監査報告につい

てを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第１０ 閉会中継〇議長（黒井 徹議員）

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件はすべて議了いたしました。

これをもちまして、平成２４年第１回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時４２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 大 石 健 二
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成２４年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 千 春 １．加藤市政の折り返し地点での評価と未来について

（Ｐ ５４） ２．名寄市の財産を活かしたまちづくりについて

(1) 大学、病院、市民の連携のまちづくり

(2) 大学と行政機関の交流について

(3) 保有財産の有効活用について

(4) 気象条件を活かしたまちづくり

３．これからの市役所のあり方について

(1) 国や道、または民間企業との派遣及び人事交流について

(2) 職員の道外出張の考え方について

(3) 国や財団などが行う補助メニューの研究について

(4) 職員の名刺のあり方について

(5) 給与のあり方について

(6) 職員の見える、プラス評価について

(7) 懲戒処分の考え方について

(8) 管理職の外部からの登用と適職人事

４．名寄市立総合病院について

(1) 名寄市立総合病院を核とする望ましい地域医療の姿は

(2) 看護基準７対１への対応について

５．市内の経済と産業振興について

(1) 仮称・複合交通センターの利用促進について

(2) 観光協会と市民活動の情報提供について

(3) 公共工事の発注について

６．名寄のインフラ整備とまちづくりについて

(1) 道路舗装率の向上について

(2) 老朽危険家屋対策について

(3) 建築が予定される公共施設の色調やデザインについて

７．仮称・市民ホールの設計について

平 成 ２ ４ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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２ 熊 谷 吉 正 １．２０１２年度執行方針と予算編成について

（Ｐ ７６） (1) 就任２年の加藤市政の自己評価と「目標とする将来像」

(2) 憲法理念と現実社会の現状認識について

(3) 予算編成と財政展望について

２．市民目線のまちづくりについて

(1) 名寄市自治基本条例と市政運営について

(2) 「地域主権」の確立と自治体の対応への課題

３．行財政改革について

(1) 新・行財政改革推進計画の策定に当たって

(2) 人材育成と職員研修について

４．保健、福祉、医療行政について

(1) 少子化と子育て支援について

(2) 安心の福祉施策について

(3) 安心の地域医療の確立について

５．経済・建設行政について

(1) ＴＰＰ参加反対と今後の取り組みについて

(2) 国の農業政策の評価と名寄市農業振興について

(3) 中心街活性化と商工業団体等の取り組み推進

(4) 普通建設事業等のあり方

(5) 労働者の現状と労働行政のあり方について

(6) 今後の災害発生対応について

６．教育行政について

(1) 学校教育に関わる執行方針について

(2) 校務支援システム問題について

(3) 仮称・市民ホール建設について

(4) 名寄市立大学の今後の課題と展望について

３ 山 口 祐 司 １．財政健全化に対する取り組みについて

（Ｐ１０１） (1) 行財政運営の今後の見通しについて

(2) 将来に対する市民の不安をどう払拭するか

２．市政運営の折り返しを迎えて

(1) 行政経営の３大要素（人・物・金）について

(2) 将来を見据えた産業振興に対しての考え方は

３．福祉行政について

(1) 地域福祉計画での相互扶助体制について

(2) 福祉行政に対する市民の期待と不安について
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(3) 特定健診と生活習慣病予防対策について

４．男女共同参画社会の形成

(1) 行政としての支援と考え方について

(2) 官民連携に対しての考え方について

５．農業振興について

(1) ６次産業化への取り組みと現状について

(2) 農地集積と担い手対策について

６．教育行政について

(1) 全市的な小中学校適正配置と学校施設の整備計画について

(2) 学校給食に対する保護者の要望把握について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２４年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 川 村 幸 栄 １．平成２４年度市政執行方針から“安心して健やかに暮らせるまちづ

（Ｐ１１８） くり”について

(1) 高齢者福祉の充実について

(2) 障がい者福祉の推進について

(3) 子育て支援の推進について

(4) 地域福祉の推進について

２．平成２４年度教育行政執行方針から

(1) 健やかな体の育成について

(2) 豊かな地域文化の継承と創造について

２ 高 橋 伸 典 １．孤立死への対応は

（Ｐ１２９） (1) 福祉サービスや福祉施設を利用していない高齢者・障がい者の状

況について

(2) 生活実態調査について

(3) 電気・ガス・灯油・水道供給業者と行政の連携について

(4) 行政の対策は

２．自転車走行環境の整備について

(1) 交差点の改善と自転車レーンの設置について

(2) 自転車保険（対人賠償）について

３．スポーツ観光への取り組みについて

(1) 企業や観光協会とスポーツ団体の連携と現況は

(2) 市民の健康づくり・青少年健全育成とスポーツ振興について

(3) スポーツイベントの誘致について

(4) スポーツを活用した観光まちづくりについて

４．来庁者の各種申請・相談等への対応について

３ 奥 村 英 俊 １．教育行政について

（Ｐ１３９） (1) 学校教育における平成２４年度の重点施策

(2) 全国学力学習状況調査の分析結果から
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(3) 豊かな自然を活かした授業の取り組みについて

(4) 少人数学級について

２．公契約条例制定に向けて

(1) 背景及び必要性について

(2) 発注された事業における労働実態と労働行政について

３．東日本大震災被災地のがれき受け入れについて

(1) 北海道の対応について

４ 川 口 京 二 １．冬の観光について

（Ｐ１４９） (1) 北の天文字焼きについて

(2) 滞在型観光について

２．除雪・排雪について

(1) 除雪の出動回数は

(2) 市民からの苦情は

(3) 今年度の重点は

３．町字名変更について

４．名寄庁舎周辺の冬季の安全管理について

５ 大 石 健 二 １．名寄市の市政運営から

（Ｐ１５８） (1) 加藤市長の市政執行について

ア 市政執行２年を省みて

２．名寄市の行財政運営から

(1) 経済成長戦略について

ア 観光振興計画等の具現化への取り組みほか

イ 中心市街地活性化への取り組みとその後

(2）生活弱者への生活援護について

ア 生活困窮者と障がい者の孤立死より

(3）市民生活の環境整備と改善について

ア 雪害による市民生活への影響より

３．名寄市の医療行政から

(1）名寄市の地域医療拡充について

ア 病診連携と医師確保の具体策ほか

６ 日根野 正 敏 １．新名寄市農業・農村振興計画について

（Ｐ１７２） (1) 前期計画の達成度と後期計画の課題は

(2) 有害鳥獣対策補助事業の電牧柵等の扱いについて
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(3) 農地流動化促進について

(4) 農業担い手支援センターの実現を

(5) 新規事業の積極的な対応を

(6) 担い手結婚対策の強化を

(7) 作業事故防止策の強化を

2.ふうれん望湖台自然公園の活用について

(1) 地域、利用者との協議経過について

(2) 今後の利用計画について

(3) 望湖台振興計画の策定を

７ 山 田 典 幸 １．名寄市農業の今後の展望について

（Ｐ１８３） (1) 新名寄市農業・農村振興計画後期実施計画について

(2）人・農地プラン策定について

(3) 農業と観光振興の結びつきについて

２．名寄市の教育行政について

(1) 学校適正配置計画と連動した学校施設整備の取り組みについて

(2）中学校新学習指導要領の全面実施における対応について

(3) 教育改善プロジェクトの進捗状況について

(4) 地域の特色を生かした教育のあり方について

８ 竹 中 憲 之 １．市立総合病院にかかわって

（Ｐ１９４） (1) 医療スタッフの動向について

ア スタッフの総数について

イ スタッフの退職数と採用数について

(2）今後のスタッフの体制について

ア 消化器内科の再開に伴うスタッフの体制について

(3) スタッフの労働条件について

ア 代休の消化状況について

イ 有給休暇の取得状況について

２．空き家対策について

(1) 市内における空き家の件数について

(2) 雪による崩壊件数について

(3) 安全対策について

３．指定管理者制度について

(1) 指定管理施設における正規雇用者と非正規雇用者の雇用数につい

て



－233－

平 成 ２ ４ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会

(2) 指定管理施設の見直しは

(3) 正規雇用と非正規雇用の年収について

９ 宗 片 浩 子 １．名寄市教育相談センターハートダイヤル（安心カード）について

（Ｐ２０５） (1) 子どもからの相談、親からの相談内容の傾向は

(2) 相談件数の状況は

(3) 安心カードの今後の扱いについて

２．児童虐待について

(1) ４つの分類があるが、名寄においての事例について

(2) 保護される施設に名寄市からの入所者について

(3) 児童虐待防止対策として名寄市の取り組みは

３．名寄市食育推進計画について

(1) 推進目標と年次ごとの進捗状況は

(2) 最終的な食育推進状況の評価について

(3) 今後の食育推進計画の考え方は
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平成２４年２月２９日～平成２４年３月２２日 ２３日間

本会議時間数 １８時間４３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

2 3 4 23.11.30 24. 2.28 24. 2.29平 成 年 第 回
名寄市畜産物処理加工施設条例の制定につい

定例会 修 正 可 決経 済 建 設 常 任 修 正 可 決 す べ き
て【経済建設常任委員長報告】

付 託 議 案 第 号1

2 3 4 23.12.19 24. 2.28 24. 2.29平 成 年 第 回
名寄市公設地方卸売市場条例の一部改正につ

定例会 原 案 可 決経 済 建 設 常 任 原 案 可 決 す べ き
いて【経済建設常任委員長報告】

付 託 議 案 第 号2 8

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一 ― ― 24. 2.29
第 １ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 24. 2.29
第 ２ 号 名寄市基金条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 2.29
第 ３ 号 名寄市税条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 2.29
第 ４ 号 名寄市公民館条例等の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 2.29
第 ５ 号 名寄市児童クラブ条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例及 ― ― 24. 2.29

び名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等 ― ― 原 案 可 決
第 ６ 号

の医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて

名寄市総合療育センター条例の一部改正につ ― ― 24. 2.29
第 ７ 号

いて ― ― 原 案 可 決

24. 2.29 24. 3.15 24. 3.22
第 ８ 号 名寄市介護保険条例の一部改正について

原 案 可 決市 民 福 祉 常 任 原 案 可 決 す べ き

名寄市土地改良事業分担金等徴収条例等の一 ― ― 24. 2.29
第 ９ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

24. 2.29 24. 3.15 24. 3.22
第 １ ０ 号 名寄市営住宅管理条例の一部改正について

原 案 可 決経 済 建 設 常 任 原 案 可 決 す べ き

名寄市高齢者保健医療福祉計画及び名寄市介 24. 2.29 24. 3.15 24. 3.22
第 １ １ 号

護保険事業計画を定めることについて 原 案 可 決市 民 福 祉 常 任 原 案 可 決 す べ き
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 24. 2.29
第 １ ２ 号 市道路線の廃止について

― ― 原 案 可 決

― ― 24. 2.29
第 １ ３ 号 市道路線の認定について

― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市一般会計補正予算（第６ ― ― 24. 2.29
第 １ ４ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 24. 2.29
第 １ ５ 号

正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 24. 2.29
第 １ ６ 号

算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 24. 2.29
第 １ ７ 号

予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 24. 2.29
第 １ ８ 号

業特別会計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市簡易水道事業特別会計補 ― ― 24. 2.29
第 １ ９ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市公設地方卸売市場特別会 ― ― 24. 2.29
第 ２ ０ 号

計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 24. 2.29
第 ２ １ 号

計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 24. 2.29
第 ２ ２ 号

補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 24. 2.29
第 ２ ３ 号

（第４号） ― ― 原 案 可 決

平成２３年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 24. 2.29
第 ２ ４ 号

（第４号） ― ― 原 案 可 決

24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ２ ５ 号 平成２４年度名寄市一般会計予算

原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計予 24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ２ ６ 号

算 原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ２ ７ 号 平成２４年度名寄市介護保険特別会計予算

原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ２ ８ 号 平成２４年度名寄市下水道事業特別会計予算

原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備事 24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ２ ９ 号

業特別会計予算 原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

平成２４年度名寄市簡易水道事業特別会計予 24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ３ ０ 号

算 原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

平成２４年度名寄市公設地方卸売市場特別会 24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ３ １ 号

計予算 原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原案可決すべきもの

平成２４年度名寄市食肉センター事業特別会 24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ３ ２ 号

計予算 原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

平成２４年度名寄市後期高齢者医療特別会計 24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ３ ３ 号

予算 原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ３ ４ 号 平成２４年度名寄市病院事業会計予算

原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

24. 2.29 24. 3.22 24. 3.22
第 ３ ５ 号 平成２４年度名寄市水道事業会計予算

原 案 可 決予 特 委 員 会 付 託 原 案 可 決 す べ き

― ― 24. 2.29
第 ３ ６ 号 名寄市固定資産評価員の選任について

― ― 同 意

名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に ― ― 24. 3.22
第 ３ ７ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 24. 3.22
第 ３ ８ 号 名寄市教育委員会委員の任命について

― ― 同 意

諮 問 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め ― ― 24. 2.29

適 任 と 認 め る第 １ 号 ることについて ― ―

請 願 仮称・市民ホール建設計画に関わる請願 24. 3.12 24. 3.19 24. 3.22

第 １ 号 【総務文教常任委員長報告】 不 採 択総 務 文 教 常 任 不 採 択 す べ き

意 見 書 案 ― ― 24. 3.22
若者の雇用推進を求める意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 24. 3.22
父子家庭支援策の拡充を求める意見書

第 ２ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 平成２４年度畜産物価格決定等に関する要望 ― ― 24. 3.22

第 ３ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 24. 2.29
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 例月現金出納検査報告及び定期監査報告につ ― ― 24. 3.22

第 ２ 号 いて ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 24. 3.22
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

平 成 ２ ４ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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